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特 集 Ⅰ

日中韓における少子高齢化の実態と対応に関する研究

特集によせて

林 玲 子

本特集は，2020(令和2)年から2022(令和4)年度まで3年間かけて実施した，「日中韓に

おける少子高齢化の実態と対応に関する研究」の成果をとりまとめたものである．研究は

厚生労働行政推進調査事業費補助金（地球規模保健課題解決推進のための行政施策に関す

る研究事業）を受けて実施された．社人研ではこれまで，アジア，とりわけ東アジアにお

ける少子高齢化に関する研究を継続的に実施してきた．その皮切りは2002(平成14)年度に

開始した「韓国，台湾，シンガポール等における少子化と少子化対策に関する研究」であ

るが，アジア新興国がNIESと呼ばれていた当時，韓国，台湾，シンガポールの合計特殊

出生率は日本と同程度であり，中国は一人っ子政策を堅持，日本も人口減少はまだ始まっ

ておらず，日中韓揃って人口減少社会となった現在とは隔世の感がある．そのプロジェク

ト以降，社人研のアジア研究は，東アジアの働き方（平成16～20年度），家族政策（平成

21～23年度），高齢化・介護政策（平成24～26年度）と続き，さらに2015(平成27)年度よ

りASEAN諸国にも対象を広げ，人口移動（平成27～29年度），人口統計システム（平成

30～令和元年度）といった内容を取り扱った．それらを受けた本研究は，社人研の人口分

野と社会保障分野を融合する形で，少子高齢化に関する施策を広義の人口政策ととらえ，

出生，死亡，移動に関わる施策の日中韓比較を行う，という枠組みを取った．出生に関わ

る施策は少子化対策はもとより，出産サービスや住宅対策，死亡に関しては健康・高齢化

対策としての医療・介護・年金制度，移動に関しては国内・国際移動に関する施策を取り

上げ，それぞれを専門とする所内外研究者が分野を超えて交流した．

国際的な研究は出張による情報収集・意見交換が基本となるが，本研究の実施期間は丁

度，新型コロナウイルス感染症の流行と重なっており，2020年のプロジェクト開始当時は

途方に暮れたものである．しかしながら，オンライン会議システムが導入され，慣れてく

ると，逆にその利便性が実感されるようになった．コロナ以前は会議は対面であり，子育

て最中の海外出張が難しい研究者に関与してもらうことは難しかったが，オンライン会議

では日本にいながら研究交流に参加できる．また同時通訳を「ワンクリック」で組み入れ

ることができ，日本語，韓国語，中国語の壁が低くなった．現時点では，自動音声認識・

翻訳はまだ実用的ではなく，通訳者を通じた方法をとる必要はあるが，オンライン翻訳ア

プリと合わせ，さながら「ほんやくこんにゃく」のように言語の自動通訳・翻訳は今後進
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化が進むと考えられ，コロナを契機に国際的な研究環境は大きく変革したと実感する．こ

の研究プロジェクトでは3年の間に，韓国・中国在住の研究者をつなぎ，合計15回の講演

会，ワークショップを行った．今後はコロナ5類移行で可能になった対面での交流を要所

で行いながら，これらの会議で培った日中韓研究者ネットワークを維持・拡張することが

求められよう．

特集第1回目である本号は，小島克久 情報調査分析部長による日中韓の介護制度比較

と展望，佐藤格 社会保障基礎理論研究部第1室長による公的年金制度の日中韓比較と将

来予測に関する論文を収録している．それらに続く拙稿は，日中韓の少子高齢化施策を，

少子化に至る前の韓国・中国の主要な人口政策であった家族計画政策も含め，三か国の施

策の推移と実態について論述したものである．次号以降は少子化対策，出産サービス，育

児・介護時間などに関する論文の刊行を予定している．

研究プロジェクトの実施期間に作成した報告書類はすべて厚労科研データベースおよび

社人研レポジトリにpdf形式で掲載し，ダウンロードが可能である．幅広い読者諸兄姉

からのご意見をお待ちしている．

―236―
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特集Ⅰ：日中韓における少子高齢化の実態と対応に関する研究

日中韓の介護制度の多様性の背景と

今後の制度展開の方向の検討

小 島 克 久

Ⅰ．はじめに

東アジアの日本，韓国，中国では今後も高齢化が進むことが見通されており，介護制度

の構築はこれらの国々に共通する政策課題である．例えば，わが国では，高齢者福祉の歴

史は長いが，2000年に介護保険を実施し，介護サービス利用が大きく広がった．現在は

「地域包括ケアシステム」の構築を目指し，より地域に密着し，かつ持続性のある高齢者

介護制度の構築を目指している．韓国では2008年に老人長期療養保険（介護保険）が実施

された．日本の介護保険を参考にしつつ，韓国独自の制度内容となっている．中国でも

「介護保険パイロット事業」が実施されている．

日中韓の介護制度は，共通点がある一方で，相違点も多い．例えば共通点として，介護

制度に社会保険方式を採用していること，居宅，施設ケアなどの多様な介護サービスを提

供していることを挙げることができる．一方で，保険者（制度運営者），医療制度との関

係，現金給付の有無などでは，日中韓に大きな相違がある．つまり，日中韓の介護制度に

は，共通点と相違点が伴う「多様性」があるといえる．こうした多様性が生じる背景の検

討は，日中韓が今後直面する高齢化への対応に関する知見を得ることができる．

このような問題意識のもと，本稿では日本，韓国，中国の介護制度の多様性とその背景

―237―

急速な高齢化が進む東アジアでは，介護制度の構築は重要な政策課題となっている．東アジアの

日本，韓国，中国で実際に構築されている介護制度には多様性がある．一方で，社会保険方式の採

用などで共通点も見られたり，介護サービスの提供，地域密着の仕組みなどで日本を参考にしたり

することも多い．本稿では，そうした日中韓の介護制度の多様性を，制度構成要素から分析した．

その結果，①財政方式など選択肢が限られる部分では共通点が強い，②利用できる介護サービスな

どの，各国の実情を反映している，独自の制度内容の決定の余地が大きい部分では，相違点が出や

すいことを明らかにした．こうした共通点や相違点が混合することが，日中韓の介護制度の多様性

の背景であることを明らかにし，今後の人口高齢化の下であり得る介護制度展開の方向についても

考察した．

キーワード：高齢化，高齢化対策，介護制度，東アジア



を現在の制度内容から検討する．そして，人口高齢化の下で展開し得る介護制度構築の方

向についても考察する１）．なお，介護制度の多様性はその発展の経緯からの分析も重要で

あるが，介護制度を含む日中韓の高齢化対策の経緯は本特集の林論文に譲る．

Ⅱ．日中韓の介護制度に関する先行研究

そもそも，諸外国の介護制度，特に国際比較研究の歴史は短い．三富（2010）によれば

その蓄積の開始は1990年代末からとされている．例えば，足立（1998）では，世界の主要

国の介護制度を取り上げているが，アジアからは日本にとどまる．鬼塚（2002）では，世

界の主要13か国の介護政策を取り上げており，ここでは日本，韓国，中国が含まれている．

増田（2014）では，世界各国・地域の介護制度を取り上げ，アジアからは日本，韓国，中

国，台湾，シンガポールを取り上げている．さらに，健保連（2020）では，公的介護制度

に関する国際比較調査として，ドイツ，フランス，オランダ，韓国，日本を取り上げてい

る．これらの研究では，世界の中で日本や韓国などの介護制度を取り上げている．

東アジアの各国・地域の介護制度を取り上げた先行研究として，韓国では金（2009）が

当時実施された韓国の介護保険である老人長期療養保険を取り上げている．金・金・前橋

（2013）では，高齢者対策としての医療，介護制度を取り上げている．株本（2017）では，

韓国の高齢者ケアとして，医療と介護の連携に焦点を置いている．金・大泉・松江

（2017）では，アジアの高齢者の生活保障という視点から，韓国を中心に介護を含む福祉

などを取り上げている．また，金（2023）では韓国の介護保険や，地域密着の介護システ

ムや認知諸対策などを取り上げている．

中国の介護制度についても近年研究の蓄積が進んでいる．例えば，沈（2016）は，中国

の介護保険パイロット事業実施の背景について，政策立案の面から分析している．郭

（2018）は，中国の介護サービス提供システムの多様さを指摘した上で，日本の経験も踏

まえた中国の介護保険の全国実施可能性を論じている．袁（2019）は，15か所の介護保険

パイロット事業実施都市の事業内容を概観している．片山（2019）も，中国の介護保険パ

イロット事業の課題として財源確保に注目した分析を行っている．また，包（2020）は，

法制度の整備，人材確保などの介護制度の課題について論じている．万・小島（2022）で

も，29か所で実施の介護保険パイロット事業の内容を整理したうえで，全国的な介護保険

実施の条件を検討している．

このように，日中韓の介護制度に関する研究は蓄積されつつあるが，日中韓を含む東ア

ジア全体を見通すものは少ない２）．例えば，西下（2022）では，日本，韓国，台湾の介護

システム，特にケアマネジメントに着目している．増田・小島・李（2021）では，東アジ
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1）本稿では，その特集の趣旨から，日本，韓国，中国の介護制度を取り上げる．少子高齢化が顕著でかつ近年

介護制度を整備している台湾についても言及する場合がある．

2）台湾について，本文で挙げた西下（2022）の他，介護制度そのものについては，小島（2015），小島（2018），

小島（2019）を参照．



アの社会保障制度の中で，介護制度の概要をまとめている．しかし，東アジアとりわけ日

中韓の介護制度の共通点や相違点やその背景の詳細な分析は少ない．

このような問題意識から，本稿では日中韓の介護制度の多様性の詳細と今後の課題をと

りあげることとした．

Ⅲ．日中韓の介護制度比較の進め方

介護制度は医療制度と同様に，大まかに言えば財源確保，サービス提供の2つの制度構

成要素がある．それぞれの要素がさらに詳細な制度構成要素を持つ．たとえば，サービス

提供では，介護サービスを提供する組織，これを支える従事者，介護サービス提供の管理

に関わるケアマネジメントなどがある．介護制度の国際比較は，その制度構成要素を細か

く分けて，各国・地域の制度内容を整理することで，可能になる．そこで，本稿の土台と

なった研究事業（厚生労働科研「日中韓における少子高齢化の実態と対応に関する研

究」）３）では，研究事業期間中に以下のようにこれを進めた．

まず，この厚生労働科研の分担研究者であった筆者は，東アジア（日本，韓国，台湾，

中国）の介護制度を各国・地域の資料などから把握する一方，その制度比較のための制度

構成要素分類の方法の検討を行った．検討にあたっては，EUの社会保障に関する制度デー

タベースであるMISSOC（TheEU'sMutualInformationSystemonSocialProtection）

の分類を参考にした４）．このデータベースでは，EU加盟国の医療，年金，介護，子育て

支援などの社会保障政策について，詳細に情報を整備している．最上位の分類として，法

制度，制度の基本的な考え方，カバーされるリスク，対象者，受給条件，サービス提供な

どの組織，給付，給付の改定，他制度との給付調整，給付への課税の10種類を設定してい

る．これをもとに，医療との関係などの本研究で必要と思われる独自項目も加える形で東

アジアの介護制度の制度構成要素の分類を検討した５）．

次に研究班全体として，日本，韓国，中国の少子高齢化施策要素表の検討を行った．具

体的には，少子化・介護・年金の分野について，それぞれの施策を構成する要素を決め，

それぞれに日本，韓国，中国の施策をまとめていくものである．要素表の検討にあたって

は，各国資料などをもとに原案を作成して，研究班でワークショップを開催して具体的な

検討を行った．介護分野については，制度概要，財源，保険者，給付費（介護制度の規模），

被保険者，受給者，サービス内容，サービス事業者，介護従事者，インフォーマル介護者

（どのような人がインフォーマル介護者か），家族介護者（公的支援策など），要介護認定，

ケアマネジメント・ケアプラン，その他関連事項（医療との連携，地域密着，介護の質評
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3）この研究事業の概要は以下を参照．

国立社会保障・人口問題研究所webサイト「日中韓における少子高齢化の実態と対応に関する研究」

https://www.ipss.go.jp/projects/j/CJK/index.asp，最終年度（令和4年度）の報告書は社人研リポジトリ

https://doi.org/10.50870/00000587 で公開されている．（2023年9月28日最終確認）

4）MISSOCの詳細は小島（2016）を参照．

5）その検討の詳細は小島（2022）を参照．



価，ICTの活用，従事者の安全対策）の14の要素である．要素表は介護制度だけで8ペー

ジにわたるため，本稿では，これを要約した表をもとに日中韓の介護制度の共通点や相違

点を検討する６）．

Ⅳ．日中韓の介護制度の多様性

1． 制度概要

日中韓の介護制度の概要をまとめたものが表1である．この表では，わが国に加えて，

韓国，中国の介護制度のイメージの他，制度の主な内容をまとめた．この表をもとに日中

韓の介護制度を概観することで，本稿での分析の出発点とした７）．

まず日本の介護保険は，65歳以上の第1号被保険者と40～64歳の第2号被保険者が存在

する．つまり，40歳以上の者を対象とした制度である．しかし，主な給付対象者は色の濃

い第1号被保険者であり，色の薄い第2号被保険者は，加齢による疾病，末期がんなどの

条件に該当する場合に限られる．介護制度の経緯として，1963年の老人福祉法の制定（老

人福祉分野が独立した政策分野となる），1970年代の介護施設の整備，1898年のゴールド

プランの制定，実施などを経ている．つまり，わが国の介護制度は，長い歴史を持ち，高

齢者を主な対象とした，社会保険方式による制度である．実際に受給者数を見ると，2021

年で約638万人が介護保険からの給付を受けており，65歳以上の者では約18％が介護保険

の受給者である．その経費である介護給付を表1の規模（給付費）で見ると，2021年度で

約11兆円（自己負担を含む）となっている．

次に韓国は介護制度で日本に後続する国である．1981年に老人福祉法が実施され，2008

年に老人長期療養保険（介護保険）が実施されている，韓国の介護制度は，わが国と同じ

社会保険方式の制度である．給付の対象者が高齢者を中心である点も共通するが，大きな

違いは被保険者となる者の範囲が日本よりも広く，0歳からとなっている．これは，韓国

の医療保険である国民健康保険の加入者をそのまま老人長期療養保険の加入者としたため

である．よって，韓国の介護制度は医療保険活用型の制度である．受給者数を見ると，

2021年で約89.9万人が介護保険からの給付を受けており，65歳以上の者の約10.7％が受給

者であり，わが国よりおよそ7％ポイント少ない．制度の規模（給付費）も，2021年度で

約11.1兆ウォンであるが，日本円換算では約1.2兆円である．

中国は，介護制度構築を目指している後発の国である．2016年に介護保険パイロット事

業が15カ所の都市で開始され，2020年には14カ所が追加実施される形で，パイロット事業

が拡大された．制度内容は都市により異なるが，都市従業員基本医療保険．都市・農村住

民基本医療保険を活用した仕組みとなっている都市が多い．保険料と公費を財源としてい
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6）日中韓の高齢化施策要素表の原本（本稿ではwebappendixに相当するものとして扱う）は以下を参照．厚

生労働行政推進調査事業費補助金（地球規模保健課題解決推進のための行政施策に関する研究事業）『日中韓

における少子高齢化の実態と対応に関する研究』令和4年度報告書 日中韓少子高齢化施策要素表（日本語版）

https://ipss.repo.nii.ac.jp/records/614 （2023年9月28日最終確認）

7）東アジアの介護制度の概要は，増田・小島・李（2021）で触れている．



る点は多くの地域で共通している．一方で要介護認定などは地域による差がある．このよ

うに地域の多様性を内包する形で，社会保険方式での制度構築を目指しているのが中国で

ある８）．この介護保険パイロット事業のもとでの2022年度の受給者数と支出を国家医療保

障局の資料で見ると，受給者数は約120.8万人，支出は104.4億元（約2,090億円）となって

いる．

この表にはないが，急速な高齢化が進む台湾にも言及しておく．台湾が現在実施してい

る介護制度は「長期照顧十年計画2.0」に基づく制度である．2017年から実施のこの制度

は，税財源で運営され，給付対象者は高齢者の他，65歳未満の障害者，50～64歳の認知症

患者，55～64歳の原住民族で介護を必要とする者も含まれている．また，「外籍看護工」

と呼ばれる外国人介護労働者の家庭での雇用が多い９）．

このように日中韓の介護制度をごく簡単なイメージで見るだけでも多様性を伺うことが

できる．
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8）中国の介護保険モデル事業の現状と実施都市の詳細な分析は，万・小島（2022）参照．

9）前掲2のうち，小島（2015），小島（2018），小島（2019）を参照．

表１ 日中韓の介護制度のイメージ
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2． 日中韓の介護制度の構成要素―共通点と相違点―

次に，日中韓の介護制度について，その構成要素から詳細な検討を行う．具体的には，

表2で日中韓の介護制度の内容を，制度概要，財源，受給者，サービス内容などの制度構

成要素別にまとめている．この表は，原票となるⅢで述べた介護制度の構成要素表をもと

にしている10）．この表2をもとに，日中韓の介護制度の共通点，相違点の有無を検討する

ことができる．

(1)制度概要・保険者

まず「制度概要」では，介護制度を規定する法制度，適用される地理的範囲をまとめた．

日本では介護保険法が全国に適用され，市町村が保険者として運営している．韓国では，

韓国では老人長期療養保険法という介護保険の法律があり，これが全国に適用されている．

保険者は国民健康保険公団という医療保険の保険者である．中国では老人権益保護法11）や

地方政府の条例で介護制度が形成されている．その中で，介護保険はパイロット事業とし

て29カ所の地域で実施されている．ここは日中韓の介護制度の基礎情報であるが，社会保

険方式を採用する点では共通点が見られる．

(2)財源

日中韓の共通点として介護保険の実施，つまり財政方式として社会保険方式を採用して

いることがある．日本の介護保険でも，財源は介護保険料（以下，保険料）だけでなく，

税財源や自己負担もある．韓国や中国でも同様に，介護保険料に加えて，税財源からの補

助や自己負担がある．

表2の「財源」から保険料について見ると，日本では，後述の第1号被保険者（65歳以

上），第2号被保険者（40～64歳）に対して，収入や賃金に応じて保険料を徴収している．

前者の全国平均は月額で6,014円，後者は賃金の1.64％となっている．韓国では，医療保

険料の12.81％を保険料として徴収しており，賃金の0.91％に相当する．中国では所得に

基づく，医療保険料の一定割合など，パイロット事業実施都市により異なる12）．

税財源からの補助も日中韓それぞれで仕組みがある．日本では自己負担を除く介護費用

の50％を税財源から補助する．その内訳として，国が25％，都道府県が12.5％，市区町村

が12.5％の割合で補助する（原則）．韓国では介護保険保険料の予想収入額の20％，医療

扶助（日本の生活保護の医療扶助に相当）受給者の給付費，管理運営費の100％を政府が

補助する．ただし，中国では税財源からの補助はパイロット事業実施都市により異なる13）．

自己負担の仕組みも日中韓にある．日本では原則として介護費用の10％（高所得高齢者

は20％，30％もある）を利用者が負担する．韓国では居宅サービスが15％，施設サービス

が20％の自己負担割合となっているが，低所得者には減免がある．中国でも自己負担が設

定されているが，その割合は15～20％とパイロット事業実施都市により異なる14）．
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10）本稿では，日中韓の介護制度の共通点，相違点のまとめのしやすさの関係で，表2の制度構成要素の項目の

順序が原本のそれと若干異なる．用語の使い方などは原票に準じた．

11）同法の基本的な解説は余（2023）参照．

12）例えば荊門市では，前年度の住民可処分所得の0.4％の保険料率である（万・小島（2022））．

13）例えば荊門市では，自己負担を含む介護費用の8分の3を税財源から補助する（万・小島（2022））．

14）例えば青島市では，都市部従業員の個人負担は10％である（万・小島（2022））．



このように，詳細な点での違いはあるが，財源として保険料，税財源，自己負担の構成

になっている点は，日中韓で共通している．介護制度が社会保険方式であることで，財源

の面でも共通点が見られることがわかる．
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(3)被保険者

保険料を負担したり，介護サービスを利用したりする被保険者では，日中韓で少し違い

がみられる．日本では，住民基本台帳に登録された者で，65歳以上の者を第1号被保険者，

40～64歳の者を第2号被保険者とする．「住民」であることを基礎にして，市区町村が保
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険者となる「地域保険型」という性格が表れている．韓国では医療保険加入者および医療

扶助受給者となっており，年齢の条件はない．医療保険が関わった被保険者の条件となっ

ており，「医療制度活用型」という性格が表れている．中国では，被保険者の範囲はパイ

ロット事業実施都市により異なるが，すべての都市で都市従業員基本医療保険加入者を対

象としている．一部の都市では，都市・農村住民基本医療保険加入者も対象としている．

中国では居住地（都市か農村か），職業（雇用されているか否か）で加入する医療保険の

種類が異なる．都市の雇用者の医療保険を柱にした，「医療保険活用型」という性格が現

れている．

このように，被保険者の範囲では日本の「地域保険型」，韓国，中国は「医療保険活用

型」の性格があり，この点では相違点が見られる．

(4)受給者・要介護認定・ケアプラン

介護保険からのサービス利用には，受給者の範囲，要介護認定や介護サービス提供や利

用の仕組みであるケアプランが重要となる．日中韓でそれぞれの仕組みとなっており，項

目によっては，相違点の方が顕著である．

まず介護サービスの利用者である「受給者」の範囲は，日中韓すべてで高齢者が中心で

あり，ここは共通点となる．日本では，第1号被保険者は要介護（要支援）認定を受けた

者が受給者の中心である．第2号被保険者の場合，要介護の状態が特定疾病（末期ガン，

関節リウマチなどの老化による病気が原因のもの）による場合に限られる．韓国でも，受

給者（要介護人認定を者）は65歳以上の者であり，64歳以下の者の場合，老人性疾病患者

に限られている．中国では，60歳以上の者で要介護認定を受けた者である．

次に要介護認定は日中韓それぞれに仕組みがある．日本と韓国に共通点がある一方，中

国は試験的事業にとどまっている．日本，韓国ともに心身の状態の喪失度（樹形図モデル）

をもとに要介護度を判定する．その審査を行う介護認定審査会は，日本では保険者（市町

村），韓国では自治体におかれる．保険者であるか否かの違いはあるが，ともに地方政府

で要介護認定を行うことは共通している．ただし，要介護の段階は，日本が7段階（軽い

順に要支援1,2および要介護1～5）である一方，韓国は6段階（同，認知症支援等級，

5等級～1等級）である．日本が軽度から重度までをカバーするが，韓国は比較的中度か

ら重度までのカバーとなっている．日韓ともに要介護認定の有効期間がある．このように，

要介護認定の仕組みには共通点が多いが，その段階，日本は軽度者から対象にする，韓国

は比較的中度者から対象とするという対象者の範囲での相違点がある．

そして要介護（支援）と認定された後は，介護サービスの利用計画が必要となる．これ

が「ケアプラン作成」や「ケアマネジメント」である．その仕組みには日中韓の違いが大

きい．日本では介護サービス利用の前にケアプランを作成する必要がある．そのための専

門職として介護支援専門員（ケアマネージャー）がいる．ケアプランに従って介護サービ

スを提供するというケアマネジメントを行う必要がある（法的拘束力あり）．韓国でもケ

アプランを作成するが，保険者が作成する個人別長期療養利用計画書，介護事業者が作成

する給付提供計画書がある．前者は要介護度と利用できるサービスの限度額などを定めた
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ものであり，後者は前者に基づく具体的な介護サービス利用計画である．中国では，ケア

プラン，ケアマネジメントの仕組みはパイロット事業実施都市により異なり，例えば上海

市では，ケアプラン，ケアマネジメントの仕組みは介護保険としては存在しない．このよ

うに，ケアマネージャーまで制度化された日本，保険者と介護事業所の二重ケアマネジメ

ントの韓国，制度が固まっていない中国という大きな違いがみられる．

このように，受給者（対象者），要介護認定，ケアマネジメントで見ると，受給者では

高齢者中心という日中韓での共通点の一方，ケアマネジメント・ケアプランでは，日中韓

での仕組みの差が見られる．

(5)利用できる介護サービス・介護報酬

介護保険で利用できるサービスは，日本と韓国では居宅，施設など多様であることが共

通する．具体的には，日本，韓国の介護保険ともに，施設，通所（デイサービス，ショー

トステイなど），居宅の介護サービスが利用できるほか，福祉用具，住宅改修，移送など

も利用できる．ただし，韓国の介護保険では後述するような特別現金給付（家族療養費）

があり，ここが大きな違いである．中国でも，居宅，施設など，どのパイロット事業実施

都市でも複数のサービスが利用できるが，その状況には都市による違いがある15）．施設を

指向する傾向が強い．これらの介護保険からのサービスには無制限で利用できるわけでは

なく，利用限度枠が設定されている点は各国で共通する．日本と韓国では要介護度別に利

用限度枠が設定されている．中国ではパイロット事業実施都市によって異なる．

介護保険から支払われる介護サービスの対価，つまり介護報酬については日本・韓国と

中国の間で大きく異なる．日本と韓国では介護保険のもとで介護サービスなどの別に介護

報酬が細かく決まっている．ある意味で公定価格の下で，介護事業者は利用者をめぐって

競争する「準市場」のような形である．中国では介護サービス利用料は介護事業所が決定

し，それに対する補助額を地方政府が決める形であり16），自由市場的な性格が強い．

(6)介護サービス提供体制

介護サービスを提供する事業者であるが，日中韓での共通点が多い．日中韓ともに公営

と民営（非営利および営利）事業所による介護サービス提供が可能である．公的な認定制

度がある一方，利用者には介護事業所の選択が可能である．一方で，その介護事業所を支

える従事者には各国での違いがある．日本では，介護福祉士，社会福祉士，初任者研修修

了者（介護ヘルパー），介護支援専門員，医師，看護師など，医療，福祉系のさまざまな

人材が，資格（認定）を持った専門職として介護サービスを支えている．韓国でも同様で

あるが，介護福祉士，介護支援専門員に相当する公的な資格は存在しない．一方で中国で

は国家レベルでの資格認定が廃止されている．

近年，日本で受け入れが進み始めた外国人介護従事者については，各国での違いが大き

い．日本では，特定活動（EPAによるもの），介護，技能実習，特定技能での在留資格で

外国人介護人材を受け入れている．また，日本人の配偶者や永住者などで介護従事者にな

―246―

15）万・小島（2022）による．

16）例えば，寧波市では介護施設への補助は1日あたり40元の定額である（万・小島（2022））．



る者もいる．韓国では看病人と呼ばれる職種で外国人を受け入れているにとどまる．多く

は中国の朝鮮族である．中国では外国人介護従事者は皆無に近い．

このように介護サービス提供体制について，介護人材の面で日中韓の違いが大きい．

(7)家族介護者支援

介護サービスが充実しても，家族が介護のさまざまな場面で役割を果たすことは多い．

介護保険サービスの利用が普及した日本でも在宅の要介護高齢者の主な介護者として，同

居の家族が2022年で45.9％を占める17）．そのため，家族介護者への支援は重要であるが，

彼らへの支援策でも日中韓の違いが大きい．

日本では，介護保険としての現金給付は行われていない．介護休暇や介護休業制度があ

り，これに加えて自治体による介護相談，介護者研修などの家族介護者支援が行われてい

る．ただし，自治体の家族介護支援事業は，地域包括支援センターの任意事業であり，事

業の内容に地域差があるものと思われる．

韓国では，介護保険に特別現金給付（家族療養費）がある．これは介護サービスが利用

できない山間部などに居住している等の条件付きで，家族による介護を受けている要介護

高齢者に支給される手当である．条件が厳格であり例外的なものである．その他に，療養

保護士（介護ヘルパー）の資格を持つ者が自分の親などを介護する場合に，家族ヘルパー

として介護報酬（給料）が支給される．こちらも介護事業所に所属している，1日当たり

の介護時間などの条件がある．地方自治体や国民健康保険公団に介護相談センターが設置

されている他，国民健康保険公団による家族介護者研修がある．介護休暇は一部地域でモ

デル事業が行われている．

中国ではこれらについては試行事業があるにとどまる18）．このように，家族介護者支援

策にも各国の違いが大きい．

(8)その他（医療との連携，地域密着など）

日中韓の介護制度の構成要素としてその他の側面をいくつか見てみよう．まず医療との

連携の推進は日中韓で共通している．日本では2011年の在宅医療連携拠点事業の開始から

積極的に推進している．韓国では，医療・療養・介護などの統合判定体制を導入予定で，

療養病院（医療保険），介護サービス（介護保険）―高齢者オーダーメード介護サービス

（自治体）間の合理的な利用を支援するものである．2023年のモデル事業を経て，2025年の

実施を目指している．中国でも「医養結合」の名の下で医療と介護の連携を目指している．

次に，地域密着では日中韓の取り組みに違いがある．日本では「地域包括ケアシステム」

の構築を目指している．これは，「高齢者が住み慣れた地域（日本では中学校の校区程度）

で，希望する医療，介護，その他の福祉等のサービスを利用できるようにする体制」を意

味し，全国で各地域の実情に合わせた取り組みが進んでいる．韓国でも，コミュニティケ

アのモデル事業が行われている19）．中国では地域密着の介護サービス提供については模索
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17）厚生労働省「国民生活基礎調査」（2022年）による．

18）例えば，荊門市では家族介護者を対象とした介護従事者養成課程がある（万・小島（2022））．

19）この詳細は，金（2023）参照．



中である．つまり，地域密着の介護サービス提供には，日中韓でその進展の差が大きい．

その他，介護サービスの質の評価では，複数の評価方法がある日本，保険者による評価

を行う韓国がある一方で，中国にはこうした制度がない．ICTの活用については，介護

サービス提供，管理などで各国それぞれの取り組みが進んでいる．

Ⅴ．日中韓の介護制度の多様性の背景と今後の制度展開可能性

1． 日中韓の介護制度の多様性の背景－制度構成要素別の共通点と相違点の現れ方の傾向

から－

日中韓の介護制度には，その構成要素でみると共通点，相違点がそれぞれ顕著な側面が

ある．両者の存在が日中韓の介護制度の多様性の背景になっていると考えられる．

表3は，日中韓の介護制度の構成要素で共通点，相違点のどちらが顕著かの視点で，上

記の分析結果を改めてまとめたものである．共通点が顕著なのは，制度概要，財源，受給

者，介護サービス従事者であり，制度構成要素のその他では，医療との連携，地域密着，

ICTの活用である．制度概要と財源では，日中韓が社会保険方式で介護制度を構築した

ため，財源としては保険料があり，対象者すべてが保険料を負担できるようにその水準を

抑えるなどの理由から税財源の補助が導入された．そして便益負担として，自己負担も導

入された．この点は，2000年に介護保険を実施した日本に対して，韓国，中国も同じ方向

を取っている．この点は，介護制度を税方式，社会保険方式のどちらにするかで決まる内

容なので，後者を取ったことで日中韓の介護制度の共通点となっている20）．

受給者，介護サービス事業者では，前者は日中韓の介護保険が高齢者介護を中心とした

制度を目指したこと，後者では多様な主体による介護サービス提供を目指したことが背景

として考えられる．その結果，これらの点でも共通点が顕著である．医療との連携，地域

密着では，介護は医療との関係が深いこと，地域に住む高齢者への介護サービス提供を重

視したことが共通してあったものと思われる．ただし，その進め方には各国の違いがあろ

う．ICTの活用は，介護人材の負担軽減などの事情から最新技術の活用が各国で重視さ

れたものと思われる．

このように共通点は，財政方式（社会保険方式か税方式）や介護制度の対象者（高齢者

のみ，若年障害者を含める）のように選択肢が限られる，医療との関係のように介護制度

との関係が深い制度内容などで現れていることがわかる．

同じ表3から相違点が顕著な制度構成要素として，保険者，被保険者，要介護認定，ケ

アプラン・ケアマネジメント，利用できる介護サービス，介護報酬，介護従事者，外国人

介護労働者，家族介護者支援，その他のうち地域密着と介護の質の評価がある．これらの

理由を仮説的に分類すると，①各国の既存の制度が背景にあるもの，②政策判断の違いが

うかがえるもの，③取り組みの違いが大きいもの，が考えられる．
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20）台湾では，介護制度に税方式を採用した．これは税財源での介護サービスの充実を重視したためである．一

時的に介護保険も検討していた．詳細は，前者は小島（2019），後者は小島（2015）を参照．



①として，保険者，被保険者が考えられる．日本では，介護制度を含む高齢者福祉は，

1963年の老人福祉法の成立から独立した政策分野としての歩みがある．介護は医療的なケ

アもあるが，1961年に国民皆保険の仕組みが整い，1973年には老人医療費無料化，1982年

に老人保健制度の実施など，高齢者が医療サービスを利用するための仕組みを整えてきた．

高齢者福祉と医療に分かれていた介護サービスを統合し，介護サービスを利用しやすくし

たのが2000年実施の介護保険法であり，保険者も住民に身近な公的機関である市町村とし

た．こうした経緯があり，日本の介護保険は，住民であることを基礎とした地域保険とし

ての性格がある．一方，韓国の介護保険は，国民健康保険公団という医療保険の保険者，

医療保険の仕組み活用している．韓国の医療保険は，ひとの保険者で国民をすべてカバー

し，それを運営する国民健康保険公団には，専門性の高い職員を多く抱える．そうした背

景から，韓国の介護保険が医療保険活用型となっている．中国も，都市従業員基本医療保

険を活用するスタイルを取っている．医療保険の基金を活用，被保険者として雇用されて

いる人を把握しているという側面から中国も医療保険活用型という性格を持っているもの

と思われる．

②は，要介護認定，ケアプラン・ケアマネジメント，利用できる介護サービス，介護報

酬，介護従事者，外国人介護労働者，家族介護者支援が考えられる．その中で日中韓の違

いが顕著なものを取り上げると，ケアプラン・ケアマネジメントは，介護支援専門員を制

度化することで，介護サービス事業のひとつとした．韓国は保険者による標準ケアプラン

作成があったが，それだけでは個別のニーズに対応できないので，介護事業所による介護
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表３ 日中韓の介護制度の共通点，相違点のまとめ



サービス利用計画が必要となり，保険者と介護事業者の二重ケアマネジメントになったも

のと思われる．外国人介護労働者は，日本は人口高齢者で介護人材が不足する中で，人材

確保の必要から，現在の仕組みを構築した．韓国は看病人の受け入れにとどまり，国土が

広く人口が多い中国は彼らの必要性を感じなかったものと思われる．家族介護者支援では，

日本は介護保険での介護サービス提供で，家族の介護負担軽減で間接的な家族介護者支援

を想定したものと思われる．韓国の場合，介護サービスは誰が誰に提供しても同じという

考えから，家族療養費や家族ヘルパーの介護報酬が介護保険の給付になったものと思われ

る．

③は，取り組みは共通して見られるが，その違いが大きいものである，その例として地

域密着を挙げると，日本では「地域包括ケアシステム」の構築を全国的に進めている．全

国的に地域差を伴う高齢化，介護や医療の人材だけでは，高齢者の介護などのニーズにす

べて対応できないことから，医療や介護以外の保健福祉サービスとのつながり，それに住

民も含めた地域全体で高齢者を見守る仕組みとなっている．韓国では高齢化が日本ほどの

水準でないためか，モデル事業にとどまっている．中国も模索中である．ここは，高齢化

の水準の違いが取り組みの差となっているものと思われる．

このように，相違点は各国の実情，政策判断，取り組みの程度の差という，日本のよう

な先行事例を参照しても，各国で制度内容の違いが出やすい側面があるものと思われる．

共通点，相違点それぞれが現れやすい制度構成要素があり，これらが混合することで，日

中韓の介護制度には多様性があることにつながっていると思われる．

2． 今後の制度展開の可能性―高齢化と政策展開の速度から―

日中韓の介護制度には多様性があるが，今後どのような方向で介護制度展開があり得る

か，上記の結果と今後の高齢化の速度から考察する．
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出所：国立社会保障・人口問題研究所『人口統計資料集2023』，増田（2014），万・小島（2022），各国資料
より作成

図１ 高齢化率（65歳以上）の水準到達年次と介護制度展開時期（主なもの）



日中韓の高齢化の速度を，高齢化率（65歳以上）が主な水準に達した年次，かかった年

数からみるために，図1のようにまとめた．ここには介護制度展開の時期も加えてみた．

この図からまず，高齢化の速度を見てみよう．高齢化率が7％から14％に達するまでの期

間である「倍加年数」を見ると，日本は1970年から1994年までの24年，韓国は2000年から

2018年までの18年，中国は2001年から2023年までの22年である．倍加年数は日本，中国，

韓国の順の長さである．

高齢化率が14％から21％に変化するまでの年数を見ると，日本は13年（1994年から2007

年），韓国が8年（2018年から2026年），中国が11年（2023年から2034年）であり，上記の

倍加年数よりも短い．ここでも日本，中国，韓国の順の長さである．さらに高齢化率が21

％から30％になるまでにかかる年数は，日本は21年（2007年から2028年），韓国が10年

（2026年から2038年），中国が16年（2034年から2050年）である．高齢化率が7％に達した

時期は，日本，韓国及び中国では30年程度の差があった．しかし，これが30％に達する時

期を日本の2028年を基準にすると，韓国，中国でおおむね10年間隔での達成である．つま

り，高齢化の速度で日本との差が縮小する見通しである．

日中韓の老人福祉法，介護保険，介護制度の関連施策の実施時期を，日本との差で見る

と，高齢化の速度と比べて短い間隔での実施となっている．まず，老人福祉法の制定は日

本が1963年，韓国が1981年であり，18年の差である．中国の高齢者関係の法律の代表であ

る老人権益保護法は1996年の実施で，日本とは33年の差がある．次に，介護保険の実施は

日本が2000年，韓国が2008年であり，中国はパイロット事業ではあるものの2016年と，各

国が8年間隔で実施している．日本では高齢化率が14％から21％に変化する時期に介護保

険が実施された．一方で，韓国や中国では14％に達する前に制度が実施されている．つま

り，韓国や中国での介護保険実施のテンポは，日本よりも早い．

介護制度の関連施策として，日中韓の地域密着の介護システム，医療との連携，認知症

対策の実施時期についてみてみよう．地域密着の介護システムについては，日本では「地

域包括ケアシステム」の推進は，2011年の介護保険法の改正で明確に示された．韓国では，

2019年に地域社会統合ドルボムモデル事業が16か所の地域で開始された21）．モデル事業で

はあるが，日本より8年の遅れである．医療との連携は，日本での例を挙げると，2011年

度からの「在宅医療連携拠点事業」，2013年度から「在宅医療推進事業」を経て，2015年

からの「在宅医療・介護連携推進事業」がある．中国では「医養結合」という名のもと，

2016年から2回に分けて北京などの90か所の地域を，医療と介護の連携のパイロット事業

を実施している22）．日中両国に政策の実施にあまりタイムラグが見られない．

認知症対策では，日本では総合的な認知症対策の例として，2012年の「認知症施策推進

5か年計画（オレンジプラン）」，2015年の「認知症施策推進総合戦略～認知症高齢者等に

やさしい地域づくりに向けて～（新オレンジプラン）」の策定がある．韓国では，2011年
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21）詳細は，金（2023）を参照．

22）中国国家衛生健康委員会「�于推广医��合�点工作典型��的通知」（国�	老
�〔2023〕3号）による．

https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2023-03/17/content_5747306.htm （2023年9月26日最終確認）



に認知症管理法を制定したり，2020年度に第4次改正を行った「国家認知症管理総合計画」

を実施したりしている23）．認知症対策では日韓での政策の実施の時期が重なっている．

高齢化の動きは韓国，中国で日本よりも急速であるが，介護保険，介護制度関連施策の

実施時期は，日本との差が高齢化のテンポよりも短い，時期が重なるという特徴がある．

これは，韓国，中国が高齢化や介護政策で先行する日本をみながら，日本のような高齢化

の段階に達する前に，介護制度を構築していることの現れであると言えよう．

今後急速に進む高齢化の中で，韓国や中国の介護制度展開の方向として，①日本の経験

の参照を重視する，②各国独自の対応を重視する，のふたつが考えられる．医療との連携，

地域密着などの分野は，各国での政策実施は時期の差が小さいか，同時期である．その場

合，少しでも参考になる最新例を参照するという意味では①が，先行例が乏しいので独自

の判断を優先するという意味で②があり得る．どちらが重視されるにせよ，介護政策の経

験の蓄積が厚い日本は参照例となるであろう．一方で，日本に参照できる経験があまりな

い場合は，各国の判断での制度展開が重視されるであろう．

Ⅵ．考察

日中韓の介護制度は多様であり，それを構成要素別に見ると，共通点，相違点が強い側

面がそれぞれ見られた．前者が強いのは，制度内容の選択肢が少ない，一度決めると内容

も決まりやすい性格のもので多い．その場合，日本のような先行例を参照しやすいことを

明らかにした．一方，相違点は各国の既存の制度との関係，政策判断で選択の余地が大き

い，取り組みの進み具合が異なる制度構成要素で見られた．本稿では，日本の経験を参照

しつつも，制度内容に共通点，相違点があり，これらが混合していることが，日中韓の介

護制度に多様性の背景になっていることを明らかにした．

今後も日中韓では高齢化が進み，韓国や中国ではその速度は日本よりも速いと見通され

る．介護制度の展開もそれに対応して進むものと思われる．介護制度の構成要素によって

は，日本の経験を追う「経路依存」の一方で，そうではない「脱経路依存」もあり得るだ

ろう．しかも，日中韓は2020年代から人口減少社会に入っている．そのため，人口減少下

での日中韓の介護制度の展開が，経路依存，脱経路依存のどちらが強い形で進むかは今後

の分析課題であると思われる．日中韓に限らず，介護制度の分析には，制度分析に加え，

人口高齢化，要介護者数，介護事業所，従事者などの介護インフラといった統計データに

よる分析も必要である．本稿では，現在の介護制度の構成内容の分析を重視したため，比

較可能な統計データによる分析が課題として残された．

今後はこうした課題に対応しながら，分析を進めていくところである．
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23）詳細は，鄭他（2015），金（2023）を参照．
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ConsiderationoftheBackgroundofLong-termCareSystemDiversityand
itsPossibleFutureDevelopmentDirectionunderRapidPopulationAgeing

inJapan,China,andSouthKorea

KOJIMAKatsuhisa

InEastAsia,wherethepopulationageinghasbeenproceedingrapidly,constructionof

long-termsystemhasbecomeanimportantpolicychallenge.Japan,SouthKorea,andChinainEast

Asiahavedevelopedeachlong-termcaresystemwithdiversity.But,therearecommonalitiessuch

astheadoptionofasocialinsurancesystemamongthem.Japanexperiencehasbeenreferredin

long-termcareserviceprovisionandcommunity-basedcaresystemforSouthKoreaandChina.

Inthispaper,Ihaveanalyzedthediversityoflong-termcaresysteminJapan,China,and

SouthKoreafromtheperspectiveofitssystemcomponents.Ihavefoundtheresultsasfollows.

1)Therearestrongcommonalitiesinsystemcomponentswithlimitedpolicyoptionssuchas

financialmethods.

2)Therearestrongdifferencesinsystemcomponentssuchaslong-termcareprovision.Itis

becausethateachcountrycandecideitssystemindetailbasedonthesocio-economicandolder

person'ssocialwelfaredevelopmentstatus.

Withthecombinationofthesecommonalitiesanddifferences,thediversityhasbeenbrought

tolong-termcaresysteminJapan,China,andSouthKorea.Atthesametime,Ihaveconsidered

thepossibledirectionsforthedevelopmentofthelong-termcaresysteminthesecountrieswith

rapidpopulationageinginthefuture.

Keywords:Populationageing,Policyforpopulationageing,Long-termcaresystem,EastAsia
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特集Ⅰ：日中韓における少子高齢化の実態と対応に関する研究

少子高齢化社会における公的年金制度

―日中韓の比較―

佐 藤 格

I．はじめに

近年の東アジア諸国では，低出生率を背景に，少子高齢化が急速に進行している．その

影響は社会のさまざまな部分に及んでおり，その中の1つに公的年金制度がある．

公的年金制度は社会の人口構成に強く影響を受ける．特に賦課方式の公的年金制度はそ

の影響が直接的である．賦課方式の公的年金制度は，簡単にいえば，現在の現役世代の保

険料が現在の引退世代の年金給付に充てられるような制度である．また賦課方式に対置す

る制度としては積立方式がある．積立方式の公的年金制度は，簡単にいえば，自らの拠出
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日中韓の3か国の公的年金制度について，主に人口変動が年金財政に及ぼす影響を分析した．日

本は2019年の財政検証，韓国は2023年の財政再計算といった公式な推計があることからそれらを用

い，中国はそのような公式な推計がないことから，簡単なモデルを構築し，機械的な推計を行った．

結果を見ると，日本では基本的に年金財政の健全性は確保されるが，出生低位，あるいは死亡低

位の場合に限り，約90年程度先に国民年金の積立金が枯渇する，あるいは所得代替率が50％を下回

るという結果が示された．中国の場合は積立金が急速に減少し，企業従業員基本年金では2035年に

積立金が枯渇するという結果になった．韓国でも財政状況の悪化が見込まれ，2055年には積立金が

枯渇するという結果が示された．この中国・韓国における積立金枯渇のスケジュールは，出生につ

いて高位・中位・低位のいずれの仮定をおいてもほとんど変化しない．これは中国および韓国にお

いては積立金の枯渇がかなり近い将来に見込まれていることによるものと考えられる．すなわち，

現在出生児数が増加しても被保険者になるまでには一定の期間を要するため，積立金の枯渇が近い

将来であれば，出生児数の変化の影響が直近では現れないということになると考えられる．一方日

本では，長期的に健全性が確保されていることから，人口の変化が積立金に与える影響を明確に認

識できる．

少子高齢化，そして長寿化が進む各国において，引退後の生活を金銭面から支える公的年金は欠

かすことのできない制度となっている．財政検証のような制度の健全性の定期的な検証は，各国に

おいて今後ますます重要性が高まることになると考えられ，長期的に健全性が保たれることを確認

する中では，人口に関する仮定の違いが重要になってくることが改めて示された．

キーワード：財政検証，年金積立金，人口推計，被保険者数



した保険料が引退したのちに自らの年金給付に充てられるような制度である．2種類の制

度がもたらす帰結を簡単にまとめるならば，賦課方式は人口成長率，積立方式は利子率が

公的年金からの収益率ということになる．したがって，人口が減少していくような場合に

は，賦課方式のもとでは現役世代の負担が重くなり，年金給付額も少なくなってしまうと

いうような状況が発生する．

ただし，積立方式であれば人口構成の影響を受けないというわけではない．たとえば

Barr（2001）は，賦課方式であっても積立方式であっても，重要なのは生産の水準であ

り，購入できる生産物がなければ貨幣は無意味であるという観点から，人口減少社会にお

いては積立方式が望ましいということにはならないとしている．また谷内（2017）が指摘

するように，掛金計算における基礎率となる死亡率・脱退率・新規加入の見込み等も人口

動態の影響を受けている．このように，どのような方式を採用したとしても，公的年金制

度は人口変動の影響からは離れられない．そこで本稿では，急速な少子高齢化が進む日本・

中国・韓国の3か国について，公的年金制度の現状を確認するとともに，人口変動が公的

年金財政に与える影響について分析を行う．

本稿の構成は以下の通りである．次のII節では，日中韓の公的年金制度がどのような

ものなのかということについて整理する．続くIII節では，そのような制度のもとで，将

来の公的年金財政がどのようになるのか，主に人口変動の観点から確認する．さらにIV

節で3か国の比較を行い，最後のV節では得られた結果をまとめるとともに，若干の考

察を行いむすびとする．

II．日中韓の公的年金制度の現状

日本・中国・韓国では，それぞれ異なった形の公的年金制度が構築されている．まずは

各国の公的年金について，制度設計，適用対象，保険料の水準，給付算定式，給付水準，

財政状況といった項目を見ていくことにしよう．

1. 日本

日本の公的年金制度は，定額の国民年金と報酬比例の厚生年金の2階建ての構造になっ

ている１）．被保険者は働き方や世帯の構造により第1号から第3号までの3種類に分けら

れ，負担のあり方もそれぞれ異なる．

第2号被保険者は，民間会社員や公務員などが該当する．また第3号被保険者は，原則

として年収が130万円未満で20歳以上60歳未満の，第2号被保険者に扶養されている配偶

者が該当する．第1号被保険者は日本国内に居住し，第2号・第3号被保険者ではない20

歳以上60歳未満の者が該当する．2021年度末において，1階部分である国民年金の加入者

は第1号被保険者1,431万人，第2号被保険者等4,535万人，第3号被保険者763万人の計
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1）さらにこの上に，私的年金等が3階部分として上乗せされることがある．



6,729万人である．2階部分の厚生年金保険は，会社員4,065万人，公務員等471万人であ

る．

保険料の負担について見てみると，まず第2号被保険者は賃金に保険料率を乗じた保険

料を支払う．2023年度における保険料率は18.3％であり，これを労使で折半する２）．次に

第3号被保険者は，保険料の拠出は行わない．最後に第1号被保険者は，毎月定額の保険

料を拠出する．2023年度においては，第1号被保険者の納付する保険料は1か月あたり

16,520円である．

また給付に関しては，定額の基礎年金と報酬比例の厚生年金の給付がある３）．すべての

受給者は1階部分の給付を受け，現役時代に被用者だった者は，1階部分に加えて2階部

分の給付を受けることになる．給付額については，次のような給付算定式に基づいて計算

される．

老齢基礎年金 =64,816円×保険料納付月数 /480

老齢厚生年金 =平均標準報酬×5.481/1000×被保険者期間月数

支給開始年齢は，老齢厚生年金の定額部分は65歳であり，報酬比例部分についても，男

性は2013年度から12年，女性は2018年度から12年かけて，いずれも65歳まで引き上げられ

ている途中である．2021年度末現在，公的年金の受給数は4,023万人であり，年金給付の

総額は国民年金24.5兆円，厚生年金保険31.6兆円の，56.1兆円に達する．

日本においては，国民年金と厚生年金の拠出をもとに，基礎年金と厚生年金の給付を行

う．基礎年金の財源は国民年金と厚生年金からの拠出に加えて，国庫負担がある．国庫負

担の水準は基礎年金給付の1/2と定められている．また2004年改正による有限均衡方式の

導入に伴い，国民年金・厚生年金の積立金の取り崩しもそれぞれ行われている．

これら被保険者や受給者，拠出額，給付額といった要素，さらには将来人口推計や経済

前提などをもとに，約100年後までの年金財政の健全性を確認するものが財政検証である．

これは少なくとも5年に1回は行うことが法律で定められており，直近では2019年に行わ

れている．この財政検証によって約100年後までの年金財政の見通しが示されるとともに，

給付水準の自動調整機能であるマクロ経済スライドの適用期間も決定される．財政検証は

データおよびプログラムが公開されており，この公開されたプログラムを利用することで，

誰でも計算結果を確認することができる．本稿においては独自の計算などは行っていない

が，財政検証結果レポートでは5年おきにしか示されていない結果についても，ダウンロー

ド可能な詳細結果により，各年の値を確認している．
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2）より正確には，賃金をもとに設定された標準報酬にしたがい保険料が決定される．厚生年金の標準報酬月額

は88,000円から650,000円の32階級になる．

3）老齢年金，障害年金，遺族年金のそれぞれに基礎年金と厚生年金が存在するが，本稿では老齢年金のみを取

り上げることとする．



2. 中国

中国の公的年金制度を，于（2022）にしたがってまとめてみよう．中国では，地域や労

働形態により3種類の年金制度が存在する．まず都市の企業就労者などは，企業従業員基

本年金保険制度に加入する．また公務員であれば，機関事業団体職員年金保険制度に加入

する．これらは職域年金制度であり，合わせて就業者基本年金制度と呼ばれる．この就業

者基本年金制度に年齢条件はなく，すべての企業や行政機関等に勤める者は強制加入とな

る．一方職域年金制度に加入していない場合には，都市・農村住民基本年金保険の対象と

なる．こちらは16歳以上の者が任意で加入する．それぞれの制度に属する人数を見てみる

と，2021年末現在で就業者基本年金制度の被保険者は約3億4,917万人である．また都市・

農村住民基本年金制度の被保険者は約3億8,584万人である．

次の保険料負担について見てみよう．いずれの制度も基礎年金口座と個人年金口座をも

ち，就業者基本年金制度では基礎年金口座が事業主負担（賃金総額の16％を拠出），個人

年金口座が個人負担（賃金の8％を拠出）となっている．都市・農村住民基本年金制度で

は基礎年金口座は中央政府と地方政府が拠出を行い，個人年金口座は個人の負担に政府の

補助が加えられる．保険料負担額は12段階の設定から加入者が自由に選択できる．また，

基礎年金口座は賦課方式であるのに対して，個人年金口座は積立方式に近い方式をとって

いる４）．収入総額は企業従業員基本年金保険制度が44,454.0億元，機関事業団体職員年金

保険制度が15,742.5億元，都市・農村住民基本年金保険が5,362.4億元であり，そのうち保

険料収入はそれぞれ35,079.9億元，9,095.7億元，5,362.4億元である．

給付については，次の給付算定式をもとに行われる．

個人口座 =積立残高 /月数係数

基礎年金 =・1・・C1・W1・・・Cn・Wn・・n・・2・w・・n

ここで，Ci・i・1,・,n・は第i年に納付した保険料の賦課ベース額，Wi・i・1,・,n・は

第i年の当該地域の平均賃金を表す．なお，都市・農村住民基本年金保険においては，基

礎年金額は地域によって異なるものの定額である．

支給開始年齢は，男性はいずれの制度に加入している場合でも60歳であるが，女性は加

入している制度によって差がある．具体的には，企業従業員基本年金保険であれば50歳，

機関事業団体職員年金保険であれば55歳，農村・都市住民基本年金制度であれば60歳であ

る．また老齢年金の支給は年齢要件に加えて納付期間の要件があり，企業従業員基本年金

保険制度と都市・農村住民基本年金制度は15年以上の加入期間，機関事業団体職員年金保

険制度では20年以上の勤務年数があることが要件とされている．2021年末現在の受給者数

は，就業者基本年金制度では約1億2,762万人で，都市・農村住民基本年金制度では約1
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4）于（2022）によれば，有期の分割支給期間の終了後は，基礎年金口座からの給付が生涯にわたって行われる

ため，完全な積立方式とは言いがたいとしている．本稿ではこの指摘をもとに，積立方式に「近い」と記述し

ている．



億6,213万人である．

2021年の支出総額は企業従業員基本年金保険制度が40,766.3億元，機関事業団体職員年

金保険制度が15,547.5億元，都市・農村住民基本年金保険が3,711.3億元であり，そのうち

基礎年金給付にかかる支出はそれぞれ38,784.0億元，15,411.0億元，3,167.7億元である．

中国においては，関係者や専門家による予測や分析が行われているが，公開されたモデ

ルなどは現在のところ存在せず，年金財政の健全性を示すような公的な計算は行われてい

ないのが現状のようである．したがって，本稿では入手可能なデータを用いて，機械的な

推計を行う．

3. 韓国

韓国の公的年金制度については，金（2022）をもとにまとめてみよう．韓国の公的年金

制度には，一般被用者や自営業者を対象とした国民年金と，特定の職業への従事者を対象

とした特殊職域年金があり，またこれらの拠出制年金に加え，税を財源とする低所得者対

象の基礎年金がある．国民年金は1階建てだが，その中に均等部分と所得比例部分を持つ

制度となっている．

国民年金の加入者は2022年末現在約2,250万人であり，そのうち事業所加入者が約1,479

万人，地域加入者は約685万人，任意加入者が約40万人，任意継続加入者が約50万人となっ

ている．なお，事業所加入者は18～59歳の被用者，地域加入者は18～59歳の自営業者と27

歳以上の無業者が対象であり，いずれも強制加入である．任意加入者は無所得配偶者や26

歳以下の所得のない学生など，任意継続加入者は保険料の最低拠出期間を満たしていない

60歳以上の者である．これらの加入者は，標準報酬月額に9.0％の保険料率を乗じた額の

保険料を拠出する５）．なお，事業所加入者に関しては労使折半による負担であるが，地域

加入者，任意加入者，任意継続加入者は全額本人負担である．

また受給者は2022年時点で約642万人，そのうち老齢年金の受給者は約541万人である．

年金額は次の式により決定される．

年金額＝基本年金額×支給率＋扶養家族年金額６）

基本年金額 ＝ ・2.4・A・0.75B・・P1・P・1.8・A・B・・P2・P・1.5・A・B・・

P3・P・1.485・A・B・・P4・P・1.47・A・B・・P5・P・1.455・A・B・・

P6・P・・・1.2・A・B・・P23・P・・・1・0.05n・12・

支給率は加入期間10年基準の50％に，加入期間10年を超える1年ごとに5％を加算する

ことで計算される．またAは年金受給前3年間，全加入者（事業所加入者および地域加

入者）の平均所得月額の平均額，Bは加入者個人の加入期間中の基準所得月額の平均額を
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5）2023年7月以降の標準報酬月額は，370,000ウォン～5,900,000ウォンである．

6）支給率は老齢年金，障害年金，遺族年金でそれぞれ異なるが，ここでは老齢年金についてのみ示している．



前年度の現在価値に換算した後，その合計額を加入者の総加入月数で割って算定した額，

Pは加入者の総加入月数，P1～P23は加入月数，nは20年超過月数である７）．

また所得代替率は段階的に引き下げられており，2007年まで60％であった所得代替率は

毎年0.5％ずつ引き下げられることで2023年に42.5％まで低下し，最終的に2028年以降は

40％となる見込みである．支給開始年齢は2033年に65歳まで引き上げられている途中であ

り，2023年においては63歳となっている．さらに前述の無拠出制給付としての基礎年金は，

所得下位70％の高齢者に対し，最大30万ウォンが支給される．

年金制度の健全性については，国民年金制度発展委員会が5年ごとに行う財政再計算に

より確認が行われる．2021年現在においては拠出額が682.6兆ウォン，運用収入が530.8兆

ウォン，給付額が264.7兆ウォンあり，積立金残高は948.7兆ウォンに上る．最新の財政再

計算は2023年に実施された第5回財政再計算であり，詳細については後述するが，2028年

までに所得代替率が40％まで引き下げられていくにもかかわらず，急速な少子高齢化のた

めに，2055年には積立金が枯渇すると計算されている．このスケジュールは，第4回の財

政再計算で示された積立金枯渇のスケジュールよりもさらに2年前倒しされている．

III．日中韓の公的年金制度の将来予測

公的年金の財政状況は，前節までで示した給付や負担をもとに決定される．もちろん，

積立金をどのように運用するか，あるいはどのように取り崩すかという問題も存在し，こ

ちらも改めて検討することが必要ではあるが，財政のバランスを検討する上では，給付と

負担の大きさが最も重要な要素となる．さらに公的年金に関しては，長期的な観点から財

政の健全性を確保することが必要であり，そのためには定期的な見直しも不可欠である．

本節ではこれらの点について検討を行う．

将来予測にあたり，日本と韓国については既に実施されている財政検証や財政再計算を

もとに確認する．一方，中国については公式な予測がなされていないため，本稿では独自

に簡単なモデルをもとに将来の予測を行う．その際，特に人口変動に着目し，何種類かの

人口に関する予測が，年金財政にどのような影響を与えるのかということを検討する．も

ちろん簡単なモデルによる計算であるため，さまざまな面で粗い推計にならざるを得ない

部分はあるが，利用できるデータの範囲において，各国の年金財政の将来像を確認すると

ともに，人口変動がどの程度の影響を与えるのかを確認しよう．

1. 日本

前述の通り，日本においては年金財政の公式な将来見通しとして，厚生労働省年金局数

理課（2019）による財政検証がある．したがって，日本については財政検証の結果を紹介

することとしたい．人口や経済に関する前提が変化すれば年金財政にも影響があることは
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7）加入月数がP1～P23と区別されているが，これは加入時期に依存する．具体的には，P1は1998年以前，P2は

1999年から2007年まで，P3は2008年，P4は2009年，以下同様に，P23は2028年の加入月数を表す．



直観的にも明らかであろうとは考えられるが，財政検証はその影響がどの程度になるのか

を数量的に示していることに特徴がある．特に本稿においては，人口の変動の影響につい

て着目し，将来の人口に出生中位・死亡中位を仮定したケースをベースラインとして，出

生高位・死亡中位，出生低位・死亡中位，出生中位・死亡高位，出生中位・死亡低位の各

ケースについての結果を確認しよう．なお，財政検証は日本の制度を正確に記述した上で

示されるものである．したがって，パラメータを変更したとしても，他国の年金財政の計

算に適用できるような性質のものではないことに注意されたい．

それでは計算結果の確認である．財政検証では，人口および経済に関する前提，さらに

は所得代替率50％を維持するか機械的に給付水準を調整するかといった組み合わせで，45

通りのケースが示されている．本稿では特に人口の変動に着目し，出生中位・死亡中位の

基本ケースのほか，出生高位・死亡中位，出生低位・死亡中位，出生中位・死亡高位，出

生中位・死亡低位の各ケースについて見てみよう．

これに先立ち，出生・死亡の各ケースについて，合計特殊出生率と平均寿命を示す．な

お，将来推計人口は2023年に最新の結果が公表されているが，財政検証の最新の結果は

2019年に公表されたものであり，2017年に公表された将来人口推計の値を用いた計算がな

されている．したがってここでも，2017年に公表された将来人口推計の値を示すこととす

る．2017年の推計において，長期の合計特殊出生率は，中位仮定で1.44，高位仮定で1.65，

低位仮定で1.25となっている．また死亡については，2065年における死亡中位仮定が男性

84.95年，女性91.35年，死亡高位は男性83.83年，女性90.21年，死亡低位は男性86.05年，

女性92.48年となっている．また長期の経済前提として，物価上昇率2.0％，実質賃金上昇

率1.6％，実質運用利回り3.0％，2029年度以降の実質経済成長率0.9％を仮定する８）．

まずは基本となる出生中位・死亡中位のケース1である．このとき所得代替率は基礎年

金部分26.7％，報酬比例部分25.3％で，合計51.9％となる．マクロ経済スライドによる給

付水準の調整は，基礎年金部分は2046年度まで続くのに対し，報酬比例部分については調

整なしとなる９）．2019年度価格で示した年度末積立金は2042年度に227.9兆円，また積立

度合は2047年度に5.0と最大になる．国民年金に目を向けると，2019年度の年度末積立金

11.4兆円，積立度合3.3が最大であり，以後は特に積立金は一貫して減少を続ける10）．

前述の通り，2004年改革において有限均衡方式が採用され，年金積立金は約100年後に

1年分の給付をまかなうような水準まで取り崩されることになった．両制度について積立

金の残高や積立度合が減少していくのは，この有限均衡方式の採用が理由である．

―262―

8）経済前提については，より悲観的なケースについても想定している．参考までに，長期の経済前提について

より悲観的な予想をしているケースVにおいては，出生中位，死亡中位を想定すれば，最終的な所得代替率

は44.5％となり，所得代替率が50％未満にならないようにした場合には，国民年金は2066年に積立金が枯渇し，

完全な賦課方式に移行する．

9）調整なしとは，マクロ経済スライドによる給付の調整を行わなくても，約100年後の積立度合が1を下回る

ことはないことを意味する．

10）なお，積立度合については年度末積立金と支出額との比として計算されるため，積立度合は必ずしも単調な

減少とはなっていない．他のケースでも同様である．



次に，人口について出生高位・死亡中位を仮定したケース9である．このとき所得代替

率は基礎年金部分25.3％，報酬比例部分28.5％で，合計53.8％となる．マクロ経済スライ

ドによる給付水準の調整は，基礎年金部分は2042年度まで続くのに対し，報酬比例部分に

ついては調整なしとなる．2019年度価格で示した年度末積立金は2042年度に228.9兆円，

積立度合は2115年度に7.6で最大となる．一方国民年金は基本ケースと同様に，2019年度

の残高11.4兆円，積立度合3.3が最大となる．

続いて，人口について出生低位・死亡中位を仮定したケース16である．このとき所得代

替率は基礎年金部分24.9％，報酬比例部分24.3％で，合計49.2％となる．なお，所得代替

率50％を維持するケースについては改めて示すことにする．マクロ経済スライドによる給

付水準の調整は，基礎年金部分は2049年度まで，報酬比例部分は2026年度まで続く．2019

年度価格で示した年度末積立金は2048年度に251.2兆円，積立度合は2059年度に6.1で最大

となる．また国民年金は基本ケースとほぼ同様であり，2019年度に11.4兆円，積立度合は

2019年度に3.4となり，その後は減少を続けることになる．

今度は死亡に関する仮定が変化したケースを見てみよう．まずは人口について出生中位・

死亡高位を仮定したケース27である．このとき所得代替率は基礎年金部分28.2％，報酬比

例部分25.3％で，合計53.4％となる．マクロ経済スライドによる給付水準の調整は，基礎

年金部分は2042年度まで続くのに対し，報酬比例部分については調整なしとなる．2019年

度価格で示した年度末積立金は2045年度に244.9兆円，積立度合は2075年度に5.6で最大と

なる．国民年金はこちらも基本ケースとほぼ同様であり，2019年度の11.4兆円，積立度合

3.4が最大となる．

最後に人口について出生中位・死亡低位を仮定したケース35である．このとき所得代替

率は基礎年金部分25.0％，報酬比例部分24.7％で，合計49.7％となる．マクロ経済スライ

ドによる給付水準の調整は，基礎年金部分は2049年度まで，報酬比例部分については2024

年度まで続くことになる．2019年度価格で示した年度末積立金は2042年度に224.4兆円，

積立度合は2050年度に5.0で最大となる．国民年金はこちらも基本ケースとほぼ同様であ

り，2019年度の11.4兆円，積立度合3.4が最大となる．
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表１ 2017年推計における合計特殊出生率と平均寿命

2015年（実績） 2065年

合計特殊出生率

出生高位 1.65

1.45 出生中位 1.44

出生低位 1.25

平均寿命

死亡高位
男性 83.83

女性 90.21

男性 80.75
死亡中位

男性 84.95

女性 86.99 女性 91.35

死亡低位
男性 86.05

女性 92.48

出所：厚生労働省年金局数理課（2019）『2019（令和元）年財政検証結果レポート―「国民年金及び厚生年金に係る財政

の現況及び見通し」（詳細版）―』をもとに筆者作成．



なお，出生あるいは死亡に低位を仮定したケース16やケース35においては，所得代替率

がそれぞれ49.2％，49.7％と計算されており，機械的に調整を続けると，所得代替率が50

％を下回ることになる．これについては，所得代替率を50％で維持した場合の計算も行わ

れている．まず出生低位，死亡中位のケースで所得代替率を50％で維持したケース17では，

所得代替率は基礎年金部分25.7％，報酬比例部分24.3％で，合計50.0％となる．マクロ経

済スライドによる給付水準の調整は，基礎年金部分は2047年度，報酬比例部分は2026年度

まで続く．2019年度価格で示した年度末積立金は2047年度に250.9兆円，積立度合は2058

年度に5.9で最大となる．なお，国民年金では2104年に積立度合が0となり，積立金が枯

渇する11）．

また出生中位，死亡低位のケースで所得代替率を50％で維持したケース36では，所得代

替率は基礎年金部分25.3％，報酬比例部分24.7％で，合計50.0％となる．マクロ経済スラ

イドによる給付水準の調整は，基礎年金部分は2049年度，報酬比例部分は2024年度まで続

く．2019年度価格で示した年度末積立金は2042年度に224.4兆円，積立度合は2049年度に

5.0で最大となる．計算の最終年度に当たる2115年度における積立度合は，厚生年金では

0.6となり，1を下回る．また国民年金では0.3となり，同様に1を下回る．

出生率の変化と所得代替率の関係を見ると，出生が中位から高位に変化することで所得

代替率は1.8％ポイント上昇し，中位から低位に変化することで所得代替率は2.8％ポイン

ト下落する．また死亡率の変化と所得代替率の関係を見ると，死亡が中位から高位に変化

することで所得代替率は1.4％ポイント上昇し，中位から低位に変化することで所得代替

率は2.3％ポイント下落する．
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11）財政検証においては国民年金積立金の枯渇に合わせる形で，2104年度以降は厚生年金の積立金の推移も計算

されておらず，完全な賦課方式として保険料と国庫負担のみを財源とした場合の収入や支出が示されている．

図1のケース17において，2104年度以降は厚生年金積立金も0となっているのは，このような計算によるもの

である．なお，2104年度時点における厚生年金の積立度合は1.9である．

12）ケース番号は財政検証詳細結果に付与された番号と対応している．ケース16とケース17，あるいはケース35

とケース36は人口についてはいずれも同じ仮定を用いているが，マクロ経済スライドについて機械的に調整を

進めた場合がケース16と35，所得代替率50％を維持した場合がケース17と36となる．

表２ 日本の財政検証におけるケース設定と計算結果12）

人口の仮定 所得代替率 調整終了年度

ケース 出生 死亡 基礎 比例 合計 基礎 比例 合計

1 中位 中位 26.7 25.3 52.0 2046 - 2046

9 高位 中位 28.5 25.3 53.8 2042 - 2042

16 低位 中位 24.9 24.3 49.2 2049 2026 2049

27 中位 高位 28.2 25.3 53.4 2042 - 2042

35 中位 低位 25.0 24.7 49.7 2049 2024 2049

17 低位 中位 25.7 24.3 50.0 2047 2026 2047

36 中位 低位 25.3 24.7 50.0 2049 2024 2049

出所：厚生労働省年金局数理課（2019）『2019（令和元）年財政検証結果レポート―「国民年金及び厚生年金に係る財政

の現況及び見通し」（詳細版）―』をもとに筆者作成．



2. 中国

前述の通り，中国については公的年金に関する公式な将来推計が存在しない．したがっ

て，ここで簡単なモデルを作成し，2021年から2070年にかけての人口変動が中国の公的年

金財政をどのように変化させるのかを見てみることにしたい．

まずは，計算に当たって必要なデータについて確認してみよう．人口については，United

Nations"WorldPopulationProspects2022"の medium，high-fertility，low-fertility

のデータを用いた．また被保険者数，受給者数，収入，支出，残高といった値は，中華人
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出所：厚生労働省年金局数理課（2019）『財政検証詳細結果等』をもとに筆者作成．

図１ 年度末積立金（2019年度価格）の推移 厚生年金（兆円）

出所：厚生労働省年金局数理課（2019）『財政検証詳細結果等』をもとに筆者作成．

図２ 年度末積立金（2019年度価格）の推移 国民年金（兆円）



民共和国国家統計局『中国統計年鑑』2022年版のデータを用いた．本稿では簡単なモデル

とこれらのデータを利用して，中国の公的年金制度の将来について将来推計を行った．な

お，構築したモデルの詳細については補論にて解説を行う．

中国では，急速な少子高齢化に伴い，既に16～59歳人口は減少が始まっている一方，60

歳以上人口は急増している．図1～3にて2070年までの16～59歳人口と60歳以上人口の推

移を見ると，中位推計の女性や低位推計では，2070年には60歳以上人口を16～59歳人口が

上回っていることがわかる．公的年金の被保険者と受給者13）もこの人口変動の影響を受け，

図4のように被保険者数は減少し，受給者数は増加している．ただし受給者数については，

2070年ではまだ人口推計の違いによる影響は生じないため，いずれの出生に関する仮定に

おいても違いは現れない．
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資料：UnitedNations"WorldPopulationProspects2022"をもとに筆者作成．

図３ 中国の男女別16～59歳人口・60歳以上人口 中位・高位・低位推計

13）被保険者数と受給者数は筆者の独自推計に基づくものである．計算方法は補論を参照されたい．



これにより年金財政も急激に悪化し，2021年を出発点とする筆者の計算では，企業従業

員基本年金保険制度では2024年，機関事業団体職員年金保険制度では2022年，都市・農村

住民基本年金保険制度では2028年に単年度での収支が赤字化し，積立金を見ても，企業従

業員基本年金保険制度では2035年，機関事業団体職員年金保険制度では2024年，都市・農

村住民基本年金保険制度では2040年に枯渇するという結果になった（図8～10）．なお，

『中国養老金精算報告2019～2050』における試算として，2035年に従業員基本年金保険の

積立金が枯渇するという結果が示されていることが于（2022）においても指摘されており，

『中国養老金精算報告2019～2050』と本稿ではモデルの構造等は全く異なると思われるも

のの，ほぼ同時期に積立金が枯渇すると計算された．

なお，企業従業員基本年金については，賃金上昇の影響を受け，2050年代から多少収支

バランスが好転する動きを見せる．一方で賃金上昇の影響を受けない都市・農村住民基本

年金においてはこのような効果が望めず，収支バランスは悪化を続ける．
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資料：筆者作成．

図４ 中国の公的年金制度 受給者数と被保険者数の推移（３制度合計）
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資料：筆者作成．

図５ 財政収支と内訳 企業従業員基本年金 人口中位

資料：筆者作成．

図６ 財政収支と内訳 機関事業団体職員年金 人口中位
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資料：筆者作成．

図７ 財政収支と内訳 都市・農村住民基本年金 人口中位

資料：筆者作成．

図８ 人口推計の変化による積立金残高の変化 企業従業員基本年金



人口については2022年以降の値が中位・高位・低位と変化することを想定しているが，

被保険者は16歳以上，受給者は男性60歳以上，女性50歳以上の者しか該当しないため，直

近では人口変動の影響は年金財政には反映されず，したがって本稿の計算では，人口変動

の効果が積立金の枯渇までに現れることはほぼない．ただしそれ以降，2040年代半ばから

は，人口変動の影響も現れ始める．特に出生高位を仮定した場合には，前述の賃金上昇の

効果に生産年齢人口の増加による効果も加味されることで，積立金残高も2060年頃から反

転するような計算結果となっている．
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資料：筆者作成．

図９ 人口推計の変化による積立金残高の変化 機関事業団体職員年金

資料：筆者作成．

図10人口推計の変化による積立金残高の変化 都市・農村住民基本年金



なお，積立金枯渇後もマイナスの積立金をもとに元利合計の計算を行っているため，こ

の影響を受けて収入総額がマイナスになっている場合が生じている．グラフにおいても，

マイナスの積立金から発生するマイナスの収入が，「その他収入」がマイナスになること

により現れている．実際には公費負担の増加などにより対応がなされ，マイナスの積立金

が継続することは考えにくいと思われるが，本稿においては公費負担などの追加的な措置

は考慮していない．したがって，積立金が枯渇してからの推移については，より悲観的な

推計になっている可能性があることに注意されたい．一方で受給者数については近年の被

保険者数の急増を反映できていない部分もあるため，こちらはより楽観的な推計になって

いる可能性がある．

3. 韓国

韓国では5年に1回公式な財政再計算が行われており，最新のものは2023年の第5回で

ある．人口については低位・中位・高位のほかに，COVID-19の影響による超低出生率の

ケースと，OECD平均の出生率を想定している．また実質経済成長率，実質賃金上昇率，

実質金利，物価上昇率といった経済前提については，悲観・中立・楽観の各ケースのほか

に，基本仮定からの変動も想定している．これらの想定をもとにした計算結果を，���

� ���	 
���（国民年金財政推計専門委員会）（2023）をもとに確認してみよ

う14）．

まず人口については，合計特殊出生率，平均寿命，国際人口移動の各要素について，次

のような仮定をおいている15）．合計特殊出生率は2023年の0.73から上昇し，2050年以降は

1.21になると想定されている．また平均寿命は2023年の84.3歳から，2050年には88.9歳，

2070年には91.2歳になると想定されている．

このような想定のもとで財政収支の見通しを計算すると，年金積立金は2040年にピーク

を迎え，その後は急速に減少する．ピークのわずか15年後である2055年には，積立金は枯
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表３ 韓国の財政再計算におけるシナリオと各種前提

シナリオ 出生 死亡 国際移動 経済前提

1 低位 低位 低位 中立

2 中位 中位 中位 悲観

基本 中位 中位 中位 中立

3 中位 中位 中位 楽観

4 高位 高位 高位 中立

5 0.98 中位 減少 中立

6 1.61 中位 中位 中立

出所：���� ���	 
���（国民年金財政推計専門委員会）（2023）『�5� ���� ��	�（第5回国民

年金財政計算 財政推計結果）』をもとに翻訳・作成．

14）ただし現時点（2023年9月）で公表されているものは韓国語のプレスリリースだけであり，本稿で示す表以

上に詳細な，各年毎の積立金の推移などは明らかにされていない．

15）国際人口移動の変化については，本稿では取り上げない．



渇すると計算されている．これは前回推計である第4次再計算での予測よりもさらに2年

早い値である．積立金の枯渇を防ぐために，たとえば1年分の支出をまかなう積立金を確

保するには，現在9.0％である保険料率を2025年に17.9％，あるいは2035年に20.7％まで引

き上げることが必要とされている．同様に，収支の均衡を実現するためには，2025年に

19.6％，あるいは2035年に22.5％まで保険料率を引き上げることが必要とされている（表

6）．

さらに人口や経済前提について，基本的な仮定とは異なる想定をおくシナリオについて

も計算が行われている．出生および死亡について低位推計を仮定するケースでは，合計特

殊出生率は2023年に0.68，2050年以降1.02を，また平均寿命は2023年に83.8歳，2050年に

87.6歳，2070年に89.8歳を仮定している．一方高位推計を仮定するケースでは，合計特殊

出生率は2023年に0.88，2050年以降1.40を，また平均寿命は2023年に84.8歳，2050年に90.1

歳，2070年に92.3歳を仮定している．これらの前提をもとに財政収支が赤字に転じる時点，

積立金が枯渇する時点を計算すると，次のようになる．
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表４ 合計特殊出生率と平均余命の仮定

2023 2030 2040 2050 2060 2070

低位
合計特殊出生率 0.68 0.77 0.95 1.02 1.02 1.02

平均余命 83.8 84.7 86.3 87.6 88.8 89.8

中位
(基本仮定)

合計特殊出生率 0.73 0.96 1.19 1.21 1.21 1.21

平均余命 84.3 85.7 87.4 88.9 90.1 91.2

高位
合計特殊出生率 0.88 1.16 1.39 1.4 1.4 1.4

平均余命 84.8 86.6 88.5 90.1 91.2 92.3

超低出生率
合計特殊出生率 0.62 0.64 0.89 0.98 0.98 0.98

平均余命 84.3 85.7 87.4 88.9 90.1 91.2

OECD平均
合計特殊出生率 1.61 1.61

平均余命 84.3 85.7 87.4 88.9 90.1 91.2

出所：���� ���	 
���（国民年金財政推計専門委員会）（2023）『�5� ���� ��	�（第5回国民

年金財政計算 財政推計結果）』をもとに翻訳・作成．

表５ 財政目標と保険料率

目標となる積立度合 収支均衡

保険料率引き上げの時期 1 2 5

2025 17.9 18.1 18.7 19.6

2035 20.7 21.0 21.9 22.5

出所：���� ���	 
���（国民年金財政推計専門委員会）（2023）『�5� ���� ��	�（第5回国民

年金財政計算 財政推計結果）』をもとに翻訳・作成．



人口については，出生について中位・高位・低位のいずれを仮定しても，年金財政の収

支が赤字になる年は2041年で変化しない．積立金が枯渇する年を見ても，出生高位を仮定

した場合には1年遅れるものの，中位・低位の場合はいずれも2055年となるというように，

人口推計の変化にかかわらず，財政収支が赤字になるタイミングや，積立金が枯渇するタ

イミングにはほとんど差がない．さらにこれらのタイミングは，低位をさらに下回る超低

出生率でも変化せず，また高位仮定をさらに上回る出生率であるOECD平均では，枯渇

のタイミングは高位仮定よりも早く，中位や低位と同じになる．

IV．３か国比較

本稿においては，日中韓の3か国の公的年金制度について，その将来像の検討を行った．

特に人口の変化に着目し，出生や死亡の変化が年金財政にどのような影響を与えるのかを

分析した．日本と韓国については公式な推計が存在していることからそれを利用し，中国

については独自に機械的推計を実施した．得られた結果を簡単にまとめると次のようにな

る．

日本の結果を見ると，少子高齢化の中で所得代替率は低下し，また計画的なものではあ

るが，積立金も次第に減少していく．しかし想定されたほとんどのケースにおいて，積立

金が枯渇するような状況は発生しない．これは有限均衡方式の採用により計画的に積立金

が取り崩されていること，また将来的な所得代替率が50％を切らないようにマクロ経済ス

ライドを適用していることなどの効果によるものと考えられる．したがって，年金財政の

健全性は基本的には確保できているといえるだろう．また人口変動の影響を見ると，出生

の変動の方が死亡の変動よりインパクトが大きいこと，また出生・死亡ともに，低位への

変化の方がインパクトが大きいことがわかる．これは出生数が被保険者数に与える影響の

方が，死亡数が受給者数に与える影響よりも大きいためと考えられる．

被保険者となりうる可能性の高い15～64歳人口の推移を見ると，2050年における15～64

歳人口は出生中位で52,750千人，出生高位で55,082千人，出生低位で50,625千人となって
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表６ 各シナリオにおける積立金の推移 赤字発生時点と枯渇時点

シナリオ 積立金

人口 経済 赤字発生 枯渇 金額

基本仮定 2041 2055 -47兆

低位 中立 2041 2055 -132兆

高位 中立 2041 2056 -209兆

中位 楽観 2042 2056 -259兆

中位 悲観 2040 2055 -121兆

超低出生率 2041 2055 -207兆

OECD平均 2041 2055 -14兆

出所：���� ���	 
���（国民年金財政推計専門委員会）（2023）『�5� ���� ��	�（第5回国民

年金財政計算 財政推計結果）』をもとに翻訳・作成．



おり，出生高位は中位と比較して2,332千人多く，低位は中位と比較して2,125千人少な

い16）．2115年になれば出生中位で25,924千人，高位で35,213千人，低位で18,769千人であ

り，それぞれ中位と比較して高位は9,289千人多く，低位は7,154千人少ないということに

なる．一方受給者となりうる可能性の高い65歳以上人口の推移を見ると，2050年における

65歳以上人口は死亡中位で38,406千人，死亡高位で37,026千人，死亡低位で39,782千人と

なっており，死亡高位は中位と比較して1,380千人少なく，低位は中位と比較して1,376千

人少ない．さらに2115年になれば，死亡中位で19,432千人，高位で18,499千人，低位で

20,367千人であり，それぞれ中位と比較して高位は933千人少なく，低位は935千人多いと

いうことになる．したがって，出生の変動が変化させる被保険者数と，死亡の変動が変化

させる受給者数を比較した場合に前者の方が多いことから，出生の方が死亡よりもインパ

クトが大きいという結果になっているものと考えられる．既に述べたように，年金財政の

健全性は基本的には確保できていると考えられるが，経済前提や人口の想定などがより悲

観的な方向に変化した場合も念頭に，今後も精度の高い検証を続けることは不可欠である．

中国の場合，急速な少子高齢化が近い将来に積立金の枯渇を発生させると計算される．

制度発足から現在までの期間が比較的短かったことを原因として，積立金の額は給付額と

比較してもそれほど大きな水準ではなかったこともあり，少子高齢化に対して脆弱であっ

たと考えられる．もちろん，賃金の上昇による保険料拠出額の増加などがあれば，枯渇の

タイミングが後ろにずれる可能性もあるだろう．しかし一方で，現役時の拠出が増加すれ

ば，それは将来的には給付の増加として反映されるものでもある．公的年金への加入割合

が増加した場合も，短期的には年金財政を好転させるが長期的には年金財政の悪化につな

がるという意味で，効果は同様である．本稿のモデルではマイナスの積立金からマイナス

の運用収入が発生するようになっていることから，積立金枯渇後は財政収支が悪化するス

ピードがさらに加速するという構造になっているという点はあるものの，現状のままでは

近い将来に積立金が枯渇することは不可避である．また公費負担等により対応した際には，

財政赤字が拡大することも懸念しなければならない点となるだろう．

韓国の場合，直近の財政再計算では，人口や経済状況の想定によって1年程度のずれは

発生するものの，2055年あるいは2056年には積立金が枯渇するという結果が得られている．

また仮に財政収支を均衡させたり，一定の積立度合を維持したりすることを考えるのであ

れば，現在9.0％となっている保険料率を約2倍，あるいはそれ以上に引き上げる必要が

あるという結果になっている．日本の財政検証で得られた結果と比較すると，人口推計の

変化が年金財政に与える影響は驚くほど小さいが，このような結果になった理由としては，

年金財政収支が赤字になったり積立金が枯渇したりするタイミングが比較的早いことが考

えられる．2023年から見て，2041年は18年後，2055年にしても32年後である．年金の被保

険者になるのは生まれてすぐではなく，ある程度の年齢になってからであることを考えれ

ば，比較的近い将来と考えられる2041年，あるいは2055年という時期では，仮にOECD
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16）もちろんすべての15～64歳が被保険者になるわけではなく，15歳をすぎても被保険者ではない場合，あるい

は65歳をすぎても被保険者である場合などもある．



平均のような高い出生率が実現したとしても，人口変動の年金財政に与える影響は比較的

小さなものにとどまるものと考えられる．

したがって，韓国のケースにおいては，人口変動による年金財政の好転はあまり期待で

きない．また金（2018）によれば，韓国政府は所得代替率の引き下げによって財政悪化へ

の対応を行っているものの，実際の所得代替率が低く，国民年金の給付のみでは老後の生

計費をまかなうことは難しいことも指摘されている．したがって，積立金の枯渇をはじめ

とした年金財政の悪化を防ぐために必要な対策としては，保険料率の引き上げなど，1人

当たりの拠出水準を引き上げることが最も重要であると考えられる．

V．むすび

公的年金制度は成立過程や適用対象，制度設計など，同じように少子高齢化に直面する

各国においてもさまざまな違いがあり，どの国についても共通して望ましい制度が存在す

るわけではない．今回取り上げた日本・中国・韓国の3か国だけで見ても，マクロ経済ス

ライドのような自動調整機構は日本のみ，2階部分を積立方式に近い形で運営しているの

は中国のみ，低所得者向けに無拠出制の給付を年金として行っているのは韓国のみという

ように，各国の事情に合わせてさまざまな仕組みが取り入れられている．もちろんこの3

か国にとどまらず，広く世界各国を見渡せば，自動調整機構だけでもOECD加盟国の約

3分の2がさまざまな形で採用していることをはじめとして，ある程度類似した方法によ

り年金財政の安定化と老後の所得保障を目指していることがわかる．また一方で，この3

か国に共通する要素として，支給開始年齢の引き上げなどが挙げられる．OECD（2021）

では，高齢化が年金支出額を増加させるものの，雇用の増加が生産能力を強化するととも

に年金受給者を減少させるため，OECD諸国の平均で見ると，雇用の増加が年金支出総

額の対GDP比を1.1％減少させたと指摘している．インパクトの大きさは国によって異な

るものの，各国における支給開始年齢の引き上げは，いずれも支給総額を抑制し，年金財

政を好転させる効果があると考えられる．

少子高齢化，そして長寿化が進む各国において，引退後の生活を金銭面から支える公的

年金は欠かすことのできない制度となっている．財政検証のような制度の健全性の定期的

な検証は，各国において今後ますます重要性が高まることになると考えられ，長期的に健

全性が保たれることを確認する中では，人口に関する仮定の違いが重要になってくること

が改めて示された．

（2023年9月24日査読終了）
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補論 中国の年金制度のモデル化

公式な推計が存在しない中国については，本文中で述べた通り，簡単なモデルを用いた

機械的な推計を行った．本節ではそのモデルについて解説を行う．

まず，公的年金制度の構造について，式を用いて表現してみよう．

Ft・1・・1・rt・Ft・PCt・PBt （1）

PCt・・tN
・
t （2）

PBt・・tN
o
t （3）

ここで，Fは年金積立金，rは利子率，PCは年金保険料の拠出，PBは年金の給付を表

す．また・は年金保険料額，・は1人あたり年金給付額，N
・
は被保険者数，N

o
は受給者

数を表す．（1）式は年金財政の均衡式である．1期後の年金積立金の残高は，今期の年金

積立金の元利合計に年金保険料の拠出を加え，年金給付を控除することにより求められる．

もちろん補助金等があればそれを加えることも必要である．（2）式は年金保険料の拠出を

表す式である．年金保険料は現役世代からの拠出によりまかなわれ，拠出水準は・で与え

られる．拠出が定額であるような場合であれば・は一定の値をとり，賃金に比例するよう

な場合であれば・は保険料率と賃金の積となる．（3）式は年金給付を表す式である．給付

総額は1人当たり年金給付額・に受給者数を乗じることにより計算される．給付が過去
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の拠出に依存して決定されるような場合には，過去の賃金等を考慮することが必要である．

以上のような式を想定し，中国の被保険者数等のデータを用いながら機械的な推計を行っ

た手順について説明を行う．まずは被保険者の数を計算しよう．制度により被保険者の要

件は異なるが，企業従業員基本年金保険制度や機関事業団体職員年金保険制度を想定した

場合には，就業者数を計算することが必要である．就業者数は労働力人口から失業者数を

控除することで計算することができる．労働力人口は，人口に労働力率を乗じることで，

また失業者数は労働力人口に失業率を乗じることにより計算することができる．ただし筆

者が計算を行った際，このように計算された値は『中国統計年鑑』から得られた就業者数

とはある程度の乖離が発生した．本来であればこの時点で乖離の補正を行うところである

が，本稿の目的は被保険者数の計算であり，またその際に必要とされるものは都市就業者

数であるため，補正は都市就業者数の計算の際に行った．

『中国統計年鑑』では就業者数が都市就業者数と農村就業者数に分けて計上されている．

于（2022）によれば企業従業員基本年金保険制度や機関事業団体職員年金保険制度の被保

険者はほとんどが都市就業者であるということで，本稿でもその考え方にしたがって，企

業従業員基本年金保険制度や機関事業団体職員年金保険制度の被保険者は都市就業者であ

ると想定して計算を行う．都市就業者と農村就業者の比率を計算した上で，この比率を用

いて，さきほど計算した就業者数を分割し，さらにこの計算された都市就業者数と実際の

都市就業者数の乖離を補正する．また，労働力率や失業率はTheWorldBankのWorld

BankOpenDataに男女別の値があること，さらに年金の支給開始年齢には男女で差が

あることから，就業者数は男女別で計算している．なお全就業者に占める都市就業者の割

合については男女で差がないと仮定している．

さて，就業者基本年金保険制度の被保険者は，企業従業員基本年金保険制度の被保険者

と機関事業団体職員年金保険制度の被保険者に分けることができる．両者の比率を見ると

前者が圧倒的に多数であるが，後者も就業者基本年金保険制度の10％程度を占めているた

め，無視しうる大きさではない．したがって，過去分については実績，将来分については

直近の値をもとに按分している．最後に都市・農村住民基本年金保険制度であるが，これ

は就業者基本年金保険制度に該当しない者の一部が被保険者になると考えられる．したがっ

て，まずは16～59歳の全人口から企業従業員基本年金保険制度や機関事業団体職員年金保

険制度の被保険者数を控除した値を計算し，その値と16～59歳の全人口との比を求めるこ

とにより，都市・農村住民基本年金保険制度に該当する割合とした．

受給者についても，過去のデータをもとに計算を行っている．まずは都市就業者の男女

比をもとに，企業従業員基本年金受給者数を男女別に計算する．もちろん受給資格は過去

の就業履歴に基づくものであることから，正確な値を計算するためには過去の性・年齢別

の就業者数の値が必要であり，現在の都市就業者の男女比を用いても正確な値を計算する

ことは不可能である．しかし過去，特に現在の受給者が被保険者であったと考えられる時

期の性・年齢別就業者数の値は入手不可能であること，また都市就業者の男女比は直近で

は多少男性が増加傾向ではあるものの，2006年以降ほぼ60％前後で安定していることから，
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都市就業者の男女比は直近の値を利用している．さらに，このようにして計算された男女

別の企業従業員基本年金の受給者数について，受給者資格を得る男性60歳以上，女性50歳

以上の人口との比を求める．将来の受給者数の計算にあたっては，当該比率の直近の値を

用いることとする．機関事業団体職員年金受給者についても手順は企業従業員基本年金と

同様である．ただし女性の支給開始年齢は企業従業員基本年金と異なり55歳なので，人口

との比を求める際には55歳以上の人口を用いる．最後に都市・農村住民基本年金保険受給

者である．これについては男女計の都市・農村住民基本年金保険受給者数の60歳以上人口

に占める割合を計算し，直近の値をもとに将来の受給者数を計算している．

続いては保険料収入と収入合計額，基礎年金支出額と支出合計額の計算である．前述の

通り，保険料は企業従業員基本年金保険制度や機関事業団体職員年金保険制度の場合，事

業主が賃金総額の16％，加入者が賃金の8％を拠出する．また都市・農村住民基本年金保

険制度は12段階の保険料を加入者が自由に選択する．したがって，企業従業員基本年金保

険制度と機関事業団体職員年金保険制度については，既に計算された被保険者数に平均賃

金と保険料率を乗じることにより，保険料収入の額を計算することとする．都市・農村住

民基本年金保険制度については，保険料収入額を被保険者数で除算することにより1人当

たりの保険料拠出額とし，この直近の値が将来にわたって続くと仮定する．また，それぞ

れの制度について，前期の残高に利子率を乗じたものを運用収入とする．収入は保険料収

入と運用収入だけでなく，公費負担等もあるが，こちらについては特別な計算は行わず，

保険料収入と運用収入の和と，収入合計との比を用いて，実績値との乖離を調整する．支

出合計額も年金給付だけでなく死亡一時金等の支出があるが，これも特別な計算は行わず，

年金給付総額と支出合計額との比を用いて，実績値との乖離を調整する．これらの調整に

用いる比についても，直近の値が将来にわたって継続すると仮定している．

以上のような手順により得られた収入と支出から，各年の収支を計算し，さらには前年

の積立金残高の値も用いることで，当年の積立金残高も計算することができる．
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PublicPensionSystemsinanAgeingSocietywithLowFertility:
AComparisonofJapan,China,andKorea

SATOItaru

Weanalyzedtheimpactofpopulationchangeforthepublicpensionsystemsofthree

countries:Japan,China,andSouthKorea.Sincethereareofficialestimatessuchasthe2019

actuarialvaluationforJapanandthe2023financialcalculationforSouthKorea,weusedthese

estimates.SincetherearenosuchofficialestimatesforChina,weconstructedasimplemodeland

performedmechanicalestimation.

TheresultsshowthatinJapan,onlyinthecaseoflowfertilityorlowmortality,thereserve

ofthenationalpensionwillbedepletedabout90yearsfromnow,orthereplacementratiowillfall

below50%.InthecaseofChina,thereserveisrapidlydeclining,withtheresultthatthebasic

corporateemployees'pensioninsurancesystemwillbedepletedin2035.InSouthKorea,the

reservewillbedepletedby2055.ThisscheduleforreservedepletioninChinaandSouthKorea

remainsvirtuallyunchangedregardlessofwhetherhigh,medium,orlowfertilityassumptionsare

made.ThismaybeduetothefactthatreservedepletionisexpectedintheverynearfutureinChina

andSouthKorea.Inotherwords,evenifthenumberoflivebirthsincreases,itwilltakeacertain

periodoftimebeforetheybecomeinsured,andifthereserveisdepletedinthenearfuture,the

effectofchangesinthenumberoflivebirthswillnotappearinthenearterm.InJapan,ontheother

hand,thelong-termsoundnessofthepopulationmeansthattheimpactofpopulationchangeson

reservescanbeclearlyrecognized.

Incountrieswithdecliningbirthratesandagingpopulationsaswellasincreasinglongevity,

publicpensionsareindispensablesystemsthatfinanciallysupportpeopleintheirretirementyears.

Periodicverificationofthehealthofpublicpensionsystems,suchasactuarialvaluation,islikely

tobecomeincreasinglyimportantineachcountry,anddifferencesinassumptionsaboutpopulation

willbeimportantinconfirmingthatthehealthofthesesystemsismaintainedoverthelongterm.

Keywords:actuarialvaluation,reserve,populationprojection,insured
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特集Ⅰ：日中韓における少子高齢化の実態と対応に関する研究

日中韓少子高齢化施策の推移と実態

―比較の視座から―

林 玲 子

I はじめに

日中韓，つまり日本，中国，韓国では，少子高齢化は着実に進行し，いずれも人口減少

社会となった．日中韓は，歴史的には文化の共有基盤があり，国民の風貌は似ているが，

こと20世紀において，その文化・社会は多様化した．共通の文字であった漢字の利用も，

韓国の若者では書けない，読めない人も少なくない．儒教が共通の倫理観，と言われるこ

ともあるが，日本における儒教の意識は中国・韓国よりも低く，韓国では仏教の他，キリ

スト教が広く受け入れられている．中国においては，共産主義というイデオロギーの下，

宗教や慣習は人々の生活をあまり束縛しない．

日本，中国，韓国は，人口規模が大きく違う．2020年では日本人口は126,146,099人

（国勢調査），韓国は51,836,239人（人口総調査），中国は1,409,778,724人（人口普査）であっ

た．つまり日本は韓国の倍，中国は日本の10倍程度である．三か国の人口推移を，国連に

よる推計値ではなく，各国の統計局が公表している数値でみると，データの揃う1949年以

降は韓国・中国の人口増加のスピードが同等で日本よりも目立って早いことがわかる（図

―280―

日本，中国，韓国は少子高齢化が進行し，人口減少社会となった．いずれの国も現在は少子高齢

化に対応する施策をすすめているところであるが，ここに至るまでに過剰人口対策として家族計画

等の推進により出生水準を下げる政策がとられ，それが出生率の低下に応じて少子化対策に転換し

た歴史がある．しかしそのタイミングやスピードは異なっている．一方，出生率低下と死亡率低下

（寿命の延伸）に伴って人口高齢化が進み，その対応は早くから始められた．高齢者割合が増加す

る以前から高齢者福祉，年金制度は開始されていたが，高齢者割合の増加に応じて医療・年金の皆

保険制度が達成され，それら既存施策が継続的に改革されると同時に介護制度が構築された．限ら

れた資源をどのように配分するかはいずれの国でも課題であるが，これから高齢者数が大きく増え

ない日本と比べ，今後激増する韓国，中国では，すべてを公的セクターでまかなうのではなく，民

間・個人や家族にシフトする流れもある．人口減少が進む中，既存の人口政策，社会保障政策とい

う枠を再構成し，こどもを産み育てやすい環境の整備，増える高齢者を新たな経済基盤とするよう

な不断の施策構築とその改革が喫緊の課題である．

キーワード:少子化，高齢化，日本，中国，韓国



1）．1949年から2020年にかけて韓国・中国は人口がいずれも2.6倍になったが，日本は1.5

倍であり，この時期の人口問題は「人口増加」であった．しかしながら，日本では2008年

をピークとして人口減少フェーズに入り，韓国では2021年，中国では2022年に人口減少に

転じ，今後の人口問題は「人口減少」である．新たな，これまでとは異次元の政策対応が

必要になっている．

日中韓の人口ピラミッドを見ると，国によりその凹凸の位置と大きさは異なっている

（図2）．人口ピラミッドにはその時点で生きている人の人口史が刻まれている．例えば日

本では，74，75歳の大きな窪みはほぼ1945，1946年生まれに相当し，その2年間の出生が

抑制されたことを示している．またその下の大きな膨らみは戦後のベビーブーム，団塊の

世代によるものだが，その直前の出生控えによる反動もあるだろう．さらにひのえうまに

あたる1966年に明らかな窪みがあるが，同じく干支を用いている韓国，中国では同様の窪

みはなく，ひのえうまの伝承は日本のみであることがよくわかる．その下の47歳を頂点と

するふくらみは，団塊ジュニア世代，つまり，団塊の世代の子ども世代である．日本の凹

凸はおおむねこのように説明でき，それ以外はスムーズに数が推移している．

韓国の場合，59歳つまり1961年生まれを頂点とするふくらみは，朝鮮戦争後のベビーブー

ムによるもので，ベビーブームとは1955年以降に生まれた世代のことを指すことが多い

（関係部処合同 2020）．しかし日本と違い，出生の増加は徐々に進み，またその後20年程

度続く長いブームであった．まさに2020年に，このベビーブーマーが65歳以上になるため，

韓国では本格的な人口高齢化期に入るとも言われている．その後の凹凸は，おおむねこの

最初のベビーブームから20年後毎の位置に呼応しており，ベビーブームのエコー効果といっ

てもよいものであろう．しかしながら，韓国の20歳以下の窪みは，近年の超低出生率を反
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資料:日本は内務省戸籍局，国勢調査・人口推計（総務省統計局），韓国は人口推計（韓国統計庁），
中国は中国統計年鑑（中国国家統計局）

図１ 日中韓の人口推移



映し著しく細くなっている．この「細い」世代が50～60歳のベビーブーマーという「太い」

世代を支えねばならない，という難題がみてとれる．

中国の人口ピラミッドは59～61歳，つまり1959～1961年生まれの大躍進政策時代の大飢

饉（「三年困難時期」）による窪みが著しい．その後のふくらみは，その反動によるベビー

ブーム，さらにその20歳下はそのベビーブーマーたちのジュニア世代と考えられる．中国

の一人っ子政策は1979年から開始されており，その年に生まれた人は2020年に41歳である

が，政策の目的に反してそれより下の30歳までは人口は増えている．一方，30歳より下，

つまり1991年以降に生まれた人口は大きく減少している．韓国同様，中国の人口ピラミッ

ドの形はギザギザであり，日本のようなスムーズな形となっていない．

人口推移，人口ピラミッドの形から，過去100年に及ぶ人口はその時々の状況により大

きく変化したことが伺われるが，それでは少子高齢化政策はそれに応じた，もしくは影響

を与えたのだろうか．本稿では日中韓における少子高齢化施策を少子化（出生）に関わる

施策，高齢化に関わる施策に区別し，三か国における推移を見たうえで，それらの相違点

と類似点を確認し，「少子高齢化施策」という施策構造を比較する．

II 少子化（出生）に関わる施策

出生力の指標として合計特殊出生率，平たく言えば女性が生涯に持つ平均出生児数を，

各国統計局公表値や調査に基づく値で示せば図3のようになる．得られる期間は必ずしも

同じではなく，日本は1925年から，中国は1949年から，韓国は1970年からであり，母の年
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資料:日本は国勢調査（総務省統計局），韓国は人口総調査（韓国統計庁），中国は人口普査（中国国
家統計局）

図２ 日中韓の人口ピラミッド（2020年）



齢別出生の全数登録，もしくは抽出調査といったデータに基づく公的機関による公表値は

それしかない．合計特殊出生率は，日中韓とも，20世紀の特定の期間に大きく減少し，そ

れは日本の場合は1950年代，韓国・中国は1970年代に起こっている．また三カ国の水準と

動向は1990年以降収束しているように見えるが，近年の韓国の低下は著しい．

日中韓の出生に関わる施策の推移を一覧にしたものが表1である．これらについて，さ

らに国別にみることにする．
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表１ 出生に関わる施策の推移

年代 日本 韓国 中国

1880
2旧刑法（堕胎罪）

4墓地及埋葬取締規則

1890 9産婆規則

1900 7刑法（堕胎罪）

1910 1産後休業（工場法）

1920

0扶養控除の導入
7人口食糧問題調査会，分娩給
付・出産手当金（健康保険法）
9人口統制に関する諸方策

1930 7母子保護法 4蒋介石が新生活運動を提唱

資料:日本は1925年から1940年まで統計局，1947年より厚生（労働）省．韓国は韓国統計庁．中国は
1950年から1987年まで�（1992）（1950年から1981年まで1982年第1回出生力調査，1983年から1987
年まで1988年第2回出生力調査），1989年以降は中国統計局（中国統計年鑑もしくは人口普査の女性

年齢別出生率を合計したもの）

図３ 日中韓の合計特殊出生率の推移



1 日本

日本における出生に関わる施策は，さかのぼれば江戸時代の堕胎，間引き，捨て子に対

する規制など（高橋 1955）も挙げることができるが，ここでは出生指標が施策により左

右されているか，という点に絞り，日本の最初の合計特殊出生率が得られる1925年からの
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1940

0国民優生法
1人口政策確立要綱

8優生保護法
9人口問題審議会

1950

4人口問題審議会（人口の量的
調整に関する決議）

5国際家族計画会議を日本で開
催

5新生活運動協会発足
9人口白書

0婚姻法
2避妊・中絶制限臨時措置

3避妊薬・避妊具輸入禁止通知
7馬寅初「新人口論」

8「大躍進」による計画生育中
断

1960
1配偶者控除の導入

9人口問題審議会中間答申

1国家再建最高会議議決（家族
計画事業）

３ 家族計画事業10か年計画

2「大躍進」後のベビーブーム
4国務院計画生育弁公室の設置
4計画生育経費の支出問題につ

いての規定
6文化大革命による計画生育施

策の縮小

1970
2児童手当の導入

4日本人口会議，人口白書「静
止人口を目指して」

0家族計画研究院設立
3USAID撤退と技術移転
6人口政策審議委員会設置

1第4次5カ年計画「一人でも
少なくない、二人は丁度よい・・」
9全国計画生育弁公室主任会議

1980

1韓国人口保健研究院設立
２ 第 5次経済社会発展 5カ年

計画
3合計特殊出生率2.1

0婚姻法（晩婚・晩産の奨励等）
1国家計画生育委員会に改称
2憲法（計画生育の推進）

1990

0「1.57」ショック
2国民生活白書「少子社会の到

来」
4エンゼルプラン策定

6母体保護法

6新しい人口政策の国務会議議
決（人口増加抑制政策の廃止と

人口資質の向上）
4生育保険の試行開始

2000
0新エンゼルプラン

5第1次少子化社会対策大綱

4大統領諮問高齢化及び未来社
会委員会設置，健康家庭基本法
5低出産・高齢社会基本法

6第1次低出産・高齢社会基本
計画（セロマジプラン2010）

2010
0第2次大綱
5第3次大綱

1第2次低出産・高齢社会基本
計画（セロマジプラン2015）

6第3次低出産・高齢社会基本
計画（ブリッジプラン2020）

6第13次5カ年計画二人っ子政
策

2020
0第4次少子化社会対策大綱

3こども家庭庁の発足
0第4次低出産・高齢社会基本

計画

1第14次5カ年計画「適度生育
水平」

出産政策の最適化による人口の
均衡且つ長期的な発展の促進に

関する決定
人口と計画生育法改正

注:各項目最初の数字は，その年代の年を示す．
資料:林他（2023）を加筆修正



推移を概観する（図4）．

1925年に初めて得られる合計特殊出生率は5.11と高水準であるが，以後低下する．1927

年に設置された「人口」と名の付く最初の政府会議体である人口食糧問題調査会は，過剰

人口に対する調査会ではあったものの，避妊，妊娠中絶及び優生手術を認容する法規につ

いての記述は削除され，相談施設を設けることが答申に記載されたのみであった（人口食

糧問題調査会 1930）．これは，旧刑法に堕胎罪が明記され，産児調節はタブー視される社

会素地があったためだと考えられる．しかしこの時期にはすでに受胎調節が人々に知られ

るようになっていた（太田 1976，人口食糧問題調査会 1928）．受胎調節以外の要因は当

然あるとしても，その後出生率はなだらかに低下していたが，1938年，1939年の出生率が

大きく低下したことは，戦時体制の中，明示的な出生率を上げる政策がとられるきっかけ

となった．その変化は月別，都道府県別に詳細に分析され日中戦争により有配偶兵員が大

量に招集されたこと，都市部への労働者の移動が理由とされ（人口問題研究所 1940），人

的資源確保のために，調査に基づく適正な対策を講ずる必要が訴えられた．いち早く1940

年に施行された国民優生法は，人口の質向上を目指し優生目的の不妊手術を制度化すると

いう本来の目的よりも，刑法で禁止されていながらも実態として行われていた人工妊娠中

絶を取り締まる，という人口増加策としての効果があった（廣嶋 1981）．さらに1941年に

は人口政策確立要綱が閣議決定され（内閣 1941），「人口の永遠の発展性を確保するため」

に，夫婦の出生数平均五児，「健全なる家族制度」の維持強化，女子の就業を抑制する方

針などが掲げられた．合計特殊出生率を確認できるのは1940年が最後であり，その他の指
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資料:合計特殊出生率は図3と同じ．人口置換水準は人口統計資料集 表 4-3（国立社会保障・人口問
題研究所）

図４ 合計特殊出生率の推移と主要な施策（日本）



標，例えば粗出生率や出生数，各歳別人口をみても人口政策確立要綱が実際に出生率向上

という効果を上げたとは確認し難いが，「人口政策」イコール戦時中の強制的な国家統制

策という認識は確実に日本人に広がった．

戦後は，ベビーブームによる急激な出生数増加に対し，優生保護法の制定と改訂により

中絶を許容する政策がとられ，またたくまに出生率は減少し，その後，家族計画施策へと

推移した．日本では公式な家族計画政策はなかったとされ（Tsuyaetal.2019），「受胎調

節は本質的には行政の限界を超えており（・・・）民間からの協力が必要」というのが行

政の認識であった（日本家族計画協会 1969）．国として確かに家族計画推進の法律はなかっ

たが，厚生省に設置された人口問題審議会の決議文書（「人口の量的調整に関する決議」），

日本家族計画連盟，日本家族計画協会などの民間組織を通じた活動，企業を通じた新生活

運動（人口問題研究会 1954），毎日新聞社人口問題調査会等による調査・広報活動（毎日

新聞社人口問題調査会 2000）などの多くのチャネルを通じて家族計画の普及が図られた．

国家予算としても1952年から1967年の間，年間で最低2,120万円(1952年)から最高7,250万

円(1958年)程度の家族計画関係予算が厚生省で計上され，1967年には，母子保健対策予算

額の11.8％，6,690万円が家族計画・受胎調節の指導などで計上されている．このような

活動・施策により，妊娠抑制における中絶と家族計画の寄与割合は1955年では7:3であっ

たところ，1960年では5:5，1965年では3:7と逆転した（青木 1967）．

戦後の日本において，1970年代に人口置換水準を下回ったという言説が多いが，実際下

回ったのはそれよりもずっと前の1956年であった（図4）．これは，1950年代の人口置換

水準が通常言われる2.1よりも高かった，ということから生じた誤解であろうか．しかし

ながら当時，合計特殊出生率が人口置換水準を下回ったことは適切に認識されていた．

1969年3月の人口問題研究所報告書（舘 1969）， 4月の人口問題審議会中間答申（上田

1969）において，1956年より純生産率が1を下回る状態が10年間続き，それは世界で最低

水準であること，日本の出生率は下がり過ぎており，出生回復のために社会開発の推進が

必要であると指摘された．その社会開発の一環として「家庭強化」が挙げられている（舘

1969）．1961年に導入された配偶者控除や1986年に導入された国民年金の第 3号被保険者

制度は，この家族の強化という概念と整合的であり，1920年から導入されていた扶養控除

制度と合わせてそれが出生水準にどのように影響を与えたのかはさらなる検証が必要とさ

れる．

出生率はほぼ置換水準に至っていたものの，1974年に開催された日本人口会議およびそ

の基礎文書である日本人口白書（人口問題審議会 1974）では「こどもは二人まで」，「出

生抑制にいっそうの努力を注ぐべきである」とされた．結果，出生率は低下し続け，それ

に対する施策は1990年の1.57ショック，つまりその前年1989年の合計特殊出生率がひのえ

うまに当たる1966年の値を下回ったことによる社会的な衝撃が起こるまで持ち越されるこ

とになる．その年，「健やかに子どもを生み育てる環境づくりに関する関係省庁連絡会議」

が設置され，1994年に社会全体で子育てを支援していくことを目指したエンゼルプランが

策定された（内閣府 2004）．出生率が人口置換水準を下回り，その回復が目された1956年
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から1994年まで，政策転換には実に38年かかった．この「無策」は，出生率の回復，出生

力増加を国が施策とすることは1941年の人口政策確立要綱を想起させ，それに対する忌避

感があったためではないかと考えられる．このことからも戦後日本において，出生率を回

復させる施策は「人口政策」ではなく，「少子化対策」という用語が使われている．「少子

化」とは，平成4(1992)年度の国民生活白書（経済企画庁）で最初に用いられたとされる

が（津谷 2007，守泉 2018），少子化対策はエンゼルプラン，新エンゼルプラン（1999年），

次いで少子化社会対策基本法（2003年）に基づいた，少子化社会対策大綱（2005年）とな

り，以降5年毎に更新され2020年の第4次少子化社会対策大綱が最新の施策である．

少子化対策としてどこまでの施策を捉えるか，一概に線を引けるものではないが，政策

の大枠としての国家政策の有無，および施策の分野は表2に示すように多く挙げることが

できる．ここには示していないものの，少子化対策という枠よりも広い保健，住宅，教育

分野も少子化対策として重要な役割を果たす．総括的にみれば近年結婚支援や不妊治療支

援などその種類が増加していることが特徴である．また，古くから存在している施策，例

えば配偶者控除，出産給付一時金など，今後時代に合わせ新たな形に再構築が必要なもの

も少なくない．

合計特殊出生率は2005年に1.26で底をついた後上昇し，これは少子化対策が功を奏した

のではないかとも考えられたが，2016年より再び低下しはじめ，2022年には1.26となった．

2022年の値は，小数点三位まで見れば史上最低の合計特殊出生率である．
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表２ 少子化対策の推移

資料:筆者作成



2 韓国

韓国統計庁が公表する合計特殊出生率は1970年以降の数値に限られる（図5）．1945年

8月，日本からの解放直後9月に南北が分断され，南朝鮮は米国軍政の支配下に置かれた

が，その後1948年に大韓民国として独立し，1949年には第1回総人口調査，つまりセンサ

スが実施された（統計廳 1992）．1950年6月25日に始まった朝鮮戦争（6.25事変）が1953

年に休戦となった後，1955年に人口動態調査令が大統領令として発された．しかしながら，

申告漏れは甚だしく，出生・死亡の届出率は1966年で40％未満程度であり（鈴木 2022），

統計として利用することはできない水準であった．そのため，1963年より人口動態標本調

査が実施されたが一旦1969年に中止され，1972年に再開し，1987年には55,000世帯を対象

とする大規模な調査も行われた．その後過去10年分を集計して公表する形となり，1980年

代後半には届出率が95％程度となった（統計廳 1992）．つまり，1970年以降1980年代まで

の韓国の人口動態統計は標本調査に基づくもので，全数登録によるものではなく，その後

の値と比べると代表性や正確性は同様ではないと考えられる．ちなみに，国連人口部によ

る1950年の韓国の合計特殊出生率は5.97で，1957年にかけて6.19まで上昇した後減少に転

じる推計となっている（UN 2022a）．同時代の中国の合計特殊出生率は6前後であり，

それと同様とみなされたのかもしれない．しかしながら，1960年の人口住宅国勢調査では，

既婚女性の平均出生児数は最高でも45～49歳の5.52であるため（経済企画院 1964），1970

年以前の韓国の合計特殊出生率は6まで高くない可能性もある．

このような事情で，公的統計としての合計特殊出生率の値は限られるが，出生に関する

施策はそれ以前からあった．日帝時代，つまり日本の植民地支配下では労働力の動員のた
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資料:図3と同じ

図５ 合計特殊出生率の推移と主要な施策（韓国）



めに多産出生政策が強要されたと記されている（保健社会研究院 1991）．独立後，1950年

代は米国の援助や宣教師などにより家族計画事業が散発的に行われたが，1961年3月には

大韓家族計画協会が創立され，5.16革命後の朴正熙政権のもと策定された第1次経済開発

5カ年計画には「適切な人口調節対策が要請される」と明記された（日韓経済協会 1962）．

1962年には家族計画事業10カ年計画（1962-1971）が策定され，1971年に避妊実行率45％

を目標とし，それに基づき年度別に政府予算が確保された．

韓国における家族計画の推進は，国際家族計画連盟（IPPF），スウェーデン国際開発協

力庁（SIDA）や米国国際開発庁（USAID），ポピュレーションカウンシルなどの国際援

助機関の支援を得ながら行われていたこともあり，早くも1968年には経口避妊薬の供給を

開始している．国連人口活動基金（UNFPA）とは1974年に協定を締結し財政支援を受け

た．

1973年に制定された母子保健法により，それまでは禁止されていた人工妊娠中絶が一定

の要件のもとで可能となった．1976年には企画院長官を委員長とし関係各省，ソウル市長，

二人の民間人を委員とする人口政策審議委員会が設置され，各省庁間の連携が図られ，

1981年に発表された新たな人口増加抑制対策は，各省庁が担当する49の施策で構成された

ものであった．このような政府横断的な施策のもと，1970年に4.53であった合計特殊出生

率は急速に低下し，1987年には1.53まで低下し，出生抑制という目標は十分すぎるほど達

成された．政策目標であった人口増加率1％も下回り，1988年に0.97％を達成したことが

公的に発表された（山地 2005）．

その後，人口政策は転換する．1989年には経済企画院が「人口の資質と生活の質向上」

を新たな目標として掲げ，1994年のカイロ国際人口開発会議を契機に，人口の「量的な」

削減から人口資質の向上を目指す新人口政策が1996年に策定された．1997年の経済危機に

よる空白期間があるものの，継続する出生率低下に応じて，2004年に大統領諮問高齢化及

び未来社会委員会の設置，2005年に低出産・高齢社会基本法が制定された（曺 2022）．韓

国の場合，出生率が人口置換水準に至ったのが1983年であり，施策の転換点である新人口

政策が出されるまで，わずか13年であったといえる．基本法に基づき，第1次計画（2006

～2010），第2次計画（2011～2015），第3次計画（2016～2020）が策定・実施され，現在

は第4次低出産高齢社会基本計画が実施されている（守泉 2023）．

韓国の少子化対策は，「低出産」対策であり，基本計画を策定するのは大統領府直轄組

織である低出産高齢社会委員会であるが，その英語名は“PresidentialCommitteeon

AgeingSocietyandPopulationPolicy”であり，人口政策（populationpolicy）が少子

化対策とみなされているようである．2005年の基本法の制定から急速に施策は展開し，

2013年に無償保育，2018年には普遍的児童手当，2021年には高校無償教育が開始された

（金 2023）．男女雇用平等と仕事・家庭両立支援に関する法律も整備され，産前産後休業

はもちろんのこと，育児休業も1988年の男女雇用平等法に明記され，経口避妊薬は薬局で

購入可能，妊産婦検診を含め，出産は健康保険でカバーされるなど（林他 2023），少子化

対策として考えられる施策はことごとく整備されている．しかしながら合計特殊出生率は，
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2022年で0.78と，日中と比べても一段低い水準となっている．

3 中国

「新生活運動」は，日本では1950年代からはじめられた，「自らの創意と良識により，

物心両面にわたって，日常生活をより民主的，合理的，文化的に高めることをめざして行

う」（新生活運動協会 1955）活動で，家族計画の推進も含まれていたが，中国では同じ名

称で1934年に蒋介石が南京で開始している．日中の間で認識の共有や連携があったのか，

偶然に名称が一緒であったのか，現時点では判然としないが，そのような日中韓地域にお

ける一つの思想の流れがあった．

中華人民共和国建国以来の合計特殊出生率は図6に示されるように，1960年前後の大き

な変動を経て1963年には7.50という高値を記録し，その後減少に転じている．ちなみに中

国では現在でも国家統計局は出生数を総人口で割った粗出生率を公表するのみであり，合

計特殊出生率は，出生登録に基くものではなく，出生力標本調査により計算，公表される

数字であり，そのためその値の正確性をめぐり議論が多い．また1950年代からの初期の値

は，1982年に実施された第1回の出生力調査に基づくもので，標本誤差の他，当事者が過

去のことを忘れる，といった誤差要因も含む（黄 1992）．

1949年以降，毛沢東の人口資本説という出生促進的な思想，1950年の婚姻法で自由な一

夫一妻，男女平等の結婚が可能となり（祝 1999），高い出生率が続いた．そのような中，

1957年に馬寅初が「新人口論」として，出生抑制の重要性を訴えたが，その直後1959年か

ら大躍進政策が食糧分配制度の崩壊をもたらし「三年大飢饉」が起こり，多くの餓死者を
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資料:図3と同じ

図６ 合計特殊出生率の推移と主要な施策（中国）



出すとともに出生率も激減した（林 2016）．その後，その反動ともいえる出生率高騰が起

き，ベビーブームをもたらした．1966年から文化大革命が始まると，翌年大きく出生率は

落ち込み，その後1968年の6.45から1978年の2.72まで10年間に3.73ほど減少した．とはい

えこの時代には統計機構は解散され，1952年の設立時に611人いた中央統計機構の人員は

17人まで減少したため（若林 1989），統計精度には留意が必要である．

1976年に毛沢東が死去し，新たな最高指導者となった華国鋒は「計画生育」，日本語で

いうところの家族計画を施策として推進した．1978年には国務院計画生育指導グループ第

一回会議により，一人の子どもが最も望ましく，出産間隔は3年以上あけ，晩婚が望まし

い，とする報告書が提出された（田 2009）．そしてその翌年，「一人っ子政策」が開始さ

れた．天津市で提出された「一人っ子提議書」を契機に，1979年1月に全国計画生育弁公

室主任会議にて全中国レベルの一人っ子政策の基本路線が打ち出された．さらにその年の

7月には華国鋒首相が計画生育に力をいれ人口増加を抑制するよう唱えた（人口問題研究

所 1979）．1982年に公布された憲法ではその第25条に「国家は、計画生育を推進して、人

口の増加を経済及び社会の発展計画に適応させる」と明記され，名実ともに計画生育は国

家政策となった．ただし，中国の出生率の大きな低下は1979年以前，文化大革命の最中に

起こっており，一人っ子政策がとられた最初の10年間は逆にその低下が止まっている（図

6）．人口置換水準を下回りさらに出生率が低下するのは1990年以降である．

1990年代，国家統計局が公表する人口普査（センサス）の結果では，合計特殊出生率は

1990年の2.04から2000年の1.22まで低下した．この10年間の出生率については，複数の調

査結果，学者の推計があり，2000年は1.72（田 2009）という推計もあるが，センサス個

票により女性子ども比を用い推計すれば公的統計と同程度の1.23という学説もある（郭

2006）．この期間に出生率が大きく低下した理由は社会経済の急速な発展，出産意欲の変

化と先送り，計画生育の徹底化，出生の届け出漏れといった要因が挙げられている．計画

生育という政策が影響しなかったわけではないが，それが出生率低下のすべてを説明する

わけではないようである．1990年代は，ロシアを含めた東欧，ベトナムといった社会主義

国家で一様に出生率が大きく低下しており，ベルリンの壁崩壊後の激変した社会情勢が出

生率低下をもたらしたと考える方が適切ではないかと思われる．

一人っ子政策であれば合計特殊出生率が1.0で目標達成，ということになり，実際，中

国統計年鑑に示された値から算出できる合計特殊出生率の値は2011年に1.03，2015年で

1.05となった．しかしそれを継続すべきと考えられているわけでもない．一人っ子政策は

2013年には夫婦どちらかが一人っ子ならば第2子の出産を認める，と緩和され，2016年の

第13次5カ年計画では二人っ子政策となった．さらに2021年の第14次5カ年計画において，

政府文書として初めて「適度生育水平」，つまり適度な出生率，という言葉が用いられた

ことで，出生抑制施策は転換したといえる．この年は中国にとっての「少子化対策元年」

といわれることもある（李・張 2022）．現在，少子化対策としての政策枠組みはまだ歴史

は浅く，育児休業や児童手当，保育サービスは試行段階で，日本，韓国と比べ，未整備の

状態であるが（林他 2023），産前産後休暇や出産手当については計画生育の要素もあり，

―291―



1994年に生育保険制度として整備されている．

III 高齢化施策

日中韓における高齢化のスピードは速い．伝統的に用いられている高齢化のスピードの

定義は，65歳以上人口割合が7％から14％になる年数であるが（Kinsella2009），それに

基づき日中韓を他国と比べたものが図7である．1970年に65歳以上割合が7％になった日

本の高齢化のスピードは24年間であり，それ以前に高齢化が進んだ欧米諸国と比べて非常

に速いスピードであったと言われたが，その後高齢化を迎えている新興国は，日本よりも

さらに早いスピードで高齢化が進行する．中国は2001年から2023年の22年と日本同様であ

るが，韓国は2000年から2018年の18年と，非常に速い．アジア，さらには世界全体を見れ

ば，シンガポール15年，タイ17年は想定範囲内であるが，イラン19年，バングラデシュ20

年というのは驚くべきことであり，過去の急激な出生率低下が急激な高齢化をもたらして

いる．ブラジル22年，メキシコ23年とラテンアメリカでも高速高齢化で，南アフリカ共和

国でも28年である．これらは現時点での将来推計を基に計算されたもので，教育水準の向

上を考えると今後出生率の低下は想定よりも早い，という見方もあり（Lutzetal.2014），

その場合，高齢化のスピードはさらに速まることとなる．図7を見れば，日中韓は，欧米

と新興国のはざまに位置し，今後のアジア，ラテンアメリカ，アフリカに広がっていくグ
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資料:国立社会保障・人口問題研究所 人口統計資料集 (2023)，UN (2022)

図７ 高齢化のスピード（65歳以上人口割合が７％から14％に要する年数）



ローバルエイジングに対して一つの先鞭をつけている国であることがわかる．

人口高齢化の指標は，高齢者の割合が通常使われる指標である．高齢者を何歳以上とす

るかは，多くの議論があるが，高齢化が進んだ高所得国では65歳以上，これから高齢化が

進む中低所得国では60歳以上の定義がよく使われる．これは1956年に国連人口部が公表し

た人口高齢化に関する報告書（UN 1956）で65歳以上の定義が用いられ，国連加盟国全

体を対象とし1982年にウィーンで国連が開催した高齢者問題世界会議では60歳以上の定義

が用いられたこと（UN 1982）に起因していると考えられる（林・中川 2021）．現在の

日本では65歳以上が高齢者というのは違和感があり，すでに高齢者の定義年齢を75歳とす

るよう関連学会により提言されているが（大内 2022），いずれにせよ，「高齢者率」とし

て自動的に65歳以上割合を示す習慣は改めた方がよいと思われる．ただ，ここでは伝統的

に日本などで使われている「65歳以上割合」の定義を用い，その総人口に対する割合の推

移について，日中韓各国統計局が公表している値を示した（図8）．

日本では長らく65歳以上割合が5％前後で一定していたが，1950年以降増加しはじめる．

韓国や中国は同様な増加が1980年ごろからはじまり，その増加のスピードは日中韓同様で，

おおむね30年平行移動した形になっている．しかしながら，韓国は寿命の延びが早く，

1980年には中国と同程度であったが，2020年には日本と同程度となった（図9）．韓国の

速い高齢化は，出生率の低下と同時に，寿命の延びが大きいことも影響している．合計特

殊出生率の推移（図3）と比べ，高齢者割合の推移は単調であり，しばらく一定であった
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資料:日本は1884-1893年「全国民籍戸口表」（内
務省戸籍局），1898年「日本帝国人口統計」（内閣
統計局），1903-1913「日本帝国人口静態統計」（内
閣統計局），1920-2020年「国勢調査」（統計局）．
韓国は人口センサス（韓国統計庁）．中国は中国統

計年鑑（国家統計局）

図８ 65歳以上割合の推移（日中韓）

資料:日本は日本版死亡データベース（国立社会
保障・人口問題研究所），韓国は人口動態統計（韓
国統計庁），中国は中国統計年鑑（国家統計局）

図９ 平均寿命の推移（日中韓）



後上昇を始める，という形である．したがって高齢者割合が低く一定であった時期と，増

加が始まってからの時期に，その割合に応じてどのように政策対応をしていったか，とい

うのが比較の一つの要素になる．

高齢「化」施策といった場合，高齢者割合が増加する期間にどのように対応したか，と

いう点が注目される．しかしながら日本の場合を見ても，高齢者割合が増加する前から身

寄りのない高齢者は脆弱層として，児童，障害者，寡婦と並び，社会福祉の対象とされ，

また政府の資金調達といった観点もあり年金制度が開始された．高齢者の割合が増えてく

ると，高齢化施策が必要となるが，その中には日本でいうところの高齢社会対策大綱のよ

うな，政策全体を調整する政府の方針が必要となる．また，高齢者は有病率が高く，高齢

者が増えれば医療ケアニーズが増大し，そのために医療保障制度を構築し，改革しなけれ

ばならない．さらに介護制度が必要となってくる．日中韓における，高齢者に対する福祉，

医療・介護，年金に関する施策の推移を，高齢者大綱のような施策大枠と共に表3に示し，

以下，国別に叙述する．しかしながら，「高齢者問題に関するマドリッド国際行動計画」

（UN 2002）が示すように，高齢者に対する施策はさらに，社会参加，雇用，再教育，住

環境，差別・偏見撤廃など多くの分野にまたがるものである．それらについてはまた別途

比較分析する必要があろう．
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表３ 高齢化施策の推移

年代 日本 韓国 中国

1870
4恤救規則

5陸軍，海軍恩給制度

1880 4官吏恩給令

1890 8民法（家族の扶養義務）

1900 5鐘紡共済組合に年金制度

1910

1920
0鉄道院共済組合に年金制度

3恩給法
9救護法

1930 8国民健康保険法

1940
2労働者年金保険法

6生活保護法
4朝鮮救護令

1950

4厚生年金保険法全面改正
7新長期経済計画に医療の国民
皆保険，国民年金制度の必要性

が明記

1労働保険条例（年金制度を含
む）

6五保制度
「単位」「人民公社」による生

活保障

1960
1国民皆保険・国民皆年金

3老人福祉法

0公務員年金
1生活保護法
3軍人年金



1 日本

日本において，高齢者割合が増加し始めたのは前述の通り1950年代以降であるが，それ

以前から，身寄りのない高齢者は脆弱層として保護の対象となっていた（UNESCAP

2015）．また，年金制度も職種を限ってではあるものの早くから整備された．1874年の恤

救規則は，廃藩置県後の新政府が人心を掌握する必要にかられて成立したとはいえ（小川

1959），身寄りのない高齢者を，極貧者，廃疾者，孤児とならび，救済の対象とし，年に

米1石8斗に相当する金額を支給することとした．身寄りなく収入のない高齢者に対する

救済は，その後救護法（1929年），生活保護法（1946年）に引き継がれる．
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1970
3老人対策本部の設置，老人医

療費無料化
3私立学校教員年金 8「人民公社」解体（改革開放）

1980

3老人保健法全面施行
5老人対策本部を廃止し長寿社
会対策関係閣僚会議を設置

6長寿社会対策大綱・老人福祉
法改正・年金改革（基礎年金創

設）
9高齢者保健福祉推進10ヵ年戦

略（ゴールドプラン）

1老人福祉法
8国民年金制度の実施

9皆保険制度（医療）の達成
2中国老齢問題全国委員会

1990

4高齢者保健福祉 5ヵ年計画
（新ゴールドプラン）
5高齢社会対策基本法
6高齢社会対策大綱
9ゴールドプラン21

1老齢手当
7老人福祉法改正
8国民皆年金

1第8次5カ年計画に年金制度
確立が明記

3中国養老事業7カ年発展要綱
（1994-2000年）

4農村五保供養工作条例
6老人権益保障法

7都市労働者基本養老保険
9全国老齢工作委員会，最低生

活保障制度

2000

0介護保険
1高齢社会対策大綱改訂

6年金改革（年金支給開始年齢
引上等）

8後期高齢者医療制度

0国民健康保険法による統合，
国民基礎生活保障制度

5低出産・高齢社会基本法
6第1次低出産・高齢社会基本
計画（セロマジプラン2010）

7年金改革（基礎老齢年金制度）
8介護保険制度

0中国養老事業発展第10次5カ
年計画

6中国養老事業発展第11次5カ
年計画

9農村住民基本養老保険

2010

1介護保険法改正
2高齢社会対策大綱改訂
5被用者年金一元化

8高齢社会対策大綱改訂
9全世代型社会保障改革

1第2次低出産・高齢社会基本
計画（セロマジプラン2015）

6第3次低出産・高齢社会基本
計画（ブリッジプラン2020）

0社会保険法
1中国養老事業発展第12次5カ
年計画，都市住民基本養老保険

2皆年金制度達成
5年金統合（公務員・都市労働

者基本養老保険）
6介護保険パイロット事業

7中国養老事業発展第13次5カ
年計画

2020
0第4次低出産・高齢社会基本

計画

0介護保険パイロット事業拡大
1中国養老事業発展第14次5カ

年計画

注:各項目最初の数字は，その年代の年を示している．
資料:林他（2023）を加筆修正



年金制度は陸軍・海軍の恩給制度が1875年に発足して以来，1923年には恩給法が制定さ

れ，公務員に対する恩給制度が確立したが，その後民間企業や鉄道，造幣，警察など現業

官庁の共済組合において年金制度が広がった．さらに戦時体制下，社会保険制度の導入に

よる労働力の保全，軍需インフレに対する通貨回収の一翼として1942年には労働者年金保

険法が発足した．このように，年金制度が戦前にいち早く発達したのは，高齢化対策とい

うよりも，国家・政権のために尽力した軍隊・公務員への報償，労働力の保全や戦時中の

金融政策としての役割が大きかったことによる．

戦後，結核対策が急速に進み，寿命が大きく延伸すると，高齢者割合も増加し始めた

（図8，図9）．日本における人口高齢化は人口問題としても1950年代から取り上げられて

いた．人口問題研究所の機関誌である『人口問題研究』において，最初に人口高齢化を扱っ

た論文は1955年の黒田によるものであるが，この時は「高年化現象」とされていた（黒田

1955）．このころ国連が人口高齢化に関する報告書を出しており（UN 1956），日本にお

ける研究も，国際的な流れを受けたものではないかと思われる．1950年代の終わりには，

国民皆保険・皆年金が政府の目標として掲げられ（経済企画庁 1957），それぞれ法整備が

行われ，1961年に達成された．1963年には老人福祉法が制定され，その後，高齢者対策は

福祉の視点から年金，保健医療，雇用就業，生活の充実，住宅など広範な分野に拡大して

いった．

1973年は福祉元年といわれる．この年に高齢者施策も大きく進展した．老人福祉法の改

正により70歳以上高齢者の医療費が無料となり，高齢者の医療アクセスは向上した．その

結果，医療費は増大し医療保険制度間の負担格差が広がった．1983年より全面施行された

老人保健法により，高齢者医療無料化政策は10年で終わり，高齢者の一部負担金が導入さ

れ，国民健康保険の過度な高齢者医療の負担は政府の補助金の増加と組合健康保険等の被

用者保険の拠出金により軽減された．その後，1990年代にかけて，ゴールドプラン，新ゴー

ルドプラン，ゴールドプラン21と矢継ぎ早に高齢者保健福祉施策が打ち出され，高齢者施

設建設やホームヘルパー・デイサービス・ショートステイといった在宅福祉サービス提供

が拡充され，病院から高齢者施設・福祉サービスへと高齢者ケアをシフトさせた．この流

れは2000年の介護保険への道筋を作った．

1980年代からの制度改革は，年金についても同様に行われた．1986年には基礎年金が導

入され，2000年には支給開始年齢が60歳から65歳へ引上げられ，2004年には財政検証によ

る長期的な持続可能性を図る仕組みの導入，2006年には年金積立金管理運用独立行政法人

による年金基金の運用開始，2015年には被用者年金が一元化されるなど，常に制度は改革・

更新されている．

高齢者施策の大枠の流れを見ると，1973年に総理府に老人対策本部が設置されたが，

1985年には「迷惑な老人」から「喜ぶべき長寿」という名前の変更も含め（総務庁 1993），

長寿社会対策関係閣僚会議へと衣替えし，その翌年には長寿社会対策大綱が閣議決定され

た．さらに10年後の1995年には高齢社会対策基本法が施行され，それに基づく高齢社会対

策大綱が閣議決定され，改訂も経ながら現在に至る．人口の3割近くが65歳以上である社
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会で，高齢化施策というものはもはや何を指すのか曖昧な状況にもなってきているなか，

近年は全世代型の施策への流れが強まっている．

2 韓国

韓国における貧困高齢者に対する公的扶助は1944年の朝鮮救護令にはじまり（愼 1983），

1961年に創設された生活保障制度に続く（金・山本 2009）．年金制度は1960年に公務員，

1963年に軍人，1973年に私学教職員に対する特殊職年金制度が設けられた．高齢者割合が

低い1970年代までに，貧困高齢者の生活保障，対象を限った年金制度があったということ

は，日本と似た状況であったともいえる．1980年代から高齢者割合が増加しはじめると，

高齢化施策が本格化する．1982年には老人福祉法が施行され，1988年には国民年金制度が

施行された．1989年には国民皆保険，1998年には皆年金が達成され，全高齢者を対象にす

る医療・年金制度が整備された．2000年代に入ると高齢者割合の増加と同様，施策も急速

に進展する．2005年に低出産・高齢社会基本法が制定された後，2006年には第1次低出産・

高齢社会基本計画（セロマジプラン2010）が発表された．ひっ迫する年金収支に対し，そ

の拡大を図るのではなく，税金を財源として，額は少ないがすべての高齢者に対する年金

を支出する基礎老齢年金制度が2007年の年金改革で導入された．翌年2008年には介護保険

制度が始まった．医療・介護制度の急速な展開により，高齢者医療費は膨張し，韓国の医

療費は2008年以降の10年間で世界でもっとも急速に医療費が増加したが（金 2023），同時

に寿命も急速に延伸した．低出産・高齢社会基本計画は第2次（2011～），第3次（2016

～），第4次（2020～）と続いている．

3 中国

中華人民共和国建国後，共産主義政策により都市部では「単位」という社会組織，農村

部では人民公社により，ゆりかごから墓場までの生活保障制度が作られた．特に身寄りの

ない高齢者は，五保制度により食料，医療，住宅，医療，教育，埋葬を含んだ生活が保障

された．そのような制度は1978年の改革開放以来変容し，1999年には最低生活保障制度と

なった（沈 2014）．

一人っ子政策の必然的な帰結として高齢化が想定されることから，中国における人口高

齢化対策は，早い時点で始まっている．1982年には中国老齢問題全国委員会が設置され，

1985年からはUNFPAとジョイセフにより中国高齢化プロジェクトが実施された（黒田

1984）．中国老齢問題全国委員会は，国連が開催した1982年ウィーン国連高齢者問題世界

会議に参加するために設立された委員会を母体としており，国連による世界会議の影響を

受けたものである．しかしながら当時の中国の高齢者割合は低く，1989年に北京で開催さ

れた日中高齢化シンポジウムに参加した人口問題研究所人口政策研究部長（当時）の阿藤

は「正直のところ、今日の中国で本当に高齢化問題を緊急の政策課題とする意味がどれほ

どあるのか最後までよくわからなかった」と記している（阿藤 1989）．

1986年に設けられた国家社会科学基金において，高齢人口の調査と高齢者社会保障の研

―297―



究がいち早く取り上げられ，1987年には60歳以上高齢者抽出調査が行われた（田 2009）．

第八次五カ年計画（1991～1995年）の社会保障制度の項には，それまでもっぱら福祉（福

利，社会救済）に関する施策が盛り込まれていたところ，年金（養老保険）制度の確立が

明記された．1994年には中国高齢者事業（老齢工作）7カ年発展要綱（1994-2000年）が

発布され，その後は国家5カ年計画に合わせて高齢者事業発展計画が発布・実施されてい

る．1996年には高齢者に関する統合的な法律である老人権益保障法が成立・施行され，家

族扶養，社会保障・サービス，快適な居住環境，法的責任等について定められた（余

2023）．

年金制度は2012年に農民基本養老保険と都市住民基本養老保険が普遍的に実施され，

2015年にはそれらと公務員年金が統合された．医療制度は皆保険が2007年に達成され（馬

2022），2016年には介護保険のパイロット事業が始まっており，中国の年金・医療・介護

といった高齢化社会に必要な制度は一通り整備されたことになる．

IV 日中韓における少子高齢化施策の現状と方向性

少子高齢化は日中韓における現在の人口動向であるが，そこに至るまでの間，出生率と

65歳以上割合といった指標の変化に応じ，日中韓いずれも，出生抑制政策から少子化対策

への転換，福祉から介護への分化がみられる．しかしながら，出生に関する施策は，出生

率が人口置換水準を下回っても政策転換には時間がかかり，またその速度は国により異なっ

ている．高齢化施策の一つと捉えられる年金制度は必ずしも高齢者の増加が施策開始の大

きな要因ではなかったことは共通であるが，高齢化に対応した医療制度の改革は三か国の

間で濃淡がある．

これらの施策形成過程をみれば，出生率や高齢者割合の増加など実態が施策形成を促し

た，という点は大いにあるとしても，それ以外の要因も複数挙げられる．沈（2014）が説

くように，経路依存性，つまり歴史的な経験・習慣により現在は制約を受け，将来の方向

性に影響を与える，ということは無視できない．そのため，過去からどのような施策が行

われたか理解することは有用である．次に明瞭に認められる要因は，1919年のILO創設，

1970年代を頂点とする国連主導の家族計画推進の流れ，1982年の国連高齢者問題会議といっ

た国際社会の役割である．さらに日中韓でみると似た施策がみられるが，これは三か国の

歴史的，文化的，地理的な近接性により，施策がその策定に関わる人々の知識と意識を通

して伝播する点も挙げられる．

日中韓いずれも，20世紀の特定の期間，出生率は大きく減少した．その期間は日本で

1950年代，中国・韓国で1970年代であった．日本の場合は人工妊娠中絶に次いで避妊，韓

国の場合はピルに次いで女性不妊手術，中国の場合は女性不妊手術とIUDの利用が大き

く増加しており（UN 2022b），出生率の減少はそれらの技術が受け入れられたことによ

りもたらされたのだと考えられる．これは，4～6人の子どもを希望する女性は多くなく，

適切な技術と政策というお墨付きがあれば簡単に出生率は低下する，といえるのではない
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か．しかしその後継続して低下する出生率については，必ずしもそれが意図に即したもの

か，反したものかはわからない．就学，就業，結婚，子育てという選択肢がある中で，真

の女性の希望はどこにあるのか，より丁寧に検証していく必要があるだろう．あるいは結

果として現在の低出生率がベストな選択結果であったとすれば，遠い将来に人口が消滅す

ることにはなるが，人口置換水準を目指すべきという発想を変えなければならないだろう．

しかしながら，現状で就学，就業，結婚，子育ての希望を叶えやすい社会になったとはい

えず，そのための施策は継続して実施する必要がある．

一方，高齢化施策の論理は簡単である．ほとんど誰もが長く健康に生きたいという希望

を持っているため，それを実現するために課題を一つずつ解決していけばよい．しかしな

がら，長く健康に生きるためには費用がかかり，その費用をどのように捻出するか，とい

うのが公共政策としての課題である．

日本においては歴史的に，高齢者に対する多くの社会支出がなされてきたが，それは日

本の経済成長のフェーズと高齢化のフェーズが一致していたから可能であった側面もある．

韓国，中国においては，急激な高齢化と高齢者数の増加により，妥協せざるを得ない局面

がすでに生じている．年金において一番顕著であるが，韓国では公務員年金とそれ以外の

国民年金との統合はできておらず，年金基金の枯渇も視野にあるなか，これから年金額を

引き上げるような施策は難易度が高い．年金とは現役時代の給料よりも若干少ない額であ

る所得保障ではなく，児童手当のような，生活を若干補助する程度の「高齢者手当」とな

ることが不可避のようである．そのような状況下では，個人レベルでは任意に個人年金に

加入するか，高齢になっても継続して就業をするかの選択肢があり，国レベルでは貧困に

陥った高齢者を日本でいえば生活保護，韓国でいえば国民基礎生活保障制度，中国でいえ

ば最低生活保障制度といったセーフティネットで保護することになる．

医療・介護についても同様に，公的セクターでは最低水準が保障されたある程度のサー

ビスを提供し，高水準の医療・介護は個人で任意に民間セクターにて提供する，という米

国的なモデルも選択肢となるであろうし，実際に中国はその流れであるようにも見える．

しかしながら年金と医療・介護の違いは，前者は現金給付であり，後者は現物給付という

ことである．医療・介護という現物給付，つまりサービスの提供をするためには，人材，

病院や介護施設，機材といった保健システムが必要で，逆にそれを巻き込むことで新たな

需要が掘り起こされ経済が底上げされる．どこまで公的支出を投入していくのかは匙加減

であるが，人口が減り需要が減る中，高齢者の増加による医療・介護サービスの需要増加

は特に韓国・中国ではまだまだ続くことが見込まれ，それをうまく活用することは経済成

長につながるはずである．

中国は寿命は延びているが，韓国と比べるとその延びは遅い（図9）．寿命が延びなけ

れば高齢者は増えず，その分医療・年金・介護・福祉の社会支出は減ることとなり，社会

支出抑制が目的であれば寿命を延ばすインセンティブが弱まることになる．そのため，

low-leveltrapともいえる，寿命が延びず，医療・介護サービス提供体制も向上しない状

況が生じうる．これは，高齢者蔑視にもつながる問題である．しかしながら，若い世代が
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どんどん増えていた時代であれば高齢者切り捨て，という選択もあったのかもしれないが，

今後は一層寿命の改善に取り組み，高齢者も増える状況にしていかなければ人口減少は加

速する．資源配分の判断が試されるところである．

V おわりに

日本における社会保障は，これまで高齢者偏重であったとされており（遠藤 2021），今

後は，全世代型社会保障へ，つまり本稿でいうところの高齢化施策から少子化施策へ重心

が移る，もしくは均等化に向かう方向にある（全世代型社会保障構築会議 2022）．このよ

うな流れの中，これまで社会保障制度の主な要素とされてきた年金・医療・介護・福祉に

付け加え，労働が大きな要素となる．また特に少子化対策においては男女共同参画・ジェ

ンダー施策を範疇に含めねばならない．これは既存の人口政策，社会保障政策といった概

念の再構築を促すものである．それは韓国，中国においても，さらにアジア，世界全域に

ついても同様である．

図7に示した高齢化のスピードに関する国際比較において，日中韓は，高齢化が先に進

行した欧米と，今後高齢化が進む国々との中間に位置することを見た．日中韓で，その様

相と水準は異なるものの，少子高齢化施策の構築が一定の水準に至っていることは，現在

少子高齢化が進行するアジア，ラテンアメリカに対し，具体的な事例として示すことがで

きる．また，アフリカにおいて現在の高齢者割合は低いが，高齢者数の増加は著しく，日

中韓の20世紀からの施策推移は，比較の視座を提供するものとなるであろう．日中韓でそ

うであったように，政策は自国のみで形成するのではなく，国際社会や，他国との情報交

流を通じてよりよいものが策定・実施されるものである．少子高齢化，さらには人口減少

に対する適切な施策が広く共有され，各国の事情に応じた形でよりよい政策群が国際社会

に蓄積されていくことが期待される．

現状ではコロナの影響もあり日中韓の出生率は大きく減少している．特に多大な政府支

出を行い，考えられる少子化対策をほとんど実施したともいえる韓国において，出生率が

下がり続け，世界最低水準を記録したことは，少子化対策の効果を疑わせる要因になる．

しかしながら，少子化対策は即効性があるものではなく，韓国の場合は急速な人口増加に

社会変化が追い付かないこと，高い人口密度，北朝鮮と休戦状態にあることなど，少子高

齢化施策の範囲外の要因も超低出生率に影響を及ぼしていると考えられ，一概に少子化対

策は意味がないということはできない．中韓に先駆けて少子化対策を行ってきた日本では，

2021年に実施した第16回出生動向基本調査で，大卒女性45～49歳の子ども数がはじめて上

昇に転じ，高卒や短大卒等の女性との差が縮小した（国立社会保障・人口問題研究所 2023）．

世界的には社会開発指数の上昇に応じて，低下していた出生率が反転上昇することが知ら

れており（Myrskyl・etal.2009），日本においてその反転が現在起こりつつあると考え

ると，忍耐強く少子化対策を続けていく意義はある．
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PolicyTrendsandSituationofLowFertilityandPopulationAgeingin
Japan,China,andSouthKorea:AComparativePerspective

HAYASHIReiko

Japan,China,andSouthKoreaareallexperiencingfertilitydeclinebelowreplacementlevel,

populationageinganddecline.Thethreecountriesarecurrentlyimplementingmeasurestomitigate

lowfertilityandtocopewithpopulationageing.Still,beforearrivingatthispopulationphase,there

wasahistoryofpopulationpolicytolowerfertilitythroughfamilyplanning.Thepolicyshiftfrom

reducingtoraisingfertilitywasacommonpathofthethreecountries,butthetimingandspeed

differed.

Thepopulationageingproceededsteadilyduetoloweringfertilityandmortality,inother

words,increasinglifeexpectancy.However,evenbeforethepopulationstartedtoage,elderly

welfareandpensionsystemssawtheirdevelopment.Alongwiththeproportionofolderpersons

begantoincrease,universalhealthandpensioncoveragewasestablished.Thesepolicieswere

constantlyreformed,andthelong-termcaresystemwasderived.

Howtoallocatelimitedresourcesisanissueineverycountry.IncontrasttoJapan,wherethe

numberofolderpersonswillnotincreasemuchinthefuture,SouthKoreaandChina,wherethe

numberofolderpersonswillincreasedramaticallyinthenearfuture,seemtoshiftthetaskfrom

thepublicsectortotheprivatesector,individuals,andfamilies.Underthepopulationdecline,itis

necessarytoreconfiguretheframeworkofexistingpopulationandsocialsecuritypolicies,tocreate

anenvironmentwherepeoplefeeleasytohaveandraisechildren,andconstantlyconstructand

reformmeasurestomaketheincreasingnumberofolderpersonsaneweconomicfoundation.

Keywords:lowfertility,populationageing,Japan,China,SouthKorea
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特 集 Ⅱ

第８回世帯動態調査（その２）

単独世帯・夫婦のみの世帯に住む高齢者の世帯変動

―介護保険サービスの供給量と住居移動との関連―

清 水 昌 人

Ⅰ．導入

日本では全体に世帯規模の縮小や家族類型の変化が進んでいるが，高齢者の世帯変動は

コーホートや地域によりかなりの差があるようである．国勢調査によれば，単独・夫婦の

み・施設等の世帯を除く世帯（以下，「子との同居等」の世帯）に住む人の割合は，1920

年代後半生まれの女性では70-74歳（2000年）から80-84歳（2010年）にかけて，日本全体

で1.4％低下した（49.4％→48.0％）１）．しかし，1930年代後半生まれの女性では，期首時

点での割合が大幅に下がり，加齢による低下幅も拡大している（同42.3％→38.8％）．ま

た，こうした家族類型の変化には地域差があり，例えば山形県では，期首時点の割合は上

記の2コーホート間で大きく下がったが，加齢による低下幅はさほど変わらなかった（順

に70.7％→68.1％，61.3％→58.2％）．しかし，鹿児島県では期首の割合は変わらないかわ
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本研究では単独および夫婦のみの世帯に住んでいた高齢者に焦点をあて，家族等との同居と介護

保険サービスの供給量，および住居移動との関連を検討した．2000年以降に実施された世帯動態調

査と介護サービス・事業所調査のデータを分析したところ，男性では介護老人福祉施設の定員（75

歳以上の人口あたり）が多い都道府県，女性では居宅サービス全体の従事者数（同）が多い都道府

県などにおいて，高齢者と家族等との同居が抑制されていた．一方，住居移動の分析によれば，家

族等との同居に至り，かつ住居を移動した人の割合が単独世帯に住んでいた女性で低下していた．

今回の分析によれば，2000年代以降における分析対象者の世帯変動は，1）地域の一部の介護サービ

スが家族等との同居に与える抑制効果と，2）高齢単身女性の移動パターンの変化によって特徴づけ

られる．

キーワード：高齢者，世帯変動，住居移動，地域の介護サービス，子との同居

1）この割合は清水（2013:168）の「同居」世帯の割合に相当する．家族類型のデータは2010年の定義による

（遡及集計を含む）．年齢と家族類型の不詳は清水（2023）の方法を用いて案分した．



りに，加齢による変化の向きが逆転した（同27.5％→28.2％，27.8％→25.3％）．

高齢者や彼らの世帯をとりまく社会や人口の状況は，2000年代以降に大きく変化した．

最も顕著な変化はおそらく介護保険制度の導入（2000年）である．周知のように，介護保

険制度は「家族の負担を軽減し，介護を社会全体で支えることを目的に」（厚生労働省 年

不詳）開始されたものであるが，制度の導入以降は民間事業者の参入や介護サービスの供

給体制の変化により，高齢者の生活設計に以前とは異なる選択肢がもたらされた．一方，

2000年代以降には高齢者自身の人口学的な特性も変わった．とくに目立つのは出生力転換

に伴う子ども数の減少であり（国立社会保障・人口問題研究所 2021），結果として老親が

同居相手として選びうる子の数は以前より減少した．また，非大都市圏では子どもの流出

により地域内で同居可能な子の数がさらに減っており（丸山 2018），自身や子どもが再同

居のために別の場所に移動できるか否かが現在の高齢者の居住状態を決める一つの鍵となっ

ている．

人口学や関連分野では，高齢者の家族類型と地域の介護資源，あるいは住居移動との関

連について，これまでに幾つかの知見が得られている．例えば，静態統計を用いた研究に

よれば，高齢者の家族類型別割合と介護サービスの種類や供給量との間には地域的な相関

があるとされている（清水 2004，清水 2023）．また住居移動の研究では，高齢者が子ど

も等と同居する際には，一般に親よりも子ども等が移動するケースが多いこと，単独世帯

の高齢女性では自身が移動する割合も高いこと，などが分かっている（Speareand

McNally1992,Rogersonetal1997,清水 2009）．ただ，これらの研究では，前者では

家族類型の変化を検討していないか，検討している場合でも家族類型間の個別の推移が考

慮されていない．また，後者では2000年代なかば以降の社会の変化や地域の介護サービス

の影響を扱っていない．そのため，これまでの研究では，例えば介護保険サービスの導入

やその後の制度改定が親子の再同居への移行に与えた影響などはほとんど検討されていな

い．また，高齢者の成人子が減少した近年の状況下で，家族が再同居する際の住居移動の

負担を高齢者と子どものどちらがより多く担ってきたかも不明である．

本研究では主に2000年代以降における高齢者の家族類型間の推移に着目し，そうした推

移と地域の介護資源，および住居移動との関連を明らかにする．具体的には，単独世帯お

よび夫婦のみの世帯に住む高齢者に焦点をあて，都道府県別の介護保険サービス供給量と

高齢者の住居移動，および「子との同居等」の世帯への移行がそれぞれどのような関係を

示すかを「世帯動態調査」と「介護サービス施設・事業所調査」のデータにより検討する．

以下，2節で先行研究を整理し，3節でデータと分析手法，具体的な分析課題を示す．4

節では分析結果を示し，5節で結果の含意を考察する．

Ⅱ．既存研究と分析課題

日本の人口学では，高齢者の家族類型に関する研究として，類型の地域性（西岡 2000，

清水 2004,2013，加藤 2009），人口動態率の変化に伴う親子の同居可能・実現率（廣嶋
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1984,1989），家族類型間の推移確率（西岡他 2003）などの研究がよく知られている．こ

れに対して，介護サービスとの関連を扱った研究は少ないが，このテーマを直接扱った主

な研究としては清水浩昭の分析がある．清水は1990年代後半の統計により家族類型の地域

差と介護サービスの利用状況を比較し，親子同居の多い山形県では短期滞在（ショートス

テイ），夫婦のみの世帯が多い鹿児島県では訪問介護（ホームヘルプ）や通所介護（デイ

ケア）の利用が多いことを明らかにした（清水 2004,2013）．また，「介護形態の地域差

は家族構造の差異によって生じた現象形態である」とした上で（清水 2004：14），家族研

究における「収斂論」と「拡散論」に応じた「家族構造と介護支援システム」の対応関係

を図式化した（清水 2013）．

一方，2000年代以降になると介護サービスの供給側，需要側のいずれにおいても状況は

変化した．供給側では介護保険制度が2000年に導入され，以前よりも多くの高齢者が介護

サービスを利用するようになった（厚生労働省 2020a）．ただし，新制度のもとでは介護

報酬の改定により一部のサービスの利用料が上昇したり（杉浦 2004），市場原理の導入に

応じてサービス供給の地域差が拡大したりするなどの変化が起きた（宮澤 2003，畠山

2004，2012）．他方，需要側の高齢者では人口学的な特性，具体的には子どもの数と居住

地が変化した．例えば1920年代前半までに生まれた既婚の女性（1995年には70歳以上）で

は，既往出生児数の平均は2人台後半かそれ以上であった（国立社会保障・人口問題研究

所 2021）．また，地域から転出する子は主に後継ぎ以外の「潜在的他出者」（伊藤 1984）

であったため，家の後継ぎ要員は全体として地域内に保持されていた（丸山 2018）．しか

し，その後の世代では子どもが減るとともに，非大都市圏では1950年代後半に生まれた子

を持つ世代以降，流出子の数が後継ぎ要員にまで食い込んだ（大江 1995,丸山 2018）．

その結果，こうした地域では地域内に居住し，高齢者と同・近居しうる成人子の数が以前

より減少した２）．

こうした変化を受け，最近の研究では都道府県別の介護保険サービスの供給量と高齢女

性の家族類型との対応が改めて検討されている（清水 2023）．この研究によれば，2000年

以降の集計データにおいては，「子との同居等」の世帯割合と施設サービスや訪問介護の

供給量などとの間にやや強い地域相関が見られた．また，相関の程度は時期によって異な

り，施設系サービスなどでは2010年ごろにかけて正の相関が強まっていた．一方，当該世

帯の割合の変化をコーホート単位で見ると，介護保険サービスの供給量との地域相関は全

体に弱いが，時期によっては介護老人保健施設や通所介護の供給などとの間に一定の相関

（負）が見られた．家族類型と介護サービスの関係は，介護保険制度の導入前後だけでな

く，導入後の期間にもある程度変化したことが示唆されている．

ただし，上記の分析は集計データを使っているため，家族類型の動態面に即した観察は
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2）親から見た子との「同居可能率」は，2000年代の高齢者のほうが1990年代までの高齢者よりも高い（廣嶋

1984，鈴木 2012）．ただし，この場合の同居可能率は同居しうる子どもがいるかいないかを示す指標であり，

同居相手として選びうる子どもの多さを示すものではない．また，計算値は全国ベースの値であって，地域ご

との値ではない．



できていない．世帯の変化を家族類型間の推移の面から見ると，例えば「子との同居等」

の世帯の変化は，子ども等と同居していた高齢者の世帯が単独世帯や夫婦のみの世帯など

に変わる動きと，その逆の動きにより生じている．この2つの動きは前者が子どもの離家，

後者が老親の呼び寄せなどを反映しており，性格は全く異なる．しかし，集計データによ

る「子との同居等」の割合の変化では，こうした2つの動きが分離不能な形でまとめられ

ており，個々の動きの規模や全体の変化に対する各々の動きの寄与度が分からない．その

ため，類型別割合の正味の変化と介護サービスとの関係を集計レベルで分析しても，介護

サービスがこれら2つの動きのどちらにどれだけ影響を与えたかは不明である．介護サー

ビスが家族類型の変化を抑制・促進した程度をより直接的に把握するには，国勢調査のよ

うな静態統計ではなく，世帯の動態データを分析する必要がある．

次に，家族類型と住居移動の関連については，日本では2000年前後に高齢者の「呼び寄

せ」（大場 2001）が話題になったものの，家族類型の変化と移動との関係を扱った研究は

鈴木（1998）や清水（2009）などにとどまる．ただし，諸外国には幾つかの研究例がある

ので，それらも踏まえて従来の知見を整理すると，第一に家族類型の変化と住居移動の頻

度に関しては，単独世帯および夫婦のみの世帯にいた高齢者のうち，2004年の段階で過去

5年間に「子との同居等」の世帯に移行した人の割合は男性で4.9％，女性で6.6％だった

（清水 2009）．このうち，男性では自身が動かなかった（つまり家族等が移ってきた）ケー

スが多かったが（全体の3.2％），女性では自身が移動したケースも半数近くにのぼる（全

体の3.2％）．とくに，単独世帯にいた女性では自身が移動した割合のほうが高かった（自

身が移動6.0％，家族等が移動4.0％）．これと似たような傾向は前世紀のアメリカでも見

られた．すなわち，家族類型が変化する際に高齢者自身が移動するケースは相対的に少な

かったが，単独世帯から家族類型が変化する場合は，高齢者自身が移動するケースが比較

的多い（SpeareandMcNally1992）．

第二に，こうした家族類型の変化と住居移動に個人の属性が及ぼす影響は，清水

（2009）の分析ではサンプル規模が小さいせいか，年齢以外でははっきりしない．しかし，

諸外国の研究によると，子との同居確率に対する効果は高齢者の健康状態の悪化

（Silverstein1995,Rogersonetal.1997,VergauwenandMortelmans2019），子ども数

（Rogersonetal.1997），子からの援助開始（VergauwenandMortelmans2019）で正

とされる３）．また，家族類型が変わった人に絞った分析では，高齢者自身の移動確率に正

の効果を持つのは年齢75歳以上と健康状態の悪さ，負の効果を持つのは持ち家「あり」で

あった（SpeareandMcNally1992）．

一方，個人属性の影響については，家族類型の変化よりもそうした変化の結果としての

静態的な空間配置（同居・近居・別居の状態）に対する効果を調べる研究が多いが，それ
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3）分析の枠組みは各研究で異なるため，各変数の影響は同等に評価できない．例えば Vergauwenand

Mortelmans（2019）では子からの援助を入れると健康状態の効果が消える．SpeareandMcNally（1992）

では健康状態の悪さと子の数は単独世帯から子との同居への移行に正の影響を与えると述べているが，表の係

数は逆に見える．



らの研究でも子ども数，あるいは健康状態の効果について似た結果が得られている

（ClarkandWolf1992,GlaserandTomassini2000,MalmbergandPettersson2007,van

denBroekandDykstra2016,Bianetal.1998）．また，上記以外の属性では，例えば教

育水準が高いと親子間の距離が大きい（MalmbergandPettersson2007,Michielinand

Mulder2007,Bianetal.1998），子が大都市居住者の場合は親子間の距離が大きく，親

が大都市居住者だと距離は小さい（MalmbergandPettersson2007），親が持家住まい

なら同居確率は上がる（vandenBroekandDykstra2016），などの結果が出ている．ま

た，やや例外的だが，消費水準の高い高齢者ほど家族と同居しやすいという報告もある

（Parketal.1999）４）．

冒頭でも触れたとおり，日本の人口研究では2000年代なかば以降の家族類型の変化と住

居移動の関係が十分明らかでない．したがって，上記のような研究に即して最近の動向を

検討するなら，家族類型の変化に伴う移動の頻度や属性の影響を把握し，2000年代からそ

の後にかけての変化を明らかにすることが課題となるだろう．また，2000年代の高齢者の

特性を踏まえると，子の数が減るなかで親と家族等の同居と移動の関係がどう変化してき

たかにも注目する必要がある．一般に，親とその家族らが同居するには誰かが住居を移さ

なければならないが，子どもの数が減ると移動できる人が減るため，当事者一人あたりの

平均的な移動の必要性は増える．つまり，仮に「子との同居等」への移行が以前と同じよ

うに発生するなら，親や子等の平均的な移動率は上がり，逆に各自の移動率が同じであれ

ば「子との同居等」への移行は減ると考えられる．分析では2000年代以降の世帯変動のな

かで，高齢者と家族等の移動率の水準や両者の比重がどのように変化したかが問われる．

最後に，家族類型と住居移動に介護サービスを加えた 3者の関係については，

Rogersonetal.（1997）が子との距離と介護サービスの利用には関係があると想定した上

で，地域の介護サービス計画は親子の距離関係の動態を考慮すべきと主張している．また，

VergauwenandMortelmans（2019）はヨーロッパ15カ国とイスラエルの比較研究を行

い，親子の同近居確率の違いが各国の公的介護資源と家族規範に対応しており，公的福祉

は同・近居を目的とした移動の必要性を下げると述べている．しかし，これらの研究は地

域の介護資源量の影響を具体的に検証していない５）．一方，日本では実証的な研究がいく

つかあり，例えば中川・鎌田（2016）は既存集計を使い，高齢者の転出超過率と単独世帯

割合，および介護老人福祉・保健施設の定員との間に市町村レベルの地域相関があること

を見いだした．また，中川（2016）は社会調査の個票データと地域の介護統計を組み合わ

せて分析し，子との同・近居と高齢者の転居の可能性との関係が居住市町村の介護施設の
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4）属性の効果は親と子のどちらから見るかで変わるだけでなく，先行研究の間で必ずしも一致しないので，解

釈には注意を要する．例えば，子どものきょうだい関係（長子，末子等）は，スウェーデンでは親との近居確

率に影響するが（MalmbergandPettersson2007），ドイツでは影響しないとされる（vandenBroekand

Dykstra2016）．また，親の状況の「有利さ」（年齢，教育，持家等の複合指標）と子との同近居との関係は，

イギリスとイタリアでは逆転していた（GlaserandTomassini2000）．

5）ただしVergauwenandMortelmans（2019）は高齢者が外部の介護サービスを利用中か否かを統制変数に

入れている（利用中だと子との同居確率は有意（10％水準）に下がる）．



定員に影響されることを示した．ただし，これらの研究では分析対象となった家族類型や

介護サービスの種類が限られている．そのため，例えば個票レベルでの家族類型の変化と

居宅介護サービスなどとの関係は扱われておらず，その両者の関係に住居移動がどう関わ

るかも不明である．

以上の点を踏まえ，本研究の課題は以下の4つとする．第一に，2000年代以降の家族類

型間の動態面を社会調査のデータで把握する．ここでは，とくに家族の介護資源が相対的

に少ないと考えられる単独世帯や夫婦のみの世帯の高齢者を取り上げ，彼らがどの家族類

型にどの程度動いたかを明らかにする．第二に，地域の介護保険サービスが家族類型間の

推移，とくに家族等との同居に影響するか確認する．検討対象には施設サービスと居宅サー

ビスの両方を含め，時期による影響の違いも検討する．第三に，家族等との同居への移行

と住居移動の関係，および高齢者自身と家族等の移動の大小を検討する．最後に，家族類

型の変化に対する介護サービスと住居移動の影響を同時に分析する．ここでは，介護保険

サービスの供給量が地域レベルの変数であることを踏まえた検討を行うとともに，個人属

性の効果も観察対象に含める．

Ⅲ．データと手法

本研究では，国立社会保障・人口問題研究所が実施した「世帯動態調査」（5～8回）

の個票データと厚生労働省の「介護サービス施設・事業所調査」（2000～2018年）の都道

府県別の集計表を用いる．

世帯動態調査は，世帯変動の動態的な把握を目的として5年に一度行われる全国調査で

ある．本稿で扱う5回から8回の調査は2004年，2009年，2014年，2019年に実施され，い

ずれも厚生労働省の「国民生活基礎調査」の調査区から抽出された300地区を対象に，そ

の地区に住むすべての世帯を被験者として調査が行われた（基本的に施設等の世帯は除く．

配票自計式）．調査の主な項目は世帯の構成員の異動に関するもので，過去5年間の世帯

員の出入り（出生・死亡・転出入）や世帯主の交代の有無に関する質問が多いが，その他

の情報として住居移動や離家経験，各世帯員の基本属性なども尋ねている．有効回答世帯

数は各回とも1万～1.1万世帯程度，有効回収率は62％（8回）～72％（6回）であった．

調査の詳しい情報は各回の報告書に記載されている（例えば国立社会保障・人口問題研究

所 2022）．

一方，「介護サービス施設・事業所調査」では，全国の介護サービスの供給状況を調査

票の配布・回収その他の方法により調べている．調査は毎年行われ，各種サービスを提供

する施設・事業所の経営主体や施設定員，従事者数，さらに利用者等に関する調査結果が

集計表として公表されている．ただ，調査の方法はこれまで何度か変更されている．その

ため，調査の結果報告では経年比較に対する注意喚起が繰り返されている（厚生労働省

2013,2014,2020b）．

今回の分析では，世帯動態調査からは調査前5年間の家族類型の推移，各人の住居移動
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および基本属性，「介護サービス施設・事業所調査」からは都道府県別の介護サービス供

給量（施設定員，従事者数）のデータを選び，両者を結合して分析した．本稿における

「介護サービス」は上記の統計で把握できるサービスを指す．また，世帯動態調査のデー

タは4回分をまとめて用いる．具体的な分析対象と変数は以下のように設定した．

第一に，分析対象者は世帯動態調査の各調査時点で65歳以上だった人とし，分析単位は

世帯ではなく個人とした．また，分析はデータを男女別に分けて行った．ただし，例外的

な措置として，同一世帯に同性の高齢者が複数いる場合には，より高齢の人のみを対象者

とした．これは，同性の高齢者が複数いる世帯の高齢者をすべて含めると，当該世帯がデー

タに与える影響が各性別の高齢者が一人の世帯よりも大きくなる可能性を考慮したことに

よる．

第二に，分析対象の家族類型の変化は，単独世帯ないし夫婦のみの世帯からの変化とし

た．これは，世帯動態調査において個人単位の世帯変化を細かく再現できるのがこの2類

型からの変化に限られるためである（施設等への移動は対象外）．

第三に，住居移動の分析では国勢調査と同様，5年前の居住地と現住地が異なることを

「移動」と定義した．ただし，世帯動態調査における5年前の居住地の設問は，世帯主に

は住所の異同まで訊いているが，非世帯主には都道府県名（か外国名）しか尋ねていない．

そのため，非世帯主では移動の判別を世帯主の移動情報をもとに推定した場合がある６）．

第四に，分析対象の個人属性については，因果の方向を明確にするため，5年前の状態，

ないし5年前とほぼ変わらないと考えられるものを選んだ．具体的には年齢，教育歴，生

存子の数，5年前の居住地域ブロックを検討対象とした（地域ブロックの内訳は表6の注

参照．北海道は「子との同居等」の割合が西日本のそれに近いので（清水 2023），西日本

とまとめた）．前章の先行研究では，家族類型の変化に影響する他の変数として，配偶関

係，住宅，経済状態，健康状態，あるいは子どもとの空間距離（Rogersonetal.1997）

などが挙げられているが，住宅，健康状態，子どもとの距離は調査時の状態しか分からず，

経済状態は調査の項目にない．また，配偶関係は5年前，調査時ともデータがあるが，5

年前に単独世帯・夫婦のみの世帯にいた高齢者の配偶関係やその変化は，家族類型の変化

そのものと同期するケースが多い．そのため，今回はこれらの変数を検討対象から外して

いる．

第五に，介護サービスの分析対象は，まず供給量の多いサービスとして，施設サービス

では介護老人福祉施設（地域密着型は別立て）と介護老人保健施設，居宅サービスでは訪

問介護，通所介護（地域密着型は別立て），短期入所生活介護を選んだ．一方，介護保険

制度は度々改定され，サービスの内容もその都度増えてきたため，そうした変化に対応す

るものとして，施設サービスでは総計（上記2者以外に介護医療院等を含む），居宅サー

ビスでは総計，上記3種以外の居宅サービス計，地域密着型居宅サービス計（順に「居宅

―311―

6）非世帯主が世帯主と5年前に同居していた場合は世帯主の情報を転用する．別居していた場合には，世帯主

が移動していなければ非世帯主が移動したとみなす．世帯主が移動していれば，非世帯主の移動の有無は不明

とした．



サービスその他」「居宅サービスその他（地域密着）」と表記）も分析に含めた．サービス

総計や地域密着型サービス（2006年開始）の供給量を観察することにより，介護保険の制

度改定を含めた時系列の変化とその影響を識別しやすくなると思われる．

サービス供給量の指標は以下のように作成した．まず，施設系では供給量を施設定員・

病床数，在宅系では常勤換算従事者数の値（各年）で測ることとし，これらの値を各都道

府県の75歳以上人口あたりの値に換算した．人口には各年の都道府県別推計人口（男女総

数）と国勢調査人口（年齢不詳を各回の方法で案分したもの）を使った．指標の計算に75

歳以上の人口を用いたのは，団塊の世代の高齢化と年齢別の要介護認定率を考慮したため

である．高齢者の住居移動は，要介護時を想定して健康なうちに実行されることもあるた

め，今回の分析には比較的低年齢の高齢者も含めている．しかし，今回のように人口規模

の大きな集団（すなわち団塊の世代）が途中から65歳以上に入る期間を扱う場合，65歳以

上の人口で介護供給量の指標を計算すると，介護需要のまだ低い団塊の世代が入るか入ら

ないかにより，介護指標の時系列変化や地域差が強く影響を受ける可能性がある．介護供

給量の多寡の指標には介護需要が高い年齢の人口を用いることがより適切と考えられるの

で，今回は要介護認定率の上昇が目立ち始める75-79歳７）を目安として，指標の分母人口

を選んだ．

次に，家族類型の変化の期間に対応する指標を作成したが，介護データでは経年比較に

注意を要するとのことなので，ここでは各年の値の期間平均を使った．例えば，2019年の

世帯動態調査では2014年7月から2019年7月までの世帯動態を扱うので，介護供給量では

2014年から2018年（データは各年10月時点）までの平均を計算し，5年前の居住都道府県

に合わせる形で個票データに対応させた（5年前に国外にいた人は除く）．ただし，2004

年の世帯動態調査については，1999年の介護保険データがないので2000～2003年のデータ

を当てはめている．

なお，この介護サービス供給量は分析対象者の地域環境を表す変数として使うが，各サー

ビスの現実的な利便性の点でいえば，都道府県は境域として広すぎるきらいがある．とく

に地域密着型サービスでは利用がサービスの立地する市町村の住民に限られるので，本来

は中川（2016）のように市町村単位で指標を作るのが望ましい．今回は居宅サービスで市

町村単位の値が十分に得られないため都道府県単位の指標を用いたが，本稿で得られる家

族類型と地域の介護サービスの関係が間接的なものにとどまる可能性は否めない．

最後に，以上のデータは分割表とプロビット回帰分析を使って検討した．プロビット回

帰ではマルチレベルの解析を行った．マルチレベル分析は，個票データに地域（集団）レ

ベルの変数を取り込む場合などに使われる手法であり，日本の人口研究でも使用例が増え

ている（鎌田 2013，中川 2013）．今回の分析では都道府県の介護サービス供給量を利用

するので，このモデルの導入は理論的には妥当と考えられる．ただし，今回のデータでは

集団レベルの要素が都道府県以外にも存在する．最も分かりやすいのは対象者の住む調査

―312―

7）厚生労働省（2022:85）によれば，2020年における要介護認定率は65-69歳で2.8％，70-74歳では5.5％だった

が，75-79歳では12.4％に上昇する．



区だが（世帯動態調査は調査区ごとの調査），先行研究によれば地域ブロック（中川

2013）や，プールデータにおける各調査年（福田 2016）なども集団と見なしうるとの見

解もある．したがって，以下の分析ではこれらの要素の効果を検討したが，実際に一定以

上の効果をもつものは少なかった．そのため，モデルによっては通常のプロビット回帰を

使っている．

Ⅳ．結果

1. 家族類型の変化

はじめに家族類型の変化を確認する．調査の5年前に単独世帯および夫婦のみの世帯に

いた高齢者について，調査時点の家族類型を示した（表1）．ここでは調査時点の家族類

型を「単独」「夫婦のみ」「親と子」「その他」に分けた．後の2類型をまとめた類型は

「子との同居等」と呼ぶ．また，集計の期間は2分し，2004年と2009年のデータと2014年

と2019年のそれとを分けて集計した．なお，表右列の「標準化」の値は，今回の分析期間

の後半に団塊の世代が65歳以上になることを踏まえ，期間前半の年齢構造で後半の値を標

準化した参考値である．この表によれば，いずれの家族類型でも5年間で類型を変えなかっ

た人が最も多い．ただし，この同一類型の割合には男女差があり，男性では夫婦のみの世

帯，女性では単独世帯にとどまる割合が高い（2014,2019年ではそれぞれ91.2％，92.1％）．

一方，家族類型が変化したケースでは，男性では単独世帯から夫婦のみの世帯へ（例えば

2014,2019年は11.1％），女性ではその逆で，夫婦のみの世帯から単独世帯へ移る割合が

高い（同15.4％）．前者には単身赴任等からの帰還，後者には夫との死別などが多く含ま

れると考えられる．「子との同居等」（親と子の世帯，三世代世帯など）への移行割合は男

女とも10％を下回る．この割合は単独世帯にいた女性で比較的高かった（2014,2019年に

7.1％）．「子との同居等」の内訳では，単独世帯にいた女性で「その他」（三世代家族など）

の割合が高い（同4.1％）．

家族類型の割合を集計期間の前半と後半で比較すると，パーセントポイントの増減が最

も大きかったのは男性の「単独→単独」の割合で，前半の80.2％が85.2％に上昇した．一

方，絶対値は小さいが，「子との同居等」での割合の低下も目につく．女性計での低下は

統計的に有意であった（6.6％→5.3％）．「子との同居等」の内訳では，5年前に夫婦のみ

の世帯にいた人で「その他」の低下が目立った（男2.4％→1.5％，女2.8％→1.5％）８）．な

お，期間後半の「子との同居等」については年齢構造の影響を除いた割合も算出したので，
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8）世帯動態調査は調査区を抽出単位としているので，分割表の検定ではまず調査区をクラスタとしたクラスタ

頑健標準誤差を用いた．具体的には表頭の類型の値（例えば表1では当該類型か否か）を被説明変数，表側

（同，調査時期．ただし表4では調査年）を説明変数とし，クラスタ頑健標準誤差を用いた二項プロビット回

帰ないし単回帰分析を行った．計算にはStata15.1のprobit,regressコマンドを使用した．次に，この検定

結果を基礎的な検定（表1，3，4では母比率の差の検定ないしFisherの正確検定，表2ではWelchの検定）

と比べ，有意性がより低い結果を採用した．とくに表2では男性でクラスタ頑健標準誤差による有意性の区分

が一段階高く（有意になりやすく）なるケースが目立つため，その場合にはWelchの検定結果を表示した．



実績値と比べると，両者の差は男性よりも女性で大きかった．表の値からは，年齢構造の

変化が女性における期間後半の「子との同居等」の割合をやや押し上げていたことが分か

る．ただし，標準化値と実績値の差は最大でも0.2％（女性計．四捨五入前の値）であり，

変化の方向も年齢構造の変化に大きな影響は受けていない．

属性別の結果については，紙幅の都合により5年前の地域ブロック別の値にのみ言及す

る（表は略）．5年前に単独世帯だった人の場合，調査時の世帯が「単独」の割合は東京

圏の男性（期間前半，後半の順に85.0％→92.3％），「子との同居等」の割合は北海道を除

く東日本の男女（順に6.0％→7.5％，11.4％→8.9％）で高い傾向がある（ただし，女性の

「子との同居等」の割合は，期間後半では「北海道，西日本」で最も高い（9.5％））．5年

前に夫婦のみだった世帯では，「子との同居等」に移行した割合はやはり北海道を除く東

日本で高かった（男7.3％→5.2％，女6.9％→5.1％）．北海道を除く東日本では一般に高齢

者と子との同居割合が高いが（清水 2023），この割合の高さには伝統的な親子継続同居の

多さだけでなく，子の離家後に再同居するケースが多いことも寄与している可能性がある．

2. 家族類型の変化と地域の介護保険サービス供給量

表2に家族類型の変化パターンと都道府県別の介護サービス供給量（75歳以上人口あた

りの定員・病床数，常勤換算従事者数）との関係を示した．ここでは5年前の家族類型別

に，調査時に単独ないし夫婦のみの世帯にいたケース（単独世帯・夫婦のみの世帯間の推

移を含む）と「子との同居等」に移ったケースとを比較した．これによれば，まず5年前
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表１ 家族類型の変化

（％）

計
（人）

調査時点 標準化

単独
夫婦
のみ

子との同居等
計

子と
同居等親と子 その他

5年前
男 単独 ('04,'09) 323 80.2* 14.9 5.0 2.2 2.8 100 -

('14,'19) 542 85.2 11.1 3.7 2.2 1.5 100 3.7

夫婦のみ ('04,'09) 1,511 4.3 90.9 4.8 2.3 2.4* 100 -
('14,'19) 1,952 4.6 91.2 4.2 2.7 1.5 100 4.3

計 ('04,'09) 1,834 17.7*** 77.5** 4.8 2.3 2.5** 100 -
('14,'19) 2,494 22.1 73.8 4.1 2.6 1.5 100 4.1

女 単独 ('04,'09) 820 90.5 0.6 8.9 3.8 5.1 100 -
('14,'19) 1,114 92.1 0.8 7.1 3.0 4.1 100 6.9

夫婦のみ ('04,'09) 1,442 15.8 78.9 5.3 2.5 2.8** 100 -
('14,'19) 1,911 15.4 80.4 4.2 2.7 1.5 100 4.1

計 ('04,'09) 2,262 42.9 50.5 6.6** 3.0 3.6** 100 -
('14,'19) 3,025 43.7 51.1 5.3 2.8 2.4 100 5.0

資料：世帯動態調査（5回～8回）
「標準化」は対象期間前半（2004年と2009年の調査）の年齢構造で対象期間後半（2014年と2019年の調査）の結
果を標準化した値．「'04,'09」は2004年と2009年の調査，「'14,'19」は2014年と2019年の調査を指す．検定は表
頭の類型（当該類型か否か）を被説明変数，表側（調査時期）を説明変数とした二項プロビット回帰分析による
（係数の有意水準．調査区を単位としたクラスタ頑健標準誤差を使用）．標準化値は検定の対象外．***p<0.01,
**p<0.05,*p<0.1



に単独世帯にいた人の場合，全期間の集計による施設サービス計の供給量（平均値）は

「子と同居等」に移った人の居住地域のほうが高い．一方，居宅サービス計の供給量の平

均値は，「単独・夫婦のみ」の世帯にいる人の居住地域で相対的に高い（表2の(1)）．こ

うした差は男性よりも女性で目立っており，女性の施設計の定員・病床数は「単独・夫婦

のみ」で63.4人，「子との同居等」で65.2人だった．居宅サービス計の従事者数では前者

では69.2人，後者では65.6人であり，いずれの差も統計的に有意であった．この結果は，

少なくとも単純な分割表のレベルでは，「子との同居等」への移行が施設サービスの供給

が多い地域で促進され，居宅サービスの多い地域では抑制される傾向を示すように思われ

る．

介護サービスの内容別に見ると，介護老人保健施設，通所介護（地域密着），および居

宅サービスその他（地域密着）の供給量は「子との同居等」で多い．また，これとは逆に，

訪問介護と居宅サービスその他の供給量は「単独・夫婦のみ」で多い傾向がある．例えば

女性の場合，介護老人保健施設の平均定員は「単独・夫婦のみ」で23.0人，「子との同居

等」では23.8人であり，後者のほうが多い．また，訪問介護や居宅サービスその他では逆

に「単独・夫婦のみ」の値が「子との同居等」よりも大きい（女性では順に13.5人と12.7

人，22.0人と20.7人）．一方，こうした家族類型間の差には時期による違いがあり，全体

としては期間後半で統計的に有意となったケースが多い．居宅サービス計を除くと，期間

後半にはすべてのサービス分類が少なくとも男女どちらかで有意な差を示した．なお，期

間後半には期間全体や期間前半とは傾向が大きく異なるサービスもある．すなわち，女性

の通所介護では期間の前半・後半ともに平均値の差が有意であったが，家族類型間の値の

大小は期間前半と後半で逆転している．

今回の分析では，地域密着型と非密着型のサービスを両方扱っているため，両者の違い

を見ておくと，今回対象とした地域密着型サービスの3類型では，家族類型間の差が有意

になる頻度が非密着型よりも低かったようである．また，差が有意なケースでは「単独・

夫婦のみ」の値が「子と同居等」よりも低かった．地域密着型と非密着型のサービスとの

間には開始時期の違いやサービス分類の変更の問題があるため，両者を厳密に比較するこ

とはできない．また，先述のとおり密着型のサービス提供範囲は市町村内に限定されてい

るため，地域密着型の特徴の詳細は市町村単位の分析で確認するのが望ましい．が，少な

くとも都道府県レベルで見た場合には，地域密着型のサービスが高齢者の世帯変動に与え

る影響は非密着型のそれとは異なるように見える．

次に，5年前に夫婦のみの世帯にいた人の値を見ると（表2(2)），家族類型間の差が統

計的に有意になったサービスは少ないが，差が有意だったサービスにおいては，家族類型

間の値の大小は5年前に単独世帯にいた人の場合と似ている．違うのは男性の介護老人福

祉施設の値で，「5年前：単独」の場合とは異なり，全期間と期間前半において「単独・

夫婦のみ」の値が有意に高かった．5年前に夫婦のみの世帯にいた人では，介護老人福祉

施設の供給量の多さが「子との同居等」への移行を抑制する方向に作用していたようであ

る．ただし，この効果は期間後半には消えている．
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資料：世帯動態調査（5回～8回），介護サービス施設・事業所調査（2000～2018年），人口推計，国勢調査
「計（人）」は地域密着型サービス以外の分析対象者の数．地域密着型での人数は表側の順に656,26,1373,100/165,8,383,27/
2624,121,2532,122/781,41,739,43（介護老人福祉施設（地域密着）と介護サービスその他（地域密着）．2014，2019は表の値と
同じ．(3)は(1)と(2)の合計なので省略），247,11,511,32/963,39,941,34（通所介護（地域密着）の全期間（2014，2019と同じ）．(3)
は省略）．検定は介護供給量を被説明変数，調査時の家族類型を説明変数とした単回帰分析（係数の有意水準．調査区を単位と
したクラスタ頑健標準誤差を使用），およびwelchの検定結果のうち，p値が大きい方を表示．有意水準の表記は表1を参照．

表２ 調査時の家族類型別，５年前の居住都道府県の介護保険サービス供給量

（75歳以上人口1,000人あたりの定員・病床数（施設），常勤換算従事者数（居宅サービス）の平均値）

計※

（人）
施設計

介護老
人福祉
施設

介護老
人福祉
施設
（地域
密着）

介護老
人保健
施設

居宅
サービス
計

訪問
介護

通所
介護

通所
介護
（地域
密着）

短期入
所生活
介護

居宅
サービス
その他

居宅
サービス
その他
（地域
密着）

(1)5年前：単独世帯
全期間
男 単独･夫婦のみ 785 62.3 31.5 1.5 22.6 69.6 13.5 14.4 6.1** 8.9 22.1* 12.2

子との同居等 34 63.8 32.1 2.0 22.9 68.2 13.1 13.7 6.8 9.5 20.7 13.6

女 単独･夫婦のみ 1,697 63.4** 31.5 1.5 23.0* 69.2** 13.5** 14.3 6.1 8.8 22.0*** 12.6*
子との同居等 145 65.2 31.8 1.6 23.8 65.6 12.7 14.0 6.3 8.8 20.7 13.6

2004,2009
男 単独･夫婦のみ 295 69.0 32.9 0.2 24.4 56.2 13.9 12.4 - 7.5 19.7 8.0

子との同居等 16 67.2 33.3 0.2 22.6 54.0 14.0 11.0 - 8.0 18.9 6.8

女 単独･夫婦のみ 707 69.8 33.2 0.2 24.7 55.6* 13.5 12.2** - 7.4 19.8 8.5
子との同居等 72 69.0 32.5 0.2 24.5 52.2 12.8 11.3 - 7.4 18.5 9.5

2014,2019
男 単独･夫婦のみ 490 58.3** 30.6 1.9*** 21.5*** 77.7 13.2 15.6 6.1** 9.8** 23.6 13.6*

子との同居等 18 60.8 30.9 2.7 23.1 80.8 12.3 16.1 6.8 10.9 22.3 16.6

女 単独･夫婦のみ 990 58.8*** 30.3* 2.0 21.9*** 78.9 13.6* 15.9* 6.1 9.8 23.6* 14.1
子との同居等 73 61.4 31.1 2.1 23.1 78.9 12.5 16.7 6.3 10.2 22.8 15.0

(2)5年前：夫婦のみの世帯
全期間
男 単独･夫婦のみ 3,227 63.5 31.6** 1.4 23.2* 68.2 13.2 14.1 6.1 8.8 21.8 12.2

子との同居等 151 63.7 31.0 1.5 23.8 67.2 12.9 14.5 6.0 8.6 21.2 12.4

女 単独･夫婦のみ 3,102 63.4 31.7 1.5 23.2 68.4* 13.2 14.2 6.1 8.9 21.8** 12.3
子との同居等 154 64.8 31.8 1.4 23.7 65.9 12.7 14.2 6.0 8.8 20.9 11.9

2004,2009
男 単独･夫婦のみ 1,384 69.5 32.9** 0.2 24.8 55.7 13.6 12.1 - 7.5 19.7 8.3

子との同居等 71 68.7 32.0 0.2 25.3 55.3 13.1 12.4 - 7.5 19.4 8.3

女 単独･夫婦のみ 1,309 69.5 33.0 0.2 24.7 55.6 13.5 12.1 - 7.5 19.7 8.4
子との同居等 75 70.3 32.8 0.2 25.2 55.1 13.0 12.1 - 7.6 19.4 8.6

2014,2019
男 単独･夫婦のみ 1,843 59.0 30.7 2.0 22.1 77.6 13.0 15.7* 6.1 9.8 23.4 13.8

子との同居等 80 59.3 30.1 2.2 22.5 77.8 12.8 16.4 6.0 9.5 22.7 14.6

女 単独･夫婦のみ 1,793 59.0 30.7 2.0 22.1 77.8 13.0 15.7* 6.1 9.9 23.4** 13.8
子との同居等 79 59.6 30.9 2.1 22.2 76.1 12.5 16.2 6.0 9.9 22.4 13.6

(3)5年前：計
全期間
男 単独･夫婦のみ 4,012 63.2 31.6 1.4 23.1* 68.5 13.3 14.2 6.1 8.8 21.9** 12.2

子との同居等 185 63.7 31.2 1.6 23.7 67.4 13.0 14.4 6.2 8.8 21.1 12.6

女 単独･夫婦のみ 4,799 63.4*** 31.6 1.5 23.1** 68.7*** 13.3** 14.2 6.1 8.9 21.9*** 12.4
子との同居等 299 65.0 31.8 1.5 23.7 65.8 12.7 14.1 6.2 8.8 20.8 12.6

2004,2009
男 単独･夫婦のみ 1,679 69.4 32.9* 0.2 24.7 55.8 13.7 12.2 - 7.5 19.7 8.3

子との同居等 87 68.4 32.2 0.2 24.8 55.1 13.3 12.2 - 7.6 19.3 8.0

女 単独･夫婦のみ 2,016 69.6 33.1 0.2 24.7 55.6 13.5 12.1 - 7.5 19.7 8.4
子との同居等 147 69.6 32.7 0.2 24.9 53.7 12.9 11.7 - 7.5 19.0 9.0

2014,2019
男 単独･夫婦のみ 2,333 58.8 30.7 2.0* 21.9** 77.6 13.0 15.7** 6.1 9.8 23.4** 13.8**

子との同居等 98 59.6 30.3 2.3 22.6 78.3 12.7 16.3 6.2 9.8 22.6 14.9

女 単独･夫婦のみ 2,783 58.9*** 30.6 2.0 22.0* 78.2 13.2* 15.8** 6.1 9.9 23.5*** 13.9
子との同居等 152 60.5 31.0 2.1 22.6 77.4 12.5 16.4 6.2 10.0 22.6 14.3



5年前の家族類型を合計した結果（表2(3)）は，おおむね5年前に単独世帯にいた人

の特徴と似ている．このことは，地域の介護サービスの供給量が主として単独世帯の高齢

者の行動に影響することを示唆すると考えられる．

以上の結果を先行研究と比較すると，今回の分析では訪問介護と高齢者の世帯動態との

間に清水（2004）の結果（＝夫婦のみの世帯が多い地域で利用が多い）に対応するような

関係が見られた．また，居宅サービス全体や「その他」の居宅サービスとの間にも類似の

関係があることが示された．一方，上記の文献では通所介護も同様の傾向を示したが，今

回は時期によって逆の結果が出ていた．短期入所生活介護との関係については，清水

（2004）の指摘（＝親子同居の多い地域で利用が多い）と似た状況は主として施設サービ

ス全体，リハビリなどを行う介護老人保健施設や地域密着型サービスとの間で見られた．

また，こうした一連の関係は上記の文献から時間的に近い期間前半よりも期間後半で目立っ

ていた．

3. 家族類型の変化と住居移動

家族類型と住居移動の関係を見るため，はじめに5年前の家族類型別の移動率を観察し

た（表3）．この表によれば，男女とも5年間の移動率は単独世帯のほうが高い．例えば

期間後半（2014,2019年）の移動率は，単独世帯では男12.6％，女9.8％，夫婦のみの世帯

では男5.1％，女5.9％だった．男女を比べると，単独世帯では男の移動率のほうが圧倒的

に高いが，夫婦のみの世帯では男女差は小さい．

移動者の前住地を見ると，どの家族類型でも「同じ都道府県内」の割合が最も高い．と

くに男の単独世帯では割合の高さが目立つ（2014,2019年では9.2％）．一方，夫婦のみの

―317―

資料：世帯動態調査（5回～8回）
表中の表記については表1参照．移動者は調査5年前と調査時の居住地が異なる人．最右列の割合は非世帯主で
移動の有無が判別できない人を移動者と見なした場合の参考値（本文の注参照）．

表３ ５年前の居住地
（％）

計
（人）

5年前の居住地 移動者全体の割合

同じ
同じ
都道府
県内

他の
都道府
県

国外
移動あり･
前住地
不詳

計
左記
の計

標準
化

非世帯主
の移動不
明者含む

5年前の家族類型
男 単独 ('04,'09) 309 87.1 9.7 2.6 0.0 0.6 100 12.9 - 13.8

('14,'19) 509 87.4 9.2 1.4 0.2 1.8 100 12.6 12.6 13.1

夫婦のみ ('04,'09) 1,444 94.8 3.5 1.4 0.0 0.3 100 5.2 - 5.7
('14,'19) 1,912 94.9 3.4 1.4 0.1 0.2 100 5.1 5.4 5.3

計 ('04,'09) 1,753 93.4 4.6 1.6 0.0 0.3 100 6.6 - 7.1
('14,'19) 2,421 93.3 4.6 1.4 0.1 0.5 100 6.7 7.0 6.9

女 単独 ('04,'09) 766 90.2 6.9 2.1 0.0 0.8 100 9.8 - 11.3
('14,'19) 1,045 90.2 6.6 2.3 0.0 0.9 100 9.8 9.6 11.1

夫婦のみ ('04,'09) 1,369 94.4 3.9 1.3 0.1 0.2 100 5.6 - 6.3
('14,'19) 1,853 94.1 3.7 1.8 0.1 0.2 100 5.9 6.0 6.3

計 ('04,'09) 2,135 92.9 5.0 1.6 0.0 0.4 100 7.1 - 8.1
('14,'19) 2,898 92.7 4.8 2.0 0.1 0.4 100 7.3 7.3 8.0



世帯では「他の都道府県」の割合が相対的に高い．2014,2019年の値は男1.4％，女1.8％

だった．対象期間の前半と後半を比べると，移動率に大きな差はない．男性の単独世帯で

は「同じ都道府県内」や「他の都道府県」の率がやや低下しているが，表を見る限り，低

下の大部分は不詳（「移動あり・前住地不詳」）の増加によって生じたと推測される．年齢

を標準化した値（移動者全体の割合）については，男性の夫婦のみ，および男性の計で年

齢構造の影響がやや目立つ．ただし，これらのケースでも標準化と実績値の差は最大で

0.4％ポイント程度にとどまる．

次に，家族類型の5年間の変化と高齢者の移動との関係を検討した．ここでは家族類型

が「子との同居等」に変化した場合に焦点をあてた．まず，調査時の家族類型別に見ると

（図1），男女とも「子との同居等」に移行した人のほうが「単独・夫婦のみ」にいた人よ

りも移動率がはるかに高い（例えば，期間後半の女性では「単独・夫婦のみ」6.0％，「子

との同居等」34.4％）．男女別，期間別に見ると，女性の「子との同居等」で移動率の低

下が目立つ（ただし統計的に有意ではない）．次に，移動者に絞って家族類型の変化を示

すと，今回の分析対象者のなかで移動した人は男性で6.6％，女性で7.2％だったが，その

うち家族類型が「子との同居等」に変わった人はごく一部であり，分析対象者全体に占め

る割合は男性0.8％，女性では1.9％にとどまった（表4の(1)）．大半の移動者は調査時点

でも単独世帯か夫婦のみの世帯にいたことになる．ただし，移動者のなかで「子との同居

等」に移行した人の割合には男女別，5年前の家族類型別に大きな差があり，最も低い割

合は5年前に単独世帯にいた男性の8.7％（1.1÷12.7×100），最も高い割合は単独世帯の

女性の33.9％だった（3.3÷9.8×100）．
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資料：世帯動態調査（5回～8回）
「移動あり」「移動なし」については表3の注を参照．

図１ 調査時の家族類型と移動の有無



一方，家族類型の変化を家族等の移動の面から考えると，5年前に単独ないし夫婦のみ

だった世帯が「子との同居等」になるということは，子ども等が世帯に加わったことにな

るので，高齢者が移動していない場合には自動的に家族等が移動してきたと見なせる（高

齢者が移動した場合は，家族等の移動はあり・なしどちらもありえる）．そこで家族類型

が「子との同居等」に移行した人に限定して高齢者自身の移動の有無を比べると，ほとん

どのケースで「移動なし」（＝家族等が移動してきた）割合のほうが多い．「移動あり」と

「移動なし」の割合の差がとくに大きかったのは5年前に夫婦のみの世帯にいた男性であっ

た（順に0.7％と3.4％．両者の比は18:82）．一方，単独世帯にいた女性では移動者の割合

に差がなかった（ともに3.3％）．表1で見た「子との同居等」への移行割合の相対的な高

さを踏まえると，単独世帯の高齢女性では，家族等と同居するための移動が自身の世帯行

動や住居移動のなかで非常に大きな役割を果たしていると推測される．

なお，こうした家族類型の変化と住居移動との関係は時期によって異なる．表4の(2)

によれば，「子との同居等」に変化した単独世帯の女性と女性計では，「移動あり」の割合

が有意に低下していた（順に4.3％→2.6％，2.4％→1.6％）．今回の分析対象の高齢女性，

とくに単独世帯にいた女性の間では，「子との同居等」に移行し，かつ自身が移動する人

が減りつつあるといえる．
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表４ 「子との同居等」への変化と移動の有無

(1)全期間 （％）

男 女

計
（人）

移動
あり
計

家族類型が
「子との同居等」

に変化
計
（人）

移動
あり
計

家族類型が
「子との同居等」

に変化

移動あり移動なし 移動あり移動なし

5年前の家族類型

単独 816 12.7 1.1 2.5 1,811 9.8 3.3 3.3
夫婦のみ 3,356 5.1 0.7 3.4 3,222 5.7 1.1 3.1
計 4,172 6.6 0.8 3.2 5,033 7.2 1.9 3.2

資料：世帯動態調査（5回～8回）
表中の表記については表1と表3の注を参照．検定は調査時期を説明変数とした二項プロビット回帰分析による
（調査区を単位としたクラスタ頑健標準誤差を使用）．

(2)期間別 （％）

男 女

2004,2009 2014,2019 2004,2009 2014,2019

計
（人）

家族類型が
「子との同居
等」に変化 計

（人）

家族類型が
「子との同居
等」に変化 計

（人）

家族類型が
「子との同居
等」に変化 計

（人）

家族類型が
「子との同居
等」に変化

移動
あり

移動
なし

移動
あり

移動
なし

移動
あり

移動
なし

移動
あり

移動
なし

5年前の家族類型
単独 307 1.0 3.3 509 1.2 2.0 766 4.3 3.5 1,045 2.6* 3.1
夫婦のみ 1,444 0.9 3.5 1,912 0.6 3.3 1,369 1.3 3.4 1,853 1.0 2.9
計 1,751 0.9 3.5 2,421 0.7 3.1 2,135 2.4 3.4 2,898 1.6** 3.0



4. プロビット回帰分析

以上で観察した家族類型の変化，介護サービス，および住居移動の関係を同時に検討す

るため，マルチレベルの二項プロビット分析を行った９）．3者の関係ではいずれの変数も

被説明変数になりうるが，今回は家族類型の変化を主題としているため，被説明変数は調

査時点の家族類型（単独・夫婦のみ=0，子との同居等=1）とした．また，説明変数は

介護サービスの内容別の供給量と住居移動の有無とし，統制変数として個人属性も含めた．

各変数の分布は表5に示した．

まず，所属集団の効果を帰無モデルで検討した．ここでは地域ブロック（4区分），都

道府県，調査年，調査区の4要素を男女別，分析対象期間別（地域密着型サービスにも対

応させた期間）のモデルにそれぞれ投入した．その結果，各集団の級内相関係数（ICC）

は，調査区を除き，一般にモデルの採用基準とされる0.1ないし0.05（清水 2014）を大き
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9）プロビット分析にはStata15.1のmeprobitおよびprobitコマンドを使用した．

資料：世帯動態調査（5回～8回），介護サービス施設・事業所調査（2000～2018年），人口推計，国勢調査

介護保険施設と居宅サービスの値は都道府県別の75歳以上人口1,000人当たり定員･病床数，ないし常勤換算従事者数の平均値．観測数

（n）は人数．その他の値の単位は％．各変数の不詳値は除く（教育以外）．「（密着）」は地域密着型サービス．

表５ プロビット分析に用いた変数の分布

変数

調査時の家族類型

変数

調査時の家族類型

男 女 男 女

計
単独･
夫婦
のみ

子との
同居等

計
単独･
夫婦
のみ

子との
同居等

計
単独･
夫婦
のみ

子との
同居等

計
単独･
夫婦
のみ

子との
同居等

調査時の家族類型 5年前の居住地ブロック

単独･夫婦のみ 95.9100.0 0.0 94.9100.0 0.0 東京圏 27.6 28.1 17.4 26.1 26.4 20.9

子との同居等 4.1 0.0100.0 5.1 0.0100.0 他大都市圏 21.9 21.8 23.0 21.7 21.8 19.7

東日本 20.1 19.8 28.0 19.4 19.2 24.2

調査時の年齢 北海道，西日本 30.4 30.4 31.7 32.8 32.7 35.2

65-69 30.0 29.6 37.9 29.6 29.9 24.2

70-74 28.0 28.3 20.5 26.5 26.8 21.3 調査年

75-79 21.1 21.2 18.6 19.9 20.1 17.6 2004 17.7 17.6 18.6 18.0 17.6 25.0

80-84 13.3 13.3 14.3 13.9 13.5 20.1 2009 23.7 23.6 26.1 23.7 23.7 22.5

85+ 7.6 7.6 8.7 10.1 9.7 16.8 2014 28.2 28.2 28.0 27.8 27.8 29.5

2019 30.5 30.6 27.3 30.5 30.9 23.0

教育

中学 23.8 23.8 23.6 27.9 27.8 29.9 介護保険施設

高校 23.3 23.2 25.5 25.7 25.7 27.0 計 63.2 63.2 63.7 63.4 63.3 64.9

短大･高専･専修 4.4 4.3 5.6 8.8 8.7 10.2 介護老人福祉施設 31.6 31.6 31.1 31.6 31.6 31.8

大学 18.2 18.1 20.5 3.4 3.4 3.7 介護老人福祉施設（密着）* 1.5 1.4 1.6 1.5 1.5 1.5

不詳（在卒不詳含む） 30.3 30.5 24.8 34.2 34.4 29.1 介護老人保健施設 23.1 23.1 23.7 23.1 23.1 23.7

子どもの数 居宅サービス

0 12.0 12.4 2.5 12.1 12.6 4.1 計 68.6 68.7 68.1 68.9 69.0 65.8

1 13.3 13.3 14.3 15.2 15.1 15.6 訪問介護 13.3 13.3 13.0 13.3 13.3 12.6

2 53.9 54.1 49.1 50.1 50.4 44.3 通所介護 14.2 14.2 14.5 14.3 14.3 14.1

3+ 20.7 20.1 34.2 22.6 21.9 36.1 通所介護（密着）** 6.1 6.1 6.2 6.1 6.1 6.0

短期入所生活介護 8.8 8.8 8.9 8.9 8.9 8.8

5年前の家族類型 その他 21.9 21.9 21.3 21.9 22.0 20.8

単独 18.0 18.1 16.1 35.0 34.4 45.9 その他（密着）* 12.2 12.2 12.6 12.4 12.4 12.6

夫婦のみ 82.0 81.9 83.9 65.0 65.6 54.1

5年前からの住居移動 観測数（n） 3,9633,802 1614,7524,508 244

移動なし 93.8 94.4 80.1 93.3 95.0 62.7 （密着）* 3,2623,131 1313,8973,714 183

移動あり 6.2 5.6 19.9 6.7 5.0 37.3 （通所介護（密着））** 1,2071,163 441,4501,394 56



く下回った（調査区のICCは女性の2004-2019年のデータで0.062）．しかし，先行研究で

は級内相関が0.002のモデルを使用した例もあるので（鎌田 2013），今回はとりあえず

ICCが0.005を超える集団をICCの高い順に2つまで使用した．ただ，実際の分析では個

人レベルの説明変数を入れるとICCが著しく小さくなるケースがあったため，その場合

は集団レベルの数を減らすか，通常のプロビット分析を用いた．

説明変数を入れた結果は表6に示した．今回の分析では最も単純な切片モデルを使用し

た．また，調査年は「介護老人福祉施設（地域密着）」「居宅サービス計」ととくに相関が

高いので，該当するモデルには投入していない．男性の結果を見ると，介護サービスでは

介護老人福祉施設の効果が負で有意だった（5％水準）10）．属性等を統制すると，表2で

見た施設サービスの全体的な傾向とは異なり，居住都道府県内の介護老人福祉施設の定員

が少ない人ほど「子との同居等」に移行する確率が高まることを示している．ただし，他

のサービスで10％水準までで有意になる変数はなかった．住居移動については，いずれの

モデルでも移動者のほうが「子との同居等」の世帯に移行しやすい．その他の個人属性で

は，大半のモデルで65-69歳（正），子ども数0（負），子ども3人以上（正），東京圏居住

（負）が5％水準か1％水準で有意になった．教育歴については，先行研究が親子間の距

離に対する正の効果を認めているが（例えばMalmbergandPettersson2007），男性の

分析では「子と同居等」への移行に対する効果は確認されなかった．

女性の場合，介護サービスで有意になったのは居宅サービス計と訪問介護であり，符号

はいずれも負であった．有意水準は訪問介護が10％，居宅サービス計が1％だった．これ

らのサービスの供給が多い都道府県ほど，「子との同居等」への移行確率が低いと解釈さ

れる．住居移動では「移動あり」がすべてのモデルで正，かつ有意だった．個人属性では

大半のモデルにおいて80-84歳（正），子ども0人（負），子ども3人以上（正），5年前に

夫婦のみの世帯（負），東京圏（負），他大都市圏（負）の効果が有意だった（多くは5％

水準か1％水準）．教育水準は居宅サービス計，通所介護（地域密着），居宅サービスその

他のモデルで有意になったが，有意水準はいずれも10％だった．

プロビット分析の結果を表2，表3と比べると，家族類型の変化と住居移動との関係は

変わらないが，介護サービスでは施設計や介護老人保健施設など，「子との同居等」への

移行を促進するとみられていたサービスとの関係が全て有意でなくなり，かつ全体として

統計的に有意な関係が減少した．表2で見られた家族類型間の差は，かなりの程度が個人

属性等の影響により生じていたものと考えられる．ただし，居宅サービス計と訪問介護の

供給量が高齢女性の「子との同居等」への移行を抑える効果は，他の要因を統制しても比

較的安定していたようである．また，地域密着型のサービスは影響が弱いことも表2と整

合的であった．なお，分割表で有意だった居住サービスその他の値（女性）は，表6では
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10）男性のモデル1，2，4では，帰無モデルでは都道府県がランダム効果に選ばれるが，説明変数を入れると

レベル2を地域ブロックとしたモデルのICCが都道府県を使ったモデルのそれを上回るため，レベル2には

地域ブロックを使った．都道府県を使用した場合には，施設サービス計の係数は10％で有意だが，地域ブロッ

クを使うと有意ではなくなる．
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資料：世帯動態調査（5回～8回），介護サービス施設・事業所調査（2000～2018年），人口推計，国勢調査

ランダム効果が空白のモデルは通常のプロビット回帰分析．それ以外はマルチレベルのプロビット回帰．マルチレベル分析ではレベル

3の表記がないモデルはレベル2のみを設定．レベル2と3は入れ子構造（e.g.調査年＞調査区）．モデル3と5では調査年と介護保

健サービスの変数の相関が高いため調査年を外した．介護保険サービスの変数には全体平均で中心化した値を使用．男のモデル8では

サンプル規模の都合により「短大・高専・専修」と「大学」をまとめた．地域ブロック：東京圏（埼玉県，千葉県，東京都，神奈川県），

他大都市圏（岐阜県，愛知県，三重県，京都府，大阪府，兵庫県，奈良県），東日本（大都市圏を除く県のうち，新潟県，長野県，静

岡県から東側の本州（当該3県を含む），および北陸3県（富山県，石川県，福井県）），北海道，西日本（大都市圏と東日本以外の県）．

「（密着）」は地域密着型サービス，「ブロック」は地域ブロックを指す．

表６ プロビット回帰分析（被説明変数：調査時の家族類型が「子との同居等」＝1，

単独・夫婦のみの世帯＝0）

説明変数
男

モデル1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

固定効果

調査時の年齢（ref:70-74）

65-69 0.281*** 0.274*** 0.253** 0.280*** 0.285*** 0.287*** 0.285*** 0.057 0.283*** 0.286*** 0.245**

75-79 0.090 0.095 0.073 0.088 0.091 0.091 0.091 -0.099 0.092 0.091 0.073

80-84 0.140 0.138 0.092 0.135 0.142 0.143 0.144 -0.418 0.142 0.142 0.090

85+ 0.161 0.169 0.085 0.164 0.171 0.171 0.168 -0.078 0.172 0.170 0.082

教育（ref:高校）

中学 -0.046 -0.052 -0.033 -0.046 -0.049 -0.051 -0.048 0.088 -0.052 -0.052 -0.046

短大･高専･専修 0.123 0.126 -0.076 0.115 0.122 0.121 0.124 0.124 0.120 -0.076

大学 0.024 0.024 -0.028 0.026 0.033 0.036 0.038 -0.115 0.033 0.033 -0.014

不詳 -0.108 -0.111 -0.101 -0.106 -0.101 -0.099 -0.099 0.246 -0.099 -0.101 -0.098

子どもの数（ref:1人）

0人 -0.768*** -0.763*** -0.843*** -0.770*** -0.773*** -0.771*** -0.772*** -0.446 -0.775*** -0.769*** -0.821***

2人 -0.009 -0.006 -0.031 -0.013 -0.017 -0.018 -0.016 -0.002 -0.016 -0.016 -0.030

3人以上 0.260** 0.260** 0.220 0.256** 0.248** 0.248** 0.248** 0.263 0.248** 0.248** 0.220

5年前の家族類型（ref:単独世帯）

夫婦のみ 0.031 0.020 0.026 0.028 0.031 0.029 0.031 -0.027 0.027 0.029 0.026

住居移動（ref:移動なし）

移動あり 0.785*** 0.780*** 0.742*** 0.787*** 0.797*** 0.797*** 0.794*** 0.622** 0.793*** 0.796*** 0.740***

5年前の居住地ブロック（ref:東日本）

東京圏 -0.394*** -0.373*** -0.371*** -0.431*** -0.350***

他大都市圏 -0.141 -0.106 -0.145 -0.159 -0.106

北海道，西日本 -0.140 -0.133 -0.147 -0.155 -0.104

調査年（ref:2004）

2009 -0.017 0.003 0.005 0.018 -0.041 0.011 0.098

2014 -0.107 -0.103 -0.018 -0.012 -0.073 0.017 0.057 -0.078

2019 -0.116 -0.080 -0.032 -0.031 -0.095 0.003 0.064 -0.149

介護保険サービス供給量

介護保険施設計 -0.007

介護老人福祉施設 -0.029**

介護老人福祉施設（密着） 0.018

介護老人保健施設 -0.000

居宅サービス計 -0.001

訪問介護 -0.006

通所介護 0.008

通所介護（密着） 0.025

短期入所生活介護 -0.014

居宅サービスその他 -0.010

居宅サービスその他（密着） 0.015

定数項 -1.911*** -1.921*** -1.908*** -1.958*** -1.810*** -1.817*** -1.757*** -1.896*** -1.797*** -1.899*** -1.825***

ランダム効果：レベル2 ブロック ブロック ブロック ブロック ブロック ブロック

分散 0.023 0.018 0.016 0.013 0.032 0.015

集団数 4 4 4 4 4 4

集団内平均ケース数 990.8 990.8 815.5 990.8 301.8 815.5

icc 0.022 0.018 0.016 0.013 0.031 0.015

対数尤度 -628.5 -626.5 -515.2 -629.1 -624.7 -624.5 -624.5 -178.3 -624.4 -624.3 -514.6

観測数（n） 3,963 3,963 3,262 3,963 3,963 3,963 3,963 1,207 3,963 3,963 3,262



有意にならないが，調査年を外したモデルでは1％水準で有意（負）になる（表は略）．

この原因の一部は，居住サービスその他と調査年との相関がやや強いことにあると推測さ

れる．
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表６ プロビット回帰分析（つづき）

説明変数
女

モデル1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

固定効果

調査時の年齢（ref:70-74）

65-69 -0.005 -0.004 0.020 -0.005 -0.007 -0.001 -0.002 -0.088 -0.003 -0.009 0.010

75-79 -0.003 -0.003 0.058 -0.003 -0.005 -0.007 -0.004 -0.222 -0.004 -0.004 0.052

80-84 0.226** 0.228** 0.181 0.227** 0.235** 0.231** 0.228** 0.050 0.229** 0.232** 0.182

85+ 0.143 0.144 0.144 0.144 0.164 0.141 0.142 0.190 0.146 0.164 0.146

教育（ref:高校）

中学 -0.142 -0.148 -0.111 -0.145 -0.157* -0.142 -0.143 0.068 -0.147 -0.162* -0.123

短大･高専･専修 0.080 0.076 0.048 0.078 0.086 0.083 0.075 0.097 0.077 0.082 0.055

大学 0.129 0.128 0.132 0.130 0.137 0.126 0.122 0.463* 0.125 0.138 0.162

不詳 -0.127 -0.132 -0.086 -0.130 -0.128 -0.128 -0.131 0.165 -0.132 -0.130 -0.082

子どもの数（ref:1人）

0人 -0.584*** -0.581*** -0.633*** -0.582*** -0.577*** -0.580*** -0.579*** -0.586 -0.583*** -0.577*** -0.627***

2人 0.137 0.139 0.119 0.138 0.146 0.138 0.137 0.078 0.139 0.145 0.123

3人以上 0.351*** 0.352*** 0.330*** 0.351*** 0.352*** 0.349*** 0.356*** 0.321 0.352*** 0.351*** 0.332***

5年前の家族類型（ref:単独世帯）

夫婦のみ -0.201*** -0.198*** -0.143* -0.199*** -0.198*** -0.202*** -0.200*** -0.130 -0.199*** -0.195** -0.140*

住居移動（ref:移動なし）

移動あり 1.347*** 1.346*** 1.186*** 1.346*** 1.342*** 1.346*** 1.347*** 1.019*** 1.347*** 1.341*** 1.175***

5年前の居住地ブロック（ref:東日本）

東京圏 -0.217* -0.286** -0.251* -0.280*** -0.200* -0.319*** -0.309 -0.308*** -0.223*

他大都市圏 -0.218* -0.251** -0.230** -0.185* -0.104 -0.254** -0.153 -0.253** -0.180

北海道，西日本 -0.137 -0.129 -0.120 -0.061 -0.069 -0.131 -0.015 -0.131 -0.062

調査年（ref:2004）

2009 -0.052

2014 -0.061 -0.029

2019 -0.166 -0.223*

介護保険サービス供給量

介護保険施設計 0.005

介護老人福祉施設 -0.004

介護老人福祉施設（密着） -0.001

介護老人保健施設 0.003

居宅サービス計 -0.007***

訪問介護 -0.020*

通所介護 -0.015

通所介護（密着） -0.033

短期入所生活介護 -0.011

居宅サービスその他 -0.015

居宅サービスその他（密着） 0.014

定数項 -1.718*** -1.690*** -1.921*** -1.709*** -1.745*** -1.766*** -1.691*** -1.886*** -1.689*** -1.678*** -1.827***

ランダム効果：レベル2 調査区 調査区 調査区 調査区 調査区 調査区 調査区 調査区 調査区 調査区

分散 0.066 0.066 0.058 0.066 0.061 0.061 0.070 0.068 0.058 0.053

集団数 1,056 1,056 849 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 849

集団内平均ケース数 4.5 4.5 4.6 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.6

icc 0.064 0.068 0.064 0.067 0.057 0.061 0.066 0.067 0.054 0.055

ランダム効果：レベル3 調査年 調査年 ブロック 調査年 調査年 調査年 調査年 ブロック

分散 0.003 0.007 0.010 0.006 0.005 0.001 0.004 0.005

集団数 4 4 4 4 4 4 4 4

集団内平均ケース数 1,188.0 1,188.0 974.3 1,188.0 1,188.0 1,188.0 1,188.0 974.3

icc 0.003 0.007 0.009 0.005 0.004 0.001 0.004 0.005

対数尤度 -817.7 -818.1 -653.9 -818.1 -814.4 -816.4 -817.6 -213.0 -818.0 -813.6 -651.8

観測数（n） 4,752 4,752 3,897 4,752 4,752 4,752 4,752 1,450 4,752 4,752 3,897



Ⅴ．考察

本節では家族類型，介護サービス，および住居移動に関する分析結果を整理し，これら

3者の関係とその含意について考察する．

まず家族類型に関しては，分析対象者の大多数は5年前と同じ類型の世帯にとどまって

いたが，類型を変えた人の間では主として男性で単独→夫婦のみ，女性で夫婦のみ→単独，

および単独→「子との同居等」の移行が多かった．単独世帯や夫婦のみの世帯で暮らす高

齢者では，1）夫婦で暮らせるうちはそのまま暮らし，2）死別すると（施設等に入らない場

合は）多くが単独世帯になり，3）うち一定数は家族等との同居に移行するパターンが多い

と考えられる．また，このことは，2000年代以降における高齢者と家族等との同居の分析

では，とくに単独世帯の女性の動向に注目する必要があることも示している．

一方，時系列の変化では男女の夫婦のみの世帯で「その他」（三世代世帯など）への移

行割合，女性全体で「子との同居等」への移行割合などが低下していた．この原因として

は，親子同居への志向の低下（国立社会保障・人口問題研究所 2020）や今回検討した地

域の介護サービスの影響などがあげられるだろう．また，人口学的な要因としては子世代

で未婚化や少子化が進み，同居対象となる孫の数が減ったことも影響していると考えられ

る．

属性と「子との同居等」への移行との関係では，年齢（65-69歳，80-84歳）の効果が男

女で異なっていたが，子ども数0人と3人，および東京圏居住の効果は男女ともに有意で

あった．冒頭でも述べたとおり，2000年代の高齢者は子ども数が低下した世代にあたる．

具体的には，最近の高齢者では前の世代よりもおおむね未婚者ないし子ども数が0人の人

が増え，子ども数が3人の人は減少している（国立社会保障・人口問題研究所 2021）．こ

うした人口構造の変化は，「子との同居等」への移行確率が高い人が減り，低い人が増え

ることを意味するので，高齢者全体の「子との同居等」への移行は抑制される．また，東

京圏居住の効果についても，2000年代以降の高齢者は高度成長期に多くの人が東京圏を含

む大都市圏に移動し，東京圏での居住者が増えた世代なので，やはり構造変化の効果をも

たらす．人口学的にいえば，こうした結果は「子との同居等」への移行の鈍化が，人口転

換後期から続く一連の過程（初期の出生力低下や第二の人口転換による子ども数の減少，

人口ボーナスに伴う経済発展と大都市への人口集中）のなかで，ある程度定型的に出現し

うる現象であることを示唆している．

第二に，介護サービスの影響については分割表（表2）と多変量解析（表6）で結果が

異なるが，後者では男性で介護老人福祉施設，女性で居宅サービス全体や訪問介護サービ

スの供給水準が「子との同居等」への移行に有意に作用していた．先行研究では家族類型

の地域差が介護サービスの地域差を規定したとされているが（清水 2004），今回は介護サー

ビスから家族類型の動態への影響が示されている．全体としては，家族類型の状況が介護

サービスの地域分布に影響し，介護サービスの立地が家族類型の変化に影響するという時
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系列的な相互規定関係があると考えられる．ただし，今回の分析では効果が有意な介護サー

ビスは多くなかった．介護サービスの立地が与える影響は，逆方向の影響よりも相対的に

小さいかもしれない．この理由は別途検討しなければならないが，先行研究では介護保険

制度で市場原理が導入されたことにより，採算性などの経済因が介護サービス事業の立地

の決定に大きく影響するようになったことが指摘されている（宮澤 2003，畠山 2012）．

高齢者側の世帯行動面での要望と介護サービスの立地が必ずしも対応していないことが，

今回の効果の低さに反映された可能性もある11）．

多変量解析について一点付言すると，今回のマルチレベル分析ではレベル2，3に使う

要素の選択をかなり機械的に行ったため，そうした選択が結果に与える影響を十分に検討

できていない．具体的に言うと，表6のモデルではスケールが異なる複数の地域的要素を

ランダム効果と固定変数に同時に入れているものも多いが，それらの要素間の影響関係は

必ずしも明らかでなく，説明変数の効果の解釈には曖昧さが残る．ランダム効果に使う地

域の選択次第で介護変数の有意性が変わる例もあるので（注10参照），地域スケールの影

響はより丁寧に検討する必要がある．

第三に，住居移動の分析によると，「子との同居等」の世帯への移動率は全体に低いが，

単独世帯の女性の移動率は他の対象者に比べて高かった．また，「子との同居等」と移動

の有無との関係を見ると，移動者のほうが非移動者よりも「子との同居等」に移行しやす

かった．しかし，移動者自体が少ないため，「子との同居等」に移行した高齢者のなかで

は移動者よりも非移動者，つまり家族などが移動してきた人のほうが多い．このことは

「子との同居等」の実現が家族等の移動により強く規定されていることを意味する．ただ

し，高齢単独世帯の女性では自身が移動したケースと家族等が移動したケースとが同程度

あり，自身が移動する（できる）かどうかが「子との同居等」の実現に大きく影響してい

る．

一方，時系列の変化を見ると，こうした単独世帯の女性では「子との同居等」に移行し，

かつ移動した人の割合が分析期間中に有意に低下した（10％水準）．「同居」時における高

齢者と家族等の移動の比重については，高齢者（単身女性）の比重のほうが低下したとい

える．ただ，高齢者の子ども数との関係に関しては2章で想定したような関係は当てはま

らず，女性全体では「子との同居等」への移行頻度，および「同居」に移行し，かつ移動

した人の割合のいずれも低下した．また，単身女性では上述のとおり，「子との同居等」

に移行した人の移動者割合が有意に低下したが，「同居」への移行割合や「同居」に際し

て本人が移動しなかった割合の変化は（数字の上では下がったものの）有意ではなかった．

それゆえ今回の分析では，「子との同居等」への移行やそれに伴う移動の変化は子ども数

の減少と矛盾しないものの，それ以上のことは明らかになっていない．この点を解明する

には，移動の有無を被説明変数にした分析を行う必要がある．

「子との同居等」へ至り，かつ移動した人の割合が低下したことについては，子ども数
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11）介護サービスの経営体のなかで公共性が高い事業者は社会福祉協議会といわれている（宮澤 2003）．経営体

ごとに観察すると，「子との同居等」への移行に対する効果に違いが見られるかもしれない．



以外の規定要因として介護サービスの変化や親子同居規範の衰退なども考えられるが，今

回は分析できていない．ただ，この変化に関しては他にもいくつか指摘できることがある．

まず地域人口の点から見ると，この移動率の動向は高齢者の子どもの地域分布にも影響さ

れている．すでに述べたとおり，現在の高齢者では子どもの数が減っているが，その子ど

もたちの居住地はより遠方に広がっている．これはおそらく地域差の拡大や高学歴化によ

る移動の長距離化，後継ぎ要員を含む子どもの流出（丸山 2018）等を反映した現象であ

る．一般に，親子間の距離が大きいと移動は相対的に困難になる．ゆえにこうした地域分

布の変化は，高齢単身女性をはじめとする高齢者やその家族等との同居を抑制する方向に

作用してきたと推測される．

次に，「子との同居等」のための移動の変化はいわゆる高齢移動転換に影響を与える可

能性がある．高齢移動転換論では社会の発展とともに高齢者の移動率が上昇するといわれ

るが（Rogers1992，Warnes1992），「子との同居等」のための移動率が低下すれば，高

齢者の移動率全体の上昇はその分だけ抑制される12）．また，「子との同居等」の移動の減

少分が近居のための移動やその他の移動ですべて置き換えられなければ，全体の移動率は

低下する．実際には，こうした置き換えがどの程度起きているかは不明である．しかし，

健康寿命の上昇が介護や健康に関連した移動を抑制しうることを踏まえると，現在の日本

では高齢移動転換論のとおりに移動率が上昇していくとは考えにくい．少なくとも，高齢

者の健康が維持されれば，家族等との同居や施設等への入所を目的とした移動はより高齢

に先送りされる公算が高い．この場合には，高齢者の年齢別移動確率が描く曲線は生存数

曲線のように矩形化から遅延（石井 2016）に向かうに違いない．

Ⅵ．まとめ

日本の高齢者をとりまく社会の状況は，高齢者の子ども数の減少や2000年の介護保険制

度の導入により，以前とは大きく変化している．本稿では単独世帯と夫婦のみの世帯に住

む高齢者に着目し，2000年代以降における彼らの家族類型の動態と介護サービス，および

住居移動との関連を検討した．はじめに，世帯動態調査と介護サービス施設・事業所調査

のデータを分析したところ，「子との同居等」の世帯への移行に影響する介護サービスの

種類は多くなかった．ただし，プロビット分析によれば，男性では居住する都道府県の介

護老人福祉施設の定員（75歳以上人口あたり），女性では居宅サービス計の常勤換算従事

者数（同）などが「子との同居等」への移行に負の効果を与えていた．次に，住居移動の

分析によると，「子との同居等」に移った人たちの間では全体として高齢者自身が移動す

るよりも移動しなかったケース，つまり家族等が移動してきたケースのほうが多かった．

また，単独世帯にいた女性の場合，分析期間全体では「子との同居等」への移行に伴う移

動者が非移動者と同程度存在したが，分析期間の後半には移動者の数が大きく減少してい
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12）LitwakandLongino（1987）の高齢移動3段階説でいえば，こうした親子の同居移動の減少は第 2段階の

移動に影響する．



た．今回の分析によれば，2000年代以降における分析対象者の世帯変動は，少数の介護サー

ビスによる「子との同居等」への移行を抑制する効果，および家族等との同居に移行し，

かつ移動する単身女性の減少の2点によって特徴づけられる．

地域の介護サービスは，人口転換の帰結である少子高齢化や人口減少に対応する形で順

次増強されてきたが，現在では少子化の進行その他様々な要因により人手不足に見舞われ，

地域によってはサービスの水準を維持することが困難になっている．今後の研究では各地

の人手不足の状況やそれに伴う介護サービスの変化を踏まえつつ，高齢者の居住状態をめ

ぐる家族類型，介護サービス，住居移動の3要素の相互関係を中長期的な人口変動のなか

に位置づけていくことが課題になる．

（2023年11月10日査読終了）
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OlderAdults'HouseholdChanges:AnAnalysisofTheirAssociationwith
LocalCareServicesandResidentialRelocation

SHIMIZUMasato

Duetoadeclineinthenumberofadultchildrenperparentandtheintroductionofthe

"Long-TermCareInsuranceSystem"in2000,olderadultsinJapanarenowexperiencinga

situationinwhichdemographicandsocietalconditionssubstantiallydifferfromthoseinthepast.

Thispaperfocusesonthehouseholdchangesofolderadultswhoformerlylivedinone-personor

married-couple-onlyhouseholdsandexaminestheirassociationwiththelocalprovisionofcare

servicesandresidentialrelocationofolderadults.OuranalysisofdatafromtheNationalSurvey

on Household Changes(conducted in 2004・2019)and theSurvey ofInstitutionsand

EstablishmentsforLong-TermCare(2000・2018)revealedthefollowingpoints.First,olderwomen

aremorelikelytoswitchtheirfamilytypeto"otherhousehold"(ahouseholdthatmainlyinvolves

livingwithone'sadultchildren)whentheyliveinaprefecturewithalargerprovisionofhomecare

servicesintotal.Inthecaseofmen,thesamehouseholdtransitiontendstooccurinprefectures

withlargercapacitiesof"specialnursinghomes."Second,accordingtoacomparisonbetweenthe

1999・2009and2009・2019periods,theproportionoftheolderadultsundergoingatransitionto

"otherhousehold"whoalsorelocateddeclinedsignificantlyforolderwomenovertime,particularly

forthosewhoformerlylivedinone-personhouseholds.Thesefindingssuggestthatthe

geographicaldistributionofcertainlong-termcareservicesandtherelocationbehaviorofolder

womenhaveplayedaroleintherecentdeclineinparent・adultchildcoresidenceamongolder

adults.

keywords:olderadults,householdchange,residentialrelocation,localcareservices,coresidence

withchildren
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特 集 Ⅲ

国際的な視点から見たジェンダー研究の展開（その２）

労働市場でスキルはどう評価され男女格差に関連するか？

―性別・学歴・スキル・職業からみた労働市場の構造比較―

鈴 木 恭 子

Ⅰ．背景

近年，労働市場における男女格差是正の取り組みに大きな注目が集まっている．2022年

には，女性活躍推進法の厚生労働省令が改正され，常用労働者301人以上の企業を対象に

「男女の賃金の差異」の公表が義務化された（厚生労働省 2022a）．各企業は男性の平均

賃金に対する女性の平均賃金の割合をパーセントで示す必要があり，こうした情報開示が

企業の賃金格差縮小にむけた努力を促すことが期待される．また一方では，政府が労働移

動を促すリスキリング支援に5年で1兆円を投じる計画を表明したことで（日本経済新聞

2022年10月3日），人的資本投資を通じたより良い就業機会への移動や生産性向上に注目

が集まっている．こうした取り組みは格差改善への期待をもたらすものであるが，男女格

差の縮小や労働移動の推進といった政策課題は長年の取り組みにもかかわらず思うような

成果があがっていない．はたしてスキルに投資することは，男女格差縮小に有効なのだろ

うか？
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本稿は労働市場において性別・学歴・スキル・職業が賃金に及ぼす影響について，OECDによ

るPIAAC調査のデータより，イギリスと日本についてその相対的な大きさと経路を比較する．分

析の結果，イギリスでは職業が賃金と強く関連するのに対し，日本では性別と賃金の直接の関連が

強く，加えて性別は人的資本や職業を介しても賃金と関連している．イギリスでは高いスキルを要

する職業につくことが男女賃金格差を縮小するのに対し，日本ではそうした効果が見られない．さ

らに日本では，大卒という学歴を伴わない限り，たとえ高いスキルを有していても，職業達成との

関連は小さく，賃金との関連もみられない．これらの結果は，労働市場で「スキル」が評価されて

「職業達成」や「賃金」を引き上げるための回路が日本では十分確立しておらず，人的資本に投資

しても賃金改善への効果は限定的である可能性を示唆する．男女賃金格差の縮小には，スキルと賃

金の対応そのものを高めるような，労働市場の制度的改革が欠かせない．

キーワード：ジェンダー，スキル，賃金格差，人的資本，労働市場



人的資本への投資は，労働市場における格差の問題を解消する有効な手段とみなされて

きた．経済学理論では均衡賃金は限界生産性に等いとされるから，賃金格差は生産性の違

いに由来するのであり，したがって賃金が低い労働者の人的資本に投資して労働者の生産

性を向上させればより高い賃金を実現できると考えられている．しかし，この「人的資本

への投資が低賃金を解消する」という見方に，異を唱える立場もある．いわゆる「分断労

働市場」論である（BergerandPiore1980）．もし労働市場が処遇ルールの異なる複数の

異質なセグメントに分かれ，またセグメントの間の自由な移動に障壁があるとするならば，

人的資本に投資しても賃金の連続的な上昇は期待できない．そうした状況で求められる政

策介入は，制度的障壁の除去である（DoeringerandPiore1971）．また「社会的閉鎖理

論」も，賃金が人的資本に規定されるという見方を批判し，社会集団（多くの場合は職業

集団）が様々な制度的障壁を構築し労働力の移動を制限することで，集団間の賃金格差が

生じるとする（Weeden2002）．

経済学が想定する，「人的資本投資→生産性上昇→賃金」というという関係が各国の労

働市場でどの程度成り立っているのかは，経験的な実証に開かれた問いである．欧米では

そうした原則が“プライマリ”なセグメント（一次部門）に成立していればこそ，人的資

本が賃金と対応しない“セカンダリ”なセグメント（二次部門）が問題視されたともいえ

る．日本についてみれば，これまで企業規模間・男女間・雇用形態間など，労働市場内に

おけるさまざまな分断（＝処遇の異質性）が観察されてきた（鈴木 2018）．だが「人的資

本」がジェンダーとの関連でどのように労働市場に位置づけられ評価されているかは，必

ずしも十分な研究の蓄積があるとはいえない．というのも，「人的資本」は測定が難しい

ためである．

日本の労働研究では，「熟練」という概念が賃金を規定する要因として重要な位置を占

めてきたが（小池 1991），「知的熟練」論はしばしば実証的根拠を欠いていることを批判

されてきた（大沢 1993;濱口 2015）．人的資本投資に巨額の公的資金が投じようとされ

るいま，あらためて労働市場においてジェンダーや人的資本が果たす役割が，日本と他の

国とでどのように違うのかを問う必要がある．日本の労働市場において，性別はどのよう

な影響を持つのか．人的資本なかでもスキルは日本の労働市場でどのような位置を占めて

いるのか．スキルを高めることは賃金にどのような影響を及ぼし，それは性別とどのよう

に関わっているのか．本稿では，「性別」「人的資本」「職業」が賃金に及ぼす影響をその

経路に注目して明らかにし，スキルへの投資が男女間賃金格差の縮小に有効かを検討する．

もし，人的資本を賃金につなげる回路がそもそも目詰まりしているのであれば，人的資本

投資が賃金格差を改善する余地は限られるのである．

Ⅱ．先行研究

男女間の賃金格差がどのような要因に起因するかについては，これまで多くの研究の蓄

積がある．なかでも大きな影響力を持ったのが「人的資本論」で，男性と女性では学歴や
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勤続年数など人的資本量に違いがあり，それが生産性の違いとなって賃金格差を帰結する

とされる．これに対抗する「分断労働市場論」では，そもそも労働市場はひとつのメカニ

ズムで動くのではなく，複数のセグメントに分断され賃金を決定するメカニズムが異なっ

ていることで賃金格差が生じるとみる．たとえば同じ学歴や勤続年数を有していても，男

女でリターンの大きさが異なることで，男女賃金格差に帰結すると評価する（ホーン川嶋

1985,中田 1997など）．この2つの立場の違いは，格差縮小に向けた政策を検討する際に

重要な意味を持つ．ひとつのメカニズムが機能する連続的な労働市場においては，女性は

人的資本を蓄積することによって生産性をあげ，漸進的に高い賃金に移動できる．しかし，

労働市場が分断されていたら，人的資本を蓄積してもセグメントを移動出来ない限り，賃

金が上がらない．したがって，その制度的な断絶を解消する施策がより重要になる

（DoeringerandPiore1971）．「社会的閉鎖理論」もまた，人的資本が賃金を決定すると

いう見方に異を唱える．労働市場には「人的資本」の他に重要な構成要素として「職業」

があるが，職業集団はしばしば労働供給制限やライセンシングなどの手法を用いてサービ

ス価格を引き上げ，高賃金を実現している（Weeden2002）．多くの国の労働市場におい

て「職業」は賃金を直接に規定する要因である．

山口一男（2017）は，男女賃金格差の研究においてこれまで日本で職業分離の研究がき

わめて少ないことを指摘する．日本の雇用慣行では同一職業内で雇用形態や勤続年数など

の違いによって大きな賃金格差があるため，「職業」が賃金を規定する側面が重視されて

こなかった（山口 2017:88）．だが男女間の賃金格差においては，雇用形態がもたらす格

差以上に，職業分離がもたらす格差は深刻である．山口（2008）によると男女賃金格差に

おいて雇用形態の違いは格差の1/3ほどしか説明せず，格差の半分以上は正規雇用内で生

じている．男女の職業分離に注目した山口（2017）の分析によると，とくに女性が事務職

とヒューマンサービス系の専門職に集中し，また彼らの賃金が男性に比べて大きく低いこ

とが，正規雇用内部における男女賃金格差の主因である１）．性別と職業がどのように関連

しているか，またその性別職域分離を背景に職業と賃金がどのように関連しているかは，

男女格差の重要なメカニズムである．

さらに近年，スキルに関する研究も蓄積されている．従来は「人的資本」の代理変数と

してしばしば「教育年数」が用いられてきたこともあり，教育を受けることと実際に本人

がどの程度の能力を有するかは必ずしも区別されてこなかった．SatoshiAraki（2020）

はここに「学歴」と「スキル」の区別を持ち込み，OECDによるPIAACのデータを用

いて学歴とスキルがそれぞれ賃金にあたえる影響の推移を分析している２）．それによると，

学歴とスキルはそれぞれ独立して職業達成と賃金を引き上げる影響があるものの，学歴の

方がずっと影響が大きいことが明らかにされている．つまり，高学歴の場合はたとえスキ

ルが低くても職業達成が高いが，学歴が低い場合は高いスキルを持っていても職業達成が
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1）山口（2017）によると女性が集中するヒューマンサービス系専門職は，専門職にも関わらず，男性のブルー

カラー労働者よりも平均賃金が低い．これは日本の労働市場において，欧米的な職業と賃金との関連（＝専門

職は賃金が高い）を，性別による意味づけが上書きしている例（＝女性が担う労働は価値が低い）ともいえる．

2）ここでのスキルは読解力や数的思考力など，おもに教育を通じて獲得される認知的能力を指している．



低い．だが近年は学歴へのリターンが低下しつつある一方，スキルはリターンの水準を維

持しており，スキルの重要性が高まりつつあることも示唆した．

こうした研究により，「学歴」「スキル」「職業」といったさまざまな要因が男女賃金格

差を生み出すメカニズムが明らかになってきた．だが，これらの要因が及ぼす影響の相対

的な大きさや，ある要因が別の要因を経由して影響を及ぼすといった経路の多様性は必ず

しも十分に考慮されない．そこで本稿では，性別・スキル・学歴・職業が賃金に及ぼす影

響を同時に評価することを試み，各要因が及ぼす影響の相対的な強さや経路の影響を検討

する．その際，Araki（2020）で用いられた分析枠組みを採用して，学歴とスキルを区別

した上で各要因と賃金との関連を検討する．

Ⅲ．分析モデルとデータ

1. 基本的な考え方

ある労働市場で，性別・人的資本・職業が賃金に与える影響は，図1のように表現でき

る．

まず，性別は生得的な属性なので，図中で起点となっている．個人は人的投資を通じて，

人的資本を獲得する．このとき，性別により獲得する人的資本に差がある場合があるから，

性別と人的資本は関連している．その後，個人は獲得した人的資本を活かして職業につく．

どのような職業につくかは人的資本に規定されるが，性別から直接影響を受ける場合もあ

る．最後に，職業は賃金を規定する．しかし，賃金を規定するのは職業だけではなく，人

的資本や，場合によっては性別から直接影響される場合もある．本稿では，これらの経路

がそれぞれどのような太さで繋がれているのかを推定することで，各要因が労働市場でど

のように位置づけられるかを評価したい．

本稿の目的は日本の労働市場の構造的な特徴を明らかにすることにあるが，その際ベン

チマーク対象としてイギリスを選択する．小松恭子（2021）は，本稿と同じOECDによ

るPIAAC調査のデータを用いて，各人が有する「スキル」がどのように就業確率および

賃金水準に影響するのかを，日本・韓国・イギリス・ノルウェーの4カ国で比較している．

それによると，日本では女性は高いスキルを持っていても子供がいると就業確率が低く，
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図１ 賃金を規定する要因の関係



スキルが充分活用されていない．小松によれば，これら4カ国は性別役割分業・両立支援

制度・税制・社会保障制度などそれぞれに異なる特徴を持つが，韓国は社会制度・価値観・

男女格差の度合いとも日本に類似しており，またノルウェーは多くの点で日本と対照的な

社会制度・価値観を有するが，男女格差自体が小さいために日本との比較に難しさがある．

一方で，イギリスは社会制度や価値観では日本より男女平等が浸透しているものの，労働

市場のアウトカムに男女格差が残る．また小松の分析結果から，イギリスはスキルに対す

る就業確率や賃金の反応が大きく，労働市場においてスキルが評価される国であることが

分かる．つまり図1で想定したモデルに近い事例と考えられることをふまえて，本稿では

イギリスとの比較を通じて日本の労働市場の構造的な特徴を評価する．

2. 使用するデータと変数

本稿は，OECDが2011年に実施した国際成人力調査（PIAAC,Programmeforthe

InternationalAssessmentofAdultCompetences）のデータを使用する．この調査は

OECD加盟国24か国が参加し，16歳～65歳までの男女を対象に成人のスキルに関する多

様な情報を収集している．本調査のメリットは，多くの国を同じフレームワークで調査し

ているため，データ比較が容易なことである．また本分析に用いる，賃金・学歴・スキル・

職業に関する情報を幅広く備えている．とくにスキルについては，実際にテストを通じて

「読解力」「数的思考力」等の認知的能力を測定している点が貴重である．

分析は，20歳から59歳までの男女，自営業・家族従業者は除いた被雇用者のみを対象と

する．予備的な分析によると，本稿の分析に年齢は大きな影響を持っている３）．年齢の効

果を検証するため，10歳刻みの年齢の変数をコントロール変数としてモデルに投入する．

賃金は，ボーナスを含む賃金を労働時間で割って，時間あたり賃金を計算し，その対数

をとる．各国通貨の値を使用し，同じ通貨への換算は行わない４）．

人的資本については，「学歴」と「スキル」を区別する．まず，「学歴」については大学

卒業以上の学歴を1とし，それ未満を0とするダミー変数を作成する．ここでの「大学」

とは，ISCED 2011（InternationalStandardClassificationofEducation）レベル6以

上とし，レベル5は除外した５）．ArakiandKariya（2022）は，レベル5と6では労働

市場のアウトカムに及ぼす影響が異なることを明らかにしている．日本では，短期大学・

専門学校・高等専門学校の専攻科がレベル5に，4年制大学がレベル6に該当するが，日

本の短期大学は女性に大きく偏る実態があるため，この点はジェンダーの影響を分析する

うえで重要である．予備的分析の結果，本稿のモデルでもレベル5と6で労働市場のアウ
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3）本分析で採用したモデルにおいて年齢は大きな効果を持っており，とくに50歳代においては学歴やスキルが

他の年代とは異なる意味合いを持っている．だが本分析は一時点のクロスセクションデータを用いているので，

それが年齢を重ねることによる人的資本の価値の高まりなのか，あるいは労働市場の経年的な変化であるかを

識別することは難しい．

4）通貨換算は為替レートの影響を受けること，通貨が異なっても対数をとることで変化率を比較できることか

ら，各国通貨をそのまま用いることとした．

5）PIAACデータではISCED 1997が用いられており，ISCED 2011のレベル5は1997版のレベル5Bに，レ

ベル6はレベル5Aに相当する．



トカムや性別との関連に大きな違いが生じたため，レベル6以上（4年制大学以上）を

「高学歴（HighCredential）」，レベル5以下（短期大学・専門学校・高校等）を「低学

歴（LowCredential）」とする2値変数を採用した．

スキルについては，調査内で測定された個人の「読解力」と「数的思考力」の得点を使

用する．得点は0から500点に分布し，得点に応じてProficiencyLevelが定められてい

る．ここでは「読解力」と「数的思考力」の平均点を個人ごとに計算し，得点が326点以

上を「高スキル（HighSkills）」と定義し，それ以下を「低スキル（LowSkills）」とす

る2値変数を採用した．この326点という閾値より上の値は，ProficiencyLevel4および

5に相当する６）．

さらにAraki（2020）のアプローチにならい，上で定義された「学歴」と「スキル」

の2軸を組み合わせて，「高学歴・高スキル（HCHS）」「高学歴・低スキル（HCLS）」

「低学歴・高スキル（LCHS）」「低学歴・低スキル（LCLS）」の4つのカテゴリーを作成

する．「低学歴・低スキル（LCLS）」と比較することにより，それぞれ学歴だけ高い場合，

スキルだけ高い場合，学歴もスキルも高い場合の影響を評価できる．この手法の目的は，

職業や賃金に及ぼす影響を「学歴」と「スキル」で分けて捉えることである．

職業についても同様に，Araki（2020）で用いられているカテゴリーを採用する．これ

は，国際職業標準（ISIC）による分類で，職業をスキルレベルに応じた4段階，skilled/

semi-skilledwhitecollor/semi-skilledbluecollar/elementaryに分類するものであ

る．このうち一番上に位置するSkilledOccupationに分類された職業を「高スキル職」

と定義し，それ以外を「低スキル職」と定義する（Araki2020）７）．「高スキル職」に1，

「低スキル職」に0をわりあてる2値変数を作成する．

さらに，家庭背景も人的資本の獲得・職業達成・賃金に影響することから，交絡因子と

してコントロールする．本分析では家庭背景として，両親の学歴を用いることとし，父親

もしくは母親のいずれかもしくは両方が大卒だった場合に1を，いずれも大卒でない場合

に0をわりあてる2値変数を用いる８）．

今回は，変数の解釈を容易にする目的で，全体に2値変数を使用する方針とした．しか

し，いずれの変数も別の操作化の可能性，とくに連続変数として定義できる可能性がある．

たとえばAraki（2020）では，スキル，教育年数，職業などについて，いずれも別の閾

値や連続変数を用いてモデルの頑健性を検証している．本稿では紙幅等の都合でこうした
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6）連続変数であるスキルを二値変数に変換する場合，閾値をどう定めるかが問題となる．今回採用したProfi-

ciencyLevelは各国で共通だが，日本は全般的にスキルの得点が高いため，高スキルに該当する人の割合が高

くなる特徴がある．Araki（2020）はPIAAC調査におけるスキルレベルについて異なる閾値を用いた場合の

影響を検証している．

7）職業は，年収のように一直線上に分布する連続変数とは異なり，本来は水平的に分化するカテゴリーである

ため，職業カテゴリー間に序列をつけて一直線上に並べることは難しい．そのため，分析にあたって職業を序

列化するためには，しばしば年収水準が用いられることがある．本分析においてはこの方法を取らず，「高ス

キル職」「低スキル職」という2値変数を用いる．

8）これまで日本の労働研究では賃金関数の推定に家庭環境をコントロールすることはあまり行われてこなかっ

たが，出身階層が学歴獲得や職業達成にどのような影響をおよぼすかは階層研究の重要な関心である．本分析

では，労働市場における性別・学歴・スキル・職業の相対的な位置関係を明らかにするうえでは重要な要因で

あると考え，すべてのモデルにおいて家庭環境の変数をベースラインとする．



検証を省略するが，さまざまな変数の可能性を探ってモデルをより精緻化していくことは，

今後の課題としたい．分析に使用するデータの記述統計を表1に掲げる．

3. 分析モデル

(1)要因間の関連のあるべき姿

本稿では性別と賃金との関連に複数の経路を想定し，要因間の関連の強さを検討するこ

とを通じて，労働市場において各要因がどのような構造のなかに位置づけられるかを明ら

かにする．起点となる要因は「性別」（X），最終的な変数は「賃金」（Y）であり，その

間を「人的資本」（M1）と「職業」（M2）という2つの要因が媒介すると考える．「賃金」

（Y）に直接つながる経路の係数を（・）で示し，それ以外の要因間の経路の係数を（・）

で示す．

先に図1において「性別」「人的資本」「職業」が「賃金」の関連を図示したが，図1に

示したすべての経路がすべて等しい重みを持つわけではない．図2は要因間の「あるべき

姿」を示している．ヨーロッパ型の伝統的な労働市場では，歴史的に労働組合が職業への

入職やその賃金を規制してきたこともあり，教育や訓練などの人的資本の蓄積がどのよう

な職業につけるかを規定する面が強い（・
2
2）．また労働組合の賃金協約などを通じて職業
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表１ 記述統計

θ θ θ

β β

β

β
β

θ

図２ 賃金を規定する要因間の関係（あるべき姿）



ごとに賃金水準が定められる場合も多く，職業が賃金を強く規定する（・3）．それに対し

て，人的資本と賃金との直接の関連（・2）が強い社会も想定できるだろう．たとえば日本

では，労働市場横断的な職業の存在感が弱い一方で，企業内での賃金決定が発達している

ために，個人の人的資本が職業とは独立して賃金を規定する面が強いことが想定できる．

「性別」は人的資本・職業・賃金にそれぞれ影響を及ぼしうるが（・
1
1,・

2
1,・1），この経

路はいずれも「男女格差」につながりうるという観点からは，望ましくないものといえる．

具体的には，「性別」から「人的資本」に影響があることは（・
1
1），男女によって人的資本

（学歴やスキル）の達成度が異なることを意味する．また，「性別」から「職業」への影響

は（・
2
1），男女によって職業達成に違いがある（=性別職域分離）ことを意味する．そし

て，「性別」から「賃金」への影響は（・1），男女の違いが賃金に直接関連することを意味

する．

家庭背景（C）は，人的資本・職業・賃金に影響を与えうる交絡因子として考慮するが，

その影響の有無が本稿の主要な関心ではないため，図中では点線で表示する．

本稿では，日本とイギリスのデータを用いて実際の労働市場における要因間の構造を推

定する．その際，図2で示したあるべき姿をベンチマークにしながら，そこからの違いに

注目して両国の労働市場の特徴を明らかにしていく．

(2)学歴とスキルを区別しない分析

Model1: 基本モデル

以下に図2に示した要因間の関連についての労働市場の構造を定式化する．各要因から

別の要因への影響は，以下の3つの方程式で表される（X:女性ダミー,M1:高学歴ダミー,

M2:高スキル職ダミー,C:両親大卒ダミー）．

Y・・1X・・2M1・・3M2・・4C ・・・・（1）

logitP・M2・1・X,M1・・・
2
1X・・

2
2M1・・

2
3C ・・・・（2）

logitP・M1・1・X・・・
1
1X・・

1
3C ・・・・（3）

これは3つの式からなる構造方程式で，XからYの関連の間に2つのMediator（M1,

M2）を想定するMediationModelである（VanderWeele&Vansteelandt2013）．だが

本分析では媒介された間接効果（IndirectEffect）より，要因間の直接の関連（DirectEf-

fect）に主要な関心がある９）．性別（X）から賃金（Y）への直接効果は・1，人的資本
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9）本モデルは変数同士のあいだに双方向の関係性・ループ・誤差項の相関等を想定しないrecursiveモデルの

ため，同時推定は不要でOLSで個別に式を推定する（Paxtonetal.2011）．ただし，モデルに2つ以上のme-

diatorを含む場合，各推定式に関連する変数をすべて含める必要がある．（たとえば，X->M1->Yの推定にも

M2を含め，X->M2->Yの推定にもM1を含める）．このモデルはmediator同士に関連があっても使用でき，

また mediatorに影響を与える共通の観察されない要因があったとしても，推定結果がロバストである

（VanderWeele&Vansteelandt2013）．



（M1）から賃金（Y）への直接効果は・2，職業（M2）から賃金（Y）への直接効果は・3

である．Model1では，人的資本（M1）の変数として「高学歴ダミー」（大卒以上で1を

とる）を用い，スキルの変数は含まれない．2つの媒介変数M1およびM2は二値変数であ

るため，（1）（2）はLogitモデルを採用する．

このような非線形式をモデルに含む場合，媒介変数を経由した間接効果の計算は複雑に

なる10）．Imai,Keele,andTingley（2010）,Tingleyetal.（2014）は，反実仮想的な枠組

みにもとづくcausalmediationeffectを定義してノンパラメトリックな推定方法を提案

しており，そのアプローチは非線形式を含むモデルにも適用できる11）．Causalmediation

effectは，先行変数（本分析におけるX:性別）の値を固定したとき，媒介変数（M1:学

歴,M2:職業）の値の違いによってアウトカム変数（Y:賃金）に生じる差のことを指し，

以下のとおり定義される．（t:先行変数の値，Mi（t）:先行変数の値をtとしたときの個人

iの媒介変数の値）

・i・t・・Yi・t,Mi・1・・・Yi・t,Mi・0・・ ・t・0,1・ ・・・・（4）

ある個人iについて実際に観察されるのはMi・1・もしくはMi・0・のいずれかであるから，

右辺の一方の項は常に観察されない．そこで反実仮想的な潜在アウトカムを想定し，そこ

から個人iについてのmediationeffectsを計算する．その値をすべてのiについて平均

したものがAverageCausalMediationEffect（ACME）である．潜在アウトカムは，

推定された回帰式を用いた予測値として計算される．推定のアプローチは，以下の数式で

定義されるACMEを，ブートストラップ法によるシミュレーションで計算する12）．

・・
j
・t・・

1

nk
・

n
i・1・

K
k・1

・・・Y
jk

i ・t,Mjk
i ・1・・・Y

jk
i ・t,Mjk

i ・0・・・・・ ・・・・（5）

（j:bootstrapのサンプル,k:個人について先行変数の値ごとに，mediatorの値をシミュ

レーションする回数,n:1サンプルあたりのサイズ,t:先行変数の値（0,1））

本稿の分析では，ACMEの推定が目的ではないが，要因間のパスの構造を理解するため

にACMEの大きさを参考情報として利用する13）．
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10）仮にM1およびM2が連続変数で3つの式が線形回帰式で構成される場合には，媒介変数を経由する間接効

果は，2つのパスの係数をかけあわせたものとなる．すなわち，性別（X）から人的資本（M1）を経由した

賃金（Y）への効果は・1
1・
・2，性別（X）から職業（M2）を経由した賃金（Y）への効果は・1

2・
・3である．

11）VanderWeele&Vansteelandt（2013）では，線形構造方程式をLogitモデルの係数推定に拡張した，パラ

メトリックなモデルが提案されている．

12）推定はRの“mediation”パッケージを使用した．

13）このモデルは，先行変数の割当がランダムであること，媒介変数もランダムであってその後の交絡因子と関

連しないという強い仮定をおく．本モデルでは，これらの仮定が必ずしも満たされるとはいえない（媒介変数

である「人的資本」がその後「学歴」という媒介変数に関連することを想定しているため）．



Model2：性別によるモデレーションの有無を検証する

上記のモデルは，人的資本や職業が賃金等に及ぼす影響が，すべての人で同一であるこ

とを仮定している．だが，人的資本や職業が及ぼす影響は性別によって異なる可能性があ

る（たとえば同じ学歴でも女性は男性よりもリターンが低い等）．そのためModel2では，

媒介変数および交絡因子の効果に，性別によるモデレーションが存在するかを検証する．

具体的には，推定式にM1,M2,Cと性別（X）との交差項を追加する（以下の太字部分）

（X:女性ダミー,M1:高学歴ダミー,M2:高スキル職ダミー,C:両親大卒ダミー）

Y・・1X・・2M1・・3M2・・4C・・5M1X・・6M2X・・7CX ・・・・（6）

logitP・M2・1・X,M1・・・
2
1X・・

2
2M1・・

2
3C・・

2
4M1X・・

2
5CX ・・・・（7）

logitP・M1・1・X・・・
1
1X・・

1
3C・・

1
5CX ・・・・（8）

上記のモデルを推定して，性別との交差項の係数（・5,・6,・7,・
2
4,・

2
5,・

1
5）が有意であ

れば，性別によるモデレーション効果が存在し，人的資本や職業が賃金に及ぼす影響は男

女で違いがあることを意味する．交差項の係数が有意でなければ，性別によるモデレーショ

ン効果の仮説は棄却される（Mulleretal.2005）．

Model3：年齢をコントロールする

労働市場の構造はまた，年齢によって大きく異なることも考えられる．とくに日本では

男性の正社員について年齢とともに賃金が上昇する傾向が広く観察されることから，年齢

によって学歴や人的資本と賃金との関連が異なる可能性がある．一方で，女性正社員につ

いては近年勤続年数が伸びて賃金水準も上がるなどの変化がみられることから，性別の効

果が年齢によって異なる可能性も想定される．Model3では，この年齢と性別の関連を検

証するため，20歳代を基準として30歳代・40歳代・50歳代のダミー変数とともに，それら

と性別との交差項を追加する．

（X:女性ダミー,M1:高学歴ダミー,M2:高スキル職ダミー,C:両親大卒ダミー,A1:30

歳代ダミー,A2:40歳代ダミー,A3:50歳代ダミー）

Y・・1X・・2M1・・3M2・・4C・・5M1X・・6M2X・・7CX

・・・・8,lAl・・9,lAlX・ ・l・1,2,3・
・・・・（7）

logitP・M2・1・X,M1・・・
2
1X・・

2
2M1・・

2
3C・・

2
4M1X・・

2
5CX

・・・・
2
6,lAl・・

2
7,lAlX・ ・l・1,2,3・

・・・・（8）

logitP・M1・1・X・・・
1
1X・・

1
2C・・

1
5CX・・・・

1
6,lAl・・

1
7,lAlX・

・l・1,2,3・
・・・・（9）
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(3)学歴とスキルを区別した分析

Model4：人的資本を学歴とスキルに区別する

ここまでは「人的資本」に学歴の変数を用いてきたが，Model4から「学歴」と区別し

て「スキル」の変数を追加する．先に説明したとおり，「高学歴・高スキル（HCHS）」

「高学歴・低スキル（HCLS）」「低学歴・高スキル（LSHS）」「低学歴・低スキル（LCLS）」

の4つのカテゴリーを使用する．このうち「低学歴・低スキル」をベースカテゴリとし，

残りの3つをダミー変数としてモデルに投入する（太字部分）．

（X：女性ダミー， M1,1：HCHS，M1,2：HCLS，M1,3：LCHS，M2：高スキル職ダミー，

C：両親大卒ダミー）

Y・・1X・・・・2,kM1,k・・・3M2・・4C・・・・5,kM1,kX・・・6M2X・・7CX

・k・1,2,3・
・・・・（10）

logitP・M2・1・・,m1・・・
2
1X・・・・

2
2,kM1,k・・・

2
3C・・・・

2
4,kM1,kX・・・

2
5CX

・k・1,2,3・
・・・・（11）

logitP・M1,k・1・・・・・
1,k
1 X・・

1,k
3 C・・

1,k
5 CX ・k・1,2,3・ ・・・・（12）

このとき新たに加えた変数の係数について，・
2
2,kが表すものは，「低学歴・低スキル

（LCLS）」と比べたときのそれぞれのダミー変数が，高スキル職に付く確率の対数オッズ

比である．また・2,kが表すのは，「低学歴・低スキル（LCLS）」と比べたときのそれぞれ

のダミー変数が賃金を高める限界効果である．これらの係数から，ベースカテゴリと比べ

て，学歴だけが高い場合，スキルだけが高い場合，学歴もスキルも高い場合のそれぞれが，

職業達成や賃金に及ぼす効果を把握できる．また学歴およびスキルの効果に，性別による

モデレーションが存在するかを検証するため，これらの変数と性別との交差項もモデルに

追加する．

Model5：学歴とスキルの効果について，年齢によるモデレーションの有無を検証する

最後に，学歴・スキルが及ぼす影響に年齢による違いがあるかを検証するため，

Model3と同様に年齢のダミー変数，および性別と年齢ダミーの交差項とともに，学歴・

スキル変数と年齢ダミーとの交差項を追加する（太字部分）．

（X:女性ダミー,M1,1:HCHS,M1,2:HCLS,M1,3:LCHS,M2:高スキル職ダミー,C:両

親大卒ダミー,A1:30歳代ダミー,A2:40歳代ダミー,A3:50歳代ダミー）

Y・・1X・・・・2,kM1,k・・・3M2・・4C・・・・・5,kM1,kX・・・・6M2X・・7CX

・・・・8,lAl・・9,lAX・・・・・・10,kM1,kAl・ ・k・1,2,3・・l・1,2,3・
・・・・（13）
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logitP・M2・1・・,m1・・・
2
1X・・・・

2
2,kM1,k・・・

2
3C・・・・

2
4,kM1,kX・・・

2
5CX

・・
2
6Al・・

2
7AlX・・・・・8,kM1,kAl・ ・k・1,2,3・・l・1,2,3・

・・・・ （14）

logitP・M1,k・1・・・・・
1,k
1 X・・

1,k
3 C・・

1,k
5 CX

・・・・
1,k
6,lAl・・

1,k
7,lAlX・ ・k・1,2,3・・l・1,2,3・

・・・・（15）

Ⅳ．分析結果

1. 推定結果の見方

モデルの推定結果は本文の表2～表5および文末の付表1～6に掲載しており，それぞ

れの表はすべて2つの部分で構成されている．上段の表は各モデルの推定結果を示し，下

段の表は各モデルについて媒介変数を経由した平均間接効果（ACME）を推定した結果

を示している．図3～図6は，その推定結果を要因間のパスおよび係数として図示したも

のである．各表の上段部分について，賃金（Y）は「時間あたり賃金」の対数をとってい

るため，賃金（Y）を被説明変数とする線形回帰式の係数は賃金変化率を示している．こ

こでは推定された係数bをexp（b）-1に代入して，賃金変化率を計算している（各表中の

exp（b）-1の列）．これらの値は図3～図6の上半分に各変数から賃金への直接効果の大き

さとして矢印とともに記載している．（M1，M2については各ダミー変数が1をとった場合

の賃金の変化率をパーセンテージで示している．）

人的資本（M1）と職業（M2）はそれぞれ二値変数のため，これらを被説明変数とする

モデルはLogitを採用し，推定された係数bは対数オッズ比を示している．それらの係

数について解釈を容易にするため，他の変数を平均値に固定したときの限界効果を計算し

（MarginalEffectatMean），表中のME列に記載している14）．この数値は，各ダミー

変数が0から1に変化するときの被説明変数への効果（確率）の差である．これらの値は

図3～図6の下半分に，各変数からM1,M2への効果として，矢印とともにパーセンテー

ジポイントで表示している．

ここで注意すべきは，図中上半分は賃金の変化率をパーセンテージで示しており，図中

の下半分は効果の差をパーセンテージポイントで示しているという違いである．この点を

強調するため，図上半分の矢印は実線で，図下半分の矢印は二重線で示すとともに値を下

線・斜体によって表示している．パスの太さは係数の大きさに対応しており，太く表示さ

れているパスは効果がより大きいことを示す．

下段の表の，平均間接効果（ACME）の計算においては，各モデルとも性別→職業→

賃金，性別→人的資本→賃金，人的資本→職業→賃金という，3つの経路での効果を示し

ている．効果の解釈を容易にするため，推定された効果をexp（b）-1で変換している．こ
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14）限界効果の計算においては，Stataのmarginsコマンドを使用した．



れらの値は図3～図6の右下部に経路とともに示しており，性別から媒介変数を経由した

賃金への間接効果を賃金の変化率として表している．

なお，これらの推定表では係数の推定値を点推定で示しているが，実際はサンプルに応

じて変動する値である．そのため2つの係数が点推定の値として異なっていても，厳密に

は一つずつ差の検証を行う必要があるのだが，今回は技術的な問題から係数同士の差を検

定する作業は行っていない．

以下の節では，Model1からModel5の推定結果を順に確認する．まず人的資本として

「学歴」の変数のみを使用したモデル（Model1～3）の結果を確認し，次に人的資本とし

て「学歴」と「スキル」を区別して投入したモデル（Model4～Model5）の結果を確認す

る．

2. 学歴・スキルを区別しない分析

(1)イギリス

表2はイギリスのデータにおけるModel1の推定結果で，図3はそれを図示したもので

ある．イギリスでは総じて図2に掲げた「あるべき姿」に近い結果がみられる．
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図３ Model1推定結果（イギリス）の図示

表２ Model1推定結果表（イギリス）

ACME（平均媒介効果）の推定結果



まず，表2の上表・および図3より，賃金（Y）と最も関連が強いのは職業（M2）で

あり，高スキル職についている人はそうでない人に比べて賃金が79％高い．学歴（M1）

と職業（M2）の結びつきも強く，大卒以上の学歴がある人は高スキル職につく確率が44

％ポイント高い．学歴（M1）と賃金（Y）も直接関連があり，大卒以上の学歴の人は他

の要因を一定にしても賃金が31％高い．

一方，性別（X）もまた賃金（Y）に直接の関連があり，女性は他の要因を一定にして

も賃金が33％低い．しかし，性別（X）と，学歴（M1）および職業（M2）との関連は小

さい．これは，女性であることが大卒以上の学歴獲得に不利にならず，また高スキル職に

つく確率も男性と大きくは違わない（7％ポイント低い）ことを意味する．この性別と学

歴や職業との結びつきの小ささは，性別（X）から学歴（M1）や職業（M2）を媒介した

賃金（Y）への効果がほとんどないことにもつながっている．この点は，表2の下表を確

認すると，性別から学歴に媒介されて賃金に与える影響は有意でなく，性別から職業に媒

介されて賃金に与える影響も-3％と小さい．この間接効果と直接効果をあわせると，女性

の賃金は男性よりも35％低くなっている（ACME表の「総効果」より）．なおModel1に

は，交絡因子（C）として，育った家庭背景をあらわす変数（親学歴のダミー変数）を加

えているが，本分析の焦点ではないため図では省略している．

次に，付表1に掲げたModel2の推定結果から，性別によるモデレーションの効果を確

認する．上表より，賃金（Y）への効果をみると，女性ダミーと高スキル職ダミーの交差

項が有意であり，職業（M2）と賃金（Y）との関連に男女差があることを示している．

その効果をみると，高スキル職についている人はそうでない人より賃金が60％高いところ，

高スキル職の女性はさらにプレミアムがある（効果の大きさは単純に足しあげることはで

きない）．つまり女性が高スキル職につくことによる賃金上昇率は，男性が高スキル職に

付く場合より大きい．そのため，低スキル職・女性の賃金は低スキル職・男性の賃金より

40％低いところ，高スキル職についた女性は低スキル・男性の賃金より高く，さらに高ス

キル職・男性との賃金差も縮めている．このように，イギリスでは高スキル職につくこと

が女性にとって高賃金を得る重要な手段となっており，その意味で「職業（M2）」が男女

格差を縮小する有効な回路になっている．

その一方で，職業への到達において男女間に格差があることも確認できる．職業（M2）

を被説明変数とするモデルでは，学歴（M1）と性別（X）の交差項が有意になっている

（ただし10％水準）．男性の場合，大卒以上の学歴であれば高スキル職につく確率が47％ポ

イント高いところ，女性の場合はその効果が低くなる．そもそも女性は男性と比べて高ス

キル職に就く可能性が5％低いのだが，大卒以上の学歴をとっても高スキル職につく確率

は男性ほどには高まらず，むしろ高スキル職へ到達する確率の男女差は高学歴の場合によ

り拡大してしまう．

次に，付表2に掲げたModel3の結果から，年齢のもつ影響を確認しよう．20歳代をベー

スカテゴリとしたとき，男性の30歳代・40歳代・50歳代の賃金はそれぞれ48％・70％・59

％高い．だが性別と年齢の交差項はすべてマイナスである．つまり，女性では年齢に応じ
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て賃金が高まる傾向が男性ほどみられない．職業（M2）を被説明変数とするモデルで，

高スキル職につく確率をみると，20歳代と比較して30～50歳代で14～22％ポイント高まる．

ここに性別のモデレーションは見られず，年齢の効果は男女で共通である．同じく学歴

（M1）についても，大卒以上の学歴となる確率は30歳代～40歳代で8～9％ポイント高い

が，ここにも性別のモデレーションは見られない．

以上よりイギリスの労働市場の特徴をまとめれば，学歴（M1）から職業（M2），職業

（M2）から賃金（Y）への効果が大きい．また性別が効果をもっているのは，おもに賃金

との直接の関連である．職業から賃金への関連では，女性であることがプラスのモデレー

ション効果を持つことから，女性が高スキル職につくことがむしろ男女格差を縮小する効

果がある．同時にこの高スキル職につく確率は女性においてわずかに低く，また高学歴で

その差が拡大する点が課題である．だが全体としては，人的資本を獲得して高スキル職に

つくことがジェンダー間の賃金格差を縮めることにつながる，労働市場の構造になってい

るといえる．

(2)日本

それでは次に，日本についての分析結果をみよう．表3はModel1の推定結果で，図4

はその結果を図示したものである．

まず，賃金（Y）への各要因の関連をみると，日本でも学歴（M1）から職業（M2），職

業（M2）から賃金（Y）への関連はとくに強い．大卒以上の学歴であれば高スキル職に

つく確率を40％ポイント高め，高スキル職であれば賃金は70％高い．だが，事前の予想に

反して，学歴（M1）から賃金（Y）への直接の関連は+24％とそれほど大きくない．

性別（X）の影響についてみると，賃金（Y）との直接の関連はイギリスと同様に強く，

他の要因をコントロールしても女性は男性に比べて賃金が-45％低い．一方で，イギリス

と異なるのは，性別（X）が人的資本（M1）と職業（M2）に直接関連する点である．女

性であれば，大卒以上の学歴を持つ確率が20％ポイント低く，高スキル職につく確率も12

％ポイント低い．また，学歴や職業に媒介された性別の効果についてみると，表5の結果

より，学歴に媒介された性別から賃金への効果は-4％，職業に媒介された性別から賃金へ

の効果は-5％となっている．これらの経路による間接効果を直接効果をあわせると，性別

―345―

→ →

→ →

図４ Model1推定結果（日本）の図示



が賃金に及ぼす効果は-48％ほどになる（ACME表の「総効果」より）．

次に，付表4に掲げたModel2の推定結果より，性別によるモデレーション効果の有無

を確認しよう．まず賃金（Y）を被説明変数とするモデルをみると，学歴（M1）も職業

（M2）も性別との交差項は有意でなく，学歴と賃金，職業と賃金との関連に，性別による

モデレーションはない．このことは，女性であれば男性より賃金が49％低いのだが，彼女

たちがたとえ大卒以上の学歴を獲得しても，また高スキル職についても，同じ属性をもつ

男性との格差は縮まらず49％の賃金格差が維持されることを意味する．つまり日本では，

学歴（M1）も職業（M2）も男女間の賃金格差を縮小することに貢献しない．さらに，職

業（M2）を被説明変数とするモデルをみると，学歴（M1）と性別の交差項は負で有意で

あり，性別による負のモデレーション効果を示唆する．そもそも女性は大卒以上の学歴を

獲得する確率も，高スキル職につく確率も男性よりも低いのだが，大卒以上の学歴を獲得

したとしても職業達成の男女格差はより拡大し，また高スキル職についても男性との賃金

格差は縮まらない．

性別のモデレーション効果でもうひとつ重要な点が，家庭背景と性別との交互作用であ

り，この点はイギリスと日本で異なっている．イギリスのModel2（付表1）の結果を確

認すると，親の学歴（C）は本人の学歴（M1）および職業（M2）に直接の大きな効果を

持っている．両親のいずれかが大卒であれば，子供が大卒以上の学歴を達成する確率が31

％ポイント増え，また高スキル職につく可能性が9％ポイント増える．だがこの効果には，

男女間で違いがない．一方，日本のModel2（付表4）の結果を確認すると，親の学歴

（C）の影響は次のように理解できる．まず男性の場合，両親のいずれか大卒であれば，

自分が大卒以上の学歴となる確率が22％ポイント高まるが，高スキル職につく確率は変わ

らない．これが女性の場合，自分が大卒以上となる確率はさらに高まり，高スキル職につ
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表３ Model1推定結果表（日本）

ACME（平均媒介効果）の推定結果



く確率も高まる．つまり，女性の方が家庭背景によるプラスの影響をより強く受ける．こ

うした男女差がどのようなメカニズムで生じているかは不明だが，もともと男女の学歴・

職業達成に格差があり，家庭に十分な資源がある場合にのみ女子がその不利を縮小しうる

という実態の背景には，家庭での資源が限られる場合にはそれが男子に優先的に配分され

ている可能性がある．

次に，付表5に掲げたModel3の結果から，年齢が及ぼす影響を確認しよう．男性では，

20歳代をベースカテゴリとして，30歳代・40歳代・50歳代でそれぞれ賃金（Y）が65％・

88％・71％高く，この関連はイギリスと比較しても大きい．この年齢ダミーは性別による

モデレーションがあり，女性の場合は年齢の効果がほとんど打ち消されてむしろ年齢とと

もに賃金が下がる．また，学歴（M1）や職業達成（M2）に年齢が及ぼす影響も性別によ

るモデレーション効果があり，男性では30歳代・40歳代・50歳代でそれぞれ高スキル職を

達成する確率があがるものの，女性ではその効果の大部分がうち消される．学歴（M1）

についてはその傾向が顕著で，男性では年齢とともに大卒以上の学歴を達成する確率が11

％・15％・20％ポイント上がるものの，モデレーションを考慮すると女性ではむしろ年齢

とともに学歴獲得の確率が下がる．

以上，日本の特徴をまとめると，性別（X）から賃金（Y）への直接の効果が大きい事

に加えて，性別（X）から学歴（M1）および職業（M2）への効果も大きいことがあげら

れる．高スキル職（M2）であることが高い賃金につながる経路は男女ともに開かれてい

るものの，もとからある男女格差を積極的に縮小する機能までは果たさない．また，学歴

（M1）と職業（M2）の関連には性別による負のモデレーションが存在し，女性は大卒以上

の学歴を獲得しても高スキル職に就く確率が男性ほどには高まらない．もともと女性は大

卒以上の学歴を獲得しにくく，高スキル職につく確率が低いこととあわせると，日本の労

働市場では，人的資本や職業達成が男女格差を縮小する有効なメカニズムとして機能して

いるとは言いがたい．

3. 学歴とスキルを区別した分析

(1)イギリス

ここまでの分析は「人的資本」として「学歴」を用いてきたが，ここからは「学歴」に

加えて「スキル」の変数を導入する．具体的には，「高学歴・高スキル」「高学歴・低スキ

ル」「低学歴・高スキル」「低学歴・低スキル」の4つのカテゴリーを用いて，「学歴」と

「スキル」が職業や賃金に及ぼす影響を分けて捉える．

まず，イギリスの結果を確認しよう．表4はModel4の推定結果であり，図5はその結

果を図示したものである．人的資本（M1）は「高学歴・高スキル（HCHS）」「高学歴・

低スキル（HCLS）」「低学歴・高スキル（LCHS）」の3変数に分かれている（ベースカ

テゴリは「低学歴・低スキル（LCLS）」）．これまでと同様に，人的資本（M1）→職業

（M2），職業（M2）→賃金（Y）の経路がもっとも太い．だが人的資本（M1）の3つの変

数はそれぞれ影響が異なっており，職業（M2）への関連（高スキル職への達成確率）を
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みると，ベースカテゴリーと比較して，「高学歴・高スキル（HCHS）」が54％ポイント高

く，「高学歴・低スキル（HCLS）」が45％，「低学歴・高スキル（LCHS）」が24％ポイン

ト高い．またこれらの変数はそれぞれ賃金とも直接関連しており，職業（M2）など他の

要因をコントロールしても，賃金（Y）がそれぞれ45％・22％・15％高い．

性別の及ぼす役割に注目しよう．性別（X）と賃金（Y）には直接の関連があるものの，

その大きさは職業（M2）や学歴・スキル（M1）と賃金との直接の関連と比べて大きくな

いし，それ以外では性別（X）の及ぼす効果はほとんどみられない．というのも，性別

（X）から人的資本（M1）との関連はどれもごくわずかであり，また性別（X）から職業

（M2）との関連は有意でない．

Model4では，人的資本（M1），職業（M2），家庭環境（C）の，性別によるモデレーショ

ン効果の有無についても検証している．まず賃金（Y）への影響については，高スキル職

（M2）であれば賃金は57％高いが，女性で高スキル職の場合はそれよりもさらに高くなり，

高スキル職につくことが男女格差を縮小していることがわかる．一方，職業（M2）達成

への影響をみると，高学歴・高スキル（HCHS）の場合に高スキル職につく確率が男性で

は54％ポイント高いのに対して，女性はそれより低くなっており，高学歴，高スキルの効

果が男性ほど高くないことが分かる．

表4の下表は，人的資本や職業に媒介された性別から賃金への効果を推定している．表

より，職業・HCHS・HCLS・LCHSに媒介された効果はそれぞれ-2％,-1％,-1％,-1％

であり，性別の影響はほとんどないことが分かる．これはイギリスでは性別（X）から人

的資本（M1）や職業（M2）への直接のパスがそもそも非常に細いことによる．

さらに付表3に掲げたModel5では，年齢をコントロールするとともに，学歴・スキル

の効果に対する年齢によるモデレーションの有無を検証している．学歴・スキルをあらわ

す3変数と年齢ダミーとの交差項に注目すると，多くの項目で係数がプラスになっている

ことから，20歳代と比較するとそれ以上の年齢層で人的資本（M1）の変数がより大きな
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注）図中の四角で囲っている数値は，性別との交差項の係数を％またはパーセントポイントに
変換したもの．ただし正確な効果の計算には，関連する係数を合計したうえでの対数変換
が必要．

図５ Model4推定結果（イギリス）の図示



効果を持つ傾向にあることが分かる．とくに「高学歴・低スキル（HCLS）」は傾向が明

確であり，年齢があがるにつれて賃金がより高く，また高スキル職につく確率も高くなっ

ている．こうした結果の背景としては，大卒以上という学歴がキャリアをかさねるにつれ

て賃金（Y）や職業達成（M2）にプラスの影響を強く及ぼすようになっていく可能性，

あるいは若い世代においてそうした効果が小さくなってきている可能性が考えられる．

以上をまとめると，イギリスでは「学歴」も「スキル」もともに，賃金（Y）や職業達

成（M2）を高める効果がある．その大きさは，「低学歴・低スキル（LCLS）」を基準にと

ると，「低学歴・高スキル（LCHS）」＜「高学歴・低スキル（HCLS）」＜「高学歴・高

スキル（HCHS）」の順に大きくなる．「スキル」は「学歴」から独立した効果を有するも

のの，「スキル」より「学歴」の方がより大きな効果を持っているのだ．
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ACME（平均媒介効果）の推定結果



(2)日本

次に日本の結果をみよう．表5はModel4の推定結果で，図6はその結果を図示してい

る．職業（M2）との関連をみると，人的資本（M1）のうち「高学歴・高スキル（HCHS）」

および「高学歴・低スキル（HCLS）」は高スキル職につく確率がそれぞれ52％ポイント・

41％ポイント高いが，「低学歴・高スキル（LCHS）」の場合は高スキル職につく確率は14

％ポイント高いにすぎない．一方，賃金（Y）への影響をみると，「高学歴・高スキル

（HCHS）」および「高学歴・低スキル（HCLS）」はそれぞれ賃金が38％・20％ポイント

高いのだが，「低学歴・高スキル（LCHS）」では賃金（Y）との関連は有意ではない．つ

まり，ベースカテゴリの「低学歴・低スキル（LCLS）」と比較して，「低学歴・高スキル

（LCHS）」では職業達成の優位性は小さく，賃金に対する影響は見られない．このことは

日本では大卒以上の学歴を有することは職業達成や賃金を高める一方で，高いスキルを持っ

ていてもそれが大卒以上の学歴を伴わなければ労働市場で評価されていないことを示唆す

る．

同じく表5より，人的資本（M1）の性別（X）によるモデレーションを確認しよう．

まず賃金（Y）を被説明変数としたモデルでは，いずれの交差項も有意になっていないこ

とから，学歴およびスキルと賃金との関連には性別による違いがみられない．一方，職業

（M2）達成への影響では，「高学歴・高スキル（HCHS）」「高学歴・低スキル（HCLS）」

の女性は，高スキル職につく確率が同じ属性の男性と比べて相対的に低くなる．つまり，

日本の労働市場には，そもそも女性は学歴達成・職業達成・賃金のそれぞれが低いという

構造があるのだが，女性がたとえ学歴やスキルを獲得したとしても，それが元からある男

女格差を縮小する効果は限定的である．それどころか高学歴層で高スキル職につく確率の

男女格差はむしろ拡大し，そして仮に高スキル職につけたとしても賃金における男女格差

の大きさは縮まらない．

付表6に掲げたModel5では，年齢をコントロールするとともに，人的資本（M1）の

効果への年齢によるモデレーションの有無を検証している．年齢と性別の交互作用の効果

はModel3の結果と同じで，男性では30歳代・40歳代と年齢があがるにつれ賃金が高くな

るが，女性ではそうした傾向はほとんど見られない．人的資本（M1）と賃金との関連を

みると，年齢をコントロールしない場合「低学歴・高スキル（LCHS）」は賃金への効果

がみられなかったのが，50歳代のみ賃金に対して大きな効果をもつ．職業達成（M2）へ

の影響をみると，「高学歴・高スキル（HCHS）」「高学歴・低スキル（HCLS）」で年齢と

のモデレーション効果があり，年齢が高くなるほど高スキル職につく確率が高まる．だが，

女性では逆に年齢が上がるほど高スキル職につく確率が下がるという関係がみられ，学歴

やスキルが50歳代で賃金を高めるのは男性に限られることが分かる．
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図６ Model4推定結果（日本）の図示

注）図中の四角で囲っている数値は，性別との交差項の係数を％またはパーセントポイントに
変換したもの．

表５ Model4推定結果表（日本）

b s.e. p exp(b)-1 b s.e. p ME s.e. p b s.e. p ME s.e. p

-0.674 *** (0.048) 0.000 -0.490 -0.434 *** (0.130) 0.001 -0.100 *** (0.030) 0.001 -1.098 *** (0.174) 0.000 -0.126 *** (0.019) 0.000
0.321 *** (0.065) 0.000 0.379 2.394 *** (0.175) 0.000 0.525 *** (0.027) 0.000
0.185 *** (0.062) 0.003 0.203 1.769 *** (0.158) 0.000 0.412 *** (0.031) 0.000
0.059 (0.075) 0.430 0.061 0.569 *** (0.192) 0.003 0.137 *** (0.047) 0.004

-0.150 *** (0.047) 0.001 -0.139 -0.185 (0.132) 0.161 -0.042 (0.030) 0.156 0.868 *** (0.136) 0.000 0.111 *** (0.019) 0.000
0.501 *** (0.049) 0.000 0.650
0.040 (0.106) 0.702 0.041 -0.506 * (0.275) 0.066 -0.109 ** (0.054) 0.044

-0.084 (0.097) 0.389 -0.081 -0.650 *** (0.246) 0.008 -0.136 *** (0.046) 0.003
0.058 (0.107) 0.588 0.060 0.041 (0.281) 0.883 0.010 (0.066) 0.884
0.027 (0.072) 0.704 0.027
0.209 *** (0.069) 0.003 0.232 0.418 ** (0.193) 0.030 0.100 ** (0.047) 0.033 0.359 (0.238) 0.131 0.045 (0.032) 0.161

7.231 *** (0.036) 0.000 -0.983 *** (0.093) 0.000 -1.711 *** (0.093) 0.000

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

b s.e. p ME s.e. p b s.e. p ME s.e. p

-0.972 *** (0.160) 0.000 -0.122 *** (0.019) 0.000 -0.170 (0.158) 0.282 -0.016 (0.015) 0.283

0.598 *** (0.136) 0.000 0.080 *** (0.019) 0.000 -0.113 (0.186) 0.544 -0.010 (0.017) 0.539

0.668 *** (0.224) 0.003 0.098 *** (0.037) 0.008 0.356 (0.266) 0.181 0.036 (0.030) 0.222

-1.603 *** (0.089) 0.000 -2.096 *** (0.107) 0.000

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

(linear) (logit) (Marginal Effects at Mean) (logit) (Marginal Effects at Mean)

2,670 2,670

(logit) (Marginal Effects at Mean) (logit) (Marginal Effects at Mean)

2,670 2,670 2,670

ACME（平均媒介効果）の推定結果



Ⅴ．考察

本稿の分析には幾つか課題が残されている．まず，本稿の分析は労働市場の多元的な構

造を，きわめて単純な変数に操作化しているという限界がある．学歴・スキル・職業達成

といった変数については，今回すべて二値変数を用いたが，異なる操作化の方法も考えら

れる．スキルについては，得点を連続変数として用いたり，あるいはカテゴリー化する場

合でも異なる閾値を用いることが考えられる．またそもそもPIAAC調査におけるスキル

は，読解力や数的思考力など認知的な面に焦点をあてているが，仕事に用いるスキルは多

面的でありまったく異なる要素も考えられる．職業もまた，職業威信スコアなどを用いて

連続変数に操作化する方法も考えられるし，本来は一元的な尺度に操作化することにも難

しさがある．こうした可能性をふまえて，人的資本や職業と賃金との関連について今後よ

りきめ細かい分析が求められる．

そうした限界をふまえながら，本稿の分析で明らかになったことをまとめよう．まずイ

ギリスでは，あるべき姿で想定したとおりに，「学歴」と「職業」，および「職業」と「賃

金」の関連が強い．「性別」の影響をみると，女性では他の要因をコントロールしても

「賃金」が33％低いという関連がみられる．女性であっても「学歴」獲得への不利な影響

はみられないが，「職業」との関連をみると，女性は高いスキルを要する職業につく確率

が男性よりもやや低い．しかしながらいったん女性が高スキル職につけば，低スキル職に

比べて賃金が高くなる程度は男性よりも大きく，イギリスでは「職業」が男女賃金格差を

縮小するメカニズムとして機能しているという点が重要である．また，人的資本として

「学歴」と「スキル」を分けて影響をみた分析では，「スキル」が「学歴」とは独立して職

業達成や高い賃金と関連していることが明らかになった．つまりイギリスでは高い「スキ

ル」を持つものは，たとえ「学歴」が低くても，職業達成や賃金水準が高まるのだ．

これに対して日本では，まず「性別」が「賃金」に直接与える影響が大きく，女性であ

れば他の要因をコントロールしても賃金が45％低い．さらに，日本では女性であることが

大卒以上の「学歴」を得る確率を下げ，高いスキルを要する職業につく確率をも下げる．

こうした要因を経由した間接的な影響も加味すると，女性であることで賃金は一層低くな

る．また仮に大卒以上の「学歴」を取得したとしても，高スキル職につく確率は男性ほど

には高まらず，むしろ高学歴層で「職業」達成の男女格差がより拡大する．また，日本で

はイギリスのように「職業」が男女賃金格差を緩和する効果がみられず，高スキル職にお

いても低スキル職と同じ大きさで男女賃金格差が存在している．もともと女性は男性より

も高スキル職につく確率が低いこととあわせて考えると，むしろ「学歴」や「職業」が男

女賃金格差を維持あるいは拡大する役割をはたしている．さらに「スキル」を加えた分析

からは，日本で大卒の学歴があれば，高いスキルを持つ人が高スキル職につく確率が高く

賃金もより高いのだが，もし大卒の学歴がなければ，たとえ高いスキルを持っていても，

高い職業達成や高賃金につながっていないことが明らかになった．このことは，日本の労
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働市場で「学歴」とは独立して「スキル」が十分に評価されていないことを意味する．さ

らに「年齢」の影響をみると，男性ではイギリスでも日本でも年齢とともに「学歴」や

「スキル」と「職業達成」や「賃金」の関連が強くなり，日本では「年齢」とともに「賃

金」が高くなる直接の関連が特に強い．だが女性は大きく状況が異なり，特に日本では女

性にとって「年齢」を重ねることが「学歴」「スキル」「職業達成」「賃金」を高める効果

はほぼないかもしくはマイナスである．

本稿の分析結果は，日本の労働市場で人的資本投資を行っても，男女格差縮小に対して

限定的な効果しか持ちえない可能性を示す．学歴達成・スキル獲得・あるいはその先の企

業の人材育成において男女間で格差が存在する現状は，もちろんすみやかに改善されねば

ならない．だが仮に人的資本の差がなくなったとしても，日本では「スキル」から「職業

達成」や「賃金」を高める経路がごく細いために，男女間の格差が解消されない可能性が

ある．したがって，労働市場のアウトカムにおける男女格差を解消するためには，これま

で先行研究がたびたび指摘してきたように，「勤続」や「雇用形態」という労働市場の制

度に起因する要因へのアプローチが欠かせない．具体的には，「勤続」に対するリターン

を男女で等しくし，さらには勤続そのもののリターンを小さくしていくこと，また雇用形

態と性別の結びつきを解消し，雇用形態間の処遇格差を小さくしていくことなどが該当す

る．そして何より，人的資本の蓄積がよりよい仕事（職業）へと繋がり，また仕事がその

内容にみあった賃金へとつながる回路を，しっかりと太くつなげることが重要である．

急速に変化する仕事の内容や労働需要に対応するには，リスキリングをはじめとする人

的資本投資の重要性は高まる．しかし人的資本投資の重要性もさることながら，獲得され

たスキルをきちんと評価し，それを仕事や賃金へきちんと反映できるような労働市場の構

造へと作り変えていくことの必要性を，本稿の分析結果は示している．

（2023年7月31日査読終了）
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【付表】

ACME（平均媒介効果）の推定結果

付表１ Model2推定結果表（イギリス）

付表２ Model3推定結果表（イギリス）

ACME（平均媒介効果）の推定結果
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付表３ Model5推定結果表（イギリス）

ACME（平均媒介効果）の推定結果
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付表４ Model2推定結果表（日本）

付表５ Model3推定結果表（日本）

ACME（平均媒介効果）の推定結果

ACME（平均媒介効果）の推定結果



―357―

付表６ Model5推定結果表（日本）

ACME（平均媒介効果）の推定結果
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HowAreSkillsValuedintheLaborMarketandRelatedtoGenderInequality?
-AComparisonofLaborMarketStructureinTermsofGender,Education,

Skills,andOccupation.

SUZUKIKyoko

TowhatextentisaninvestmentinskillseffectiveinreducingthegenderwagegapinJapan?

Recentstudieshaveshownthatdiversefactorssuchasoccupationandskillscontributetothegen-

derwagegap.Inthispaper,Iestimatetherelativesizeoftheimpactofgender,credentials,skills,

andoccupationonwages,consideringdifferentpathways,andcomparethestructureofthelabor

marketintheU.K.andJapan.Idistinguishbetweencredentialsandskillsandfocusonthefunc-

tionsofthesefactorsinthelabormarket.ThedatausedinthestudyaretheProgrammefortheIn-

ternationalAssessmentofAdultCompetencies(PIAAC)byOECD,andthemoderatedmediation

modelisemployed.Theresultsarepresentedasfollows:first,occupationhasastrongrelationship

withwagesintheU.K.,whereasgenderhasastrongdirecteffectonwagesinJapan.Genderalso

hasasignificanteffectonwagesthroughhumancapitalandoccupationinJapan;second,inthe

U.K.,havinganoccupationrequiringhighskillsreducesthegenderwagegap,whilenosuchef-

fectscanbeobservedinJapan;third,inJapan,havinghighskillsincreasestheprobabilityofattain-

inganoccupationrequiringhighskillsandincreasingwages,specificallyifitisaccompaniedwith

universitydegrees.However,withoutuniversitydegrees,havinghighskillshaslittleeffectonoc-

cupationalattainmentandnoeffectonwages.Thisindicatesthattheskillsarenotproperlyevalu-

atedandlinkedtooccupationandwagesintheJapaneselabormarket,whichsuggeststhat

investmentinhumancapitalmayhavealimitedeffectonimprovingwages.Institutionalreformof

thelabormarketsuchasenhancingthelinkagebetweenskillsandwagesisessentialtoreducethe

genderwagegapinJapan.

Keyword:gender,skills,wagegap,humanresources,labormarket
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特集Ⅲ：国際的な視点から見たジェンダー研究の展開（その２）

高学歴女性の出生に関する国際比較分析：

両性合計出生率によるジェンダー公平仮説の検証

福 田 節 也

１．はじめに

ジェンダーの変化が出生に与える影響は，近年における学界・政策立案の中心的なテー

マのひとつであり，先進国のみならず途上国からも高い関心が寄せられている．人口減少

過程に入った日本においては，政策的に極めて重要なテーマであるが，科学的なエビデン

スは十分とは言えない．今日多くの先進・新興諸国で女性の大学進学率（あるいはその伸
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ジェンダー役割の変容が出生に与える影響は，近年における学界・政策立案の中心的なテーマの

ひとつであり，先進国のみならず途上国からも高い関心が寄せられている．人口減少過程に入った

日本においては，政策的に極めて重要なテーマであるが，科学的なエビデンスは十分とは言えない．

今日多くの先進・新興諸国で女性の大学進学率（あるいはその伸び率）が男性を上回るようになり，

成年人口における学歴構成の変化が，ジェンダー役割に変容をもたらすと共に，パートナー選択や

出生にも新たな行動パターンをもたらす可能性が指摘されている．本論文では，ジェンダーの公平

性と出生に関する理論であるジェンダー公平理論とジェンダー均衡理論についてレビューを行い，

それぞれの理論に対応する2つの仮説からなる「ジェンダー公平仮説」を導出した．さらに，実証

においてはSchoen（1985）が提示した出生指標である両性合計出生率TFR2を用いて，高学歴女

性の出生率の期間変動に関する分析を行った．高学歴女性の出生率の期間変動は，女性の高学歴化

に起因する結婚難による影響（＝birthsqueeze）を受けているが，この点について着目した研究

は少ない．TFR2はbirthsqueezeによる影響を補正した合計出生率であることから，高学歴女性

の行動変化を基調とした出生力変動を示すことができる．本研究では，日本，ポルトガル，アメリ

カ，フランスのセンサス個票データを用いて，1980年から2010年までの4時点におけるTFR2を

計算し，その期間変動がジェンダー公平仮説と整合的であるのか分析を行った．分析の結果，2010

年時点のTFR2を比較すると，ジェンダー公平が進んでいる国ほど高学歴女性の出生率が高いと

する仮説1が支持され，ジェンダー公平理論と整合的な結果を得た．また，各国におけるTFR2

の動きは，ジェンダー公平の改善に伴い，高学歴女性のTFR2が上昇するとする仮説2を支持し，

ジェンダー均衡理論と整合的であった．西欧諸国のみならず，わが国においても，ジェンダー公平

の改善と高学歴女性の出生が正の関連を持つ可能性があるとの分析結果は，今後のわが国の政策を

考える上で重要な知見であるといえる．

キーワード：ジェンダー，出生，学歴，両性合計出生率，両性出生モデル，センサスデータ



び率）が男性を上回るようになり，成年人口における学歴構成の変化が，ジェンダーに変

容をもたらすと共に，パートナー選択や出生にも新たな行動パターンをもたらす可能性が

指摘されている（VanBavel2012）．

本論文では，ジェンダーの公平性（genderequity）と出生に関する理論であるジェン

ダー公平理論（McDonald2000）とジェンダー均衡理論（Esping-AndersenandBillari

2015;Goldin2006;Goldscheideretal.2015）についてレビューを行う．さらに，実証に

おいては Schoen（1985）が提示した出生指標である両性合計出生率（Two-sexTotal

FertilityRate,TFR2）を用いて，高学歴女性の出生率の期間変動に関する分析を行う．

高学歴女性の出生率の期間変動は，女性の高学歴化に起因する結婚難による影響

（＝birthsqueeze）を受けているが，この点について着目した研究は少ない．後述するよ

うに，TFR2はbirthsqueezeによる影響を補正した合計出生率として解釈できることか

ら，高学歴女性の行動変化を基調とした出生力変動を示すことができる．本研究では，日

本，ポルトガル，アメリカ，フランスのセンサス個票データを用いて1980年から2010年ま

での4時点におけるTFR2を計算し，その水準や期間変動がジェンダー公平理論やジェ

ンダー均衡理論から導かれる仮説と整合的であるかについて検証を行う１）．

２．ジェンダー公平理論とジェンダー均衡理論

多くの先進工業国において，女性の高学歴化が進み，女性の労働市場における地位が男

性に追いつきつつある中，労働領域と家庭領域の双方において高いジェンダーの公平性を

達成することは，重要な政策目標となりつつある．このことは，個人が直面するワーク・

ファミリー・コンフリクトを軽減し，人々のWell-beingを向上させると共に，世帯にお

ける収入の安定を図り，出生力を維持・上昇させる上で重要であると考えられる．とりわ

け，人口減少過程に入ったわが国においては，女性就業を促進しつつも，希望子ども数の

達成を通じて出生率を維持・上昇させていくことが喫緊の課題であり，ジェンダーと出生

に関する理論的・実証的研究の重要性が増している．以下では，ジェンダーの公平性と出

生に関する理論であるジェンダー公平理論とジェンダー均衡理論について整理し，実証分

析のための仮説を提示する．

出生力理論にジェンダー公平の概念を取り入れた初期の研究としてMcDonald（2000）

が挙げられる．McDonald（2000）は，国別の出生力の違いを説明する要因として，教育

や就業におけるジェンダーの公平性と，家族や社会制度におけるジェンダーの公平性との

ギャップを挙げている．出生力がTFR1.5を下回る水準にまで低下している国においては，

教育や労働におけるジェンダーの公平性が比較的高いのに対し，家族領域においてはジェ

ンダーの公平性が低い場合が多い．このような社会では，女性の人的資本が高まり，女性
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1）本研究は，日本学術振興会・国際共同研究加速基金（国際共同研究強化（A））「両性出生モデルを用いた学

歴ペア別出生力の分析：センサスデータによる大規模国際比較」（研究代表者：福田節也，研究課題番号

18KK0374）による成果の一部である．



は男性と同じようなキャリアを追求することができるようになった反面，家庭においては

規範や制度的な要因により，依然として男性よりも多くの役割を担わなくてはならない．

そのため，職業キャリアの達成を重視する女性は，結婚や出生を抑制することで家族生活

における負担を回避する傾向にある．一方で，出生力が比較的高い国々（典型的には北欧

諸国）においては，教育や労働におけるジェンダーの公平性が高く，女性の社会進出が進

んでいるが，女性の高い人的資本投資が家族形成の妨げとならないよう，公的保育や税・

給付による子育て世帯への所得移転，育児休業制度等の家族政策が充実している．そのた

め，女性はキャリアの追求と家族形成を両立することが可能であり，妻や母親となっても

比較的高いジェンダーの公平性が担保されている．したがって，教育・労働領域と家族領

域の双方におけるジェンダー公平のギャップが小さい国々では出生力が比較的高い傾向に

ある．

McDonald（2000）の理論は，国別の出生力の違いを説明することを目的に提示されて

いる．この理論においては，ジェンダーの公平性と出生力について，因果推論を行ってい

るのではないため，例えば，ある国で家族領域におけるジェンダーの公平性が上昇した場

合に，出生力が上昇するのかについては必ずしも自明ではない．また，出生に直接かかわ

る要因としてジェンダー平等（genderequality）ではなくジェンダー公平（gendereq-

uity）が挙げられている点にも特徴がある．McDonald（2013）の解説によれば，ジェン

ダー平等とは教育，就業，賃金，政治参加，健康等の領域における男女の成果（output）

を比較することによって測定されるものであり，比較的単純な概念である．一方で，ジェ

ンダー公平は，より繊細な概念であり，男女で異なる結果をもたらしうるため，その測定

にやや問題を含む概念である．具体的には，ジェンダー公平とは，ある社会における文化・

制度的なジェンダー状況において男女に与えられている機会とそれに対するカップル，と

りわけ女性の公平性（fairness）についての認識を意味する．McDonald（2013）は，両

者のうち出生力に直接かかわる概念として重要なのはジェンダー公平であることを強調し

ている．例えば，ジェンダー平等とジェンダー公平の違いを説明する例として，オランダ

とオーストラリアにおける女性就業が挙げられている（McDonald2013）．両国において

は，母親の多くがパートタイムで働いており，父親はほとんどがフルタイムで働いている

ため，就業時間に関してジェンダー平等とは言えない．しかし，両国では就業におけるジェ

ンダーの公平性は高く，出生率も比較的高い．なぜならば，両国では就業者が比較的自由

に就業時間や就業日数を調整することが可能であり，パート就業であってもキャリアを追

求することが可能で，かつ就業に付随する各種の福利厚生（社会保険料の事業者負担等）

についても就業時間に比例して享受することができるためである．そのため，パートかフ

ルタイムかは就業者本人が選べる上，就業時間による待遇面の差がほとんどない．さらに，

両国では子育て期の女性はパート就業を望む傾向が強いため，こうした制度は女性が就業

と家庭役割の両立を図る上で理に叶っており，かつジェンダー公平な制度であると認識さ

れている．また，両国における高い最低賃金も母親のパートによる就業継続の選好を支え

る背景要因となっている．McDonald（2000）が提唱したジェンダー公平理論においては，
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このように女性たちの選好に合致した社会制度か否かが，社会における出生力の水準と重

要な関連を持つことが指摘されている．ただし，実証においてジェンダーの公平性をどの

ように測定するのかについてはいまだ確定した方法はなく，多くの場合において，便宜的

にジェンダー平等に関する指標が用いられているのが実情である（Esping-Andersenand

Billari2015）２）．

McDonaldのジェンダー公平理論を一歩進めて，一国における出生力の変動とジェン

ダーとの関係について説明を試みたのがジェンダー均衡理論である３）（Esping-Andersen

andBillari2015;Goldin2006;Goldscheideretal.2015）．1970年代以降，多くの先進諸

国において，高等教育への進学率が男女で逆転し，女性の方が男性よりも高い教育を受け

るようになった（Esteveetal.2016;VanBavel2012）．高等教育への進学における男女

差の逆転は，労働参加率や賃金率における男女差の縮小として顕在化することとなった

（Goldin2006;MandelandSemyonov2014）．また，高等教育への進学や就業が女性の

標準的なライフコースとなるにつれて，ジェンダーや家庭生活における性別役割分業に対

する態度もより平等的なものへと変化していった（Goldin2006）．このような一連のジェ

ンダー関係の変容を「ジェンダー革命」という（文献により「女性革命（female

revolution）」や「静かなる革命（quietrevolution）」とも言われる）．

近年新たに観察されるようになった一連の家族形成における変化は，「男性稼ぎ手―女

性家庭役割」（male-breadwinner,female-homemaker）を特徴とするカップル形態から

ジェンダー平等的な共働き（gender-egalitarian,dual-earner）を特徴とするカップル形

態へと社会の均衡（equilibrium）がシフトしていく過程を反映している（Esping-

AndersenandBillari2015）．先進国における出生力の水準については，ジェンダー革命

の進展とともにU字型の変化を辿ると説明されている．ジェンダー革命の初期において

は，伝統的な性別役割分業に基づくカップル形態が常態であり，安定した婚姻関係の下，

高い出生率が観察される．その後，ジェンダー革命が進展するものの，社会がまだ対応で

きていない状態においては，女性の社会経済的地位の向上が結婚や婚姻関係の安定にネガ

ティブに作用するため，出生率は低下する．しかし，ジェンダー革命が成熟段階に入ると，

就業や家庭生活におけるジェンダー平等主義が支配的な規範となるため（注：社会におけ

る諸制度もそれに準じたものとなっている前提），共働きや平等な家事・育児分担に基づ

く役割分業の下，再び婚姻やカップル関係が安定し，出生率が上昇する．このように，ジェ

ンダー均衡理論においては，ひとつの社会において規範となるカップルの役割分業の形が

変わりうることを想定している．新たな規範の出現とそれに対応する社会制度が合わさる

ことで，その社会の規範に準じた生き方をする男女間の関係が安定し，女性の希望出生児

数に対する充足率が上昇するため出生率も上昇すると論じられている（Esping-Andersen
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2）McDonald（2013）では，ジェンダーの公平性を測る指標の例として，時間当たり賃金の男女差，希望者に

対する公的保育の充足率，夫妻の家事・育児時間，出産・育児の機会費用に対する許容度などが挙げられてい

るが，同時にこれらが出生に影響するジェンダー公平指標であるのかについてはさらなる検討が必要であると

も述べられている．

3）ジェンダー均衡理論は，複数の理論的考察からなる一群の枠組みであり，各研究の詳細は若干異なるが，こ

こではその要約を述べる．



andBillari2015）．

Goldscheideretal.（2015）においても同様の議論が展開されているが，そこではジェ

ンダー革命を，出生率の低下を伴う第1段階と出生率の上昇を伴う第2段階に分けて議論

している．第1段階の開始は，女性の高等教育への進学率や労働参加率の劇的な上昇であ

り，第2段階の開始は，男性の家庭領域における関与の上昇によって定義されている．こ

の二つの段階は，それぞれMcDonaldのジェンダー公平理論における教育・労働領域と

家族領域におけるジェンダー公平に対応している点は興味深い．ただし，McDonald

（2000，2013）は家族領域におけるジェンダーの公平性について，（税・社会保障を含む広

義の）家族政策の役割を強調しているが，Goldscheideretal.（2015）では男性の家庭役

割への関与をより直接的な要素としてみているという点で違いがある４）．Goldscheideret

al.（2015）によれば，多くの国において男性の家庭領域への関与は始まったばかりであ

るが，アメリカにおいては共働きの父親の子育て時間はカップルの合計子育て時間の40％

を超えており，20年間で5時間増加している（Bondetal.1998;Yeungetal.2001）．ま

た，ヨーロッパを対象とした研究においては，若い世代の教育水準の高い父親において家

事・育児時間の増加が顕著である（Sullivan,BillariandAltinas2014）．一方で，育児

に比べて家事に対する男性の関与の度合いは未だに低いとの知見もある（Bonke&

Esping-Andersen2008）．いずれにせよ，男性の家庭領域における関与については，進行

中かつ向上の余地があるため，より平等な男女関係をベースとした新たな均衡が見出され

るのではないかとの予測が提示されている（Goldscheideretal.2015）．

先進諸国におけるジェンダーの変容は，一国全体の出生率の変動に関係するのみならず，

従来観察されてきた出生やその他の家族行動における社会経済的差異を弱めるもしくは逆

転させるという形で表出する点に大きな特徴がある．例えば，結婚については，従来，学

歴が高い女性ほど晩婚であり，生涯未婚率も高いという傾向がみられた．しかし，今日多

くの先進諸国において，学歴が高い女性は晩婚であるが，必ずしも生涯未婚率は高くない．

むしろ一部の国では学歴が高い女性ほど婚姻率が高いという傾向に変化している（オース

トラリア・ニュージーランド：Heard2011，ヨーロッパ諸国：Goldscheideretal.2001，

アメリカ：Goldstein&Kenney,2001;Schoen&Cheng,2006;Torr,2011，東アジア：

Cheng,2014;Park&Lee,2017;Zhouetal.2017）．日本においても2005年以降，大学卒・

短大卒の女性の婚姻率が高校卒の女性の婚姻率を上回るようになったことが示されている

（Fukudaetal.2020）．このような変化は，ジェンダー革命のプロセスにおいて，稼得能

力の高い女性が結婚市場において高く評価されるようになったためであると解釈すること

ができる５）（Goldscheideretal.2015）．
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4）その他に挙げられる違いとして，Goldscheideretal.（2015）においては，ジェンダー平等とジェンダー公

平についての区別はされておらず，ジェンダー平等（genderequality）の語を用いて議論が展開されている．

一方，Esping-Andersen&Billari（2015）においては，ジェンダー公平の方がジェンダー平等よりも出生と

の関連性が高いとしているが，両者の高い相関を前提としてジェンダー平等主義（gender-egalitarianism）

の語を使用している．

5）Fukudaetal.（2020）は，グローバル化により雇用の非正規化が進んだことで，男性の経済的地位が低下

したことも一因として挙げている．



出生については，タイミングに加えて，パリティ（出生児数）の要素があるため，結婚

よりもプロセスが複雑である（Goldscheideretal.2015）．そのためまだ知見は限られて

いるが，北欧諸国（フィンランドを除く）では女性の学歴別の無子割合について，コーホー

ト間で逆転する傾向がみられる．Jalovaaraetal.（2019）によると，1940-60年代出生コー

ホートまでは学歴が高い女性において無子割合が最も高かったが，1960年代後半もしくは

1970年代初めの出生コーホートでは，学歴が低い女性において無子割合が最も高くなって

いる．他のヨーロッパ諸国においては，依然として学歴が高い女性において無子割合が高

い傾向にあることから（Sobotkaetal.2017），今のところ無子割合における学歴差の逆

転は一部の北欧諸国に限られた現象といえるが，今後理論が予測するようにジェンダー革

命の進展とともに他国にも広がっていくのかが注目されている．

ジェンダー公平理論，ジェンダー均衡理論ともに，出生やパートナーシップ形成におけ

る女性の経済的役割の変化に着目している．また，その際に最も着目されているのが女性

の学歴である．学歴は人的資本の代理変数であり，個人の稼得能力を反映している．また，

学歴はジェンダー平等主義的な価値観とも正の相関をもっている．そのため，ジェンダー

革命の進展により教育・労働領域と家庭領域のジェンダー公平ギャップに最も直接的に影

響を受けるのは高学歴女性であるといえる．同時に，家庭領域におけるジェンダー公平の

改善により最も恩恵を受けるのも，稼得能力が高く，ジェンダー平等意識の高い女性，つ

まり高学歴女性である．そのため，ジェンダー均衡理論が想定するような出生力の変動を

牽引するのは高学歴女性の出生行動であると目されている（Esping-Andersenand

Billari2015）．同様の理由により，McDonald（2013）は，高学歴女性の出生力水準の国

際比較を通じてジェンダー公平理論の検証が可能であることを指摘している（McDonald

2013,p.989）．本研究においては，上記のジェンダー公平理論並びにジェンダー均衡理論

から導かれる仮説を「ジェンダー公平仮説」として，以下のように整理する．

仮説1：ジェンダーの公平性が高い国ほど高学歴女性の出生率が高い

仮説2：ジェンダーの公平性の改善に伴い，高学歴女性の出生率は上昇する

以下では，高学歴女性の期間出生率の国際比較及び時系列変動に関する分析を行い，こ

れらの仮説について検証を行う．次節では，分析を行うための方法論上の課題について述

べる．

３．女性の高学歴化と高学歴女性の出生：構造要因と行動要因

1970年以降，多くの先進・新興諸国において，女性の高学歴化が男性よりも早いペース

で進みつつある（VanBavel2012;Esteveetal.2016）．2010年の時点の欧米諸国ではス

イスを除き，すべての国で男性よりも女性の方が高等教育卒業者の割合が高くなっている

（VanBavel2012）．女性の高学歴化が男性よりも早いペースで進む場合，結婚市場にお
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ける男女の学歴構成に変化が生じる．このような変化は，ジェンダーに変容をもたらし，

人々の出生行動に影響を与えるのみならず，人口学的には高学歴女性が配偶者と出会うチャ

ンスに影響を与えることで出生率に影響を与えている．

男女の婚姻率は潜在的な結婚相手に出会う機会の多さと配偶者に対する個人の選好に依

存している（Kalmijn1998）．古典的な結婚難の理論では，結婚難の度合いは性比によっ

て測られる．結婚可能な異性が少なくなれば結婚の機会は減少し，これが多くなれば結婚

の機会が上昇する．配偶者に対する選好は個人によって異なるが，伝統的な性別役割分業

が仮定される社会においては，一般に女性は自分と同等かそれよりも高い社会経済的地位

の男性との結婚を望む傾向がある．これを女性の同類婚・上方婚志向という．学歴に関し

ても同様に，高学歴女性が自分と同等の学歴の男性との結婚（学歴同類婚）を望むと仮定

すると，高学歴女性の急速な増加は，高学歴男性との出会いのチャンスを相対的に少なく

する方向に働くため，婚姻率を低下させる方向に働く．RaymoandIwasawa（2005）は，

日本のデータを用いて1980-1995年における大卒女性の婚姻率の低下のおよそ3割前後が

結婚難，すなわち潜在的な結婚相手（大卒男性）が相対的に減少したことによって説明さ

れることを示している．Schoen（1985）は，このような結婚難による出生抑制効果を

birthsqueezeと呼んでいる．ここでは婚姻によるパートナーシップを例としたが，欧米

においては同棲や同棲パートナーとの婚外出生が増加していることから，結婚難の概念は

結婚に限らずパートナー形成（mating）全般に適用し得るものであるといえる（Van

Bavel2012）．

女性の同類婚・上方婚志向を前提とした場合，高学歴女性におけるbirthsqueezeは，

高学歴女性の同類婚における出生力を低下させうる人口構造的要因であるといえる．した

がって，ジェンダー革命の第1段階における高学歴女性の期間出生力の低下は，必ずしも

理論が仮定するような「ジェンダー伝統的な結婚からの高学歴女性の逃避」によるものば

かりではなく，女性の高学歴化に起因するbirthsqueezeによる非意図的なケースも含ま

れていることが想定される．

一方で，高等教育への進学において女性が男性を上回り，女性の経済的地位が高くなる

と，結婚相手の学歴や稼得能力は従来ほど重要な要件ではなくなる可能性もある（Van

Baveletal.2018forreview）．女性の方が男性よりも高等教育を受けている国々におい

は，すでに女性の学歴上方婚よりも女性の学歴下方婚の方が多く観察されるようになって

いる（Esteveetal.2016;Grow&VanBavel2015）．高学歴化のさらなる進展により高

学歴女性の結婚行動が「結婚難による未婚化」から「学歴下方婚の増加」へと転ずるので

あれば，高学歴女性の出生率も上昇に転じる可能性がある．実際に，日本においても，大

卒女性の学歴下方婚が，女性の高学歴化による構造変化のみでは説明できないペースで進

みつつあることが指摘されており（Fujihara&Uchikoshi2019;Fukudaetal.2020;

Fukudaetal.2021），その出生率への影響を解明することはわが国の出生率の動向を占

う上で重要なテーマとなりつつある．

ジェンダー革命の第2段階における出生率の上昇メカニズムには，このような「結婚難
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による未婚化」から「学歴下方婚の増加」へのシフトによる婚姻率（同棲も含む）の上昇

が関与している可能性がある．また，理論においては，よりジェンダー平等的な社会への

移行を通じて高学歴女性の出生率，具体的には高学歴同類婚ペアと高学歴女性の学歴下方

婚ペアの出生率の両方もしくはいずれか，が上昇することが想定される．しかし，ここに

おいても男女の高学歴化のペースの違いによって，その出生率の変動はbirthsqueezeに

よる人口構造的な影響を受けることとなる．具体的には，女性の高学歴化が男性よりも早

いペースで進んでいる場合には，高学歴同類婚ペアにおける期間出生率はbirthsqueeze

によって下方に押し下げられる力が働く．高学歴女性の学歴下方婚ペアにおいても同様の

影響がみられるものと思われるが，birthsqueezeの影響の大きさは，高学歴女性の数と

高等教育を受けていない男性の数の比率により決まる．また逆に，ジェンダー革命の第2

段階における出生率の上昇には，女性の高学歴化のペースが落ち着き，結婚市場における

学歴構成割合の変化がないこと，すなわちbirthsqueezeによる追加的な負の影響が作用

しないことが関係している可能性もある６）．

ジェンダー均衡理論およびジェンダー公平理論においては，出生力の指標についてそれ

が期間指標であるかコーホート指標であるかについて明確な区別は行われていない７）．し

かしそれがいずれの指標であるとしても，上記で述べたような人口構造要因による影響は

想定されておらず，理論において想定している出生率の変動はすべて女性の行動変化によ

る影響のみが仮定されている．先行研究において，この点について言及している研究は皆

無であるが，birthsqueezeによる出生率の歪みを修正した上で分析を行うことで，男女

の学歴構成比が異なる国や時点間でジェンダー公平仮説の検証をより精緻に行うことが可

能となる．本研究では，Schoen（1985）が提示した両性出生モデルを用いることによっ

て，高学歴女性の期間出生率を学歴ペアごとに分解し，各ペアにおける期間出生率の変化

について，birthsqueezeの大きさを検証するとともに，birthsqueezeによる影響を補正

した両性合計出生率を計算し，ジェンダー公平仮説の検証を行う．

４．両性出生モデルによる期間合計出生率とbirthsqueeze指標の算出

高学歴女性の出生率の変動は，結婚（パートナーシップ形成）可能な男性の数の変化に

よる影響を受けている．出生は男女双方による同時決定行動であるが，通常の女性の年齢

別人口を用いた出生率においては，期間率，コーホート率ともに，男性人口の質的・量的

情報が明示的に反映されておらず，男女の人口構造の違いに起因するミスマッチ，すなわ

ち birthsqueezeによる影響を排除することができない．この問題に対処するため，

Schoen（1985）は，結婚の分析に用いる調和平均両性モデル（harmonicmeantwo-sex
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6）birthsqueezeは結婚難による出生抑制を想定しているため，すでに結婚しているカップルの出生力（特に，

高順位出生率）が高い（または上昇する）場合には，仮にbirthsqueezeが強く作用している男女の組み合わ

せであっても出生率は高くなる（上昇する）ため，birthsqueezeの変化が必ずしも期間出生率の変化にダイ

レクトに同調するわけではない点に留意する必要がある．

7）期間指標については出生タイミングの変化，いわゆるテンポ効果（tempoeffect）による影響を受けるため，

その解釈には注意が必要である（McDonald2013）．



model）を出生に拡張することを提案している．この方法により，birthsqueezeの大き

さを測る指標であるbirthsqueeze指標ならびにbirthsqueezeの影響を排除した合計出

生率である両性合計出生率（TFR2）の算出が可能となる．以下にSchoen（1985）を引

用しつつ，その方法について述べる．

学歴iの・歳男性と学歴jの・歳女性から生じた出生についての出生率は，男性人口を

ベースとする率では式（1），女性人口をベースとする率では式（2）として表される．

F
m
・・i,・j・・

B・・i,・j・

P
m
・・i・

（1）

F
f
・・i,・j・・

B・・i,・j・

P
f
・・j・

（2）

P
m
・・i・は学歴 i，・歳の男性人口，P

f
・・j・は学歴 j，・歳の女性人口を表しており，

B・・i,・j・は学歴i，・歳の男性と学歴j，・歳の女性から生じた年間出生数を表している．

この時，連続時間を仮定したモデルにおいて，B・・i,・j・を男女の誕生日年齢（exact

age）ベースに置き換えて・・・i,・j・と表す．年間を通じて・・・i,・j・の出生ペースが一定

であるとすると，連続時間における・・・,・・の瞬間的な変化は以下の式によって表される．

d・・・i,・j・・
・・・・i,・j・

・l
m
・i

・l
m
・i・

・・・・i,・j・

・l
f
・j

・l
f
・j （3）

l
m
・iは学歴i，誕生日年齢・歳の男性の数を，l

f
・jは学歴j，誕生日年齢・歳の女性の数を意

味する．この式では，学歴i，年齢・の男性と学歴j，年齢・の女性との間に生じる瞬間

出生率が年間を通して男女で一定であるとすると，・・・i,・j・の瞬間的な変化量はl
m
・iおよ

びl
f
・jの変化量のみに依存することがわかる．

ここで，学歴i，年齢・の男性と学歴j，年齢・の女性のカップル数の瞬間的な変化量

を・・・・i,・j・とすると，・・・・i,・j・は以下の式で表すことができる．

・・・・i,・j・・・l
m
・i・・l

f
・j （4）

式（4）を式（3）に代入すると，式（3）は以下のように変換することができる．

d・・・i,・j・

d・・・i,・j・
・

・・・・i,・j・

・l
m
・i

・
・・・・i,・j・

・l
f
・j

（5）

式（5）においては，左辺は学歴i，年齢・の男性と学歴j，年齢・の女性からなるカップ

ル数の変化量あたりの出生数の変化量を意味しており，この値はすなわちこのカップルに

おけるfertilitymagnitudeとして解釈できる．一方，式（5）の右辺は，学歴i，年齢・の

男性と学歴j，年齢・の女性との間に生じた出生の「男性人口をベースとした瞬間出生力

（forceoffertility）」と同じ出生に対する「女性人口をベースとした瞬間出生力」の和を
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表している．この式で重要なことは，右辺で表される男女の瞬間出生力は，それぞれ異性

の学歴・年齢構造による影響を受けるのに対し，その和である左辺のfertilitymagni-

tudeはこのような人口構造による影響を受けないということである．

ここで，瞬間出生力が離散的なoccurrence-exposure率で近似できるという人口学にお

ける伝統的な仮定を置くと，式（5）は以下に変換することができる．

J・・i,・j・・F
m
・・i,・j・・F

f
・・i,・j・ （6）

J・・i,・j・は離散的な年齢モデルにおけるfertilitymagnitudeを表している．右辺は式（1）

と（2）より，それぞれ実際のデータより作成可能である．男性率（式（1））と女性率（式（2））

を使った合計出生率TFRの計算はそれぞれ以下により表すことができる．

TFR
m
ij・・・・・F

m
・・i,・j・ （7）

TFR
f
ij・・・・・F

f
・・i,・j・ （8）

式（5）に明らかなように，fertilitymagnitudeは男性率と女性率の和である．TFR
m
ijと

TFR
f
ijの和は，以下の式によりfertilitymagnitudeの和として表すことができる．

TFR
m
ij・TFR

f
ij・・・・・・F

m
・・i,・j・・F

f
・・i,・j・・・・・・・J・・i,・j・ （9）

最後に，以下の式によって，学歴iの男性と学歴jの女性のペアにおける両性合計出生

率TFR2ijを定義することができる．

TFR2ij・
1

2・TFRm
ij・TFR

f
ij・・

1

2
・・・・J・・i,・j・ （10）

以上をまとめると，男女の学歴・年齢組み合わせ別出生率F
m
・・i,・j・とF

f
・・i,・j・は，

それぞれ異性の学歴・年齢構造の違いによる影響を受けるが，その和である fertility

magnitudeは異性の人口構造による影響を受けない（式（5））．ある学歴ペアの両性合計

出生率TFR2ijは，そのペアから生じた出生に対する女性人口をベースとした合計出生率

TFR
f
ijと男性人口をベースとした合計出生率TFR

m
ijの平均として表すことができる（式

（10））．TFR2ijはfertilitymagnitudeの和として計算することができ（式（9）），「年齢，

学歴別人口構成に性比の不均衡がなかった場合に達成される合計出生率」を表している．

TFR2ijの水準や変化は，人口構成による影響（birthsqueeze）を取り除いた「行動ベー

スの」合計出生率として解釈することができる．また，大学卒女性について，学歴同類婚

と学歴下方婚の組み合わせにおけるTFR2ijを足し上げることで，大卒女性全体の両性合

計出生率TFR2jを得た．

次に，同様に Schoen（1985）から引用しつつ，両性出生モデルから導かれる birth

―369―



squeeze指標について述べる．上記で定義したTFR2ij，TFR
m
ij，TFR

f
ijは，人口ピラミッ

ドが長方形である場合，すなわちある男女の学歴組み合わせにおいて，全年齢において男

女別人口が同じである場合に一致するという特徴を持つ．このような長方形人口（rec-

tangularpopulation）においては，男女の年齢組み合わせにおいて不均衡が発生しない

ため，birthsqueezeが発生しない．そのため，TFR
m
ijとTFR

f
ijが一致する．ここで仮に

男性のw歳において人口を人為的に追加すると，w歳の男性と各歳女性とのマッチング

に不均衡が発生し，その不均衡はF
m
・w,・・とF

f
・w,・・に反映されることとなる．具体

的には，w歳の男性は分母人口が増加するため，F
m
・w,・・が低下する．一方で，・歳女

性の分母人口は不変であるが，従来よりもw歳の男性とマッチングすることが容易とな

るため，このペアからの出生数が増加してF
f
・w,・・は上昇する８）．その結果，TFR

m
ijは

低下するがTFR
f
ijは上昇する．この時，w歳男性人口の追加前後で，fertilitymagnitude

（＝男性率と女性率の和）には変化がなかったとすると，両者の平均であるTFR2ijも不

変である．つまり，TFR
m
ijの低下分とTFR

f
ijの上昇分の値は等しくなる（Schoen1985,

Table1）．そのため，以下の式（11）によって，TFR2ijに対するTFR
m
ijとTFR

f
ijの差の割

合をbirthsqueezeの程度を表す指標とみなすことができる．

Uij・
TFR

m
ij・TFR

f
ij

TFR2ij

（11）

式（11）から明らかなように，TFR
m
ijとTFR

f
ijが同じであればUijは0である．TFR

m
ijが

TFR
f
ijよりも大きい場合にUij>0となり，当該学歴組み合わせにおいて，女性が男性より

も相対的に多いことを意味しており，女性の出生率にbirthsqueezeが発生している．逆

に，TFR
f
ijがTFR

m
ijよりも大きい場合はUij<0となり，当該学歴組み合わせでは男性が

女性よりも相対的に多いため，男性の出生率にbirthsqueezeが発生していることを意味

する．そしてUijがプラスやマイナス方向に大きいほど当該学歴組み合わせにおける性比

の不均衡が大きく，男性率や女性率が，学歴・人口構成による影響を取り除いた「行動ベー

スの」出生力であるfertilitymagnitudeから大きく乖離していることを意味する．

以上が，Schoen（1985）の両性出生モデルにおける両性合計出生率TFR2ijとbirth

squeeze指標Uijの計算方法及び考え方である．本研究においては，高学歴女性の合計出

生率に着目するため，学歴については男女ともに大学卒業（universitycompleted）か否

かの2区分とした．その上で，大学卒女性と大学卒男性（学歴同類婚），大学卒女性と大

学非卒業男性（学歴下方婚）の組み合わせについてTFR2ijならびにUijを得た．大卒女

性全体のBirthsqueeze指標Ujについては，以下の式により計算した．

Uj・
・i・TFRm

ij・TFR
f
ij・

・iTFR2ij

（12）
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8）w歳男性の追加による出生数の増加によって，男性率F
m
・w,・・の分子である出生数も増加するが，w歳男

性追加後の男性率が元の男性率であるF
m
・w,・・を超えることはないため，相対的に分母人口が過大である性

の出生率はこれが過少である性の出生率よりも常に低くなる．



５．データ

両性合計出生率の算出には，分母として性，年齢，学歴別人口，分子として父親と母親

の年齢・学歴組み合わせ別出生数が必要となる．本研究では，日本，ポルトガル，アメリ

カ，フランスの4カ国のセンサス個票データに同居児法（own-childmethod）（Choetal.

1986）を適用し，これらの情報を得た９）．具体的には，これらのセンサス個票データから，

まず分母データである性，年齢，学歴別人口を得た．さらに，0歳児がいる世帯を限定し，

世帯内における続き柄情報を用いて新生児の父母を特定し，その父母の年齢及び学歴の情

報をもとに，父母の年齢・学歴組み合わせ別出生数を算出した．これらの分母・分子情報

をもとに，男女の双方の分母人口をベースとして学歴（大卒／非大卒の2区分）・年齢

（5歳階級）組み合わせ別期間出生率を計算した．女性は15－49歳，男性は15－59歳まで

を再生産年齢とし，これより若いもしくは年長における出生はそれぞれ再生産年齢の上限・
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注：「－」は欠損値なしを意味する．各国データの年次については，日本とアメリカについて
は表中の通り．フランスは1982年，1990年，1999年，2011年，ポルトガルは1981年，1991
年，2001年，2011年．以後の図表においても同様．

分子（出生）における欠損割合

(%) 1980 1990 2000 2010

母親の情報 日本 0.3 1.3 2.1 9.7

ポルトガル 0.3 0.3 0.9 0.5

アメリカ 2.3 1.5 2.4 3.1

フランス 0.3 0.2 0.8 0.9

父親の情報 日本 1.3 2.4 3.9 12.2

ポルトガル 4.2 5.5 7.0 12.9

アメリカ 15.6 18.0 19.6 25.5

フランス 4.6 7.3 8.7 10.2

分母（人口）における欠損割合

(%) 1980 1990 2000 2010

男 日本 0.3 1.5 3.8 12.9

ポルトガル - - - -

アメリカ - - - -

フランス 3.1 2.8 - -

女 日本 0.2 1.3 2.8 11.3

ポルトガル - - - -

アメリカ - - - -

フランス 3.8 3.2 - -

表１ 各国データにおける欠損値の割合（%）：性，年齢，学歴のいずれかについて

9）日本の国勢調査の個票データについては，総務省に統計法第33条に基づく二次利用申請を行い入手した．ア

メリカ，ポルトガル，フランスのセンサス個票データについては，ミネソタ大学が運営する IPUMS

International（https://international.ipums.org/international/index.shtml）への利用申請を行い入手し

た．



下限年齢における出生として処理した．なお，国によっては，年齢や学歴に欠損値が発生

しているケースがある．また，シングルペアレントや孤児などのケースでは，新生児と同

居していない父母の年齢や学歴の情報を得ることができない．このようなケースについて

は，国，年次，性別，パートナーの有無，出生の有無，本人もしくはパートナーの年齢

（5歳階級），学歴（初等未満，初等，中等，高等）について同時分布を求め，この分布に

従って按分することにより欠損値の補完を行った．各国データにおける分子・分母情報の

欠損割合については，表1を参照されたい．

分析にあたり，これらの4カ国を選んだ理由は，①1980年から2010年までの30年間につ

いて10年ごとの4時点でデータが得られること，②日本と同等の先進諸国でありながらも，

高等教育における男女比やジェンダー状況が異なるため，ジェンダー公平と高学歴女性の

出生率との関係を検証するのに都合が良いことが挙げられる．次節では，分析対象の4カ

国について，高等教育における性比とジェンダー公平の状況を整理して，仮説の操作化に

ついて述べる．

６．対象国の特徴と仮説の操作化

はじめに，分析対象4カ国の高等教育における性比について確認する．各国における大

学卒業者（25～34歳）の性比（＝男性の大卒者数／女性の大卒者数）をデータより計算し

て，その年次推移を表2に示した．各国とも大卒者の性比が低下していることから，女性

の大卒者が男性よりも早いペースで増えていることが分かる．フランスとポルトガルでは

1990年，アメリカでは2000年より，性比が1を下回り，男性よりも女性の大卒者が高くなっ

ている．一方，日本では欧米と比べて大卒者の性比が高いことが大きな特徴である．大卒

者の性比は低下傾向にあり，女性大卒者の比率が男性にキャッチアップしつつあるが，直

近の2010年においても性比が1を上回っている．前述のように，ここで確認した女性の高

学歴化は，birthsqueezeにより高学歴女性の出生率を低下させる効果をもたらす．

次に，各国におけるジェンダー公平の水準について確認する．ジェンダー公平は主観的

な概念であり，その測定方法については未だ学術的なコンセンサスが得られていない．そ

こで本研究では，ジェンダー革命の第2段階においては，家庭領域におけるジェンダー公
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注：各国データの年次については，表1の注を参照．

表２ 各国における大学卒業者（25～34歳）の性比

（＝男性の大卒者数／女性の大卒者数）

1980 1990 2000 2010

日本 3.77 2.89 2.12 1.42

ポルトガル 1.22 0.75 0.58 0.58

アメリカ 1.26 1.01 0.89 0.78

フランス 1.11 0.90 0.84 0.77



平が重要であるとの理論に基づき（Goldscheideretal.2015），世帯における無償労働時

間の男女比をジェンダーの公平性を表す尺度として用いる10）．図1は，各国における15歳

から64歳の男女の無償労働時間の男女比（＝男性の平均時間／女性の平均時間）の推移を

表している．各国とも女性の無償労働時間に対する男性の無償労働時間の比率が上昇して

おり，直近の年次では日本（2011年）0.15，ポルトガル（1999年）0.29，アメリカ（2010

年）0.58，フランス（2009/10年）0.60となっている．本研究では，この比率が大きい国

ほど，男性の家庭における関与が大きい，すなわち家庭領域におけるジェンダーの公平性

が高いと仮定する．そのため，仮説1が支持されるならば，高学歴女性の直近年次の

TFR2jは，フランス，アメリカ，ポルトガル，日本の順に高いと予測される．

また，各国における無償労働時間の男女比の年次推移についてみると，フランスでは

1985年から2009年までに，この比率が22％ポイント上昇しており，同時期にアメリカでは

11％ポイント上昇している．日本では1995年から2011年までに約5％ポイントの上昇がみ

られる．ポルトガルについては，1999年以降の生活時間データを入手することができず，

男女の無償労働時間比率の年次変化を知ることができない．そのため，正確な比較は難し

いが，無償労働時間の男女比が大きく上昇した国ほど，ジェンダーの公平性が大きく改善

したと解釈することができる．仮説2が支持される場合，高学歴女性のTFR2jの上昇幅

は，フランス，アメリカ，日本の順に大きいものと予測される．
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図１ 世帯における無償労働時間の男女比の推移：

（男性の平均時間／女性の平均時間）

資料：日本：総務省統計局（各年）生活時間「第1表 曜日，男女，年齢，行動の種類別総平均時間」
より筆者作成，ポルトガル：OECD（2021）より引用，アメリカ・フランス：IPUMSTime
Use（https://timeuse.ipums.org/）より個票データを入手して筆者作成．

10）無償労働時間には，家事，育児，介護，ボランティア活動に費やされた時間の合計値が用いられている．



分析では，上記4カ国を対象として，両性合計出生率TFR2ijを計算し，上記で確認し

た高等教育における性比の水準の違いを統制した上で，大卒女性の出生力の水準と年次推

移を描き出し，これらがジェンダー公平仮説と整合的であるのかについて検証を行う．

７．分析結果

はじめに，各国の大卒女性の学歴同類婚（大学卒女性×大学卒男性）ならびに学歴下方

婚（大学卒女性×大学非卒業男性）の組み合わせにおけるbirthsqueeze指標Uijの推移

について示す（図2）．

Uijの値については，この値が0よりも大きい場合は，当該学歴組み合わせにおいて男

性よりも女性が多いこと（女性余剰）を意味しており，Uijが0未満である場合は，男性

よりも女性が少ないこと（女性不足）を意味している．したがってUijが上昇している場

合は，対象となる学歴組み合わせの男女について女性の比率が上昇しており，近年になる

ほどTFRjにbirthsqueezeがより強く作用することとなる．

Uijの推移をみると，各国とも総じて右上がりの傾向を示しており，分析期間中，大卒

女性の合計出生率にはbirthsqueezeが強まる方向に男女の学歴構成が変化していること

が分かる．これは表2で確認した通り，各国における女性の（男性よりも早いペースの）

高学歴化を反映している．ただし，日本ではまだ女性よりも男性の方が大学卒の人口が多

いため，Uijの値は0よりも低い水準で推移している．一方，学歴同類婚についてみると，

フランス，ポルトガル，アメリカの3カ国では，分析期間中に性比が逆転し，大学卒女性
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注：各国データの年次については，表1の注を参照．

図２ 学歴組み合わせ別birthsqueeze指標Uijの推移：

日本，ポルトガル，アメリカ，フランス 1980－2010年



の方が大学卒男性より多くなったことが分かる．また，学歴下方婚の組み合わせにおいて

も，1980年時点ではかなりUijの値が低かったものの，ポルトガルでは2010年に，フラン

スでは2000年以降にこれが正の値に転じ，大学卒女性の数が大学非卒業男性を上回るよう

になっている．このことは，ポルトガルおよびフランスでは，同類婚・学歴下方婚のいず

れの組み合わせにおいても大学卒女性がパートナーとなる男性に対して過剰となっている

ことを意味しており，大学卒女性の出生率には大きなbirthsqueezeが発生していること

を表している．

次に，大卒女性の学歴組み合わせ別合計出生率TFRijを足し上げた大卒女性全体の合

計出生率TFRjとこの値からbirthsqueezeの影響を取り除いた両性合計出生率TFR2jの

推移についてみてみる．ここで両性合計出生率TFR2jの値は，学歴・人口構成による影

響を取り除いた場合に実現する「行動ベースの」出生力であり，通常の合計出生率よりも

ジェンダーの公平性と強い関連をもつ出生指標と解釈することができる．図3によると，

2010年における大卒女性のTFR2jの水準は，フランス，アメリカ，ポルトガル，日本の

順に高い値を示している．これは図1で確認した各国における無償労働時間の男女比の水

準と整合的であり，家庭役割における男性の関与が高い国ほど高学歴女性の出生力が高い

関係が認められる．したがって，本研究における仮説1を支持する結果であるといえる．

一方，TFR2jの時系列変化をみると，日本，ポルトガル，アメリカではU字型，フラ

ンスでは一意に上昇する傾向がみられた．TFR2jが上昇に転じるタイミングには差があ

り，フランスは1980年あるいはそれ以前，ポルトガルとアメリカは1990年，日本は2000年

であった．また反転後の上昇幅についても，日本＜ポルトガル＜アメリカ＜フランスの順
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注：各国データの年次については，表1の注を参照．

図３ 大卒女性の合計出生率TFRjと両性合計出生率TFR2jの推移：

日本，ポルトガル，アメリカ，フランス 1980－2010年



で大きくなっている．各国におけるTFR2jの推移は，必ずしも図1で確認した無償労働

時間の男女比の推移と一致するものではない．また，データの制約によりポルトガルにつ

いては検証することができないが，概ね，家庭領域における男性の参加が大きく上昇した

国ほど高学歴女性のTFR2jの上昇も大きい傾向が認められた．このことは，留保付きで

はあるが，ジェンダー状況の改善と共に高学歴女性の出生率が上昇するというジェンダー

公平仮説の仮説2と整合的であるといえる．

また，TFR2jとTFRjの推移を比較すると，各国とも両指標の水準や推移はかなり異

なる．水準については，大卒女性がペアとなる男性と比べて過剰となった時にTFR2jが

TFRjよりも大きい値を示している．TFRjに比べてTFR2jでは近年における出生率の上

昇が強調される傾向があるが，これは各国において進展している女性の高学歴化により

TFRjに作用するbirthsqueezeが増大しているためである．特に，ポルトガルとフラン

スでは，TFRjとTFR2jでは傾向の解釈が全く異なることから，高学歴化によるbirth

squeezeを除去することが，ジェンダー公平仮説の検証においては重要であるといえる．

さらに，大学卒女性の学歴組み合わせ別合計出生率に分解して，TFR2jの反転の構造

をより詳細に検討してみよう．図4によると，日本，ポルトガル，フランスにおいては，

学歴同類婚と学歴下方婚の双方においてTFR2ijが上昇している．こうした動きは，高学

歴カップルほどジェンダー革命による恩恵を受けやすく希望出生率が達成されやすい，ま

たジェンダー革命により高学歴女性は従来よりも男性の経済力に頼らないカップル形成を

行うとするジェンダー均衡理論と一致する傾向といえる．特に，日本では近年，学歴下方

婚による大卒女性の婚姻率の上昇が報告されているが（Fukudaetal.2020），大卒の学
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注：各国データの年次については，表1の注を参照．

図４ 大卒女性の学歴組み合わせ別両性合計出生率TFR2の推移：

日本，ポルトガル，アメリカ，フランス 1980－2010年



歴下方婚女性の増加はこの組み合わせにおける出生数の増加及び出生率の上昇をもたらし

ていることが明らかとなった．図2でUijの推移をみると，日本の学歴下方婚のUijがマ

イナスであるが0に向かって上昇している．このことは大卒女性の学歴下方婚には，マイ

ナスのbirthsqueeze，つまり男性過剰による女性の出生促進効果があるものの，その効

果は年々弱まっていることを意味している．したがって，このようなBirthsqueezeのト

レンドを除去した場合，大卒女性の学歴下方婚の両性合計出生率TFR2ijは近年になるほ

ど大きく上昇している．

一方で，アメリカにおいては学歴同類婚の女性のみが大卒女性のTFR2jの上昇を牽引

している．アメリカにおいては，高学歴層の同類婚の安定性は高いものの，規範や経済的

な理由等により，大卒女性の学歴下方婚における出生は未だに限定的である可能性がある．

８．まとめ

本論文では，ジェンダーの公平性と出生に関する理論について考察し，Schoen（1985）

が提示した出生指標である両性合計出生率を用いて，日本，ポルトガル，アメリカ，フラ

ンスにおける高学歴女性の出生力の変動がジェンダー公平理論ならびにジェンダー均衡理

論と整合的であるのかについて仮説検証を行った．

高学歴女性の期間出生率の変化には，女性の高学歴化による人口構造上の変化と行動面

での変化の両方が関係している．両性合計出生率の変化は，このような人口構造上の変化

を取り除いた行動面の変化による出生力の動きを表しており，ジェンダーと出生力との関

係を検証する上で新たな視点を提示するものであるといえる．行動変化を基調とした両性

合計出生率の動きは，1）ジェンダーの公平性が高い国ほど高学歴女性の出生率が高い，

2）ジェンダーの公平性の改善に伴い，高学歴女性の出生率は上昇するとする2つの仮説

と概ね整合的な結果を得た．西欧諸国のみならず，わが国においても，ジェンダー公平の

改善と高学歴女性の出生が正の関連を持つ可能性があるとの分析結果は，今後のわが国の

政策を考える上で重要な知見であるといえる．また，ジェンダー公平仮説の検証において，

女性の高学歴化によるbirthsqueezeの影響に着目した研究は，おそらく本研究が最初で

あり，両性合計出生率の利用は人口学における方法論上の重要な貢献であるといえる．

一方で，両性合計出生率は期間指標であり，コーホートベースでの計算はデータの制約

上ほぼ不可能であるという制約がある．そのため，両性合計出生率は期間TFRと同じよ

うに出生ペースの変化いわゆるテンポ効果による影響を受ける．そのため，TFR2の上昇

がテンポ効果によるものか，それとも実質的な出生力水準の上昇によるものかについては，

十分に注意して判断する必要がある．とりわけ，2020年以降，コロナ禍による行動制限に

より各国とも出生行動は攪乱を受けており，合計出生率をはじめとする期間出生指標にも

一時的な落ち込みやその後の反発等が報告されている（Sobotkaetal.2023）．コロナ禍

の影響が落ち着くまでは，今回のような期間出生指標を用いたジェンダー公平仮説の検証

は難しいものと思われる．
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最後に，今回の分析においては， 4か国の比較に留まったが，今回利用したIPUMS

Internationalでは60数か国のセンサス個票データの利用が可能である．今後は，分析対

象国を増やし，両性合計出生率を従属変数としたパネル分析なども検討したい．これらの

分析を通じて，ジェンダー公平に関する指標と両性合計出生率の変化との関連についてよ

り精緻な分析ができるものと思われる．

（2023年8月24日査読終了）
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AComparativeStudyofFertilityofHighlyEducatedWomen:AnExamina-
tionofTheGenderEquityHypothesesUsingTheTwo-sexTFR

FUKUDASetsuya

Therelationshipbetweengenderequitylevelsandfertilityrateshasemergedasacentralfocus

inrecentacademicandpolicydiscussions,drawingsignificantattentionnotonlyfromadvanced

nationsbutalsofromdevelopingcountries.InJapan,wherethepopulationisundergoingacontinu-

ousdecline,thisisacriticallyimportantpolicyissue,yetscientificevidenceremainsscarce.In

manyadvancedandemergingcountries,theenrollmentrateofwomeninhighereducation(orits

growthrate)surpassesthatofmeninthepastdecades.Theevolvingeducationalcompositionofthe

childbearingpopulationisconsideredoneoftheimportantforcesoftheshiftsinsocietalnorms,at-

titudesandgenderrolesamongyoungergenerations,potentiallyleadingtonewpatternsofpartner-

shipandfertilitybehaviors.

Thispaperreviewstwotheoreticalframeworks,namely,GenderEquityTheoryandGender

EquilibriumTheory,whichillustratehowgendercontextrelatestofertilityacrosstimeandspace.

Basedonthesetwotheoreticalframeworks,thispaperproposedthe"GenderEquityHypotheses"

consistingoftwocorrespondinghypothesesforeachtheory.Furthermore,inempiricalanalysis,we

examinedtheperiodfluctuationsinthebirthratesofhighlyeducatedwomenusingthetwo-sexto-

talfertilityrate(TFR2)asproposedbySchoen(1985).Notablyoverlookedinpreviousresearch,

thesefluctuationsinbirthratesamonghighlyeducatedwomenareinfluencedbyaphenomenon

knownasthe"birthsqueeze,"arisingfromthedifficultyofformingaunionduetotherelativede-

cline/increaseintheavailabilityofpotentialpartners.ByutilizingTFR2,ourstudyeffectivelymiti-

gatestheimpactofthebirthsqueezeonthetotalfertilityrate,allowingustouncoverfertility

fluctuationsattributabletoshiftsinotherbehavioralfactorsrelatedtohighlyeducatedwomen.

ThisstudycalculatesTFR2forfourdistincttimepointsfrom1980to2010usingcensus

microdatafromJapan,Portugal,theUnitedStates,andFrance.Weanalyzewhethertheperiodfluc-

tuationsinTFR2areconsistentwiththeGenderEquityHypotheses.Theresultsunveiledthrough

ouranalysisaretwofold:First,whencomparingTFR2in2010,wefindsubstantialsupportforHy-

pothesis1,suggestingthatcountriescharacterizedbygreatergenderequityexhibithigherfertility

ratesamonghighlyeducatedwomen.Furthermore,thedynamicsofTFR2withineachcountrylend

credencetoHypothesis2,affirmingthatasgenderequityadvances,TFR2amonghighlyeducated

womenrises,inaccordancewiththetenetsofGenderEquilibriumTheory.

Thesefindings,whichunderscoreapositiveassociationbetweenenhancementsingendereq-

uityandfertilityamonghighlyeducatedwomen,resonatenotonlyinWesterncountriesbutalso

notablyintheJapanesecontext.Theseimplicationsholdsubstantialsignificanceforinformingpol-

icydeliberationsinJapan.

Keywords:gender,fertility,education,two-sexTFR,two-sexmodel,censusdata
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都道府県別の満年齢別・死亡年別死亡数を

出生年別に分割するモデル開発に関する研究

堀口侑＊・石井太＊＊
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国立社会保障・人口問題研究所「日本版死亡データベース」（JMD）は，国際的な死亡データベー

スであるHumanMortalityDatabase（HMD）と整合性をもち,わが国の生命表を死亡研究に最

適化して総合的に再編成した死亡データベースである．HMDでは,満年齢別・死亡年別・出生年

別である「レキシストライアングル（Lexistriangle）」別死亡数を基礎データとして生命表を作

成しており，JMDでも同様であるが，都道府県別のレキシストライアングル別死亡数は1947～50

年を除き，人口動態調査の個票が利用可能である1972年以降しか得られないことから，現在，1975

年以降の生命表のみの作成を行っているところである．

一方，HMDの方法論の中では,満年齢別・死亡年別の死亡数しか得られない場合,これをさら

に出生年別のレキシストライアングル別死亡数に分割するための方法が述べられており，基礎デー

タとしてレキシストライアングル別死亡数が得られない国や時代の生命表の推計を行うために用い

られている．これは，乳児死亡率や隣接するコーホートサイズの比などを説明変数とし，満年齢別・

死亡年別の死亡数に含まれる隣接する2つの出生コーホートのうち年少コーホートの死亡数の割合

である「下方レキシストライアングル割合」を被説明変数とする線形回帰モデルを構築し，これを

用いて年次別・年齢別死亡数を出生年別に分割するものである．

本研究では，このHMDの方法を基礎とし，わが国の1971年以前の都道府県別・満年齢別・死

亡年別死亡数を出生年別に分割し，レキシストライアングル別死亡数を推計するためのモデルを開

発することを目的として研究を行った．研究の結果から，検討対象とした6種類のモデルのうち，

1947～1975年のデータに基づいて，logIMR(t)と全ての年齢階級のダミー変数との交差項を考え，

ここから交差項以外を保持したまま，AICを基準とする変数減少法によって変数を選択した

ModelVIが最も有効であることが明らかとなった．本研究で提案したモデルは，これまでJMD

で提供が行われていなかった1975年以前の都道府県生命表の作成に応用可能なものであり，JMD

のさらなる拡張に資するものと考えられる．

キーワード:都道府県別死亡，レキシストライアングル，日本版死亡データベース

*慶應義塾大学・院

**慶應義塾大学



I．はじめに

国立社会保障・人口問題研究所「日本版死亡データベース」（JapaneseMortality

Database，以下，JMDという）は，国際的な死亡データベースであるHumanMortal-

ityDatabase（以下，HMDという）と整合性をもち，わが国の生命表を死亡研究に最適

化して総合的に再編成した死亡データベースである．JMDではその作成にあたり，

HMDの方法論（Wilmothetal.2021）を基本としつつ，比較可能性を阻害しない範囲で，

日本の死亡状況により適合させるための改善を行っている（石井 2015）．

HMDでは，満年齢別・死亡年別・出生年別である「レキシストライアングル（Lexis

triangle）」別死亡数を基礎データとして生命表を作成する．JMDでも同様に，レキシス

トライアングル別死亡数を用いて生命表を作成しているが，都道府県別のレキシストライ

アングル別死亡数は1947～50年を除き，人口動態調査の個票が利用可能である1972年以降

しか得られないことから，現在，1975年以降の生命表のみの作成を行っているところであ

る．

一方，HMDの方法論の中では，満年齢別・死亡年別の死亡数しか得られない場合，こ

れをさらに出生年別のレキシストライアングル別死亡数に分割するための方法が述べられ

ており，基礎データとしてレキシストライアングル別死亡数が得られない国や時代の生命

表の推計を行うために用いられている．これは，乳児死亡率や隣接するコーホートサイズ

の比などを説明変数とし，満年齢別・死亡年別の死亡数に含まれる隣接する2つの出生コー

ホートのうち年少コーホートの死亡数の割合である「下方レキシストライアングル割合」

を被説明変数とする線形回帰モデルを構築し，これを用いて年次別・年齢別死亡数を出生

年別に分割するものである．そこで，本研究は，この方法を基礎とし，わが国の1971年以

前の都道府県別・満年齢別・死亡年別死亡数を出生年別に分割し，レキシストライアング

ル別死亡数を推計するためのモデルを提案する．

II．先行研究と本研究の位置付け

HMDでは，統一的な方法で生命表を作成する観点から，作成手順書であるMethod

Protocolを策定している（Wilmothetal.2021）．それによれば，HMDの生命表は，お

おまかに以下の6段階の手順に基づいて作成される（石井 2015）．

● 出生数:可能な限り長期間の性別年間出生数を収集する．

● 死亡数:可能な限り詳細なレベルの死亡数を収集し，生データがまとめられている場

合，統一的な手法によって，満年齢別・死亡年別・出生年別の死亡数を推定する．

● 人口規模:各年1月1日現在推計人口を，統計データから得るか，またはセンサスと

出生・死亡数に基づいて推計する．

● リスク対応生存延べ年数（exposure）:ある年齢×時間区間において，死亡リスクに
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さらされる生存延べ年数を推計する．

● 死亡率:死亡率は，ある年齢×時間区間に属する死亡数の，対応する区間の生存延べ

年数に対する比として計算する．

● 生命表:生命表を作成するため，まず死亡確率が死亡率より計算され，これにより生

命表が求められる．

このように，HMDでは各国の様々な形式から成る基礎統計に対して，最初に「満年齢

別・死亡年別・出生年別死亡数」，すなわち，「レキシストライアングル別死亡数」を統一

的な手法によって推計することがその基礎となっている．そして，その後，各年1月1日

現在の人口を推計し，さらにある年齢×時間区間において死亡リスクにさらされる生存延

べ年数であるリスク対応生存延べ年数（exposure）を推計して，ここから死亡率を推定

して生命表を作成するという方法が採られている．

このようにHMDの手順書においては，どのようなケースにおいてもまずレキシスト

ライアングル別死亡数を作成することが前提となっているが，生データの死亡数が満年齢

別・死亡年別にしか得られず，出生年別に分かれていない場合もある．そこで，このよう

な場合，Wilmothetal.（2021）では，これを出生年別に分割し，レキシストライアング

ル別死亡数を推計するための線形回帰モデルを提案している．そこで，まずここではその

方法論についてレビューすることとする．

最初に，レキシストライアングルの概念について整理しておく．図1は，レキシス図を

用いて，満年齢別・死亡年別死亡数と出生年との関係を示したものである．灰色で示され

た正方形ABCDは，2001年における満0歳死亡数を表す．ここで，2000年生まれコーホー

トはOBを始点とする生命線，2001年生まれコーホートはBCを始点とする生命線で表さ

れることから，正方形ABCDにおける死亡点は，三角形ABDに含まれる2000年生まれ
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図１ レキシス図による年齢別死亡数と出生コーホート別死亡数の模式図

t

x

資料:筆者作成



コーホートと三角形BCDに含まれる2001年生まれコーホートという隣接する二つの出生

コーホートの死亡点から成る．このように，レキシス図における満年齢別・死亡年別の正

方形領域は，隣接する二つの出生コーホートの生命線が通過する二つの直角三角形領域に

分けることができる．そのそれぞれの三角形が満年齢別・死亡年別・出生年別の領域，す

なわちレキシストライアングルを表しているが，このうち，年長のコーホートに対応する

左上の直角三角形領域を上方レキシストライアングル（upperLexisriangle），年少のコー

ホートに対応する右下の直角三角形領域を下方レキシストライアングル（lowerLexis

triangle）と呼ぶ．2001年における満0歳を表す正方形ABCDでは，三角形ABDが上方

レキシストライアングル，三角形BCDが下方レキシストライアングルに相当する．

なお，2001年における2000年生まれコーホートの死亡点は満0歳だけではなく，満1歳

にも存在する．図1の三角形ADEは2001年における満1歳の2000年生まれコーホートの

生命線が通過する領域を示したものである．従って，年次別・出生年別死亡数は図の平行

四辺形ABDEという領域内の死亡点に相当することから，年次別に出生コーホート別の

死亡数を得たい場合にも，レキシストライアングル別死亡数が必要となる．

正方形領域の死亡数をレキシストライアングル別死亡数に分割する方法として最も単純

なものは，上方レキシストライアングルと下方レキシストライアングルに半数ずつの死亡

数を割り当てるものである．しかしながら，Wilmothetal.（2021）によれば，全年齢の

死亡数を期間・コーホート両方の形式で整備するためには，少なくとも以下の二つの理由

からより精密な方法が必要であるとされている．一点目は，0歳では死亡数が下方レキシ

ストライアングルに集中していて，半数ずつを割り当てるべきではないことである．また

二点目は，2回の大戦による出生数の急激な上下などの歴史的イベントによる顕著な変動

による隣接するコーホートの相対的サイズの違いによって，上方・下方トライアングルの

死亡数分布が影響を受けることである．

そこで，以上の二点を考慮し，Wilmothetal.（2021）では，下方レキシストライアン

グル死亡数の正方形領域の死亡数に対する割合である・d・・,t・:下方レキシストライアン

グル割合を被説明変数とする線形回帰モデルを推定し，これを用いて，満年齢別・死亡年

別死亡数からレキシストライアングル別死亡数を推計する方法を提案している．ここで，

・d・・,t・・
DL・・,t・

D・・,t・
・

DL・・,t・

DL・・,t・・DU・・,t・

である．ただし，・は満年齢，tは年次，D・・,t・は，t年・歳の死亡数であり，DL・・,t・,

DU・・,t・は，それぞれ，年次t，満年齢・歳の下方，上方レキシストライアングルの死亡

数である．

そして，線形回帰モデルによって・d・・,t・の推計値（・・d・・,t・）が得られたとすれば，

D・L・・,t・・・・d・・,t・・D・・,t・

D・U・・,t・・・1・・・d・・,t・・・D・・,t・
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によって，満年齢別・死亡年別死亡数からレキシストライアングル別死亡数を推計するこ

とができる．

Wilmothetal.（2021）による回帰モデルは以下の式（1）で表されるものである．ただ

し，記法については本研究のモデルに合わせている．

・d・・,t・・constant・・
22

i・0

・iAi・・23・・・b・・,t・・0.5・

・・24・I・t・1918・・・25・I・t・1919・

・・26・logIMR・t・

・・27・logIMR・t・・A0

・・28・logIMR・t・・A1

・・29・・logIMR・t・・log・0.01・・・A0・I・IMR・t・・0.01・

（1）

ここで，・:年齢，t:年次であり，Aiは，Ai・I・・・Ci・で定義される年齢（階級）のダミー

変数である．ただし，

・C0,C1,C2,C3,C4,・,C22・・・・0・,・1・,・2,3,4・,・5,・,9・,・,・100,・,104・・

であり，Aiの回帰係数・i,・i・0,・,22・の総和は0となる・・
22
i・0・i・0・ように正規化さ

れているため，レファレンスカテゴリーは存在しない．また，I・・・:指示関数は，括弧内

の命題が真であるとき1を，偽であるとき0を取る関数を表す．

ここで注意が必要なのは，この回帰モデルは，生命表などの詳細な指標の推計前の段階

において，その作成のための基礎データを得るために使用されるモデルであることである．

したがって，ここで説明変数として利用できるデータは出生数と死亡数という限られたデー

タだけであり，これらのみから得られる単純な変数であることが求められる．

まず，説明変数の一つとして投入されているのが・b・・,t・:年少コーホートサイズ割合，

すなわち，B・t・をt年の出生数として，

・b・・,t・・
B・t・・・

B・t・・・・B・t・・・1・
（2）

で定義される変数である．これは，分割対象となる満年齢・歳，年次t年の正方形領域に

ついて，下方レキシストライアングルの対象となる年少コーホートのサイズが，上方・下

方両者の対象となるコーホートサイズに占める割合を，出生時のコーホートサイズを用い

て求めたものである．これは，先述した精密な方法が必要となる二点目の理由である，顕

著な変動による隣接するコーホートの相対的サイズの違いを考慮するための変数である．

一方，・d・・,t・の年次変化に関してもいくつかの単純な説明変数が用いられている．一

つは，I・t・1918・,I・t・1919・という，それぞれ1918年と1919年に1，それ以外の年次で
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0を取るダミー変数であり，これらはスペイン・インフルエンザの影響を反映させるため

の変数である．

また，多くの年齢で，・d・・,t・が年次を追って増加する傾向が観察されていることから，

年次tにおける乳児死亡率（InfantMortalityRate，以下，IMRという）IMR・t・の自

然対数値であるlogIMR・t・が，このような年次変化に関する死亡水準やパターンの変化

を代表する変数として投入されている．また，logIMR・t・と全ての年齢階級のダミー変

数との交差項を検討したところ，0歳と1歳のみ統計的な有意性が認められたことから，

0歳と1歳の交差項を説明変数に含めたとされている．さらに，0歳の・d・0,t・について

は，IMR・t・が0.01を下回ると逆に低下する傾向を示すことが観察されたことから，

IMR・t・が0.01を下回る場合のみlogIMR・t・・log・0.01・を説明変数とするため，これと

I・IMR・t・・0.01・,logIMR・t・・log・0.01・,A0との交差項を説明変数として投入したと

されている．

ここで，IMR・t・については，限られたデータから推定を行う観点から，Pressat

（1972）により提案された単純な推定式である式（3）が用いられている．

IMR・t・・
D・0,t・

1

3
B・t・1・・

2

3
B・t・

（3）

ただし，D・0,t・はt年における0歳死亡数を，B・t・はt年の出生数を表す．

回帰係数の推定にあたっては，スウェーデン（1901～1999年），日本（1950～1998年），

フランス（1907～1997年）の0～104歳の死亡データを用い，以下のウェイトを用いた加

重最小二乗法によって行っている．

・・・,t・・
D・・,t・

・・D・・,t・
（4）

ここでD・・,t・は，t年・歳の死亡数である．以上のような手法に基づき，Wilmothetal.

（2021）では，限られた単純な変数のみを用いてレキシストライアングル別死亡数を推計

するためのモデルを提案している．

一方，わが国において，下方レキシストライアングル割合を用いた先行研究として林他

（2021）が挙げられる．これは人口動態統計などで得られる各年の出生数，各年・各歳の

死亡数に基づいて生年コーホート別の人口の再構成を行った研究であり，この中で日本全

体に関する下方レキシストライアングル割合を用いた出生コーホート別死亡数推計が行わ

れている．ただし，この研究で推計が行われているのは出生コーホート別死亡数の公表値

が存在しない1919～1936年の日本全体のみについてであり，また対象期間が限定されてい

ることから，1917年と1937年の・d・・,t・の平均値を用いて推計が行われている．

しかしながら，JMDで必要となる，都道府県別のレキシストライアングル別死亡数が

存在しない第二次大戦後の1951～1971年の推計にあたっては，林他（2021）の研究と異な
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り対象期間が短くないことや，都道府県のレキシストライアングルの推計が目的であるこ

とから，HMDで用いているようなモデルを構築することが効率的と考えられる．しかし

ながら，わが国の都道府県別死亡に関して，このような研究はこれまで行われていない．

そこで，本研究は，JMDの都道府県別生命表の構築に必要となる基礎データを作成す

る観点から，Wilmothetal.（2021）で行われているような，満年齢別・死亡年別死亡数

を出生年別に分割してレキシストライアングル別死亡数を推計するためのモデルを，わが

国の1971年以前の都道府県別死亡に適用可能な形として提案することを目的とするもので

ある．

III．データと方法

1. データ

本研究では，死亡データとして，厚生労働省「人口動態調査」による，全国（1947～

2021年）および都道府県別（1972～2021年）の男女別レキシストライアングル別死亡数

（0～109歳）を用いた１）．また，出生データとしては全国（1873～2021年）および都道府

県別（1947～2021年）の男女別出生数を用いた（1899年以降は厚生労働省「人口動態調査」，

1898年以前は内閣府統計局「帝国統計年鑑」による）．

2. 方法

本研究で提案する線形回帰モデルは，以下の式（5）によって表される．

・d・・,t・・constant・・
22

i・0

・iAi

・・23・・・b・・,t・・0.5・・・24・logIMR・t・

・ ・
47

i・25

・iAi・25・logIMR・t・

・・48・・logIMR・t・・log・0.01・・・A0・I・IMR・t・・0.01・

（5）

Wilmothetal.（2021）による式（1）との違いとして，Ciについて，

・C0,C1,C2,C3,C4,C5,C6,・,C22・

・・・0・,・1・,・2,3,4・,・5,・,9・,・10,・,14・,

・15,・,19・,・25,・,29・,・,・105,・,109・・

とし，20-24歳階級はレファレンスカテゴリーとして Ciに含まず，Aiの回帰係数 ・i,
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次利用したものが含まれている．また，死亡票の独自集計であるため，分析結果が公表数値とは一致しない場

合がある．



・i・0,・,22・の総和が0となる・・
22
i・0・i・0・という制約を外した点，また，0歳，1歳

以外の年齢階級に関する交差項も説明変数としている点がある．

一方で，・b・・,t・:年少コーホートサイズ割合，IMR・t・については，Wilmothetal.

（2021）によるものと同じ定義によるものであり，式（2）,（3）により計算される．なお，

本研究においては，・b・・,t・については安定性の観点から都道府県別の値ではなく全国値

を用い，出生数データが得られないt・・・1・1873については・b・・,t・・0.5とした．一

方，IMR・t・については都道府県別出生数を用いて計算を行ったが，1947年については

1946年の出生数が得られないため，IMR・1974・・
D・0,1947・

B・1947・
とした．

推計は，Wilmothetal.（2021）と同様，式（4）によるウエイトを用いた加重最小二乗

法によった．

本研究では，式（5）によるモデルとして，以下のModelI～VIの6通りのモデルを全国

のデータに基づいて推定して検討した．

● ModelI:logIMR・t・との交差項として 0歳と 1歳の項のみと，logIMR・t・－

log・0.01・,A0,I・IMR・t・・0.01・の交差項を説明変数としたHMDモデルと同じ説明

変数を用い，1947～2021年の全年次のデータを用いて推定するモデル

● ModelII:ModelIで1947～1975年のデータを用いて推定するモデル

● ModelIII:logIMR・t・と全ての年齢階級のダミー変数との交差項を考え，1947～

2021年の全年次のデータを用いて推定するモデル

● ModelIV:ModelIIIで1947～1975年のデータを用いて推定するモデル

● ModelV:ModelIIIから交差項以外を保持したまま，AICを基準とする変数減少法

によって変数を選択したモデル

● ModelVI:ModelIVから交差項以外を保持したまま，AICを基準とする変数減少

法によって変数を選択したモデル

これらのモデルを検討対象とした理由について述べる．ModelI,III,VとII,IV,VI

は対象とする年次をそれぞれ1947～2021年，1947～1975年としたものであり，それ以外の

内容は同じであることから，まず，ModelI,III,Vについて述べる．ModelIは

Wilmothetal.（2021）と同じ説明変数を日本のデータに適用した場合の評価を示すもの

である．一方，Wilmothetal.（2021）ではlogIMR・t・との交差項として，logIMR・t・

と全ての年齢階級のダミー変数との交差項を検討したところ，0歳と1歳のみ統計的な有

意性が認められたことから，0歳と1歳の交差項を説明変数に含めたとしており，同様の

検討を行うものがModelIIIとなる．ここでlogIMR・t・は，本来，乳児の死亡水準であ

り，直接的に高齢の下方レキシストライアングル割合に影響を与えるものではないが，先

述の通り，このモデルは生命表などの詳細な指標の推計前の段階において，その作成のた

めの基礎データを得るために使用されるモデルであり，利用可能な説明変数は出生数と死

亡数しかなく，両者のみから得られるlogIMR・t・を，その時点における全体的な死亡水
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準を代表する変数として用いる考え方に立っている．このため，全体的な死亡水準と下方

レキシストライアングル割合の間について，高齢部分も含めた全ての年齢階級との関係を

想定したものである．ただし，Wilmothetal.（2021）が最終的に0歳と1歳の交差項の

みを用いたのと同様，わが国のデータに適用した場合にも，全体的な死亡水準と年齢階級

ごとの下方レキシストライアングル割合の関係の強さは異なることが考えられることから，

AICを基準とする変数減少法によって変数を選択したのがModelVということになる．

そこで，実際に図2，3から，年齢階級別にlogIMR・t・と下方レキシストライアング

ル割合・d・・,t・との関係を観察してみることとする．図の横軸はlogIMR・t・を示し，年

次推移によって低下することから，概ね右から左に向かって古い年次から新しい年次へと

推移することとなる．下方レキシストライアングル割合は1971年以前は×のマーカー，

1972年以降は○のマーカーで示されており，縦の点線はlogIMR・t・・log0.01を示してい

る．

この図を観察すると，今回の対象となる年次である1971年以前はlogIMR・t・・log0.01

に多くの点が存在しており，縦の点線の右側の関係をモデリングすることが重要であるこ

とがわかる．また，Wilmothetal.（2021）では多くの年齢で，・d・・,t・が年次を追って
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資料:筆者推計

図２ IMR・logIMR・t・・と下方レキシストライアングル割合・・d・・,t・・（女性，1947～2021年）



増加する傾向が観察されていることからlogIMR・t・をこのような年次変化に関する死亡

水準やパターンの変化を代表する変数として投入したとあり，年次を追ってlogIMR・t・

は概ね低下することに注意すると，このことはグラフを回帰した直線の傾きが負であるこ

とに対応する．図には1971年以前と1972年以降のデータ対する回帰直線をそれぞれ実線・

破線で示したが，これを見ると，わが国でも50歳代後半から80歳代までは全年次で概ねそ

のような傾向が観察されるものの，年齢階級によっては正の傾きを持つものや，縦の点線

の左右で傾向が違うものも存在していることがわかる．

Wilmothetal.（2021）のモデルでは，0歳と1歳には交差項が投入されており，他の

年齢階級とは異なる動きをすることが仮定されていることと，また，0歳については，

logIMR・t・・log0.01となる場合に傾きが変化することがモデルに含められており，わが

国のデータをみても1歳では全年次で正の傾きとなっていること，また，0歳については

縦の点線の左右で傾きが正と負で逆転していることから， 0歳と1歳についてはHMD

のモデルと共通する動きが確認されるものの，他の年齢階級の動きは1971年の前後で変わ

るものもあること，さらに，本研究の対象となる1971年以降の動きのみを見ても年齢階級

ごとにその傾きは異なっており，0歳と1歳以外の年齢階級についても交差項の必要性が
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資料:筆者推計

図３ IMR・logIMR・t・・と下方レキシストライアングル割合・・d・・,t・・（男性，1947～2021年）



示唆されているといえ，ModelI,III,Vを検討対象とする必要性が理解できる．

次に，ModelI,III,Vに対して，ModelII,IV,VIとして，対象とする年次を1947～

1975年に限定したモデルを検討対象とした理由について述べる．

先述の通り，都道府県別のレキシストライアングル別死亡数は1947～50年を除き，人口

動態調査の個票が利用可能である1972年以降しか得られないため，本研究では1971年以前

の都道府県別出生年別死亡数の推計に資するモデル構築が最大の目的となる．一般には，

より多くの年次に対して適用可能なモデルがよいと考えられるが，実際には1972年以降の

都道府県別・レキシストライアングル別死亡数は個票から直接得られるため，モデルを用

いて推定する必要はなく，本研究の目的に照らせば，1971年以前をより効率的に推定でき

るモデルが望ましいことになる．

もちろん，利用可能な説明変数と下方レキシストライアングル割合の関係性が時系列的

に変化しないのであれば，年次を限定したモデルを検討する必要性は高くないと考えられ

るが，図2，3の観察からは，1971年以前と1972年以降ではlogIMR・t・と・d・・,t・との

関係が異なっていることが示唆される．これが対象とする年次を1975年以前に限定した

ModelII,IV,VIを検討対象に加えた理由である．

なお，ModelII,IV,VIにおいて，限定の最終年次を1975年としたのは以下の理由に
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資料:筆者推計

図４ logIMR・t・の年次推移（全国および都道府県別,1947～1990年）



よる．図4は男女別のlogIMR・t・の年次推移（1947～1990年）を示したものである．図

で○のマーカーで示されているのは各都道府県の値を示したもの，実線は全国値を示した

ものである．また，垂直な実線は1971年と1972年の間を，垂直な破線は1975年と1976年の

間を示しており，水平な点線は1947～1971年における都道府県別logIMR・t・の最小値を

示している．これを見ると，男女とも全国値のlogIMR・t・の1975年における値が水平な

点線を下回っており，1947～1971年における都道府県別logIMR・t・の下限が1975年以前

の全国値の範囲内に入っていることがわかる．これより，全国値の年次の限定について，

1947～1975年とすることとしたものである．

なお，以上の全国データによる回帰モデル以外に，都道府県別データによる回帰モデル

も検討したが，後述する通り，全国データによる回帰モデルでは，全年次によるモデル

（ModelI,III,V）よりも1947～1975年によるモデル（ModelII,IV,VI）の方が当ては

まりがよく，連続的にデータが得られる1972年以降のみの都道府県別データを用いた回帰

モデルでは，特に0歳の・d・0,t・の推定にバイアスを生じるなど有効な結果が得られなかっ

た．このため，本研究では，以降，全国データによる回帰モデルのみを検討の対象とする．

IV．結果と考察

1. 記述統計量

表1は，線形回帰モデル（5）の各変数に関する記述統計量をまとめたものである．
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資料:筆者推計

表１ 記述統計量



男女とも年齢は0～109歳で110通りあるため，全期間75年分の標本の大きさは8250，

1975年以前29年分の標本の大きさは3190となるべきところであるが，全期間では女性の

100-104歳に2，105-109歳に99，男性の100-104歳に20，105-109歳に158の・dの欠測値が

あり，1975年以前では女性の100-104歳に2，105-109歳に84，男性の100-104歳に20，105-

109歳に109の欠測値があることから，全期間の女性は8149，男性は8072，1975年以前の女

性は3104，男性は3061となっている．

また，IMRの平均値を見ると，全期間では女性で0.0134，男性で0.0157であるのに対し

て，1975年以前については女性で0.0291，男性で0.0343となっており，図4で観察した通

り，全期間と1975年以前ではIMRの水準に大きな違いがあることが理解できる．

2. モデル推定結果

表2，3は，全国のデータに基づき，回帰式（5）によって回帰分析を行った結果である．

ここでは，ModelI,II,IV,VIの結果のみを示している．

まず女性の結果である表2を見ると，どのモデルにおいても・b・0.5の係数は有意となっ

ていて，年少コーホートサイズ割合が下方レキシストライアングル割合の推定において有

効であることが理解できる．また，ModelI,IIのAi,・i・2・の係数は，レファレンスカ

テゴリーである20-24歳の下方レキシストライアングル割合との相対的格差を示している．

例えば，35-39歳，40-44歳のA8,A9の符号はModelIではマイナス，ModelIIではプラ

スとなっているが，これは図2の35-39歳，40-44歳の下方レキシストライアングル割合が

○のマーカーでは低いことに対応していると見ることができる．

一方，LIやこれとの交差項の係数から，logIMR・t・に対する下方レキシストライアン

グル割合の反応についてもモデルごとの違いを見ることができる．ModelIでは LI

（logIMR・t・）の係数が－0.0073と負であり，これはWilmothetal.（2021）で得られた

観察である，多くの年齢で・d・・,t・が年次を追って増加，すなわち，logIMR・t・の低下に

対して・d・・,t・が増加することに対応するものと見ることができる．また，LI・A0の係

数が－0.0543と負であり， LIC（・logIMR・t・・log・0.01・・・A0・I・IMR・t・・0.01・）の係数

が0.0966と正であることは，図2の0歳の回帰直線で観察した通り，IMR・t・・0.01の範

囲では傾きが正，IMR・t・・0.01の範囲では負になることと整合している．

ただし，図2で観察した通り，logIMR・t・と下方レキシストライアングル割合との関

係は年齢階級別に見ると一様ではなく，また，1971年以前に限定した場合の動きは全年次

とは異なっていた．ModelIにおいて基礎データを1975年以前に限定したModelIIの結

果を見ると，LIの係数は－0.0031とその絶対値はModelIと比較して小さいものとなっ

ている．また，LICについては1975年以前ではIMR・t・・0.01となる年次が少ないため，

有意な変数ではなくなっていることがわかる．

次に，自由度調整済決定係数を見ると，ModelIが0.8798であったのに対してModelII

では0.9274となっており，当てはまりが改善していることが理解できる．なお，表には示

していないが，ModelIII,Vの自由度調整済決定係数はどちらも0.8981であり，基礎デー
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タを1975年以前に限定したモデルより低いものとなっていることから，ここでは基礎デー

タを1975年以前に限定したModelIV,VIについてのみ考察を行っている．

次に交差項について検討するためlogIMR・t・と全ての年齢階級のダミー変数との交差

項を投入したModelIVを見ると，LI・A0の係数は年齢階級ごとに異なる係数となって

おり，特に，2-4歳，5-9歳に対応するi・2,3で正であるのに対し，30歳以上に対応する

i・7の多くで負になっていることはここでのLIの係数は，レファレンスカテゴリーであ

る20-24歳について，図2の1971年以前の回帰直線の傾きが図2で2-4歳，5-9歳の実線の

傾きが20-24歳のそれより大きく，30歳以上の多くの年齢階級では小さくなっていること

と整合的である．

ただし，ModelIVでは交差項のいくつかにp値が大きいものが含まれており，特に年

齢階級が100歳以上のところでは推定結果の安定性に影響を及ぼすことが考えられる．
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注:LIはlogIMR・t・,LICは・logIMR・t・・log・0.01・・・A0・I・IMR・t・・0.01・を表す．
資料:筆者推計

表２ 回帰モデル推定結果（女性,ModelI,II,IV,VI）



ModelVIはModelIVから AICによって変数選択を行ったものであり， LI

・Ai・i・4,6,20,21,22・が除かれるとともに，LICも除かれている．また自由度調整済決

定係数もModelIV,VIは0.9307,0.9308とModelIIよりも大きく，さらにModelVIが

ModelIVを上回ったことから，本研究ではModelVIを最終的なモデルとして採用する

こととした．

男性の結果である表3でも概ね女性と同様の結果が得られている．ただし，男性では，

ModelIIについて，1975年以前にIMR・t・が0.01を下回る年次がないことから，LICの係

数は推定ができなかった．また，ModelVIでは，最終的に残された交差項は女性より

も少なく，LI・Ai・i・6,7,8,12,14,15,16,19,20,21,22・が除かれた．

自由度調整済決定係数を見ると，ModelIは0.8871であるのに対して，1975年以前によ

るModelIIは0.9406と女性同様大きいものとなっている．表には示していないが，Model
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注:LIはlogIMR・t・,LICは・logIMR・t・・log・0.01・・・A0・I・IMR・t・・0.01・を表す．
資料:筆者推計

表３ 回帰モデル推定結果（男性,ModelI,II,IV,VI）



III,Vの自由度調整済決定係数はどちらも0.9042であり，女性と同様，基礎データを1975

年以前に限定したモデルより低いものとなっている．また，全てのモデルの中で自由度調

整済決定係数が最も高いのはModelVIの0.9444であり，男性についてもModelVIを最

終的なモデルとして採用することとした．

次に，これらのモデルから推定される下方レキシストライアングル割合を評価するため，

全てのモデルについて，年齢階級別に実績値と推計値の差の平均値を示したものが図5，

6，表4である．

これを見ると，男女ともModelIでは10～49歳で推計値が過小推定となっているのに

対して，60～89歳で過大推定となっていることがわかる．ModelIIではModelIに比べ

て特に若年層での過小推定はなくなるが，2-4歳，5-9歳で過大推定となっていることが

観察できる．ModelIII,Vでは男女とも50歳代付近で過大推定があるとともに，80歳以

上では大きく過小推定がある．ModelIV,VIは全体的にバイアスが小さく，概ね同程度

の差となっているが，90歳以上でも男性の95-99歳以外はバイアスが小さいことが観察で

きる．

次に，モデルによって推定された都道府県別下方レキシストライアングル割合を評価す

る．ただし，1971年以前（1947～50年を除く）については都道府県別下方レキシストライ

アングル割合の実績統計は存在しないため，各モデルによる都道府県別下方レキシストラ

イアングル割合の推計値を実績値と直接比較することはできない．しかしながら，下方レ

キシストライアングル割合の都道府県別の値は，全国の実績値の周りに分布すると考えら

れることから，都道府県別下方レキシストライアングル割合の推計値と全国の実績値を比

較することによって評価が可能であると考えられる．ただし，全国値でも下方レキシスト

ライアングル割合の変動は激しいため，実績値との直接比較からは必ずしも有効な評価が

得られない可能性があると考えられる．

そこで，男女別・年齢階級別に，下方レキシストライアングル割合の全国実績値を

logIMR・t・を説明変数とする単回帰を行い，その回帰直線に基づく「全国実績単回帰推

計値」に対して，各モデルによる都道府県別推計値がどの程度乖離があるかによって評価

を行うこととした．ただし，回帰を行う年次は1947～1975年とし，年少コーホート割合が

他のコーホートと大きく異なる1966，1967年生まれは除外した．

表5は，ModelII,V,VIによる下方レキシストライアングル割合の都道府県推計値と

全国実績単回帰推計値の乖離について，男女別・年齢階級別にRMSE（平均二乗誤差の

平方根）で示したものである．

ModelIIとVIは交差項の違いを示し，ModelVとVIは対象期間（全期間，1975年以

前）の違いを示すことから，表にはModelIIとVIのRMSEの差（II-VI），ModelV

とVIのRMSEの差（V -VI）を示している．これを見ると，ModelVIのRMSEがII,

Vより大きい箇所は，女性の1歳のV -VIで-0.0007である以外は-0.0002以下であり，

ほぼ全ての年齢階級でModelVIのRMSEがModelII,Vよりも小さいものとなってい

ることがわかる．
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図５ 下方レキシストライアングル割合（全国）

の推計値と実績値の差の平均

（女性,1947-71年）

資料:筆者推計 資料:筆者推計

図６ 下方レキシストライアングル割合（全国）

の推計値と実績値の差の平均

（男性,1947-71年）

表４ 下方レキシストライアングル割合（全国）の推計値と実績値の差の平均（1947-71年）

年齢階級
女性 男性

ModelI ModelIIModelIIIModelIV ModelV ModelVI ModelI ModelIIModelIIIModelIV ModelV ModelVI

0 0.0029 0.0009 0.0029 0.0009 0.0029 0.0010 0.0006 0.0009 0.0006 0.0009 0.0006 0.0009

1 0.0137 0.0043 0.0137 0.0043 0.0137 0.0043 0.0170 0.0065 0.0170 0.0065 0.0170 0.0065

2-4 0.0105 0.0153 0.0044 0.0016 0.0044 0.0016 0.0101 0.0165 0.0071 0.0025 0.0071 0.0025

5-9 0.0025 0.0122 0.0042 0.0054 0.0042 0.0054 -0.0012 0.0085 0.0035 0.0036 0.0035 0.0036

10-14 -0.0051 0.0043 -0.0003 0.0011 -0.0003 0.0021 -0.0124 -0.0008 -0.0044 -0.0020 -0.0044 -0.0021

15-19 -0.0068 0.0001 -0.0038 -0.0001 -0.0036 -0.0001 -0.0095 -0.0003 -0.0037 -0.0001 -0.0037 -0.0001

20-24 -0.0032 0.0028 -0.0001 0.0005 -0.0005 0.0004 -0.0103 -0.0011 -0.0031 -0.0013 -0.0025 -0.0012

25-29 -0.0063 0.0026 -0.0005 0.0008 -0.0005 0.0008 -0.0118 0.0000 -0.0018 -0.0001 -0.0025 0.0000

30-34 -0.0104 -0.0004 -0.0024 -0.0008 -0.0032 -0.0008 -0.0147 -0.0028 -0.0027 -0.0025 -0.0027 -0.0027

35-39 -0.0119 -0.0010 -0.0027 -0.0010 -0.0020 -0.0010 -0.0154 -0.0036 -0.0032 -0.0035 -0.0032 -0.0034

40-44 -0.0124 -0.0001 -0.0007 -0.0003 0.0002 -0.0003 -0.0123 -0.0011 -0.0020 -0.0023 -0.0020 -0.0023

45-49 -0.0073 0.0006 0.0011 0.0001 0.0011 0.0001 -0.0077 0.0017 0.0011 0.0000 0.0011 0.0000

50-54 -0.0037 0.0017 0.0018 0.0005 0.0018 0.0005 0.0004 0.0020 0.0045 0.0012 0.0045 0.0012

55-59 -0.0007 0.0014 0.0025 0.0006 0.0025 0.0006 0.0012 0.0008 0.0039 0.0007 0.0039 0.0010

60-64 0.0051 0.0021 0.0027 0.0008 0.0027 0.0008 0.0059 0.0011 0.0033 0.0009 0.0033 0.0009

65-69 0.0051 0.0012 0.0018 0.0003 0.0018 0.0003 0.0053 -0.0004 0.0016 0.0002 0.0016 -0.0001

70-74 0.0056 0.0011 0.0014 0.0007 0.0014 0.0007 0.0066 0.0005 0.0003 0.0005 0.0003 0.0008

75-79 0.0044 0.0009 0.0007 0.0015 0.0007 0.0015 0.0052 0.0011 0.0003 0.0013 0.0003 0.0015

80-84 0.0042 0.0006 -0.0007 0.0012 -0.0007 0.0012 0.0061 0.0015 -0.0009 0.0006 -0.0009 0.0006

85-89 0.0025 -0.0001 -0.0042 -0.0002 -0.0042 -0.0002 0.0071 0.0012 -0.0034 -0.0009 -0.0034 -0.0009

90-94 0.0012 -0.0013 -0.0096 -0.0005 -0.0096 -0.0005 0.0022 -0.0006 -0.0111 -0.0018 -0.0111 0.0000

95-99 -0.0057 -0.0080 -0.0235 -0.0056 -0.0235 -0.0014 -0.0001 -0.0097 -0.0192 -0.0045 -0.0192 -0.0090

資料:筆者推計



このように，ModelVIを用いて推計した都道府県別下方レキシストライアングル割合

推計値は，男女別・年齢階級別に見ても全国値との整合性が高く，本モデルの有効性を示

しているといえよう．

V．おわりに

本研究では，Wilmothetal.（2021）で提案された，下方レキシストライアングル割合

（・d・・,t・）に関する線形回帰モデルをわが国の死亡データに応用し，都道府県別下方レキ

シストライアングル割合推計のためのモデル開発を行った．

冒頭でも述べた通り，JMDの都道府県生命表は，現在，1975年以降のみの提供となっ

ている（石井 2015）．都道府県別の年次別・年齢別・生年別死亡数は，個票が利用できな

い1971年以前については直接実績値が得られないことから，これ以前の生命表を作成する

にあたっては，満年齢別・死亡年別死亡数を出生年別に分割してレキシストライアングル

別死亡数を推計する必要があるが，本研究で提案したモデルを用いることによって，1975

年以前の都道府県生命表の作成・提供を行うことが可能となる．

一方，本研究で提案したモデルについては残された課題も存在している．本研究では，

1947年以降のデータに対してモデル開発を行った．これは，第二次世界大戦後とそれ以前
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資料:筆者推計

表５ 下方レキシストライアングル割合の都道府県推計値と全国実績単回帰推計値

のRMSE（1947-71年）

年齢階級
女性 男性

ModelIIModelV ModelVI II-VI V-VI ModelIIModelV ModelVI II-VI V-VI

0 0.0108 0.0130 0.0109 0.0000 0.0021 0.0094 0.0098 0.0095 -0.0001 0.0002

1 0.0174 0.0167 0.0174 0.0000 -0.0007 0.0164 0.0162 0.0164 0.0000 -0.0002

2-4 0.0243 0.0109 0.0093 0.0149 0.0016 0.0277 0.0118 0.0083 0.0194 0.0035

5-9 0.0218 0.0119 0.0111 0.0107 0.0008 0.0180 0.0103 0.0096 0.0084 0.0007

10-14 0.0155 0.0130 0.0120 0.0035 0.0011 0.0131 0.0121 0.0104 0.0027 0.0017

15-19 0.0109 0.0137 0.0109 0.0000 0.0028 0.0106 0.0141 0.0100 0.0006 0.0041

20-24 0.0133 0.0111 0.0101 0.0032 0.0010 0.0104 0.0104 0.0101 0.0002 0.0003

25-29 0.0129 0.0113 0.0101 0.0027 0.0012 0.0103 0.0109 0.0101 0.0002 0.0008

30-34 0.0097 0.0114 0.0094 0.0004 0.0021 0.0099 0.0102 0.0097 0.0002 0.0006

35-39 0.0068 0.0101 0.0069 -0.0001 0.0032 0.0068 0.0085 0.0067 0.0001 0.0018

40-44 0.0097 0.0132 0.0097 0.0000 0.0035 0.0084 0.0117 0.0073 0.0010 0.0044

45-49 0.0102 0.0123 0.0099 0.0003 0.0024 0.0108 0.0136 0.0072 0.0036 0.0063

50-54 0.0103 0.0116 0.0090 0.0014 0.0026 0.0076 0.0093 0.0062 0.0014 0.0031

55-59 0.0104 0.0115 0.0099 0.0004 0.0015 0.0073 0.0087 0.0075 -0.0002 0.0012

60-64 0.0116 0.0122 0.0108 0.0007 0.0014 0.0083 0.0094 0.0083 0.0000 0.0011

65-69 0.0095 0.0102 0.0091 0.0003 0.0011 0.0078 0.0091 0.0078 0.0000 0.0013

70-74 0.0089 0.0107 0.0089 0.0000 0.0018 0.0076 0.0091 0.0077 -0.0001 0.0014

75-79 0.0089 0.0110 0.0089 0.0000 0.0022 0.0076 0.0086 0.0078 -0.0002 0.0008

80-84 0.0070 0.0095 0.0070 0.0000 0.0025 0.0059 0.0066 0.0057 0.0002 0.0008

85-89 0.0054 0.0092 0.0054 0.0000 0.0038 0.0049 0.0064 0.0045 0.0004 0.0019

90-94 0.0050 0.0149 0.0041 0.0009 0.0107 0.0030 0.0135 0.0029 0.0002 0.0107

95-99 0.0134 0.0305 0.0039 0.0094 0.0266 0.0147 0.0259 0.0137 0.0010 0.0122



では，死亡率水準が大きく異なることが考えられること，また，都道府県別生命表の提供

についても，まずは全国と同様，1947年以降の優先度が高いと考えられたことによるもの

である．

しかしながら，今後，全国の生命表とともに，都道府県別生命表についても第二次大戦

前の作成の検討が必要と考えられ，その際には第二次大戦前についても同様のモデルが必

要と考えられる．このような点については今後の課題としたい．

（2023年10月4日査読終了）
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StudyforaModelSplittingDeathCountsbyAgeandTimeinto
DesignatingbyBirthCohort

HORIGUCHIYuandISHIIFutoshi

TheJapaneseMortalityDatabase(JMD)isadatabaseoflifetablesinJapan,whichiscompati-

blewiththeHumanMortalityDatabase(HMD).ThelifetablesintheHMDareconstructedbased

ondeathsbytheLexistriangle,namely,byage,time,andbirthcohort,whichissimilartotheJMD.

InJapan,however,thenumberofdeathsbyprefectureandbytheLexistriangleisavailableonly

after1972(excluding1947・1950),whichresultedintheavailabilityofprefecturallifetablesinthe

JMDonlyafter1975.

IntheHMDprotocol,amethodforsplittingdeathdatabyageandtimeintotheLexistriangle

isusedforconstructinglifetablesincountriesortimeperiodsinwhichdeathcountsbytheLexis

triangleareunavailable.Thismethodproposesalinearmodelfor"theproportionofthelower

Lexistriangle"withinfantmortalityrateandratioofadjacentcohorts,amongothers,astheex-

planatoryvariablesandisusedtoestimatedeathcountsbytheLexistriangle.

ThisstudyaimstodevelopamodelforestimatingdeathcountsbytheLexistrianglefromthe

databyageandtimeinJapanbefore1972basedontheHMDmethod.Onthebasisofresults,the

studyconcludedthatModelVIofthesixmodelsisthemostefficientone,whichisbasedondata

from1947to1975withinteractiontermsforthelogarithmofinfantmortalityratesanddummy

variablesforageclasses.Moreover,itpresentsvariablesderivedusingthebackwardselection

methodwithAIC.Thestudypositsthattheproposedmodelisapplicabletotheestimationof

prefecturallifetablespriorto1975,enablingfurtherextensionoftheJMD.

Keywords:deathsbyprefecture,Lexistriangle,theJapaneseMortalityDatabase
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都道府県別にみた人口増加率の要因分解：1950～2020年

(2)期間別分解と年齢別人口の分析結果

鎌田健司＊・小池司朗・菅桂太・山内昌和＊＊

Ⅰ．はじめに

2020年の全国の総人口は1億2,614万6千人であり，2015年から94万9千人の人口減少

であった（総務省統計局 2021）．2015-2020年の人口増加率は-0.7％であり，2010-2015年

の-0.8％よりも人口減少は若干緩和された．その要因として，日本人人口は178万3千人

減少（人口増加率-1.4％）したのに対して，外国人人口が83万5千人増加（同43.6％）し

たことなどが挙げられる．

都道府県別にみると（同 2021），2015-2020年では8都県（東京都・沖縄県・神奈川県・

埼玉県・千葉県・愛知県・福岡県・滋賀県）で総人口が増加し，それ以外の39道府県では
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本稿は，BongaartsandBulatao（1999）の方法を用い，1950-2020年の都道府県別人口の人口

増加率を年齢構造要因，出生要因，死亡要因，移動要因の4要因に分解することによって，地域人

口変動の構造を分析した．

分析した結果，第一に2020年を追加した分析では，沖縄県を除く全ての都道府県で年齢構造要因

がマイナスとなるなど人口減少が着実に進行していることが確認された．第二に1950-2020年の人

口増加率を人口変化が特徴的な5つの期間に分解した結果，年齢構造要因，死亡要因，出生要因は

近年の期間になるほど高い寄与度を示し，移動要因は近年になるにしたがい徐々に小さくなる結果

であった．第三に，1950-2020年の人口増加率の人口学的要因の年齢別寄与度の分布では，年齢構

造要因，死亡要因，出生要因は低年齢ほど年齢別寄与度が高い分布が得られた．最後にコーホート

別に死亡・移動要因の年齢別寄与度を観察した結果，死亡要因は1950-1970年代出まれコーホート

では0-4歳の寄与度が高く，40歳代以降に徐々に寄与度が高くなる死亡力転換過程が観察された．

移動要因では，三大都市圏は10歳代後半から20歳代前半にかけて大きくプラスの寄与度が観察され，

20歳代後半から30歳代にかけてマイナスになる年齢別寄与度のパターンが観察された．

キーワード：都道府県別人口，人口増加率，要因分解，人口学的要因

*明治大学政治経済学部専任講師

**早稲田大学教育・総合科学学術院教授



総人口が減少した．同期間に人口増加率が最も高いのは東京都（3.9％）であり，沖縄県

（2.4％），神奈川県（1.2％）と続く．特に東京圏１）と福岡県は2010-2015年に比べて人口増

加数が増えていた．一方，人口減少率が最も高いのは秋田県（-6.2％）であり，岩手県

（-5.4％），青森県（-5.4％）と宮城県（-1.4％）を除く東北地方や高知県（-5.0％），徳島

県（-4.8％），長崎県（-4.7％）などで人口減少率が高い．

図1には，1950年の総人口を100とした場合の各時点の人口成長指数と5年間の人口増

加率を示している．全国の人口成長指数は2020年時点で150.0と1950年の総人口の1.5倍に

増加した．都道府県で最も人口成長指数が高いのは神奈川県（371.3）であり，埼玉県

（342.3），千葉県（293.8）と東京圏の3県が突出している．これらの地域の人口増加率が

高かった時期は1950-1955年から1975-1980年あたりの非三大都市圏から三大都市圏への移
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1）東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県の全体を東京圏，愛知県・岐阜県・三重県の全体を名古屋圏，大阪府・

京都府・兵庫県・奈良県の全体を大阪圏とし，これら3つの圏域を三大都市圏とし，それ以外の道県をまとめ

て非三大都市圏とする．三大都市圏の定義は総務省『住民基本台帳人口移動報告』に準じた．

資料：総務省統計局「国勢調査報告」，厚生労働省「人口動態調査」．国立社会保障・人口問題研究所「人口統計
資料集」.

注：人口成長指数とは1950年の総人口を100としたときの各時点の指数．左図の数値は2020年の指数．1950～55
年，右図の1955～60年の自然増加数は，5年間の出生数及び死亡数について期首年は3/12，期末年は9/12
を年間動態数に乗じて算出した．1960～65年以降は，期首年10月～期末年9月の自然増加数を用いて，期首
人口で除した率．社会増加率は人口増加率から自然増加率を減じた率．1950-55年，1955-60年の自然・社会
増加率は沖縄県を含まない．太線は全国値．

図１ 都道府県別，人口成長指数（1950年=100）・人口増加率の推移



動が生じた時期であった．その後は，多くの都道府県で人口増加率が低下する傾向となっ

ている．非三大都市圏には1950年代後半から人口成長指数が100を割っている県もあり，

山形県・徳島県は1955年から，島根県・高知県・大分県は1960年から，秋田県・佐賀県・

長崎県は1965年から，それぞれ2020年まで一貫して1950年の総人口を下回っている状況に

ある．

本稿は，このような都道府県別の人口変化を人口動態の要因と年齢構造の要因に分解す

ることによって，その構造を明らかにすることを目的する．人口増加率の人口学的要因分

解の手法には，人口学的方程式にしたがった粗出生率，粗死亡率，転入率，転出率への分

解や，自然増加率と社会増加率への分解などがあるが，人口変化に対する期首人口の年齢

構造の影響が大きいことが知られており（高橋 1990，石川 2002a;2002b，小池 2014，

山内ほか 2017，石井 2008，2020），その影響を組み込んだ要因分解法を用いる必要があ

る．

本稿ではBongaartsandBulatao（1999）の方法を用いることにより，年齢構造要因，

出生要因，死亡要因，移動要因の4要因に分解する．具体的には，1950-2020年の都道府

県別人口の人口増加率を全期間での要因分解といくつかの期間に分けた要因分解とを行う．

IIでは，要因分解法と分析枠組みについて説明し，IIIでは分析結果を示す．分析結果に

は，2020年までの要因分解結果，1950-2020年の人口学的要因の寄与度を期間別分解した

結果，年齢別・コーホート別にみた人口学的要因の寄与度の分布についての分析結果を示

す．IVは結論と今後の課題について示す．

なお，本稿で用いる人口増加率は，当該期間の人口増減の期首人口に対する「比率」で

あり，対象とするイベントを経験する可能性のあるリスク人口を分母にとった単位時間あ

たりのイベントの発生頻度を測る人口学的「率」（demographicrate）ではない．本稿で

使用した「人口動態調査」に関する分析結果には，統計法第33条に基づき調査票情報を二

次利用したものが含まれる．

Ⅱ．分析枠組

1． 人口増加率の要因分解法

BongaartsandBulatao（1999）の要因分解法は，年齢構造要因，出生要因，死亡要因，

移動要因の4要因の寄与に分解する．その基本的な考え方は，出生率・生残率であれば要

因分解を行おうとする期間の期首から直近5年間の水準で一定，純移動率であれば一律ゼ

ロとすることでそれぞれの影響を段階的に除去したシナリオ別の人口を計算し，シナリオ

間で人口を比較することで各要因の効果に分解する．本手法を用いた研究には，国連の世

界人口推計結果（Andreevetal.2013,UnitedNations2017）や英国の地域別将来人口

推計結果（Reesetal.2013），日本の地域別将来推計人口を対象とした分析結果（鎌田ほ

か 2020a,2020b，Kamataetal.2021,2022）や1950-2015年までの都道府県別の総人口

に対する分析結果（鎌田ほか 2022）などがある．
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要因分解に用いるシナリオは以下の4通りである．(1)標準シナリオPs,・・t,t0・i：人口動

態率が実績値どおりに適用される人口．(2)自然増減シナリオPn,・・t,t0・i：(1)のうち，純

移動率が一律ゼロとして自然増減の変化によって計算される人口．(3)寿命伸長シナリオ

Pr,・・t,t0・i：(2)に加え，出生率を一定として，生残率のみが実績通りに計算される人口．

(4)年齢構造シナリオPm,・・t,t0・i：(3)に加え，生残率を一定として人口動態率の変化がな

く計算される人口．これら4通りのシナリオ推計に加えて(5)期首人口P・t0・iを加えた5

種類の人口を用いる．

標準シナリオと自然増減シナリオの差を「移動要因」，自然増減シナリオと寿命伸長シ

ナリオの差を「出生要因」，寿命伸長シナリオと年齢構造シナリオの差を「死亡要因」，年

齢構造シナリオと期首時点の人口の差を「年齢構造要因」として人口増加率を人口学的要

因に分解する．さらに，各要因による人口変化の期首人口に対する比を各要因の「寄与度」

に変換して分析結果の解釈を行う．各要因の寄与度の合計は，当該期間の人口増加率に等

しくなる．なお，年齢別寄与度の算出では，分母は当該年齢の人口ではなく，総人口とす

ることで年齢別寄与度の合計は総人口の人口増加率に等しくなるように標準化した．

年齢構造要因の寄与度(%)：CRm,・・t,t0・i・・Pm,・・t,t0・i・P・・t0・i・・・P・・t0・i・100

出生要因の寄与度(%)：CRb,・・t,t0・i・・Pn,・・t,t0・i・Pr,・・t,t0・i・・・P・・t0・i・100

死亡要因の寄与度(%)：CRd,・・t,t0・i・・Pr,・・t,t0・i・Pm,・・t,t0・i・・・P・・t0・i・100

移動要因の寄与度(%)：CRmg,・・t,t0・i・・Ps,・・t,t0・i・Pn,・・t,t0・i・・・P・・t0・i・100

・：年齢,i：都道府県,t0：期首時点,t：期末時点

本手法の限界は，各要因の効果は分析期間内に生じた各要因により変化した人口の影響

のみであり，分析対象期間より前の出生・死亡・移動が期首時点の年齢構造に及ぼした影

響は年齢構造要因に含まれる点である（石井 2020）．とりわけ出生要因は分析期間の影響

を大きく受ける．他の要因がすべての年齢の変化を対象にするのに対して，出生要因は当

該期間に生じた出生数（0-4歳人口）の蓄積のみが評価されるため，分析期間が短い場合

はその寄与度は極めて小さくなり，分析期間が長くなるにつれてその寄与度が大きくなる．

一方で移動要因は短期的には大きな変動が観察されるが，長期的には相対的に小さくなる．

適切な分析期間を定めることは困難であり，分析目的に応じて分析期間を設定することが

求められる．なお，沖縄県は1950-75年について月別出生数を得ることができなかったた

め，1975年以後を分析期間とする．

2． 分析期間

本研究では，1950年から2020年までを1つの期間とする分析のほか，5年間隔に分けて

10期間とした分析，10ないしは15年間隔で5期間（1950-1960年，1960-1975年，1975-1990

年，1990-2005年，2005-2020年）とした分析を行い，その他に2015-2020年の期間に限定

した分析を行う．
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3． 人口動態率の定義

本研究では，国勢調査における1950-2020年の5年ごとの5歳階級別に都道府県別人口

動態率を作成する．女性の年齢別出生率および男女年齢別生残率は，国勢調査時点の人口

を再現するために補正した人口動態率を作成して用いる．純移動率には国勢調査から得ら

れる男女年齢別コーホート変化率から上記の補正した男女年齢別生残率を除した値を用い

る．補正方法は鎌田ほか（2022）と同様である．

補正前の女性の年齢別出生率は，1950-1960年までは厚生省人口問題研究所『都道府県

別標準化出生率』の「都道府県別，女子の年齢（5歳階級）別特殊出生率および粗再生産

率：昭和5年・25年・30年・35年」，1965年以降は旧厚生省・厚生労働省「人口動態統計」

の都道府県別及び総務省統計局「国勢調査」により算出される公表値を用いた．また，国

勢調査間の出生数（t-5年10月～t年9月）を作成し，1979年までは人口動態統計に記載

されている月別出生数を足し上げ，1980年以降は人口動態統計から集計した外国人を含む

出生数の総数を用いた．

補正前の男女年齢別生残率は，1947-1948年,1950-1955年は水島治夫「府県別生命表集」

（大正10-昭和31年），1960年は水島治夫・重松峻夫「都道府県別生命表」（昭和34-36年），

1965年は旧厚生省「昭和40年地域別生命表」，1970年は旧厚生省「昭和45年地域別生命表」，

1975年以降は国立社会保障・人口問題研究所の日本版死亡データベース（JMD）を用い

て算出した．出生数と同様に，国勢調査間の死亡数（t-5年10月～t年9月）を作成して

用いた．

III．分析結果

1． 人口増加率の要因分解結果：1950-2020年

表1には，1950-2020年，2005-2020年，2015-2020年における都道府県別にみた総人口

の人口増加率を人口学的要因に分解した寄与度を示している．

(1) 1950-2020年

1950-2020年の全期間でみた人口増加率の中央値は2.3％の右に歪んだ分布であり（平均

値31.2％，標準偏差66.5％），最大値は神奈川県の271.3％，最小値は秋田県の-26.7％であ

る．東京圏を中心に三大都市圏の人口増加率が顕著に高く，非三大都市圏では相対的に低

い水準であり，21県で人口増加率は負の値である．

全期間において平均的に大きな変化量をもつのは出生要因である（中央値-298.2％，平

均値-288.0％）．出生要因は非三大都市圏においてマイナスの寄与度が高い傾向にあり，

北海道・東北地方，九州地方など1950年時点で出生力が高かった地域において大きなマイ

ナスとなっている（最小値は北海道の-470.3％，最大値は奈良県の-170.9％）．なお，本分

析では出生要因の寄与度は2020年65-69歳コーホートまでの観察となっているため，1950
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表１ 期間別，都道府県別人口増加率と人口学的要因の寄与度

（%）

1950-2020年 2005-20年 2015-20年

人口増加率 人口増加率 人口増加率

年齢
構造

出生 死亡 移動
年齢
構造

出生 死亡 移動
年齢
構造

出生 死亡 移動

北海道 21.6 286.6-470.3 245.8 -40.4 -7.2 -6.6 0.8 1.1 -2.4 -2.9 -2.9 -0.1 0.1 -0.1

青森県 -3.5 240.6-440.1 290.7 -94.6 -13.8 -7.6 0.2 1.5 -8.0 -5.4 -4.0 0.1 0.3 -1.8

岩手県 -10.1 193.0-335.0 230.3 -98.4 -12.6 -7.4 0.0 1.1 -6.3 -5.4 -3.6 -0.1 0.0 -1.8

宮城県 38.4 212.3-337.6 194.5 -30.8 -2.5 -4.0 0.4 1.3 -0.2 -1.4 -1.8 -0.2 0.2 0.4

秋田県 -26.7 200.6-367.9 240.1 -99.6 -16.2 -11.1 0.1 1.6 -6.8 -6.2 -5.1 0.0 0.2 -1.3

山形県 -21.3 143.6-241.8 174.5 -97.6 -12.2 -7.9 -0.2 1.6 -5.7 -5.0 -3.7 0.0 0.1 -1.4

福島県 -11.1 222.4-327.2 204.1-110.5 -12.3 -5.5 -0.1 1.4 -8.2 -4.2 -3.0 -0.1 0.1 -1.2

茨城県 40.6 195.9-301.7 179.2 -32.9 -3.6 -4.6 0.5 1.4 -0.9 -1.7 -2.2 -0.1 0.1 0.4

栃木県 24.7 228.6-354.1 201.7 -51.4 -4.1 -4.7 0.5 1.3 -1.2 -2.1 -2.1 -0.1 0.2 -0.1

群馬県 21.1 200.4-313.6 180.5 -46.1 -4.2 -5.0 0.4 1.1 -0.7 -1.7 -2.4 -0.1 0.2 0.6

埼玉県 242.2 192.9-326.9 188.2 188.0 4.1 -2.9 0.9 1.3 4.8 1.1 -1.2 -0.1 0.3 2.2

千葉県 193.8 175.0-289.7 163.6 145.0 3.8 -3.9 0.9 1.6 5.2 1.0 -1.4 -0.2 0.2 2.4

東京都 123.8 84.7-175.6 104.8 109.9 11.7 -5.7 1.5 1.6 14.4 3.9 -0.9 0.0 0.3 4.6

神奈川県 271.3 150.0-242.2 128.3 235.3 5.1 -3.2 1.2 1.5 5.6 1.2 -0.9 -0.1 0.2 2.1

新潟県 -10.6 194.8-316.4 196.6 -85.6 -9.5 -7.3 0.4 1.2 -3.8 -4.5 -3.1 0.0 0.1 -1.4

富山県 2.6 168.7-335.7 219.0 -49.4 -6.9 -7.3 0.7 1.1 -1.4 -3.0 -3.1 0.1 0.2 -0.2

石川県 18.3 168.9-313.8 200.7 -37.5 -3.5 -4.9 0.9 1.2 -0.8 -1.9 -2.0 0.0 0.2 -0.1

福井県 1.9 124.9-235.5 178.3 -65.8 -6.7 -5.0 0.9 1.1 -3.6 -2.5 -2.2 -0.1 0.1 -0.3

山梨県 -0.2 189.6-269.0 151.4 -72.2 -8.4 -5.1 0.6 1.1 -5.0 -3.0 -2.7 0.0 0.3 -0.7

長野県 -0.6 128.1-192.4 123.0 -59.2 -6.7 -6.2 0.6 1.4 -2.5 -2.4 -2.8 -0.1 0.2 0.3

岐阜県 28.1 156.1-276.3 176.4 -28.1 -6.1 -4.8 1.0 1.4 -3.7 -2.6 -2.1 -0.1 0.2 -0.6

静岡県 47.0 203.0-294.6 159.4 -20.8 -4.2 -4.8 1.0 1.2 -1.6 -1.8 -2.1 -0.2 0.2 0.3

愛知県 122.5 162.1-265.6 154.4 71.6 4.0 -2.4 1.3 1.5 3.5 0.8 -0.6 -0.1 0.2 1.3

三重県 21.2 127.2-223.3 149.3 -32.1 -5.2 -5.5 1.0 1.4 -2.1 -2.5 -2.2 -0.1 0.2 -0.5

滋賀県 64.1 105.7-191.7 144.6 5.6 2.4 -1.6 1.2 1.5 1.2 0.0 -0.6 -0.1 0.2 0.5

京都府 40.7 99.9-198.5 124.4 14.9 -2.6 -4.7 1.3 1.6 -0.7 -1.2 -1.7 0.0 0.3 0.1

大阪府 129.1 89.2-186.9 125.4 101.4 0.2 -4.4 0.9 1.7 2.1 0.0 -1.5 -0.1 0.3 1.3

兵庫県 65.1 119.5-220.1 141.3 24.5 -2.2 -4.9 1.3 1.8 -0.5 -1.3 -1.7 -0.1 0.4 0.2

奈良県 73.4 82.8-170.9 123.4 38.1 -6.8 -4.6 1.1 1.6 -4.9 -2.9 -2.2 0.0 0.4 -1.2

和歌山県 -6.1 110.6-183.2 120.1 -53.5 -10.9 -8.3 0.8 1.4 -4.8 -4.3 -3.4 -0.1 0.3 -1.0

鳥取県 -7.8 131.5-219.6 154.5 -74.2 -8.8 -6.9 0.7 1.4 -4.2 -3.5 -3.0 0.0 0.2 -0.8

島根県 -26.5 191.7-308.4 190.8-100.5 -9.6 -8.5 0.8 1.2 -3.0 -3.3 -3.6 -0.1 0.2 0.1

岡山県 13.7 144.6-245.0 151.8 -37.8 -3.5 -5.4 0.8 1.6 -0.5 -1.7 -2.0 -0.1 0.3 0.1

広島県 34.5 135.8-228.9 141.8 -14.3 -2.7 -5.1 1.4 1.4 -0.4 -1.6 -1.6 -0.2 0.2 0.0

山口県 -12.9 172.2-294.5 173.8 -64.4 -10.1 -8.8 1.1 1.5 -3.9 -4.5 -3.5 0.0 0.3 -1.3

徳島県 -18.1 188.4-344.1 216.7 -79.0 -11.2 -8.6 1.1 1.7 -5.4 -4.8 -3.4 0.1 0.2 -1.7

香川県 0.4 183.1-294.5 164.9 -53.1 -6.1 -6.9 1.1 1.5 -1.7 -2.7 -2.7 -0.1 0.2 -0.1

愛媛県 -12.3 237.5-361.1 191.4 -80.2 -9.1 -7.9 1.1 1.4 -3.6 -3.6 -3.1 -0.1 0.1 -0.5

高知県 -20.9 138.6-228.9 135.1 -65.7 -13.2 -9.7 0.9 1.5 -5.8 -5.0 -4.1 0.1 0.3 -1.3

福岡県 45.5 184.9-323.6 188.3 -4.1 1.7 -4.3 1.6 1.5 2.8 0.7 -1.3 -0.1 0.2 1.8

佐賀県 -14.1 190.5-313.2 212.2-103.7 -6.3 -4.6 0.8 1.4 -4.0 -2.6 -2.1 0.0 0.2 -0.7

長崎県 -20.2 237.8-355.2 218.6-121.5 -11.2 -6.0 1.3 1.4 -7.9 -4.7 -2.7 0.1 0.2 -2.3

熊本県 -4.9 209.8-317.3 186.8 -84.3 -5.6 -5.3 1.2 1.3 -3.0 -2.7 -2.0 0.0 0.1 -0.8

大分県 -10.3 177.0-310.5 200.2 -77.0 -7.1 -7.3 1.3 1.8 -2.9 -3.6 -2.7 0.0 0.2 -1.2

宮崎県 -2.0 265.6-390.3 223.3-100.6 -7.2 -5.3 1.3 1.3 -4.5 -3.1 -2.4 0.0 0.1 -0.8

鹿児島県 -12.0 213.3-314.9 200.5-110.8 -9.4 -6.4 1.3 1.3 -5.6 -3.6 -2.8 0.0 0.2 -1.1

沖縄県 7.8 4.5 1.4 0.7 1.1 2.4 1.1 -0.1 0.1 1.2

最小値 -26.7 82.8-470.3 104.8-121.5 -16.2 -11.1 -0.2 0.7 -8.2 -6.2 -5.1 -0.2 0.0 -2.3

中央値 2.3 180.1-298.2 178.8 -52.3 -6.3 -5.3 0.9 1.4 -2.5 -2.6 -2.2 -0.1 0.2 -0.2

最大値 271.3 286.6-170.9 290.7 235.3 11.7 4.5 1.6 1.8 14.4 3.9 1.1 0.1 0.4 4.6

平均値 31.2 173.0-288.0 177.5 -31.4 -5.3 -5.6 0.9 1.4 -1.9 -2.3 -2.4 -0.1 0.2 -0.1

標準偏差 66.5 47.3 67.8 38.6 78.9 5.9 2.4 0.4 0.2 4.1 2.2 1.1 0.1 0.1 1.3



年以前の出生コーホートの影響は年齢構造要因に含まれている．したがって，分析期間を

さらに延長した場合には，出生要因の寄与度は今以上にマイナス方向に高く観察される可

能性がある．

次に平均的に高い寄与度を示すのは年齢構造要因（中央値180.1％，平均値173.0％）と

死亡要因（中央値178.8％，平均値177.5％）である．年齢構造要因はすべての地域におい

てプラスの寄与度であり，1950年時点の人口構造がほとんどの地域で安定人口に近い「富

士山型」の人口ピラミッドであることから，人口動態率が一定であったとしても人口を増

加させるモメンタムを持っていたことを示している．死亡要因は年齢構造要因と同水準の

プラスの寄与度であり，現在の高齢化率が高い非三大都市圏の地域ほどプラスの寄与度が

高い傾向にある．その背後には，死亡力転換過程において，乳児死亡率の改善から中高年

死亡率の改善へと年齢別死亡率が改善したこと，その効果は高齢化率の高い地域ほど顕在

化しやすいことがある．年齢構造要因と死亡要因の関係については後述する．

移動要因は東京圏に属する都県，愛知県，大阪圏に属する府県のみがプラスの寄与度で

あり，その他の道県ではマイナスとなっている（中央値-52.3％，平均値-31.4％）．とりわ

け東京圏の3県でプラスの寄与度が高く，最も移動要因が低かったのは長崎県（-121.5％）

である．

(2) 2005-2020年

この期間における人口増加率の中央値は-6.3％（平均値-5.3％，標準偏差5.9％）であり，

非大都市圏を中心にほとんどの地域で人口は減少し，人口増加率の最小値は秋田県の-6.2

％，最大値は東京都の11.7％である．これまで多くの地域でプラスであった年齢構造要因

が沖縄県（4.5％）を除きマイナスに転じた（中央値-5.3％，平均値-5.6％）．年齢構造要

因がマイナスであるということは，人口動態率の変化によらず人口減少（主に「自然減」）

の生じやすい人口構造であるほどに高齢化したことを示す．出生要因は2015年まで出生率

は上昇し，その後も2005年より相対的に高い水準であったことから，プラスの寄与度となっ

ているが，分析期間が短いこともあり，寄与度自体は1％程度である（中央値と平均値は

ともに0.9％）．死亡要因は，中高年死亡の改善が継続したこともあり，依然としてプラス

の寄与度を示し，沖縄県が0.7％と比較的小さいことを除くと，地域差はさほどみられな

い（中央値と平均値はともに1.4％）．移動要因は，東京圏の転入超過と都心回帰の傾向が

続いたことを反映し，東京都が14.4％と突出して高い寄与度であり，その他では東京圏の

3県，愛知県，滋賀県，大阪府，福岡県，沖縄県のみがプラスの寄与度であった（中央値

-2.5％，平均値-1.9％）．

(3) 2015-2020年

この期間における人口増加率の中央値は-2.6％（平均値-2.3％，標準偏差2.2％）であり，

最小値は秋田県の-5.1％，最大値は東京都の3.9％であった．年齢構造要因の中央値は-2.2

％（平均値-2.4％）であり，沖縄県を除く道府県でマイナスの寄与度であり，非三大都市
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圏ほどマイナスの寄与度が大きい．出生要因は2016年以降の出生率低下の影響を受けて，

多くの地域でマイナスの寄与度に転じた（中央値と平均値はともに-0.1％）．死亡要因は

安定してプラスの寄与度である（中央値と平均値はともに0.2％）．移動要因は19都府県に

おいてプラスの寄与度となっており（中央値-0.2％，平均値-0.1％），群馬県，長野県，静

岡県などで移動要因がプラスになるなど，この間の外国人人口の増加や2020年の新型コロ

ナウイルス感染症による人口移動の抑制などの一部の影響が出ているものと推察される．

(4)人口増加率と人口学的要因の相関関係：地域差の検出

1950-2020年の全期間における，人口増加率と人口学的要因の相関係数は，年齢構造要

因-0.271，出生要因0.245，死亡要因-0.390，移動要因0.978であり，移動要因が人口増加率

の地域差と強い関係性をもつことがわかる．2005-2020年における相関係数をみると，年

齢構造要因0.827，出生要因0.546，死亡要因0.005，移動要因0.941であり，移動要因が最

も高い値であることは変わらないが，年齢構造要因も高い値を示した．年齢構造要因の相

関係数は1975年以降の期間では徐々に高くなっており（鎌田ほか 2022），人口高齢化によっ

て人口減少の生じやすい人口構造が地域差を伴いながら形成されたことで，年齢構造要因

の違いが人口増加率の違いとなって表れやすくなっていることを示唆している．

2． 1950-2020年の人口増加率の５期間別寄与度への分解

BongaartsandBulatao（1999）の要因分解法は，対象となった分析期間の出生要因・

死亡要因・移動要因を算出するため，短期的には移動要因の影響が大きくなり，長期的に

は出生要因の影響が大きくなるなど，分析期間によってその要因の影響が大きく変動する．

期間別に要因分解結果を示すことの利点は，各期間にみられる特徴的な人口動態の変化

の影響を詳細に観察できる，あるいは期首時点の異なる複数の分析期間を比べることで高

齢化の進展度合いの違いが及ぼす影響を観察できる，といったことがある．しかし，年齢

構造要因には期首時点以前の人口学的要因によって変化した部分が含まれていることから，

人口学的要因による影響（特に出生要因）を適切に評価するためには，長期的な観察を行

う必要がある．

ここで示す分析結果は，1950年から2020年までを5つの期間（1950-1960年～2005-2020

年）に分解したものである．このうちの年齢構造要因は，1950年を期首とした2020年まで

の年齢構造シナリオ結果と1950年の総人口の差を期首人口で標準化して，5期間の寄与度

に分解している．なお，1950年を期首とした年齢構造シナリオは，高い出生力，低い生残

率，純移動率ゼロが2020年まで継続するシナリオである．出生・死亡・移動要因について

は，自然増減シナリオと寿命伸長シナリオの差を出生要因，寿命シナリオと年齢構造シナ

リオの差を死亡要因，標準シナリオと自然増減シナリオの差を移動要因とする分解を各期

間で別途計算することによって得られる．詳しい定式化は以下の通りである．
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年齢構造要因の期間別寄与度(%)

Pm,・・2020,1950・i・P・・1950・i
・P・・1950・i

・100

・
・Pm,・・1960,1950・i・P・・1950・i・

・P・・1950・i
・100

・
・Pm,・・1975,1950・i・Pm,・・1960,1950・i・

・P・・1950・i
・100

・
・Pm,・・1990,1950・i・Pm,・・1975,1950・i・

・P・・1950・i
・100

・
・Pm,・・2005,1950・i・Pm,・・1990,1950・i・

・P・・1950・i
・100

・
・Pm,・・2020,1950・i・Pm,・・2005,1950・i・

・P・・1950・i
・100

出生要因の期間別寄与度(%)

・Pn,・・2020,1950・i・Pr,・・2020,1950・i・

・P・・1950・i
・100

・
・Pn,・・1960,1950・i・Pr,・・1960,1950・i・

・P・・1950・i
・100

・
・Pn,・・1975,1950・i・Pr,・・1975,1950・i・・・Pn,・・1960,1950・i・Pr,・・1960,1950・i・

・P・・1950・i
・100

・
・Pn,・・1990,1950・i・Pr,・・1990,1950・i・・・Pn,・・1975,1950・i・Pr,・・1975,1950・i・

・P・・1950・i
・100

・
・Pn,・・2005,1950・i・Pr,・・2005,1950・i・・・Pn,・・1990,1950・i・Pr,・・1990,1950・i・

・P・・1950・i
・100

・
・Pn,・・2020,1950・i・Pr,・・2020,1950・i・・・Pn,・・2005,1950・i・Pr,・・2005,1950・i・

・P・・1950・i
・100

死亡要因の場合はnをr，rをmに読み替え，移動要因の場合は，nをs，rをnに読

み替える．・は5歳年齢階級とする．

ここで北海道を例に期間別分解の構造についてみてみたい．図2には，1950-2020年の

北海道のシナリオ別総人口の推移（左図）と5期間別にみた人口学的要因の寄与度（右図）

を示している．1950年を期首人口とするとき，最も総人口が増加するシナリオは寿命伸長

シナリオである．同シナリオは，人口移動がなく，高い出生力が継続するため，総人口は

急激に増加する（430万人[1950年]→2,716万人[2020年]）．次に総人口が増加するシナリオ

は年齢構造シナリオであり，寿命伸長シナリオに加えて，乳幼児死亡率が高い水準にある

―409―



死亡構造が固定されることで2020年時点の総人口は1,661万人まで抑えられる．寿命伸長

シナリオ・年齢構造シナリオが時間経過に従って急激に増加する構造にあるのは，両シナ

リオでは高い出生力が継続することの効果が時間経過とともに累積的に高まっていくから

である．自然増減シナリオは，人口移動がなく，出生・死亡は実績値通りに推移するシナ

リオであり，人口移動がないことで総人口は2020年時点で696万人となる．移動要因の効

果は観察期間内の短期的変動を捉えるため，長期的な人口変動に対する蓄積される効果は

この分析上はみられないが，人口移動が10歳代後半から30歳代で生じることを考えると，

出生要因との相互作用効果などが含まれていると考えられる．したがって，人口移動によっ

て増加した出生数の増加分は出生要因として評価される．人口学的要因の各期間別寄与度

についてみると（右図），年齢構造要因，出生要因，死亡要因は，時間変化に伴い拡大す

る傾向が観察される．一方で移動要因は各期間における短期的変動をとらえるため，1960-

1975年が最も高く，それ以降は寄与度が低下している．

沖縄県を除く都道府県について，1950-2020年の人口増加率を5期間に分解した結果を

図3に示した．北海道の例でみたように，年齢構造要因，死亡要因，出生要因は，主に高

い出生率が継続することによる蓄積された構造効果によって，近年の期間になるほど高い

寄与度を示すといった結果がみられる．移動要因は1970年代までの三大都市圏への急激な

人口移動の影響や，その後の少子高齢化による移動しやすい若年人口の相対的な減少によ

り，直近の期間に近づくほど寄与度は小さくなっている．東京都・神奈川県・愛知県・大

阪府は1950-1960年から移動要因がプラスであるが，埼玉県・千葉県は1960-75年以降に移

動要因がプラスに寄与するなど，三大都市圏の都府県でも移動要因の寄与度の大小は時期

によって異なっており，都市化や郊外化や都心回帰といった人口移動状況の変化が見て取

れる．
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図２ 1950-2020年の人口増加率の期間別分解の例（北海道）
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表２ 1950-2020年の人口増加率の期間別要因分解結果について，５期間別にみた年齢構造要因と

その他の人口学的要因との相関係数

出生要因 死亡要因 移動要因

1950-
1960

1960-
1975

1975-
1990

1990-
2005

2005-
2020

1950-
1960

1960-
1975

1975-
1990

1990-
2005

2005-
2020

1950-
1960

1960-
1975

1975-
1990

1990-
2005

2005-
2020

年齢
構造
要因

1950-60 -0.021 -0.022 -0.133

1960-75 -0.873 0.559 -0.364

1975-90 -0.913 0.749 -0.319

1990-05 -0.949 0.819 -0.446

2005-20 -0.952 0.856 -0.432

図３ 1950-2020年の人口増加率について，人口学的要因を５期間に分解した寄与度



表2には1950-2020年の人口増加率を5期間に分解した人口学的要因間の相関係数を示

している．年齢構造要因と出生要因については，1960-75年以降，一貫して高い負の相関

関係にある．これは，年齢構造要因がプラスとなっている地域ほど出生要因はマイナスと

なっていることを表しており，人口増加が生じやすい人口構造の地域ほど出生率の効果で

かえって人口減少がしやすくなっていることを示している．このような状況は近年ほど明

瞭であり2005-2020年の両者の相関係数は-0.952である．年齢構造要因と死亡要因につい

ては，1960-1975年以降，1960-1975年の0.559から2005-2020年の0.856へと次第に相関係数

は高まっている．これは，年齢構造要因が大きい地域ほど死亡要因も大きくなる傾向が近

年ほど明確になっているからであり，人口増加が生じやすい人口構造の地域ほど高い出生

率の累積効果による出生数の増加と乳幼児死亡率の低下を通じた人口増加が生じやすくなっ

ていることを示している．年齢構造要因と移動要因の関係については，1960-1975年以降，

-0.301から-0.451の範囲で推移しており，負の関係が見いだされる．移動要因がプラスの

地域は三大都市圏が中心であり，その他の地域は移動要因がマイナスである．移動要因が

マイナスの道県の分布をみると，年齢構造要因が大きい地域ほど移動要因が小さくなる比

較的強い負の相関が観察され，人口増加が生じやすい人口構造の地域ほど，移動要因は人

口減少を抑制する方向に作用することを示唆している．

3． 年齢／コーホート別，人口学的要因の寄与度

これまでは総人口の人口増加率の要因分解結果について，2020年までの分解結果や期間

分解の結果を示してきた．本節では，年齢別人口変化の要因分解ならびにコーホート別集

計による死亡要因・移動要因の変化について観察していきたい．

(1) 1950-2020年の人口増加率に対する人口学的要因の年齢別寄与度

図4には，1950-2020年の人口増加率について，総人口の人口増加率の要因分解結果と

整合的な年齢別人口について各要因の年齢別寄与度を示した．年齢別人口の変化を独立し

て分解した結果ではないことに留意が必要である．選択された都府県は，人口増加率の分

布が最小値（秋田県），四分位に近い府県（25％：新潟県，50％：富山県，75％：京都府），

最大値（神奈川県），特異値として東京都を示した．なお，年齢別人口学的要因を合計す

ると総人口の人口増加率になるように標準化されている．

秋田県の総人口の人口増加率は-26.7％（年齢構造要因200.6％，出生要因-367.9％，死

亡要因240.1％，移動要因-99.6％）である．まず出生要因の大きなマイナスの寄与度が人

口増加率を押し下げていることがわかる．年齢別にみた寄与度は低年齢になるほど高くな

り，再生産年齢にある女子人口が減少していること，すなわち人口構造が高齢化している

ことを端的に示している．また移動要因が全年齢でマイナスであり，年齢別にみた寄与度

は20歳代から60歳代前半で比較的マイナスの寄与度が高い．移動要因と出生要因との合計

は1950年時点の人口構造の効果である年齢構造要因や死亡要因のプラスの寄与度の合計よ

りも大きいため人口減少が生じているとみることができる．年齢構造要因の年齢別寄与度
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は低年齢ほどプラスの寄与度が高く，死亡要因も同様であるが，中高年部分での死亡率改

善の効果もあり，高齢部分でも比較的高いプラスの寄与度がある．

新潟県も秋田県と同様の構造であり，総人口の人口増加率は-10.6％（年齢構造要因

194.8％，出生要因-316.4％，死亡要因196.6％，移動要因-85.6％）である．秋田県よりも

―413―

図４ 1950-2020年の人口増加率について，５歳階級別にみた人口学的要因の寄与度

注：図内の表は総人口の人口増加率と人口学的要因の寄与度を示す．年齢階級別人口学的要因の寄与度は合計す
ると総人口の寄与度と一致するように算出した．年齢別人口の変化を独立して分解した結果ではないことに
留意が必要である.



出生要因・移動要因のマイナスの寄与度が小さいことが両県の差となっている．新潟県の

死亡要因は秋田県に比べれば相対的に小さいものの高い水準にあり，死亡要因が高いこと

は高齢化がより進展していることを示すため，中長期的には人口減少が進む地域である．

富山県は中央値に近く，総人口の人口増加率は2.6％（年齢構造要因168.7％，出生要因

-335.7％，死亡要因219.0％，移動要因-49.4％）である．基本的な構造自体は秋田県や新

潟県と同様であるが，移動要因のマイナスの寄与度が比較的小さく，年齢構造要因や死亡

要因によるプラスの寄与度と相殺されて結果的に人口増加率は正となっている．

これ以降の京都府，神奈川県，東京都では上記の3県とは様相が異なる．京都府の総人

口の人口増加率は40.7％（年齢構造要因99.9％，出生要因-198.5％，死亡要因124.4％，移

動要因14.9％）である．三大都市圏内の地域であって年齢構造要因によるプラスの寄与度

は小さく，高齢化率も非三大都市圏に比べれば高くないため死亡要因の寄与度も高くない．

もともと出生率が低いことから出生要因によるマイナスの寄与度も大きくなく，移動要因

は僅かながらプラスの寄与を示すことから人口増加率は正となる．

神奈川県は最も人口増加率が高く，総人口の人口増加率は271.3％（年齢構造要因150.0

％，出生要因-242.2％，死亡要因128.3％，移動要因235.3％）である．とりわけ移動要因

のプラスの寄与度が大きく，その背景には他道府県から東京大都市圏への人口移動と東京

大都市圏における郊外化による人口移動による影響があった．移動要因の年齢分布をみる

と，40歳代後半が比較的高く，第二次ベビーブーム世代の人口移動の影響が大きいと考え

られる．年齢構造要因や死亡要因は京都府と同水準であり，出生要因のマイナスの寄与度

は比較的大きいにも関わらず，移動要因の大幅なプラスの寄与があるために大きな人口増

加が生じている．

最後に，東京都の総人口の人口増加率は123.8％（年齢構造要因84.7％，出生要因-175.6

％，死亡要因104.8％，移動要因109.9％）であり，全都道府県の中で最も出生要因のマイ

ナスの影響が小さいものの，神奈川県に比べ，人口増加率と移動要因が小さい．東京都の

移動要因の寄与度が神奈川県に比べて小さくなっている背景には，特に1975年から1995年

の期間に東京大都市圏の郊外地域に相当する神奈川県などへの人口移動の影響があった．

次に1950-2020年の人口増加率と人口学的要因について，年齢別寄与度を三大都市圏別・

非三大都市圏別に示したのが図5である．三大都市圏・非三大都市圏の寄与度をすべて合

計すると，全国の人口増加率になるように寄与度を算出した結果である．

1950-2020年の人口増加率の変化は0-4歳から20-24歳までの年齢層の減少，25-29歳以上

の増加によって特徴づけられる．とりわけ45-49歳以降の2つのベビーブーム世代前後を

含む中高年齢層の増加が大きい．三大都市圏・非三大都市圏別にみると，東京圏は0-4歳

人口・5-9歳人口は減少しているものの，10-14歳人口以降では増加している．大阪圏と名

古屋圏は0-4歳人口から15-19歳人口までは減少，20-24歳以上人口では増加している．非

三大都市圏では0-4歳人口から30-34歳まで減少，35-39歳以上は増加となっている．非三

大都市圏では20-24歳以下の減少と65-69歳以上の増加が大きい．

年齢構造要因は年齢別寄与度でみると低年齢になるにしたがって大きい効果があり，非
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注：三大都市圏・非三大都市圏の寄与度をすべて合計すると，全国の人口増加率になるように寄与度を算出した．
年齢階級別人口学的要因の寄与度は合計すると総人口の寄与度と一致するように算出した．年齢別人口の変
化を独立して分解した結果ではないことに留意が必要である.

図５ 1950-2020年の人口増加率について，三大都市圏別・非三大都市圏別，５歳階級別，

人口学的要因の寄与度



三大都市圏によるプラスの寄与度が多くを占める．死亡要因も同様の傾向であるが，高齢

部分のプラスの寄与度が比較的大きい点が異なる．出生要因は65-69歳までの観察である

が，全ての年齢でマイナスの寄与度となり，低年齢ほど寄与度が大きく，非三大都市圏の

比重が大きい．移動要因は全年齢において三大都市圏はプラス，非三大都市圏はマイナス

の寄与度となり，20歳代～50歳代後半で寄与度が比較的高い傾向にある．これらの人口学

的要因の合計が人口増加率の分布になっている．

(2)コーホート別，死亡・移動要因の年齢別寄与度（三大都市圏・非三大都市圏別）

人口変化をコーホート別に観察するために，1950-2020年の期間について5年間ごとの

人口増加率の要因分解を行い，コーホート変化の成分である死亡要因と移動要因について，

コーホート別に集計した．対象となるコーホートは，1951-55年生まれコーホートから

2016-2020年生まれコーホートである．三大都市圏・非三大都市圏別に死亡要因について

示したのが図6である．死亡要因については，全体の変化を示した上図と40歳代以上の寄

与度を観察するために寄与度のスケールを拡大した下図を示している．移動要因について

同様に示したのが図7である．移動要因については，東京圏・大阪圏・名古屋圏別の結果
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注：下図は上図の寄与度（Y軸）のスケールを上限0.08・下限-0.03に拡大したもの．この集計は年齢別人口の
コーホート変化を人口学的方程式に基づいて算出したものではなく，5年間の期間変化をコーホート別に集
計したものである点に留意が必要である．

図６ 1950-2020年における５年間人口増加率をコーホート別に集計した死亡要因の

年齢別寄与度（三大都市圏・非三大都市圏別）



も併せて示した．なお，ここでは1950年と1955年国勢調査の間に生まれた1950年10月から

1955年9月生まれを「1951-1955年生まれコーホート」と略記する．

コーホート別，三大都市圏・非三大都市圏別に死亡要因の年齢別寄与度をみると（図6），

1951-1955年生まれコーホートから1966-1970年生まれコーホートにおいて0-4歳の寄与度
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注：この集計は年齢別人口のコーホート変化を人口学的方程式に基づいて算出したものではなく，5年間の期間
変化をコーホート別に集計したものである点に留意が必要である．

図７ 1950-2020年における５年間人口増加率をコーホート別に集計した移動要因の年齢別寄与度

（三大都市圏（東京圏・大阪圏・名古屋圏）・非三大都市圏別）



が高くなっている．これは乳幼児死亡率の急激な低下効果を示すものである．1971-1975

年生まれコーホート以後のコーホートでは，0-4歳の寄与度は徐々に低下しており，乳幼

児死亡率が低下したことでその改善効果も縮小したことを表している．一方で40歳前後を

境として，それよりも高齢になると死亡要因は大きくなる傾向にある（図6下図）．三大

都市圏と非三大都市圏では，非三大都市圏の方が若年部分でのプラスの寄与度が比較的高

いが，高齢部分ではさほど差はみられない．

コーホート別，三大都市圏・非三大都市圏別に移動要因の年齢別寄与度をみると（図7），

非三大都市圏から三大都市圏への移動が年齢別パターンとして明確に表れている．15-19

歳から20-24歳までは三大都市圏の移動要因の寄与度が高くなり，25-29歳以降でUター

ン移動などによりマイナスの寄与度となり，40-44歳以降では寄与度が0付近で安定する．

非三大都市圏はその裏返しの年齢パターンとなる．

三大都市圏のコーホート別にみた移動要因の年齢別寄与度では，1951-1955年生まれコー

ホートから1961-1965年生まれコーホートの移動では15-19歳から20-24歳の顕著な移動要

因のプラスの寄与度の他に0-4歳でもプラスの寄与度が観察される点が特徴的である．移

動要因の寄与は近年のコーホートになるにしたがって小さくなっている傾向が見て取れる．

これは総人口に占める若年人口が減少していることや大都市圏出身者の割合が高まってい

ることなどの影響である．

三大都市圏内のパターンの違いをみると，東京圏は20-24歳の移動要因の寄与度が顕著

に高い点で他の大都市圏とは違いがある．25-29歳では1951-1955年生まれコーホートから

1976-1980年生まれコーホートまではマイナスの寄与度であるが，1981-1985年生まれコー

ホート以降はプラスの寄与度に転じている．東京圏では20歳代後半以降にUターンに代

表される人口移動が卓越する状況はみられなくなったと推測される．大阪圏は東京圏と同

様のパターンであるが，25-29歳では全てのコーホートでマイナスの寄与度となっている

点が異なる．30-34歳でも1981-1985年生まれコーホートまでマイナスの寄与度であり，15-

19歳や20-24歳での転入超過が25-29歳や30-34歳での転出超過で純減となっている．名古

屋圏はやや独特のパターンとなっており，15-19歳のプラスの寄与度は全てのコーホート

で観察されるが，20-24歳では1976-1980年生まれコーホートまではマイナスであるものの，

その後のコーホートではプラスの寄与に転じており，25-29歳から40-44歳までは概ねほと

んどのコーホートでプラスの寄与度となっている．

IⅤ．結論と展望

本稿は，BongaartsandBulatao（1999）の方法を用い，1950-2020年の都道府県別人

口の人口増加率を年齢構造要因，出生要因，死亡要因，移動要因の4要因に分解すること

によって，地域人口変動の構造を分析した．具体的には，(1)2020年を追加した分析期間

を更新，(2)1950-2020年を5つの分析期間に分解，(3)人口学的要因の年齢別寄与度の分布，

(4)コーホート別に人口学的要因の年齢別寄与度の分布について分析を行った．
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分析結果は以下の通りであった．第一に2020年を追加した分析では，2015年以降の外国

人人口の急激な増加や2020年初頭から確認された新型コロナウイルス感染症の世界的パン

デミックの影響を受けた国際・国内人口移動の停滞の影響の一部が主に移動要因で観察さ

れた．出生要因や死亡要因は2021年以降の分析でその影響が観察されるものと推察される．

第二に，1950-2020年の人口増加率を人口変化が特徴的な5つの期間に分解した結果，

年齢構造要因，死亡要因，出生要因は近年の期間になるほど高い寄与度を示し，移動要因

は逆に非大都市圏から三大都市圏への移動が顕著であった1960-1970年代まで寄与度が高

くなり，その後は徐々に移動要因は小さくなる結果であった．期間別に分解した人口学的

要因間の相関係数については，年齢構造要因と出生要因については，1960-75年以降，一

貫して高い負の相関関係，年齢構造要因と死亡要因では，相関係数は正の方向に高まる傾

向となっている．年齢構造要因と移動要因の関係は，負の関係であった．

第三に，1950-2020年の人口増加率の人口学的要因の年齢別寄与度の分布では，年齢構

造要因，死亡要因，出生要因は低年齢ほど年齢別寄与度が高い分布となる．1950年の安定

人口に近い人口構造から人口減少を生じる人口構造への変化をみているため，人口を増加

させるポテンシャルを持つ期首人口のプラスの要因と，低年齢から中高年の死亡率改善に

より人口増加を促進する死亡要因のプラスの寄与度が観察される．さらに人口高齢化・人

口減少へと導く出生要因の圧倒的なマイナスの寄与度によって説明できる．移動要因では，

三大都市圏は概ね全年齢でプラスの寄与が観察された．移動要因は期間別に分解すると，

短期的な人口変動に対する影響が大きく観察されるため，期間別の分析からの観察も必要

である．

最後にコーホート別に死亡・移動要因の年齢別寄与度を観察した結果，死亡要因は1950-

70年代出まれコーホートでは0-4歳の寄与度が高く，40歳代以降に徐々に寄与度が高くな

る死亡力転換過程が観察された．それ以降のコーホートでは中高年での寄与度の上昇のみ

が観察される．移動要因では，三大都市圏は10歳代後半から20歳代前半にかけて大きくプ

ラスの寄与度が観察され，20歳代後半から30歳代にかけてマイナスになる年齢別寄与度を

示す．東京圏は1980年代生まれコーホートからは20歳代後半以降のマイナスが解消されて

いること，名古屋圏は20歳代前半でマイナスの寄与のコーホートが多く，20歳代後半から

40歳代前半まではプラスの寄与度が観察され，三大都市圏内でも異なる年齢別の傾向が観

察された．

以上の結果をまとめると，1950-2020年の都道府県別の人口増加率を要因分解した結果，

長期的な観察において，出生要因による大きなマイナスの寄与度が，1950年時点の人口増

加を内包した安定した人口構造のプラスの寄与度と乳幼児死亡率の低下から中高年の死亡

率低下に至る死亡要因のプラスの寄与度を打ち消すほどの影響を及ぼしている．そこに，

移動要因によって主に三大都市圏にプラスの寄与度を及ぼすことによって，人口変化の地

域差を形成した．ただし，このような地域差はあるものの，長期的な少子高齢化の影響に

より，沖縄県を除く全ての都道府県の年齢構造要因はマイナスとなり，人口動態率によら

ずとも人口減少が進行する負の人口モメンタムに到達したといえる．
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2022年の全国の総人口の対前年人口変化は55.6万人の減少であった（総務省統計局

2023）．新型コロナウイルス感染症による世界的なパンデミックは日本の人口動態に大き

な影響を及ぼしたが（岩澤ほか 2021），社会増減に対しては外国人の出入国の動向はコロ

ナ前の状況に戻りつつある一方で，自然増減は2021年以降死亡者数の増加と出生数の急激

な落ち込みの影響が依然として継続している．

都道府県別人口の動向についてみると，2022年は東京都のみが人口増加（人口増加率

0.20％）であり，その他の道府県では人口が減少した（総務省統計局 2023）．とくに沖縄

県は1972年以降で初めての人口減少となった（同-0.01％）．唯一人口が増加した東京都も

2021年の人口増加率は-0.27％であり，1995年以来の人口減少であった．コロナ禍におい

て人口移動が制限されたことによる国際・国内人口移動の停滞化による影響であるとみら

れる（阿向 2021,永井 2021,2022）．さらに東京都も自然減少を内包する人口構造であ

り，人口増加は社会増加に依存しているため，移動傾向の停滞化は人口減少に直結する

（鎌田ほか 2020a,2022）．一方，2023年3・4月の人口移動の動向は，東京都はコロナ禍

以前の水準に戻りつつあるが（斎藤 2023），これらの動向に関する分析は今後の課題とし

たい．

その他の研究課題については，(1)年齢別人口の変化を独立に要因分解すること，(2)コー

ホート変化を人口学的方程式に基づいて算出すること，(3)人口学的要因どうしの相互作

用効果の検討，(4)1990年代以降の外国人人口の増加を評価するために日本人人口と外国

人人口を分けて要因分解を行うこと，(5)2020年の国勢調査ならびに全国の将来推計人口

の公表を受けた地域別将来推計人口について分析することなどがある．次期の地域別将来

推計人口の目標年は2050年であることが想定されるため，1950年から2050年までの100年

間を用いた年齢別人口増加率の要因分解法を試算することも検討してみたい．

2023年に入り，「異次元の少子化対策」など人口減少対策が政府の重点課題に上り，各

種会議体，地方自治体，メディアやSNSで議論が活発になされている．少子化対策でで

きること，できないことを分けて分析するためにも，本分析のような人口学的メカニズム

によるマクロ変動に関する知見を踏まえることも重要であろう．引き続き本分析の深化に

努めていきたい．

（2023年11月6日査読終了）
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DemographicDecompositionofPopulationGrowthRatesbyPrefecturesin
Japan:1950-2020

(2)DecompositionbyTimePeriodandAnalysisofPopulationby
AgeGroups

KAMATAKenji,KOIKEShiro,SUGAKeitaandYAMAUCHIMasakazu

Thisstudydecomposesthepopulationgrowthratesofthepopulationbyagegroupby

prefectureinJapanintofourdemographicfactors:agestructure,fertility,mortalityandmigration.

Weperformedthefactordecompositionfortheperiodfrom1950to2020;thisperiodwasthen

dividedintofivescenarios.Weevaluatethecontributionsofthesefactorstothepopulationgrowth

ratesoftheprefecturesusingthemethodofBongaartsandBulatao(1999).

Asaresultoftheanalysis,first,theanalysiswiththeyear2020addedconfirmedthesteady

declineofthepopulation,withallprefecturesexceptOkinawaPrefectureshowinganegativeage

structure.Second,thepopulationgrowthratefortheperiod1950-2020wasdividedintofive

periodscharacterizedbypopulationgrowth,andtheresultsshowedthattheagestructurefactors,

themortalityfactorsandthefertilityfactorshadhighercontributionsinthemorerecentperiods.On

theotherhand,themigrationfactorshowedahighercontributioninthe1960sand1970s,when

migrationfromnon-metropolitanareastothethreemajormetropolitanareaswasmorepronounced,

andgraduallydeclinedthereafter.Thirdly,thedistributionofthecontributionofdemographic

factorstothepopulationgrowthratebetween1950and2020byagegroupshowsthatthe

contributionofagestructure,mortalityandfertilityfactorsishigherforyoungeragegroups.

Finally,theage-specificcontributionsofthemortalityandmigrationfactorswereexaminedby

cohort,andamortalitytransitionprocesswasobservedinwhichthecontributionofthemortality

factorwashighinthe0-4agegroupforthecohortborninthe1950s-1970sandgraduallyincreased

afterthe40s.Forthemigrationfactor,thethreemajormetropolitanareasshowedalargepositive

contributionfromthelateteenstotheearly20sandanegativecontributionfromthelate20stothe

30s,indicatinganage-specificcontribution.

keywords:demographictransitionofprefectures,populationgrowthrates,decompositionmethod,

contributionsofdemographicfactors
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統 計

全国人口の再生産に関する主要指標：2022年

（別府志海）

研究所では，わが国における再生産の水準を明らかにし，その時系列変化を示すため，これまでも

標準化などの加工を行った再生産に関する諸指標を公表している．

本稿では2022年における日本の人口再生産率に関する主要指標について，2022年1月から12月まで

の出生・死亡統計１）（確定数），2022年10月1日現在の日本人人口２）および2022年簡易生命表３）の数値

に基づき算出した．その内容は，1930年全国人口を標準人口とする標準化人口動態率，女性の人口再

生産率ならびに安定人口諸指標４）である．

以下，これら諸指標の概況を説明した後，2022年の特徴について述べる．

主要結果

2022年の出生数は770,759人であり，前年（2021年）の811,622人から40,863人減少した．出生数は

1973年の209万人をピークに減少し，1990年代には120万人前後で推移していたが，2000年以降再び減

少傾向が顕著になり，2005年には106万人と戦後最少を記録した．その後2006年から08年にかけてほ

ぼ109万人へと若干増加し，2009年から10年までは107万人程度で推移していたが，2011年から再び減

りはじめ，2016年は戦後初めて100万人を下回った．また，普通出生率もほぼ同様の傾向を示し，

1973年の19.3‰から多少の変動はみられるが，一貫した低下傾向が続き2005年には8.4‰まで低下し

た．しかし，2006年には8.7‰と前年に比べ0.3ポイント上昇し，2008年まで緩やかに上昇した後に再

び低下に転じ，2022年は2021年より0.3ポイント低い6.3‰で戦後最低の水準となった．

一方，2022年の死亡数は1,569,050人で，前年の1,439,856人に比べ129,194人増加し，普通死亡率は

12.9‰と前年（11.7‰）に比べ1.2ポイント上昇した．死亡数および率ともに1980年代中葉以降短期的

な変動はみられるが，概ね増加傾向を示し2003年に実数で100万人を上回り，2011年には戦後（1947

年以降）初めて120万人を，2016年には130万人を突破し，2022年には150万人を超えて戦後最多を更

新した．普通出生率と普通死亡率の差である自然増加率は，2005年に初めてマイナス（－0.2‰）に

なったが2006年はプラス（0.1‰）となった．2007年以後はマイナスが続くとともに水準も拡大して

2022年には－6.5‰となり，人口減少が徐々に加速している状況を裏付けている．
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1）厚生労働省政策統括官（統計・情報システム管理、労使関係担当）『令和4年 人口動態統計』，2023年9月

公表．

2）総務省統計局『人口推計』，2023年4月公表．

3）厚生労働省政策統括官（統計・情報システム管理、労使関係担当）『令和4年 簡易生命表』，2023年7月公表．

4）標準化人口動態率は特定の人口を用いて人口の年齢構造による影響を除去した指標であり，人口再生産率は

それを用いずに除去した指標である．さらに安定人口諸指標は，年齢別の出生率・死亡率が人口に与える影響

を抽出した「真の」人口動態率指標である．

各指標の定義および詳細については，次の文献を参照されたい．

1．厚生省人口問題研究所『全国日本人人口の再生産に関する指標（1985年～1990年）』（研究資料第272号），

1992年2月．

2．岡崎陽一『人口統計学〔増補改訂版〕』古今書院，1999年5月．

3．Siegel,JacobS.andDavidA.Swanson (eds.),Themethodsandmaterialsofdemography(Second

edition),ElsevierAcademicPress,2004年．



標準化人口動態率をみると，2022年の出生率は8.1‰，死亡率は1.6‰となり，前年に比べ出生率は

0.4ポイントの低下，死亡率は同水準となった．これにより2022年の自然増加率は6.5‰となり，前年

と比べ0.4ポイント低下した．標準化人口動態率を普通動態率と比べると，1930年以前は出生率・死

亡率とも水準にほとんど差はないが，1940～1970年代では標準化出生率が上回り，1980年代半ばから

2000年代半ばまではほぼ同一の水準であった．それ以降は標準化出生率がほぼ横這いであるのに対し，

普通出生率は低下続けているために乖離が広がったのち，2015年頃からは両者がほぼ平行に低下して

いる．死亡率では標準化死亡率が特に1950年代半ばから現在まで低下傾向であるのに対し，普通死亡

率は低下が緩やかであり，さらに1980年代からは上昇に転じて両者の差は年を追って拡大している．

この両者の差は標準化人口動態率算出に用いた標準人口と普通動態率算出に用いた人口における年齢

構造の相違によるものであり，特に死亡率における両者の差は人口の高齢化に起因する（表1，図1）．

人口再生産率をみると，合計特殊出生率は，1940年以前に4.1～5.1の水準にあり，1947～49年に4.3

を超える水準であった（表2，表4，図2）．しかし1950年代に入ると急速に低下し，1966年は「ひ

のえうま」の迷信による影響から1.58まで低下した．1967年以降の出生率は2.1を上回って推移した

が，1974年は2.05となり人口置換水準を下回った．この後は長期的な低下傾向となり，1990年に公表

された1989年の合計特殊出生率が「ひのえうま」を下回ったことは「1.57ショック」として大きな話

題となった．その後の2005年には1.26となったが，2006年以降は若干の上昇傾向を示し，2015年に

1.45となった後に低下傾向へ転じている．2022年の合計特殊出生率は1.26であり，前年（1.30）と比

べ0.04低下して戦後最低となった．総再生産率は，戦前から戦後直後まで2を上回る水準にあったが，

1950年に2.0の水準を割り込み1950年代半ばから1970年代半ばまで1.0の水準付近にあった．しかし

1974年に1.0を下回ってから2005年の0.61までほぼ持続的に低下し，その後やや上昇したが再び低下

して2022年は再び0.61の水準にある．純再生産率は，1940年以前でも1.3～1.6に留まり，1947～49年

も1.7であった．1950年代半ばから1970年代前半まで概ね1.0の水準で推移した後に低下を始め，1990

年に0.74，2005年に0.61まで低下して反転したが，2022年は0.61となっている．総再生産率と比べる

と純再生産率は1950年以前ではかなり低い水準にあるが，近年では低死亡率を反映し，純再生産率と

総再生産率がほぼ同一の水準となっている．合計特殊出生率を純再生産率で除した指標である人口置

換水準は，1940年以前は当時の死亡率が高かったことから2を大きく超えていたが，戦後の急激な死

亡率低下を受けて1960年に2.18へ低下した後も低下の傾向が続き，1980年には2.09と2.10を割り込ん

だ．その後は2000頃まで概ね2.08で推移していたが，2001年以降は2017年と2020年を除いて2.07で推

移している．この間の細かな上下動は主に出生性比の変動に起因する．

安定人口５）における諸指標をみると，増加率は1950年頃まで10‰を超える水準にあったが，1950年

代の前半に急速に低下し，1950年代後半から1960年代前半は－1～－3‰程度であった（表3）．

1960年代後半から1970年代前半は，「ひのえうま」の影響から1966年が－11.1‰となった他は0～1

‰の水準であり，静止人口（人口増減がない安定人口）に近かったと言えよう．しかし1970年代後半

から増加率はマイナスになっており，2022年には増加率－15.5‰，出生率5.3‰，死亡率20.8‰となっ

ている．これを前年（2021年）と比べると，増加率は1.1，出生率は0.3ポイントそれぞれ低下したの

に対し，死亡率は0.8ポイント上昇している．また，安定人口平均世代間隔は32.1年となり前年より

0.1年の伸びを示している．これは晩産化の影響によるものである（表9）．安定人口の65歳以上割合

は2005年の40.8％をピークに若干減少したが2015年以降は上昇しており，2022年は41.5％となった．
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5）安定人口とは，ある人口動態（出生・死亡の水準および年齢パターン）が一定不変で推移した際に究極的に

表れる人口であり，その年齢構造は時間経過に対し一定になると同時に，安定人口の人口動態率も一定となる．

安定人口は，与えられた年齢別出生率と年齢別死亡率によってのみ決定され，過去における人口動態の変動や

現実の人口年齢構造などの影響を受けない．このため安定人口の動態率は，与えられた年齢別人口動態率が人

口変動に対して持つ潜在力を示す．



安定人口における65歳以上割合に比べ実際人口におけるそれが32.5％と低いのは，現実に観察された

過去の出生・死亡の影響に他ならない（表10）．

次に，上記諸率の算出に用いた出生率ならびに死亡率について，少し詳細に触れたい．年齢別出生

率はいずれの年次も単峰曲線を描いているが，その水準は，とりわけ1970年の前後で大きく異なって

いる（表5，図3）．年次別にみると，1930年は他の年次と比較して特に10歳代と30歳代後半の出生

率が高い．1950年は1930年と比べて特に30歳以上での出生率が低下しており，1970年は1930年，1950

年と比べ25歳以上の出生率低下が著しい．ところが1990年以降になると出生率低下が新たな局面に入っ

たことを伺わせる．1990年以降の変化の特徴は，30歳未満における出生率の大きな低下と30歳以上で

の出生率上昇であり，したがって出生タイミングの遅延である．1990年以降，30歳代における出生率

の上昇を20歳代の低下が上回る傾向が続いていたが，2006年以降になると20歳代の出生率低下は小幅

になる一方で30歳以上の出生率がそれを上回って上昇しており，このことが合計特殊出生率を押し上

げていた．2022年を2021年と比べると，30歳未満では0.026低下しているのに対し，30歳以上でも

0.020の低下と年齢層による低下幅の相違が小さくなっており，全体として0.046低下している．

出生順位別合計特殊出生率をみると，第1子および第2子出生率は1960年代後半にかけて上昇した

後，1990年頃まで緩やかに低下する（表6，表7，図4）．その後，第1子出生率はほぼ一定で推移

するが，第2子出生率は2005年頃にかけて低下を続け，その後若干上昇している．これに対し，第3

子以上の出生率は1950～60年代にかけて大きく低下し，1970年代前半を除けば低い水準を保っている．

2005年からは第1～3子の出生率が若干ながら上昇していたが，2015年からは再び低下傾向となって

いる．

出生順位別平均出生年齢は，1970年以降，ほとんどの出生順位において上昇しているが，なかでも

第1子および第2子の上昇が大きい（表7，図5）．

年齢別死亡率は，前年（2021年）と比べて男女とも65～69歳まではほぼ同水準だが，70歳以上にな

ると特に男性で死亡率が高くなっており，さらに90歳以上では男女とも上昇傾向が顕著である．最も

変化幅の大きな年齢は男女とも90歳以上であり，男性は0.0184，女性は0.0138の上昇であった（表8）．

この背景には人口高齢化にともなう上昇に加えて新型コロナ（COVID-19）による影響も考えられる
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図１ 年次別人口動態率の普通率および標準化率：1947～2022年



が，ここでは死因を含めた詳細な分析は行わないことから可能性を指摘するにとどめる．

2022年について男女計の安定人口年齢構造を求めると，年少（0～14歳）人口割合は9.5％，老年

（65歳以上）人口割合は38.1％であった（表11）．これを実際人口における年齢構造と比較すると，安

定人口年齢構造の年少人口割合は2.2ポイント小さく，老年人口割合は8.6ポイント大きい．この差は，

前述のように過去における出生・死亡の影響である．

なお，総人口について安定人口および静止人口に至る経過を参考表および参考図に示す（参考表1，

参考表2，参考図）．
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図２ 女性の人口再生産に関する主要指標：1947～2022年

図３ 女性の年齢別出生率：1930，50，70，90，2000，22年
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表１ 年次別標準化人口動態率：1925～2022年

Table1.StandardizedandCrudeVitalRates:1925-2022

年 次

Year

標準化人口動態率（‰）
Standardizedvitalrates

1930年を基準とした指数（％）
Indexofstandardized
vaitalrates(1930=100)

［参考］普通動態率（‰）
Crudevitalrates

出 生
Birth
rate

死 亡
Death
rate

自然増加
Natural
inc.rate

出 生
Birth
rate

死 亡
Death
rate

自然増加
Natural
inc.rate

出 生
Birth
rate

死 亡
Death
rate

自然増加
Natural
inc.rate

1925
1930
1940

1947
1948
1949

1950
1955
1960
1965

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

2020
2021
2022

35.27
32.35
27.75

30.87
30.20
29.83

25.47
16.88
14.69
15.74

15.26
15.87
15.96
16.07
15.47
14.32
13.65
13.31
13.25
13.07

12.76
12.55
12.75
12.95
12.96
12.53
12.26
11.95
11.66
11.02

10.74
10.78
10.48
10.14
10.42
9.90
9.89
9.65
9.63
9.35

9.51
9.29
9.21
8.99
8.95
8.72
9.06
9.16
9.34
9.31

9.40
9.40
9.43
9.53
9.47
9.62
9.51
9.36
9.24
8.84

8.69
8.46
8.14

20.28
18.17
15.89

15.41
12.38
11.95

11.02
7.70
7.01
5.96

5.19
4.83
4.66
4.62
4.46
4.21
4.06
3.85
3.74
3.57

3.58
3.45
3.29
3.28
3.16
3.06
2.95
2.83
2.85
2.74

2.73
2.67
2.67
2.63
2.54
2.58
2.43
2.37
2.37
2.37

2.25
2.18
2.13
2.11
2.06
2.07
2.00
1.96
1.94
1.88

1.87
1.94
1.81
1.76
1.72
1.67
1.64
1.61
1.60
1.57

1.55
1.57
1.63

14.99
14.19
11.87

15.46
17.82
17.88

14.45
9.18
7.69
9.77

10.07
11.04
11.30
11.46
11.02
10.11
9.59
9.46
9.51
9.50

9.18
9.10
9.46
9.67
9.80
9.47
9.31
9.12
8.81
8.28

8.01
8.11
7.81
7.51
7.88
7.32
7.47
7.28
7.25
6.98

7.26
7.11
7.09
6.88
6.89
6.66
7.06
7.20
7.40
7.43

7.53
7.47
7.62
7.77
7.75
7.94
7.86
7.75
7.65
7.27

7.14
6.89
6.51

109.01
100.00
85.78

95.42
93.35
92.20

78.74
52.18
45.42
48.64

47.18
49.06
49.35
49.68
47.82
44.25
42.19
41.15
40.94
40.41

39.43
38.79
39.40
40.02
40.05
38.73
37.90
36.94
36.04
34.06

33.20
33.33
32.38
31.35
32.22
30.59
30.58
29.83
29.75
28.91

29.40
28.72
28.47
27.79
27.66
26.95
28.00
28.31
28.87
28.78

29.06
29.06
29.15
29.46
29.27
29.74
29.40
28.93
28.56
27.32

26.86
26.15
25.16

111.47
100.00
93.35

84.79
68.16
65.76

60.68
42.40
38.57
32.83

28.57
26.59
25.67
25.40
24.53
23.18
22.34
21.18
20.56
19.66

19.71
18.98
18.09
18.03
17.40
16.87
16.23
15.58
15.67
15.09

15.03
14.71
14.68
14.49
14.00
14.21
13.35
13.06
13.06
13.06

12.39
12.00
11.72
11.61
11.34
11.39
11.01
10.79
10.68
10.35

10.29
10.68
9.96
9.69
9.47
9.19
9.03
8.86
8.81
8.64

8.53
8.64
8.97

105.85
100.00
76.09

109.02
125.61
126.05

101.86
64.70
54.20
68.89

71.00
77.83
79.66
80.77
77.66
71.25
67.61
66.72
67.05
66.98

64.69
64.17
66.69
68.17
69.07
66.73
65.66
64.30
62.14
58.36

56.46
57.18
55.06
52.93
55.56
51.57
52.65
51.30
51.13
49.21

51.18
50.12
49.98
48.50
48.57
46.95
49.77
50.76
52.17
52.38

53.08
52.66
53.72
54.78
54.63
55.97
55.41
54.63
53.93
51.25

50.33
48.57
45.89

34.9
32.4
29.4

34.5
33.7
33.2

28.3
19.5
17.3
18.7

18.8
19.1
19.2
19.3
18.5
17.1
16.3
15.5
14.9
14.2

13.5
13.0
12.8
12.7
12.5
11.9
11.4
11.1
10.8
10.2

10.0
9.9
9.8
9.6
10.0
9.5
9.7
9.5
9.6
9.4

9.5
9.3
9.2
8.9
8.8
8.4
8.7
8.6
8.6
8.5

8.5
8.3
8.2
8.2
8.0
8.0
7.8
7.6
7.4
7.0

6.8
6.6
6.3

20.3
18.2
16.5

14.7
12.0
11.6

10.9
7.8
7.6
7.2

6.9
6.5
6.5
6.5
6.5
6.3
6.3
6.1
6.1
6.0

6.2
6.1
6.0
6.2
6.2
6.3
6.2
6.2
6.5
6.4

6.7
6.7
6.9
7.1
7.1
7.4
7.2
7.3
7.5
7.8

7.7
7.7
7.8
8.0
8.1
8.6
8.6
8.8
9.0
9.0

9.5
9.9
10.0
10.1
10.1
10.3
10.5
10.7
11.0
11.1

11.1
11.7
12.9

14.6
14.2
12.9

19.8
21.8
21.6

17.3
11.7
9.7
11.5

11.8
12.6
12.8
12.7
12.0
10.8
10.0
9.4
8.8
8.3

7.3
6.9
6.8
6.5
6.3
5.6
5.2
4.9
4.3
3.7

3.3
3.2
2.9
2.5
2.9
2.1
2.5
2.2
2.1
1.6

1.8
1.6
1.4
0.9
0.7
-0.2
0.1
-0.1
-0.4
-0.6

-1.0
-1.6
-1.7
-1.9
-2.1
-2.3
-2.6
-3.2
-3.6
-4.2

-4.3
-5.1
-6.5

1930年全国人口を標準人口に採り，任意標準人口標準化法の直接法による．総務省統計局の国勢調査人口お
よびそれに基づく推計人口，人口動態統計による出生・死亡数によって算出．率算出の基礎人口は，1940年以
前は総人口（日本に在住する外国人を含む）を，1947年以降は日本人人口を用いている．なお，1947年～72年
は沖縄県を含まない．
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表２ 年次別女性の人口再生産率：1925～2022年

Table2.ReproductionRatesforFemale:1925-2022

年次

Year

合計特殊
出生率
TFR
(1)

総
再生産率
GRR
(2)

純
再生産率
NRR
(3)

再生産
残存率
(3)/(2)
(4)

人口
置換水準
(1)/(3)
(5)

(1)-(5)
(6)

1930年を基準とした指数

合計特殊
出生率
TFR

総
再生産率
GRR

純
再生産率
NRR

1925
1930
1940

1947
1948
1949

1950
1955
1960
1965

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

2020
2021
2022

5.10
4.70
4.11

4.54
4.40
4.32

3.65
2.37
2.00
2.14

2.13
2.16
2.14
2.14
2.05
1.91
1.85
1.80
1.79
1.77

1.75
1.74
1.77
1.80
1.81
1.76
1.72
1.69
1.66
1.57

1.54
1.53
1.50
1.46
1.50
1.42
1.43
1.39
1.38
1.34

1.36
1.33
1.32
1.29
1.29
1.26
1.32
1.34
1.37
1.37

1.39
1.39
1.41
1.43
1.42
1.45
1.44
1.43
1.42
1.36

1.33
1.30
1.26

2.51
2.29
2.01

2.21
2.14
2.11

1.77
1.15
0.97
1.04

1.03
1.04
1.04
1.04
0.99
0.93
0.90
0.87
0.87
0.86

0.85
0.85
0.86
0.88
0.88
0.86
0.84
0.82
0.81
0.76

0.75
0.75
0.73
0.71
0.73
0.69
0.69
0.68
0.67
0.65

0.66
0.65
0.64
0.63
0.63
0.61
0.64
0.65
0.67
0.67

0.67
0.68
0.68
0.70
0.69
0.71
0.70
0.70
0.69
0.66

0.65
0.64
0.61

1.65
1.52
1.43

1.68
1.75
1.74

1.50
1.06
0.92
1.01

1.00
1.02
1.01
1.01
0.97
0.91
0.88
0.86
0.86
0.84

0.83
0.83
0.85
0.86
0.87
0.85
0.83
0.81
0.80
0.76

0.74
0.74
0.72
0.70
0.72
0.69
0.69
0.67
0.67
0.65

0.65
0.64
0.64
0.62
0.62
0.61
0.64
0.64
0.66
0.66

0.67
0.67
0.68
0.69
0.69
0.70
0.70
0.69
0.69
0.66

0.64
0.63
0.61

0.66
0.66
0.71

0.76
0.82
0.82

0.85
0.92
0.94
0.97

0.97
0.98
0.98
0.98
0.98
0.98
0.98
0.98
0.98
0.98

0.98
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99

0.99
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99

0.99
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99

0.99
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99

0.99
0.99
0.99

3.10
3.09
2.87

2.71
2.52
2.48

2.43
2.24
2.18
2.12

2.13
2.12
2.11
2.11
2.11
2.10
2.10
2.10
2.10
2.10

2.09
2.09
2.08
2.08
2.08
2.08
2.08
2.08
2.08
2.08

2.08
2.08
2.08
2.08
2.08
2.07
2.08
2.07
2.08
2.08

2.08
2.07
2.07
2.07
2.07
2.07
2.07
2.07
2.07
2.07

2.07
2.07
2.07
2.07
2.07
2.07
2.07
2.06
2.07
2.07

2.06
2.07
2.07

2.00
1.61
1.24

1.84
1.88
1.83

1.22
0.13
-0.18
0.01

0.01
0.04
0.03
0.03
-0.06
-0.19
-0.25
-0.30
-0.30
-0.33

-0.35
-0.35
-0.31
-0.28
-0.27
-0.32
-0.36
-0.39
-0.42
-0.51

-0.54
-0.55
-0.58
-0.62
-0.58
-0.65
-0.65
-0.68
-0.69
-0.73

-0.72
-0.74
-0.76
-0.78
-0.78
-0.81
-0.75
-0.74
-0.70
-0.70

-0.69
-0.68
-0.66
-0.64
-0.65
-0.62
-0.63
-0.64
-0.65
-0.70

-0.73
-0.76
-0.81

108.4
100.0
87.4

96.6
93.5
91.7

77.6
50.4
42.6
45.5

45.4
45.9
45.5
45.5
43.5
40.6
39.4
38.3
38.1
37.6

37.1
37.0
37.6
38.3
38.5
37.5
36.6
35.9
35.2
33.4

32.8
32.6
31.9
31.0
31.9
30.2
30.3
29.5
29.4
28.5

28.9
28.4
28.0
27.4
27.4
26.8
28.0
28.4
29.1
29.1

29.5
29.6
29.9
30.3
30.2
30.8
30.6
30.3
30.1
28.9

28.3
27.7
26.7

109.3
100.0
87.5

96.3
93.3
91.9

77.3
50.2
42.5
45.4

44.9
45.5
45.2
45.3
43.3
40.4
39.2
38.1
37.9
37.4

37.0
36.9
37.6
38.2
38.4
37.4
36.5
35.8
35.1
33.3

32.7
32.5
31.8
30.9
31.8
30.2
30.2
29.5
29.4
28.5

28.8
28.3
28.0
27.4
27.4
26.8
28.0
28.3
29.0
29.0

29.4
29.6
29.9
30.3
30.2
30.8
30.6
30.4
30.1
28.9

28.3
27.7
26.7

108.2
100.0
94.2

110.4
114.9
114.2

98.6
69.4
60.4
66.2

66.0
66.9
66.6
66.7
63.8
59.6
57.9
56.4
56.2
55.5

54.8
54.8
55.8
56.8
57.2
55.7
54.3
53.4
52.3
49.7

48.8
48.5
47.4
46.1
47.4
45.0
45.1
44.0
43.8
42.5

43.0
42.3
41.8
40.9
40.9
40.0
41.8
42.4
43.4
43.4

44.0
44.2
44.7
45.4
45.1
46.1
45.7
45.5
45.0
43.3

42.3
41.4
39.9

国勢調査人口およびそれに基づく推計人口，人口動態統計による出生数ならびに生命表（完全生命表および
簡易生命表）の生残率（L

F
・）によって算出．率算出の基礎人口は，1940年以前は総人口（日本に在住する外

国人を含む）を，1947年以降は日本人人口を用いている．なお，1947年～72年は沖縄県を含まない．
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表３ 年次別女性の安定人口動態率，平均世代間隔および年齢構造係数：1925～2022年

（付 女性の実際人口年齢構造係数）

Table3.IntrinsicVitalRates,AverageLengthofGenerationofStablePopulationand

AgeCompositionofStableandActualPopulationforFemale:1925-2022

年次

Year

安定人口動態率（‰）
Intrinsicvitalrates

安定人口
平均世代
間隔
（年）
Ave.len.
ofgen.

安定人口年齢構造係数（％）
Agecompositionof
stablepopulation

［参考］
実際人口年齢構造係数（％）
Agecompositionof
actualpopulation増加率

Increase
rate

出生率
Birth
rate

死亡率
Death
rate 0～14歳 15～64歳 65歳以上 0～14歳 15～64歳 65歳以上

1925
1930
1940

1947
1948
1949

1950
1955
1960
1965

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

2020
2021
2022

17.11
14.23
11.93

17.34
18.87
18.80

13.88
1.90
-3.01
0.25

0.14
0.65
0.47
0.52
-1.06
-3.54
-4.58
-5.53
-5.66
-6.09

-6.50
-6.54
-5.83
-5.22
-4.94
-5.86
-6.69
-7.28
-7.92
-9.68

-10.26
-10.44
-11.19
-12.07
-11.07
-12.80
-12.69
-13.49
-13.62
-14.62

-14.23
-14.78
-15.17
-15.80
-15.74
-16.47
-14.95
-14.44
-13.61
-13.54

-13.11
-12.87
-12.48
-11.90
-12.03
-11.29
-11.57
-11.80
-12.16
-13.44

-13.84
-14.42
-15.53

35.90
32.76
28.59

31.46
30.54
30.30

25.85
15.84
12.68
13.84

13.47
13.59
13.43
13.41
12.54
11.25
10.70
10.19
10.08
9.82

9.62
9.55
9.78
10.03
10.09
9.64
9.22
8.91
8.66
7.90

7.67
7.57
7.28
6.93
7.22
6.63
6.58
6.28
6.22
5.90

5.95
5.74
5.59
5.39
5.37
5.19
5.59
5.73
5.98
5.96

6.12
6.24
6.32
6.49
6.42
6.66
6.54
6.45
6.33
5.89

5.74
5.57
5.29

18.80
18.54
16.67

14.12
11.67
11.50

11.97
13.94
15.69
13.60

13.33
12.94
12.96
12.90
13.60
14.79
15.28
15.72
15.74
15.91

16.12
16.09
15.61
15.25
15.04
15.50
15.91
16.19
16.58
17.59

17.93
18.01
18.48
19.00
18.30
19.44
19.27
19.77
19.83
20.52

20.18
20.52
20.76
21.19
21.12
21.66
20.54
20.16
19.59
19.50

19.23
19.11
18.80
18.39
18.45
17.95
18.12
18.25
18.48
19.33

19.57
19.99
20.83

29.18
29.52
30.21

29.91
29.61
29.39

29.23
28.77
27.86
27.68

27.73
27.72
27.65
27.62
27.54
27.47
27.50
27.60
27.67
27.73

27.79
27.88
27.98
28.06
28.17
28.32
28.45
28.60
28.76
28.92

29.03
29.10
29.20
29.32
29.41
29.51
29.63
29.70
29.75
29.80

29.81
29.82
29.87
29.99
30.08
30.17
30.27
30.40
30.46
30.60

30.68
30.78
30.96
31.11
31.24
31.35
31.45
31.53
31.61
31.69

31.78
31.96
32.07

38.10
35.76
33.58

36.05
36.34
35.93

32.03
22.20
18.74
20.28

19.87
19.98
19.79
19.77
18.72
17.13
16.43
15.77
15.62
15.27

15.02
14.92
15.20
15.53
15.60
15.02
14.46
14.03
13.71
12.68

12.36
12.23
11.83
11.34
11.73
10.91
10.82
10.40
10.30
9.86

9.91
9.61
9.38
9.09
9.07
8.81
9.37
9.57
9.92
9.89

10.12
10.29
10.39
10.63
10.52
10.86
10.69
10.56
10.38
9.77

9.54
9.31
8.92

57.37
58.75
60.36

58.60
58.18
58.40

60.80
64.07
64.45
63.89

63.25
62.76
62.60
62.52
62.38
61.95
61.62
61.14
60.90
60.48

60.35
60.08
59.83
59.91
59.67
59.25
58.69
58.17
58.08
57.06

56.76
56.52
56.11
55.44
55.45
54.72
54.13
53.50
53.19
52.76

52.36
51.77
51.25
50.79
50.58
50.39
50.84
50.98
51.39
51.08

51.52
51.83
51.81
51.98
51.70
52.02
51.74
51.56
51.29
50.45

49.96
49.76
49.56

4.53
5.49
6.06

5.34
5.48
5.67

7.17
13.73
16.81
15.82

16.88
17.26
17.61
17.71
18.90
20.93
21.95
23.09
23.48
24.25

24.62
25.00
24.96
24.56
24.72
25.73
26.85
27.80
28.21
30.25

30.88
31.26
32.06
33.22
32.83
34.36
35.05
36.10
36.50
37.38

37.72
38.62
39.37
40.11
40.35
40.80
39.79
39.45
38.69
39.03

38.36
37.89
37.79
37.38
37.77
37.12
37.57
37.88
38.32
39.78

40.49
40.93
41.52

36.54
36.45
35.71

34.03
34.09
34.23

34.11
32.11
28.81
24.63

22.94
22.94
23.06
23.26
23.32
23.32
23.30
23.21
23.06
22.82

22.52
22.43
21.99
21.57
21.11
20.61
20.03
19.40
18.72
18.04

17.47
16.92
16.45
16.00
15.63
15.30
14.99
14.70
14.42
14.15

13.96
13.74
13.58
13.41
13.27
13.16
13.05
12.94
12.86
12.75

12.57
12.49
12.39
12.29
12.19
11.98
11.88
11.77
11.67
11.54

11.40
11.26
11.10

57.73
58.11
58.84

60.50
60.44
60.24

60.25
61.88
64.79
68.43

69.26
69.14
68.81
68.41
68.12
67.81
67.56
67.34
67.20
67.10

67.11
66.89
67.03
67.16
67.37
67.38
67.58
67.77
68.01
68.24

68.29
68.31
68.26
68.19
68.01
67.79
67.50
67.20
66.89
66.61

66.15
65.72
65.27
64.88
64.55
63.95
63.36
62.75
62.18
61.60

61.43
61.24
60.46
59.62
58.78
58.26
57.73
57.33
57.01
56.81

56.62
56.44
56.38

5.73
5.44
5.45

5.47
5.48
5.53

5.64
6.02
6.39
6.94

7.80
7.92
8.13
8.33
8.56
8.87
9.14
9.44
9.74
9.97

10.37
10.68
10.98
11.27
11.52
12.00
12.39
12.83
13.26
13.71

14.23
14.76
15.29
15.82
16.36
16.92
17.51
18.10
18.69
19.24

20.09
20.53
21.15
21.70
22.18
22.89
23.59
24.31
24.96
25.65

26.00
26.27
27.15
28.09
29.04
29.76
30.39
30.90
31.32
31.66

31.99
32.30
32.52
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表４ 女性の年齢（各歳・５歳階級）別人口，出生数，出生率および生残数ならびに

人口再生産率：2022年

Table4.Population,NumberofBirthsandSpecificFertilityRatesbyAge,

andReproductionRatesforFemale:2022

年齢

x

(1)

女性人口

P
F
x

(2)

出生数 出生率 生残率

（静止人口）

L
F
x

(8)

期待女児数
(7)×(8)

100,000

(9)

総数
Bx

(3)

男
B

M
x

(4)

女
B

F
x

(5)

出生率
(3)/(2)
(6)

女児出生率
(5)/(2)
(7)

15
16
17
18
19

20
21
22
23
24

25
26
27
28
29

30
31
32
33
34

35
36
37
38
39

40
41
42
43
44

45
46
47
48
49

総数

15～19
20～24
25～29
30～34
35～39
40～44
45～49

521,764
518,008
517,426
538,871
540,998

558,066
565,662
569,623
573,968
582,705

581,895
580,835
588,349
586,710
571,984

580,254
578,388
589,633
603,247
624,120

643,498
654,936
682,890
707,277
716,877

716,827
725,237
759,110
777,666
810,726

832,864
873,112
911,326
963,354
983,155

23,131,361

2,637,067
2,850,024
2,909,773
2,975,642
3,405,478
3,789,566
4,563,811

88
187
522

1,130
2,631

4,450
6,770
9,498
13,330
18,802

25,008
32,150
41,303
49,098
54,946

58,315
57,692
56,596
55,184
51,730

48,373
42,949
36,843
30,601
24,561

18,516
12,596
8,188
4,719
2,319

987
357
162
67
85

770,759

4,558
52,850
202,507
279,519
183,328
46,338
1,658

40
87
233
596

1,352

2,318
3,436
4,973
6,820
9,670

12,758
16,576
21,113
25,259
28,124

29,912
29,550
29,096
28,452
26,574

24,791
21,886
18,771
15,545
12,774

9,487
6,433
4,137
2,460
1,185

502
188
86
31
39

395,257

2,308
27,217
103,831
143,585
93,768
23,702

846

48
100
289
534

1,279

2,132
3,334
4,525
6,510
9,132

12,250
15,574
20,190
23,839
26,822

28,403
28,142
27,500
26,732
25,156

23,582
21,063
18,072
15,056
11,787

9,029
6,163
4,051
2,259
1,134

485
169
76
36
46

375,502

2,250
25,633
98,676
135,934
89,561
22,636

812

0.00017
0.00036
0.00101
0.00210
0.00486

0.00797
0.01197
0.01667
0.02322
0.03227

0.04298
0.05535
0.07020
0.08368
0.09606

0.10050
0.09975
0.09599
0.09148
0.08289

0.07517
0.06558
0.05395
0.04327
0.03426

0.02583
0.01737
0.01079
0.00607
0.00286

0.00119
0.00041
0.00018
0.00007
0.00009

1.25655

0.00173
0.01854
0.06960
0.09394
0.05383
0.01223
0.00036

0.00009
0.00019
0.00056
0.00099
0.00236

0.00382
0.00589
0.00794
0.01134
0.01567

0.02105
0.02681
0.03432
0.04063
0.04689

0.04895
0.04866
0.04664
0.04431
0.04031

0.03665
0.03216
0.02646
0.02129
0.01644

0.01260
0.00850
0.00534
0.00290
0.00140

0.00058
0.00019
0.00008
0.00004
0.00005

0.61212

0.00085
0.00899
0.03391
0.04568
0.02630
0.00597
0.00018

99,706
99,691
99,673
99,654
99,633

99,609
99,583
99,557
99,530
99,503

99,477
99,451
99,424
99,397
99,368

99,337
99,305
99,272
99,238
99,202

99,163
99,120
99,074
99,025
98,972

98,916
98,854
98,787
98,715
98,636

98,552
98,460
98,357
98,243
98,116

－

498,357
497,782
497,117
496,354
495,354
493,908
491,728

0.00009
0.00019
0.00056
0.00099
0.00236

0.00381
0.00587
0.00791
0.01129
0.01559

0.02094
0.02667
0.03412
0.04039
0.04660

0.04863
0.04832
0.04630
0.04398
0.03999

0.03634
0.03188
0.02622
0.02108
0.01627

0.01246
0.00840
0.00527
0.00287
0.00138

0.00057
0.00019
0.00008
0.00004
0.00005

0.60766

0.00085
0.00895
0.03372
0.04535
0.02605
0.00590
0.00017

本表の数値は，前掲表１～表３の各指標の2022年分算定に用いたものである．
女性人口は，総務省統計局『人口推計』による2022年10月1日現在の日本人人口．出生数は，厚生労働省政
策統括官（統計・情報システム管理、労使関係担当）の2022年『人口動態統計』．生残率は，厚生労働省政策
統括官（統計・情報システム管理、労使関係担当）の『令和４年簡易生命表』によるL

F
・．なお，出生数は母

の年齢が15歳未満のものを15歳に，50歳以上のものを49歳に加え，不詳の出生数については，既知の年齢別数
値の割合に応じて按分補正したものである．
(6)欄の総数は合計特殊出生率，(7)欄の総数は総再生産率，(9)欄の総数は純再生産率．
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表５ 女性の年齢（各歳）別出生率：1930～2022年

Table5.AgeSpecificFertilityRates:1930-2022

年齢
x

1930年 1947年 1950年 1960年 1970年 1980年 1990年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2022年

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

合 計

0.00358

0.00869

0.02397

0.05111

0.09062

0.14506

0.18164

0.21677

0.22790

0.25379

0.24709

0.25451

0.25106

0.24336

0.23151

0.22677

0.22381

0.21304

0.20455

0.20002

0.18545

0.17438

0.16600

0.14432

0.13219

0.11506

0.08970

0.06850

0.04659

0.03004

0.01740

0.00968

0.00607

0.00450

0.01626

4.70499

0.00045

0.00183

0.00734

0.02154

0.04561

0.08746

0.13086

0.16890

0.21890

0.24405

0.26404

0.28203

0.26166

0.27662

0.26768

0.25921

0.24723

0.23772

0.22007

0.20803

0.19444

0.17266

0.15598

0.13733

0.12080

0.09468

0.07501

0.05345

0.03564

0.02138

0.01183

0.00608

0.00333

0.00225

0.00738

4.54344

0.00032

0.00171

0.00663

0.01770

0.04097

0.07900

0.12578

0.16773

0.20849

0.23176

0.24064

0.24807

0.23950

0.23228

0.22676

0.19468

0.19375

0.17867

0.16191

0.14676

0.13406

0.11701

0.10473

0.08974

0.07704

0.06228

0.04642

0.03302

0.01975

0.01204

0.00539

0.00271

0.00119

0.00075

0.00134

3.65059

0.00006

0.00039

0.00165

0.00517

0.01350

0.02987

0.06219

0.10810

0.14808

0.18328

0.19839

0.20233

0.19253

0.16955

0.14585

0.11992

0.09665

0.07521

0.05983

0.04631

0.03575

0.02896

0.02221

0.01740

0.01352

0.00909

0.00711

0.00475

0.00285

0.00156

0.00084

0.00038

0.00027

0.00010

0.00024

2.00390

0.00012

0.00032

0.00152

0.00531

0.01360

0.02966

0.05465

0.09815

0.13886

0.19712

0.23885

0.23242

0.21945

0.19718

0.16376

0.13156

0.10529

0.08339

0.06334

0.04787

0.03435

0.02509

0.01808

0.01250

0.00840

0.00553

0.00356

0.00225

0.00122

0.00071

0.00043

0.00018

0.00009

0.00005

0.00007

2.13494

0.00006

0.00051

0.00204

0.00503

0.01124

0.02175

0.03878

0.06393

0.10718

0.15368

0.18564

0.20511

0.19683

0.17636

0.14974

0.12051

0.08772

0.06606

0.04432

0.03414

0.02450

0.01696

0.01159

0.00799

0.00548

0.00346

0.00227

0.00146

0.00076

0.00039

0.00020

0.00007

0.00004

0.00001

0.00001

1.74582

0.00012

0.00060

0.00195

0.00467

0.01071

0.01873

0.02891

0.04223

0.05451

0.09134

0.10862

0.13451

0.15120

0.15697

0.15183

0.13572

0.11277

0.09157

0.07255

0.05369

0.03924

0.02833

0.01911

0.01274

0.00845

0.00528

0.00303

0.00174

0.00086

0.00040

0.00016

0.00007

0.00002

0.00001

0.00001

1.54265

0.00033

0.00132

0.00384

0.00732

0.01411

0.02161

0.03025

0.03732

0.04696

0.06033

0.07569

0.09044

0.10263

0.11178

0.11613

0.11320

0.10664

0.09598

0.07446

0.07175

0.05267

0.04100

0.02913

0.02044

0.01394

0.00892

0.00528

0.00293

0.00153

0.00076

0.00031

0.00011

0.00004

0.00002

0.00002

1.35918

0.00036

0.00132

0.00344

0.00666

0.01354

0.02072

0.02865

0.03605

0.04361

0.05330

0.06415

0.07597

0.08603

0.09516

0.10152

0.10172

0.09597

0.08717

0.07748

0.06620

0.05562

0.04511

0.03379

0.02276

0.01885

0.01078

0.00678

0.00373

0.00192

0.00096

0.00044

0.00016

0.00007

0.00004

0.00007

1.26010

0.00038

0.00122

0.00313

0.00611

0.01237

0.01943

0.02715

0.03363

0.04283

0.05507

0.06531

0.07740

0.08878

0.09859

0.10548

0.10571

0.10465

0.09822

0.09021

0.08013

0.06984

0.05794

0.04464

0.03419

0.02522

0.01716

0.01083

0.00623

0.00300

0.00153

0.00054

0.00023

0.00007

0.00006

0.00005

1.38734

0.00034

0.00104

0.00303

0.00555

0.01060

0.01658

0.02244

0.02795

0.03547

0.04505

0.05707

0.07034

0.08523

0.09854

0.11036

0.11182

0.11041

0.10529

0.09853

0.09126

0.08169

0.07006

0.05625

0.04485

0.03357

0.02431

0.01533

0.00906

0.00478

0.00219

0.00090

0.00028

0.00014

0.00005

0.00011

1.45046

0.00022

0.00055

0.00172

0.00324

0.00661

0.01098

0.01639

0.02160

0.02884

0.03703

0.04845

0.06066

0.07588

0.08914

0.10024

0.10445

0.10466

0.09935

0.09224

0.08704

0.07735

0.06641

0.05489

0.04396

0.03514

0.02528

0.01715

0.01016

0.00573

0.00267

0.00108

0.00040

0.00015

0.00007

0.00010

1.32981

0.00017

0.00036

0.00101

0.00210

0.00486

0.00797

0.01197

0.01667

0.02322

0.03227

0.04298

0.05535

0.07020

0.08368

0.09606

0.10050

0.09975

0.09599

0.09148

0.08289

0.07517

0.06558

0.05395

0.04327

0.03426

0.02583

0.01737

0.01079

0.00607

0.00286

0.00119

0.00041

0.00018

0.00007

0.00009

1.25655

1947～70年は沖縄県を含まない．率算出の分母人口は，1930年は総人口，1947年以降は日本人人口である．
合計は，合計特殊出生率を表す．
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表６ 女性の年齢別出生順位別出生率：2022年

Table6.AgeSpecificFertilityRatesbyLiveBirthOrderforFemale:2022

年齢
x

総数
Total

第1子
1st

第2子
2nd

第3子
3rd

第4子
4th

第5子～
5thandover

15
16
17
18
19

20
21
22
23
24

25
26
27
28
29

30
31
32
33
34

35
36
37
38
39

40
41
42
43
44

45
46
47
48
49

合計
平均年齢

15～19
20～24
25～29
30～34
35～39
40～44
45～49

0.00017
0.00036
0.00101
0.00210
0.00486

0.00797
0.01197
0.01667
0.02322
0.03227

0.04298
0.05535
0.07020
0.08368
0.09606

0.10050
0.09975
0.09599
0.09148
0.08289

0.07517
0.06558
0.05395
0.04327
0.03426

0.02583
0.01737
0.01079
0.00607
0.00286

0.00119
0.00041
0.00018
0.00007
0.00009

1.25655
31.89

0.00173
0.01854
0.06960
0.09394
0.05383
0.01223
0.00036

0.00017
0.00036
0.00095
0.00189
0.00421

0.00645
0.00891
0.01110
0.01496
0.02072

0.02748
0.03469
0.04350
0.04987
0.05385

0.05172
0.04594
0.03950
0.03453
0.02904

0.02541
0.02142
0.01672
0.01340
0.01061

0.00844
0.00589
0.00376
0.00214
0.00100

0.00047
0.00018
0.00007
0.00003
0.00007

0.58941
30.60

0.00154
0.01250
0.04186
0.03993
0.01729
0.00413
0.00015

0.00000
0.00001
0.00006
0.00020
0.00059

0.00138
0.00269
0.00476
0.00673
0.00911

0.01165
0.01542
0.02020
0.02538
0.03195

0.03647
0.03932
0.04000
0.03889
0.03502

0.03092
0.02649
0.02206
0.01753
0.01386

0.01019
0.00674
0.00410
0.00230
0.00112

0.00039
0.00013
0.00005
0.00002
0.00002

0.45578
32.56

0.00018
0.00497
0.02089
0.03791
0.02192
0.00475
0.00012

－
－

0.00000
0.00001
0.00006

0.00014
0.00034
0.00072
0.00135
0.00209

0.00316
0.00426
0.00526
0.00666
0.00808

0.00972
0.01132
0.01299
0.01419
0.01470

0.01441
0.01309
0.01110
0.00877
0.00687

0.00482
0.00309
0.00185
0.00099
0.00042

0.00018
0.00006
0.00003
0.00001
0.00000

0.16074
33.76

0.00001
0.00094
0.00548
0.01263
0.01074
0.00217
0.00005

－
－
－
－

0.00000

0.00001
0.00003
0.00008
0.00018
0.00031

0.00057
0.00084
0.00098
0.00140
0.00166

0.00195
0.00235
0.00264
0.00292
0.00310

0.00325
0.00327
0.00294
0.00248
0.00200

0.00156
0.00110
0.00067
0.00041
0.00019

0.00009
0.00002
0.00001
0.00000

－

0.03699
34.58

0.00000
0.00012
0.00109
0.00260
0.00277
0.00076
0.00002

－
－
－
－
－

－
－

0.00001
0.00002
0.00005

0.00012
0.00014
0.00026
0.00036
0.00053

0.00064
0.00082
0.00085
0.00094
0.00103

0.00119
0.00130
0.00113
0.00108
0.00093

0.00081
0.00054
0.00041
0.00024
0.00012

0.00006
0.00003
0.00001
0.00000
0.00000

0.01364
35.62

－
0.00002
0.00028
0.00086
0.00112
0.00041
0.00002

表4の注参照．
平均（出生）年齢は，年齢別出生率（fx）を用い次のように求めた．
平均年齢＝・・fx・・x・0.5・・・・ fx
なお，表中‘－’は出生数が０を示す．
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表７ 女性の出生順位別合計特殊出生率および平均出生年齢：1950～2022年

Table7.TotalFertilityRatesandMeanAgeatBirthbyLiveBirthOrderforFemale:1950-2022

年次

Year

合計特殊出生率 平均出生年齢（歳）

総 数

Total

第1子

1st

第2子

2nd

第3子

3rd

第4子

4th

第5子～
5thand
over

総 数

Total

第1子

1st

第2子

2nd

第3子

3rd

第4子

4th

第5子～
5thand
over

1950
1955

1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

3.65
2.37

2.00
1.96
1.98
2.00
2.05
2.14
1.58
2.23
2.13
2.13

2.13
2.16
2.14
2.14
2.05
1.91
1.85
1.80
1.79
1.77

1.75
1.74
1.77
1.80
1.81
1.76
1.72
1.69
1.66
1.57

1.54
1.53
1.50
1.46
1.50
1.42
1.43
1.39
1.38
1.34

1.36
1.33
1.32
1.29
1.29
1.26
1.32
1.34
1.37
1.37

0.88
0.72

0.87
0.87
0.90
0.92
0.95
0.99
0.82
1.00
0.97
0.95

0.94
0.93
0.93
0.93
0.91
0.86
0.83
0.79
0.79
0.78

0.79
0.79
0.80
0.81
0.80
0.76
0.74
0.72
0.70
0.67

0.66
0.68
0.68
0.67
0.69
0.66
0.66
0.65
0.66
0.65

0.66
0.66
0.66
0.64
0.64
0.62
0.65
0.66
0.67
0.68

0.96
0.60

0.65
0.67
0.68
0.72
0.75
0.81
0.55
0.90
0.84
0.84

0.84
0.86
0.84
0.83
0.80
0.76
0.75
0.74
0.73
0.72

0.69
0.68
0.69
0.70
0.71
0.69
0.67
0.66
0.65
0.61

0.59
0.57
0.56
0.54
0.55
0.52
0.53
0.51
0.51
0.49

0.49
0.48
0.47
0.47
0.48
0.46
0.48
0.48
0.49
0.49

0.61
0.46

0.29
0.26
0.25
0.24
0.24
0.25
0.17
0.26
0.26
0.27

0.28
0.30
0.30
0.31
0.28
0.24
0.23
0.22
0.23
0.23

0.23
0.23
0.24
0.25
0.26
0.26
0.26
0.26
0.26
0.25

0.25
0.24
0.22
0.21
0.21
0.20
0.19
0.18
0.18
0.17

0.16
0.16
0.15
0.14
0.14
0.14
0.15
0.16
0.16
0.16

0.42
0.29

0.11
0.09
0.07
0.07
0.06
0.05
0.04
0.05
0.05
0.05

0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.04
0.03
0.03
0.03
0.03

0.03
0.03
0.03
0.03
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04

0.04
0.04
0.04
0.03
0.04
0.04
0.03
0.03
0.03
0.03

0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.02
0.03
0.03
0.03
0.03

0.78
0.30

0.10
0.08
0.06
0.05
0.04
0.03
0.03
0.02
0.02
0.02

0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

29.62
28.85

27.87
27.79
27.70
27.71
27.70
27.70
27.65
27.75
27.77
27.78

27.75
27.74
27.67
27.64
27.54
27.46
27.47
27.56
27.63
27.70

27.75
27.84
27.93
28.03
28.15
28.28
28.40
28.55
28.70
28.84

28.95
29.01
29.11
29.21
29.31
29.39
29.51
29.57
29.62
29.64

29.65
29.66
29.69
29.81
29.91
29.97
30.08
30.22
30.30
30.43

24.83
25.14

25.60
25.75
25.85
25.96
25.96
25.89
25.81
25.87
25.88
25.86

25.82
25.77
25.68
25.63
25.61
25.66
25.74
25.87
25.95
26.02

26.07
26.17
26.25
26.32
26.40
26.52
26.66
26.80
26.92
27.05

27.16
27.24
27.38
27.53
27.66
27.76
27.88
27.94
27.98
27.99

28.00
28.03
28.12
28.33
28.49
28.61
28.71
28.86
28.94
29.12

27.18
27.57

27.98
28.10
28.23
28.39
28.44
28.45
28.51
28.57
28.57
28.51

28.46
28.41
28.36
28.29
28.20
28.15
28.14
28.19
28.26
28.35

28.43
28.53
28.60
28.69
28.76
28.84
28.94
29.05
29.19
29.34

29.47
29.59
29.69
29.80
29.92
30.01
30.15
30.26
30.39
30.49

30.52
30.53
30.57
30.59
30.67
30.72
30.86
31.01
31.08
31.20

29.91
29.95

30.12
30.15
30.22
30.27
30.32
30.42
30.57
30.63
30.71
30.73

30.76
30.72
30.67
30.63
30.59
30.51
30.43
30.39
30.38
30.40

30.50
30.61
30.72
30.86
30.95
31.03
31.13
31.25
31.37
31.52

31.64
31.77
31.89
32.01
32.11
32.16
32.24
32.33
32.40
32.47

32.54
32.59
32.63
32.60
32.58
32.50
32.52
32.56
32.56
32.62

32.31
31.98

32.28
32.29
32.28
32.30
32.29
32.34
32.49
32.50
32.54
32.52

32.55
32.54
32.50
32.45
32.48
32.45
32.34
32.32
32.35
32.28

32.33
32.38
32.48
32.59
32.72
32.83
32.95
33.00
33.22
33.34

33.45
33.55
33.70
33.80
33.89
33.97
34.02
34.06
34.13
34.18

34.29
34.33
34.35
34.33
34.24
34.18
34.10
34.01
33.90
33.87

36.48
35.86

35.88
35.97
36.07
36.01
36.05
35.94
36.09
35.94
35.77
35.66

35.50
35.35
35.37
35.15
35.28
35.25
35.27
35.27
35.17
35.31

35.19
35.14
35.16
35.10
35.06
35.08
35.05
35.24
35.27
35.30

35.35
35.38
35.46
35.56
35.67
35.75
35.74
35.73
35.92
35.82

35.79
35.81
35.94
35.91
35.92
35.84
35.75
35.60
35.52
35.31
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表７ 女性の出生順位別合計特殊出生率および平均出生年齢：1950～2022年（つづき）

Table7.TotalFertilityRatesandMeanAgeatBirthbyLiveBirthOrderforFemale:1950-2022(Con.)

年次

Year

合計特殊出生率 平均出生年齢（歳）

総 数

Total

第1子

1st

第2子

2nd

第3子

3rd

第4子

4th

第5子～
5thand
over

総 数

Total

第1子

1st

第2子

2nd

第3子

3rd

第4子

4th

第5子～
5thand
over

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

2020
2021
2022

1.39
1.39
1.41
1.43
1.42
1.45
1.44
1.43
1.42
1.36

1.33
1.30
1.26

0.68
0.68
0.68
0.69
0.69
0.71
0.70
0.68
0.67
0.65

0.63
0.61
0.59

0.50
0.50
0.51
0.52
0.51
0.52
0.52
0.52
0.51
0.49

0.48
0.47
0.46

0.17
0.17
0.17
0.18
0.18
0.18
0.18
0.18
0.18
0.17

0.17
0.17
0.16

0.03
0.03
0.03
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04

0.04
0.04
0.04

0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

0.01
0.01
0.01

30.52
30.63
30.81
30.96
31.09
31.20
31.30
31.38
31.45
31.51

31.61
31.79
31.89

29.26
29.37
29.58
29.75
29.88
30.01
30.08
30.13
30.17
30.22

30.30
30.50
30.60

31.24
31.34
31.51
31.68
31.83
31.95
32.04
32.12
32.22
32.26

32.37
32.46
32.56

32.65
32.66
32.73
32.80
32.89
33.02
33.13
33.21
33.27
33.38

33.51
33.63
33.76

33.78
33.72
33.71
33.74
33.75
33.81
33.91
33.94
34.05
34.18

34.35
34.47
34.58

35.16
34.98
34.92
34.87
34.91
34.94
35.01
35.10
35.19
35.34

35.47
35.55
35.62

1972年以前は沖縄県を含まない．出生順位別出生率（総数を除く）の1950～64年および1966～67年は5歳階級による．

図５ 出生順位別平均出生年齢：1950～2022年

図４ 出生順位別合計特殊出生率：1950～2022年
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表８ 男女，年齢（５歳階級）別人口，死亡数および死亡率：2022年

Table8.Population,NumberofDeathsandSpecificMortalityRates

by5-YearAgeGroupandSex:2022

年齢
階級
x

総数 Bothsexes 男 Male 女 Female

人口
Px

死亡数
Dx

死亡率
mx

人口
P

M
x

死亡数
D

M
x

死亡率
m

M
x

人口
P

F
x

死亡数
D

F
x

死亡率
m

F
x

総数

0～4
5～9
10～14
15～19
20～24

25～29
30～34
35～39
40～44
45～49

50～54
55～59
60～64
65～69
70～74

75～79
80～84
85～89
90歳以上

122,030,523

4,163,262
4,865,411
5,238,905
5,418,488
5,837,233

5,937,571
6,073,564
6,934,949
7,712,346
9,275,917

9,257,018
7,935,088
7,347,433
7,463,197
9,283,953

6,993,898
5,718,890
3,942,151
2,631,249

1,569,050

1,852
311
422

1,265
2,147

2,258
2,820
4,415
7,273
13,848

21,808
28,651
41,987
68,728
141,385

170,246
247,561
320,735
491,337

0.01286

0.00044
0.00006
0.00008
0.00023
0.00037

0.00038
0.00046
0.00064
0.00094
0.00149

0.00236
0.00361
0.00571
0.00921
0.01523

0.02434
0.04329
0.08136
0.18673

59,313,678

2,130,887
2,492,060
2,684,286
2,781,421
2,987,209

3,027,798
3,097,922
3,529,471
3,922,780
4,712,106

4,685,081
3,980,251
3,643,562
3,633,808
4,380,766

3,135,568
2,383,231
1,425,087
680,384

799,420

995
167
233
777

1,402

1,452
1,798
2,755
4,552
8,676

14,075
19,164
28,882
47,858
97,056

110,003
144,791
159,673
155,112

0.01348

0.00047
0.00007
0.00009
0.00028
0.00047

0.00048
0.00058
0.00078
0.00116
0.00184

0.00300
0.00481
0.00793
0.01317
0.02216

0.03508
0.06075
0.11204
0.22798

62,716,845

2,032,375
2,373,351
2,554,619
2,637,067
2,850,024

2,909,773
2,975,642
3,405,478
3,789,566
4,563,811

4,571,937
3,954,837
3,703,871
3,829,389
4,903,187

3,858,330
3,335,659
2,517,064
1,950,865

769,630

856
144
189
488
745

806
1,022
1,660
2,721
5,173

7,733
9,487
13,105
20,870
44,329

60,244
102,771
161,061
336,224

0.01227

0.00042
0.00006
0.00007
0.00019
0.00026

0.00028
0.00034
0.00049
0.00072
0.00113

0.00169
0.00240
0.00354
0.00545
0.00904

0.01561
0.03081
0.06399
0.17235

本表の数値は，前掲表1の標準化死亡率の2022年分算定に用いたものである．
人口は，総務省統計局『人口推計』による2022年10月1日現在の日本人人口．死亡数は，厚生労働省政策統

括官（統計・情報システム管理、労使関係担当）の2022年『人口動態統計』による．なお，死亡数は年齢不詳
分を既知の男女年齢別数値の割合に応じて按分補正したものである．

表９ 女性の安定人口増加率，出生率，および死亡率ならびに平均世代間隔

：2022年，2021年

Table9.IntrinsicVitalRatesandAverageLengthofGenerationof

StablePopulationforFemale:2022,2021

安定人口指標 2022年 2021年 差

安定人口増加率

安定人口出生率

安定人口死亡率

安定人口平均世代間隔

静止人口平均年齢

静止人口平均世代間隔

γ

b

d

T

u

α

-0.01553

0.00529

0.02083

32.06778

44.46139

31.88057

-0.01442

0.00557

0.01999

31.96389

44.70072

31.78630

-0.00112

-0.00028

0.00084

0.10390

-0.23934

0.09427
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表10 女性の安定人口年齢（各歳・５歳階級別）構造係数：2022年

Table10.AgeCompositionofStablePopulationforFemale:2022

年齢
X

構造係数
C

F
x

年齢
X

構造係数
C

F
x

年齢
X

構造係数
C

F
x

年齢
X

構造係数
C

F
x

年齢
X

構造係数
C

F
x

0
1
2
3
4

5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

15
16
17
18
19

20
21
22
23
24

0.00533
0.00541
0.00549
0.00558
0.00567

0.00575
0.00584
0.00593
0.00603
0.00612

0.00622
0.00631
0.00641
0.00651
0.00661

0.00672
0.00682
0.00693
0.00703
0.00714

0.00725
0.00736
0.00748
0.00759
0.00771

25
26
27
28
29

30
31
32
33
34

35
36
37
38
39

40
41
42
43
44

45
46
47
48
49

0.00783
0.00795
0.00807
0.00819
0.00832

0.00845
0.00858
0.00871
0.00884
0.00898

0.00911
0.00925
0.00939
0.00953
0.00968

0.00982
0.00997
0.01012
0.01027
0.01043

0.01058
0.01074
0.01089
0.01105
0.01121

50
51
52
53
54

55
56
57
58
59

60
61
62
63
64

65
66
67
68
69

70
71
72
73
74

0.01137
0.01153
0.01169
0.01185
0.01201

0.01218
0.01234
0.01250
0.01267
0.01283

0.01300
0.01316
0.01332
0.01348
0.01364

0.01379
0.01394
0.01409
0.01423
0.01437

0.01449
0.01461
0.01472
0.01481
0.01489

75
76
77
78
79

80
81
82
83
84

85
86
87
88
89

90
91
92
93
94

95
96
97
98
99
100～

0.01495
0.01498
0.01500
0.01498
0.01493

0.01484
0.01470
0.01451
0.01426
0.01393

0.01353
0.01305
0.01249
0.01183
0.01108

0.01025
0.00933
0.00836
0.00735
0.00631

0.00526
0.00425
0.00333
0.00251
0.00183
0.00343

0～4
5～9
10～14
15～19
20～24

25～29
30～34
35～39
40～44
45～49

50～54
55～59
60～64
65～69
70～74

75～79
80～84
85～89
90～94
95～99

100～

総数
0～14
15～64
65～

0.02748
0.02968
0.03207
0.03464
0.03739

0.04036
0.04355
0.04697
0.05062
0.05446

0.05845
0.06252
0.06659
0.07041
0.07352

0.07484
0.07224
0.06199
0.04160
0.01719

0.00343

1.00000
0.08923
0.49555
0.41522

表11 男女別安定人口年齢構造と実際人口年齢構造：2022年

Table11.AgeCompositionofStablePopulationandActualPopulation:2022
（％）

年齢

Age

x

安定人口年齢構造
Agecompositionofstablepopulation

実際人口年齢構造
Agecompositionofactualpopulation

男女計
Bothsexes

男
Male

女
Female

男女計
Bothsexes

男
Male

女
Female

総数

0～4
5～9
10～14
15～19
20～24

25～29
30～34
35～39
40～44
45～49

50～54
55～59
60～64
65～69
70～74

75～79
80～84
85～89
90～94
95～99
100～

0～14
15～64
65～

100.00

2.92
3.16
3.41
3.68
3.97

4.29
4.62
4.98
5.37
5.76

6.17
6.57
6.94
7.23
7.37

7.22
6.59
5.22
3.15
1.17
0.21

9.49
52.36
38.15

48.19

1.50
1.62
1.75
1.89
2.04

2.20
2.37
2.55
2.74
2.94

3.14
3.33
3.49
3.58
3.56

3.34
2.85
2.01
0.99
0.28
0.03

4.87
26.69
16.64

51.81

1.42
1.54
1.66
1.79
1.94

2.09
2.26
2.43
2.62
2.82

3.03
3.24
3.45
3.65
3.81

3.88
3.74
3.21
2.16
0.89
0.18

4.62
25.68
21.51

100.00

3.41
3.99
4.29
4.44
4.78

4.87
4.98
5.68
6.32
7.60

7.59
6.50
6.02
6.12
7.61

5.73
4.69
3.23
1.63
0.46
0.07

11.69
58.78
29.53

48.61

1.75
2.04
2.20
2.28
2.45

2.48
2.54
2.89
3.21
3.86

3.84
3.26
2.99
2.98
3.59

2.57
1.95
1.17
0.46
0.09
0.01

5.99
29.80
12.82

51.39

1.67
1.94
2.09
2.16
2.34

2.38
2.44
2.79
3.11
3.74

3.75
3.24
3.04
3.14
4.02

3.16
2.73
2.06
1.17
0.37
0.06

5.70
28.98
16.71

安定人口年齢構造係数のうち男性の求め方は岡崎陽一（1999）『人口統計学〔増補改訂版〕』古今書院を参照．
実際人口年齢構造係数は，総務省統計局『人口推計』による2022年10月1日現在の日本人人口．
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参考表１ 2022年出生率，死亡率一定による人口指標

年次
人口動態率（‰） 人口総数

（1,000人）

年齢構造係数（％） 人口１）

性比増加率 出生率 死亡率 0～14歳 15～64歳 65歳以上 75歳以上

2022

2030
2040
2050
2060
2070
2080
2090

2100
2110
2120
2130
2140
2150
2160
2170
2180
2190

2200
2210
2220
2230
2240
2250
2260
2270
2280
2290

2300
2310
2320
2330
2340
2350
2360
2370
2380
2390

2400
2410
2420
2430
2440
2450
2460
2470
2480
2490

2500
2600
2700
2800
2900

3000

-6.34

-8.70
-11.01
-12.20
-14.72
-15.45
-15.01
-15.66

-15.67
-15.41
-15.46
-15.68
-15.50
-15.44
-15.62
-15.55
-15.46
-15.56

-15.57
-15.49
-15.53
-15.57
-15.51
-15.52
-15.56
-15.53
-15.52
-15.54

-15.54
-15.52
-15.54
-15.54
-15.53
-15.53
-15.54
-15.53
-15.53
-15.54

-15.53
-15.53
-15.53
-15.53
-15.53
-15.53
-15.53
-15.53
-15.53
-15.53

-15.53
-15.53
-15.53
-15.53
-15.53

-15.53

6.50

6.39
6.13
5.75
5.60
5.73
5.65
5.56

5.67
5.66
5.59
5.64
5.66
5.61
5.62
5.65
5.63
5.62

5.64
5.63
5.62
5.64
5.64
5.62
5.63
5.64
5.63
5.63

5.63
5.63
5.63
5.63
5.63
5.63
5.63
5.63
5.63
5.63

5.63
5.63
5.63
5.63
5.63
5.63
5.63
5.63
5.63
5.63

5.63
5.63
5.63
5.63
5.63

5.63

12.84

15.09
17.14
17.95
20.32
21.18
20.66
21.22

21.34
21.07
21.04
21.31
21.16
21.05
21.24
21.20
21.08
21.18

21.21
21.12
21.15
21.20
21.15
21.14
21.19
21.16
21.15
21.17

21.17
21.15
21.17
21.17
21.16
21.16
21.17
21.16
21.16
21.17

21.16
21.16
21.16
21.16
21.16
21.16
21.16
21.16
21.16
21.16

21.16
21.16
21.16
21.16
21.16

21.16

124,947

117,749
106,711
95,087
83,256
71,431
61,393
52,690

45,022
38,529
33,043
28,271
24,184
20,724
17,744
15,180
13,001
11,134

9,528
8,157
6,986
5,980
5,119
4,384
3,753
3,212
2,751
2,355

2,016
1,726
1,478
1,265
1,083
927
794
680
582
498

426
365
313
268
229
196
168
144
123
105

90
19
4
1
0

0

11.61

10.54
10.19
9.91
9.48
9.48
9.59
9.46

9.43
9.55
9.50
9.44
9.51
9.51
9.46
9.49
9.51
9.47

9.48
9.50
9.49
9.48
9.50
9.49
9.48
9.49
9.49
9.48

9.49
9.49
9.49
9.49
9.49
9.49
9.49
9.49
9.49
9.49

9.49
9.49
9.49
9.49
9.49
9.49
9.49
9.49
9.49
9.49

9.49
9.49
9.49
9.49
9.49

9.49

59.39

58.97
55.45
53.35
53.14
52.75
52.09
52.38

52.56
52.28
52.25
52.50
52.36
52.26
52.43
52.40
52.29
52.38

52.41
52.32
52.35
52.40
52.35
52.34
52.38
52.36
52.35
52.37

52.37
52.35
52.36
52.37
52.36
52.36
52.37
52.36
52.36
52.37

52.36
52.36
52.36
52.36
52.36
52.36
52.36
52.36
52.36
52.36

52.36
52.36
52.36
52.36
52.36

52.36

29.00

30.49
34.36
36.74
37.38
37.78
38.32
38.16

38.01
38.18
38.25
38.06
38.13
38.23
38.11
38.11
38.20
38.15

38.11
38.17
38.16
38.12
38.15
38.16
38.14
38.15
38.16
38.14

38.14
38.16
38.15
38.14
38.15
38.15
38.15
38.15
38.15
38.15

38.15
38.15
38.15
38.15
38.15
38.15
38.15
38.15
38.15
38.15

38.15
38.15
38.15
38.15
38.15

38.15

15.50

18.38
18.67
21.89
23.56
22.81
23.34
23.96

23.45
23.33
23.72
23.64
23.37
23.60
23.67
23.45
23.53
23.64

23.51
23.51
23.61
23.55
23.51
23.58
23.57
23.52
23.56
23.57

23.54
23.55
23.57
23.55
23.54
23.56
23.55
23.55
23.56
23.56

23.55
23.55
23.56
23.55
23.55
23.56
23.55
23.55
23.55
23.55

23.55
23.55
23.55
23.55
23.55

23.55

94.65

94.26
93.92
93.79
92.94
92.98
93.24
92.94

92.90
93.06
93.03
92.94
93.03
93.05
92.97
93.00
93.04
92.99

92.99
93.03
93.01
92.99
93.02
93.01
93.00
93.01
93.01
93.00

93.01
93.01
93.01
93.01
93.01
93.01
93.01
93.01
93.01
93.01

93.01
93.01
93.01
93.01
93.01
93.01
93.01
93.01
93.01
93.01

93.01
93.01
93.01
93.01
93.01

93.01

2022年男女年齢（各歳）別人口（総人口）を基準人口とし，2022年における女性の年齢別出生率（合計特殊
出生率：1.26），出生性比（105.3）および生命表による死亡率（平均寿命男：81.05年，女：87.09年）が今後
一定であるとした場合の将来の人口指標であり，安定人口に到達する経過ならびにその状態を示す．
なお，人口動態率は，当年10月～翌年9月間について平均人口を分母とした率である．国際人口移動はゼロと
している．
人口および諸指標の求め方は石川晃（2004）「安定人口モデルを用いた新たな人口再生産率諸指標」『人口問題
研究』60-4を参照．
1）女性人口総数に対する男性人口総数．
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参考表２ 2022年以降人口置換出生率，死亡率一定による人口指標

年次
人口動態率（‰） 人口総数

（1,000人）

年齢構造係数（％） 人口１）

性比増加率 出生率 死亡率 0～14歳 15～64歳 65歳以上 75歳以上

2022

2030
2040
2050
2060
2070
2080
2090

2100
2110
2120
2130
2140
2150
2160
2170
2180
2190

2200
2300
2400
2500

3000

-2.14

-4.43
-6.51
-6.32
-4.76
-4.17
-2.52
-0.14

0.57
-0.20
-0.33
0.38
-0.02
-0.26
0.18
0.08
-0.18
0.06

0.10
0.01
-0.00
-0.00

0.00

10.68

10.14
9.33
9.49
11.80
11.37
11.12
12.39

12.13
11.42
12.05
12.18
11.62
11.88
12.14
11.78
11.82
12.06

11.88
11.88
11.90
11.90

11.91

12.82

14.57
15.84
15.81
16.55
15.54
13.64
12.54

11.56
11.62
12.37
11.80
11.64
12.14
11.95
11.70
12.00
12.00

11.78
11.88
11.90
11.91

11.91

124,947

121,783
115,282
107,843
102,093
97,542
94,198
92,856

93,211
93,434
93,084
93,127
93,371
93,181
93,117
93,302
93,231
93,139

93,250
93,229
93,218
93,215

93,214

11.61

13.50
15.53
14.66
15.81
17.97
17.36
17.33

18.37
17.83
17.39
18.07
17.97
17.53
17.89
17.99
17.65
17.79

17.95
17.84
17.82
17.81

17.82

59.39

57.02
52.67
52.95
53.71
54.37
57.67
59.50

57.42
57.91
59.11
57.95
57.82
58.74
58.26
57.88
58.48
58.39

58.00
58.20
58.25
58.25

58.25

29.00

29.48
31.80
32.40
30.48
27.66
24.98
23.17

24.21
24.26
23.50
23.98
24.21
23.73
23.85
24.14
23.87
23.82

24.05
23.96
23.94
23.93

23.93

15.50

17.77
17.28
19.30
19.21
16.71
15.21
13.59

12.64
14.15
13.78
12.87
13.77
13.84
13.14
13.53
13.80
13.34

13.43
13.53
13.53
13.53

13.52

94.65

94.60
94.72
95.07
95.08
96.07
97.13
97.74

98.19
98.04
97.76
98.09
98.08
97.85
98.00
98.07
97.92
97.96

98.05
98.00
97.99
97.99

97.99

2022年男女年齢（各歳）別人口（総人口）を基準人口とし，2022年における人口置換水準（合計特殊出生率：
2.07），出生性比（105.3）および生命表による死亡率（平均寿命男：81.05年，女：87.09年）が今後一定であ
るとした場合の将来の人口指標であり，静止人口に到達する経過ならびにその状態を示す．
なお，人口動態率は，当年10月～翌年9月間について平均人口を分母とした率である．国際人口移動はゼロと
している．
人口および諸指標の求め方は石川晃（2004）「安定人口モデルを用いた新たな人口再生産率諸指標」『人口問題
研究』60-4を参照．
1）女性人口総数に対する男性人口総数．

参考図 2022年以降出生率，死亡率一定による人口総数
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統 計

都道府県別標準化人口動態率：2022年

（別府志海・佐々井司）

わが国の都道府県別標準化人口動態率は，1925年，1930年，1950年以降5年ごとの国勢調査年次，

1985年以降は毎年，算出・公表されており１），今回は2022年の結果について概説する．

標準化人口動態率の算出に用いた資料は次の通り．

出生数・死亡数（日本人のみ）：厚生労働省政策統括官（統計・情報システム管理、労使関係担当）

『令和4年人口動態統計確定数』2023年9月15日公表値

人口（日本人人口）：総務省統計局『人口推計』2023年4月12日公表値

標準化の手法はNewsholeme-Stevensonの任意標準人口標準化法の直接法２）であり，標準人口と

して1930年，および2022年の全国人口を用いた．

年齢別人口動態率（出生率および死亡率）は5歳階級別に算出した３）．ただし，母の年齢別出生数

の15歳未満は15～19歳に含め，50歳以上は45～49歳に含めた．また，死亡率算出の最終年齢階級は85

歳以上一括とした．なお，出生数および死亡数における年齢不詳分は，既知の（年齢不詳を除く）年

齢階級別の分布に応じて按分した．

主要結果

1930年の全国人口を標準とした出生率は，2022年全国人口標準化率と比べすべての都道府県で高く

なっている（表1）．出生率における両者の差は，1930年人口と2022年人口における男女および年齢

構成の違いによって生じている．都道府県別にみると，両者の差が最も小さいのは東京都で1.09，次

いで神奈川県1.49，京都府の1.57と，大都市圏に位置する都府県が並ぶ．逆に，両者の乖離が最も大

きいのは宮崎県で，続いて沖縄県，長崎県，鳥取県，佐賀県，山口県，島根県等，九州・中国地方各

県が並んでいる．出生数を日本人の総人口で除した普通出生率は沖縄県で最も高く（9.40‰），秋田

県で最も低くなっている（4.31‰）．他方，2022年標準化率をみると，沖縄県が最上位であることに

変わりはないが，最も低い地域は東京都となり，その他の都道府県も普通出生率の順位とは概ね異なっ

ている．普通出生率に比べて2022年標準化率の水準が低くなる地域は，東京都，沖縄県，大阪府など

10都府県であり，なかでも2022年標準化率が最も低い東京都は，普通率との差が1.41ポイントと，他

の46道府県と比べ際だって大きくなっている．ちなみに，1930年標準化率が普通率を下回るのは東京
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1）前年（2021年）の結果については，別府志海・佐々井司「都道府県別標準化人口動態率：2021年」『人口問

題研究』第78巻第4号，2022年12月，pp.603～609を参照のこと．

2）各都道府県における人口の年齢構造が標準人口と同じと仮定し，各都道府県の年齢別出生率，死亡率を適用

した場合に得られる出生数，死亡数を標準人口総数で割ったものである．ただし，出生率は女性についてのみ

算出する．これによって，人口の年齢構造の影響を除いた出生率，死亡率および自然増加率の水準が示されて

いる．

3）女性の年齢別出生率の詳細については，本号掲載の，別府志海・佐々井司「都道府県別にみた女性の年齢

（5歳階級）別出生率および合計特殊出生率：2022年」を参照のこと．



都だけである．2022年標準化率と普通率を比べると，38の道県で標準化率が普通率を上回っており，

両者の乖離は秋田県で最も大きく，島根県，山口県がそれに続いている．都道府県ごとに観測される

標準化率と普通率との差異は，分母である人口における人口構造，とりわけ年齢構成の違いに起因す

るものである．

次に死亡率についてみてみよう（表1）．普通死亡率は，秋田県で最も高く（18.64‰），東京都で

最も低くなっているが（10.36‰），1930年全国人口を標準とした死亡率は，すべての都道府県におい

て普通率を大幅に下回ると同時に，都道府県間格差が極めて小さくなっている．次に2022年全国人口

標準化率をみると，1930年標準化率に比べ，すべての都道府県において死亡水準が顕著に高くなると

同時に，都道府県間のばらつきも大きくなっている．総じて，年齢別にみた死亡率自体には地域間の

違いがさほどないにもかかわらず，人口構造の違いを反映する普通率では都道府県間格差が鮮明にな

る．さらには，1930年標準化率に比して2022年標準化率における都道府県間のばらつきが大きくなっ

ていることから，人口高齢化により高年齢における死亡率の違いが顕在化していることも確認できる．

また，秋田県，高知県，島根県等において顕著であるように，普通率が2022年標準化率に比して高く

なる要因として，これらの地域における人口の年齢構成が全国平均と比べてかなり“高齢化”してい

ることが挙げられる．他方，沖縄県，東京都，愛知県等11の都府県では，全国平均と比して年齢構成

が“若い”ことなどを反映して，普通率が2022年標準化率よりも低くなっている．

出生率と死亡率の差である自然増加率は，普通率でみると，前年まで唯一プラスであった沖縄県が

マイナスに転じたことにより，47都道府県すべての地域でマイナスとなった（表1，図1）．ただし，

都道府県による相違は依然大きく，最高の沖縄県（-1.01‰）と最低の秋田県（-14.33‰）の間には，
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図１ 都道府県別自然増加率の普通率と標準化率の比較：2022年



10‰（1％）以上の差異がみられる．他方，1930年全国人口を標準とした場合，都道府県間の標準偏

差は普通率のそれと比べ明らかに小さくなる．また2022年全国人口標準化率でも，普通率ほどの差は

みられない．今日の人口減少は，現状の人口構造に依るところが少なくないことを示唆している．

1930年の全国人口を標準とした各指標の推移をみると，出生率は1950年以降すべての都道府県にお

いて低下傾向にある（表2）．1960年から1970年の間では神奈川県，愛知県，京都府，大阪府などの

大都市を抱える都道府県を中心に上昇が観測された．1970年以降はすべての地域で再び低下するが，

2005年から2010年の間ではほとんどの地域で上昇に転じている．また2010年から2015年においても，

5県を除くほとんどの地域で依然上昇傾向が続いていたものの，2015年から2022年にかけてはすべて

の都道府県で低下した．死亡率については，1950年以降すべての都道府県においてほぼ一貫して低下

傾向が続いているものの，近年下げ止まりの兆候がみられる（表3）．自然増加率の推移は上述の出

生率，死亡率双方の動向を反映したものであるが，寄与度の関係から，近年では出生率の動向が反映

されやすくなっている（表4）．時系列的には，2005年頃まではすべての都道府県において増加率が

低下し，その後一転してほとんどの地域で上昇傾向がみられたものの，2015年から2022年にかけては

再びすべての都道府県で低下基調が続いている．
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表１ 都道府県別，標準化人口動態率：2022年
（‰）

都道府県
1930年全国人口標準 2022年全国人口標準 ［参考］普通率

出生率 死亡率 増加率 出生率 死亡率 増加率 出生率 死亡率 増加率

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

16
17
18
19
20

21
22
23
24
25

26
27
28
29
30

31
32
33
34
35

36
37
38
39
40

41
42
43
44
45

46
47

全 国

北 海 道
青 森
岩 手
宮 城
秋 田

山 形
福 島
茨 城
栃 木
群 馬

埼 玉
千 葉
東 京
神 奈 川
新 潟

富 山
石 川
福 井
山 梨
長 野

岐 阜
静 岡
愛 知
三 重
滋 賀

京 都
大 阪
兵 庫
奈 良
和 歌 山

鳥 取
島 根
岡 山
広 島
山 口

徳 島
香 川
愛 媛
高 知
福 岡

佐 賀
長 崎
熊 本
大 分
宮 崎

鹿 児 島
沖 縄

平 均
標 準 偏 差
変動係数％�

8.14

7.42
8.26
8.05
7.12
7.84

8.70
8.54
8.38
8.17
8.66

7.56
7.58
6.46
7.47
8.35

9.55
9.00
9.90
9.17
9.37

9.00
8.76
8.82
9.23
9.33

7.59
7.95
8.51
8.10
9.33

10.64
10.44
9.20
9.28
9.87

9.42
9.65
9.33
9.03
8.70

10.24
10.45
10.13
9.95
10.94

10.21
11.23

8.95
1.06
11.84

1.63

1.79
1.94
1.86
1.61
1.79

1.66
1.82
1.76
1.75
1.69

1.64
1.65
1.58
1.56
1.62

1.59
1.53
1.53
1.58
1.45

1.57
1.60
1.57
1.53
1.40

1.55
1.74
1.54
1.53
1.71

1.59
1.55
1.53
1.54
1.61

1.63
1.57
1.65
1.76
1.65

1.59
1.59
1.61
1.55
1.74

1.74
1.87

1.64
0.11
6.88

6.51

5.63
6.32
6.19
5.52
6.05

7.04
6.72
6.63
6.42
6.96

5.91
5.92
4.88
5.90
6.73

7.95
7.48
8.37
7.59
7.93

7.42
7.16
7.25
7.71
7.92

6.04
6.20
6.97
6.57
7.62

9.05
8.88
7.67
7.74
8.26

7.80
8.08
7.67
7.28
7.05

8.65
8.86
8.52
8.39
9.20

8.47
9.37

7.32
1.08
14.76

6.32

5.63
6.16
6.05
5.51
5.91

6.62
6.35
6.38
6.21
6.60

5.93
5.95
5.37
5.98
6.38

7.31
6.91
7.52
7.03
7.21

6.80
6.67
6.79
7.00
7.19

6.02
6.19
6.58
6.28
6.91

8.04
7.87
6.94
7.00
7.29

7.08
7.22
6.94
6.84
6.68

7.66
7.84
7.63
7.42
8.10

7.69
8.59

6.81
0.73
10.67

12.86

13.21
14.59
13.68
12.75
13.79

13.08
13.86
13.43
13.70
13.60

12.75
12.68
12.46
12.20
12.95

13.14
12.52
12.79
12.77
12.07

12.90
12.80
12.82
13.01
11.97

12.35
13.18
12.40
12.27
13.67

12.74
12.46
12.43
12.46
13.16

13.00
13.03
13.12
13.40
12.83

13.04
13.10
12.64
12.57
13.27

13.14
13.08

12.95
0.52
3.99

-6.54

-7.57
-8.43
-7.64
-7.24
-7.89

-6.46
-7.50
-7.05
-7.49
-7.00

-6.82
-6.73
-7.08
-6.22
-6.57

-5.83
-5.60
-5.28
-5.74
-4.87

-6.10
-6.12
-6.03
-6.01
-4.79

-6.33
-6.99
-5.82
-5.99
-6.76

-4.70
-4.59
-5.49
-5.45
-5.86

-5.92
-5.81
-6.18
-6.56
-6.15

-5.38
-5.26
-5.01
-5.16
-5.17

-5.46
-4.49

-6.14
0.94

-15.31

6.32

5.18
5.00
4.94
5.70
4.31

5.49
5.47
5.75
5.64
5.78

6.09
6.06
6.78
6.28
5.49

6.03
6.42
6.59
6.07
6.12

5.89
5.90
7.08
6.21
7.11

6.06
6.72
6.35
5.66
5.85

6.96
6.42
6.75
6.61
5.98

5.94
6.30
5.85
5.55
7.15

7.00
6.57
6.99
6.23
6.83

6.80
9.40

6.20
0.79
12.66

12.86

14.60
16.79
16.49
12.43
18.64

16.34
15.42
13.47
13.40
14.38

11.52
11.85
10.36
10.99
15.13

15.08
13.00
14.26
14.15
14.37

13.86
13.58
11.23
13.82
10.96

12.67
12.47
12.59
13.29
15.97

14.91
16.10
13.59
12.90
15.95

15.72
14.73
15.45
17.11
12.19

14.13
15.17
14.38
14.90
15.43

15.44
10.41

14.08
1.86
13.21

-6.54

-9.42
-11.79
-11.56
-6.73
-14.33

-10.85
-9.96
-7.72
-7.76
-8.60

-5.43
-5.79
-3.58
-4.71
-9.64

-9.05
-6.57
-7.67
-8.08
-8.25

-7.97
-7.68
-4.15
-7.61
-3.84

-6.61
-5.74
-6.24
-7.63
-10.12

-7.94
-9.68
-6.84
-6.29
-9.97

-9.77
-8.42
-9.60
-11.56
-5.04

-7.13
-8.60
-7.39
-8.67
-8.59

-8.64
-1.01

-7.88
2.41

-30.60

諸率算出に用いた分母人口は，日本人女性人口．
変動係数（％）＝標準偏差／平均×100
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表２ 都道府県別，標準化出生率：1950～2022年
（‰）

都道府県 1950年 1960年 1970年 1980年 1990年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2022年
順位

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

16
17
18
19
20

21
22
23
24
25

26
27
28
29
30

31
32
33
34
35

36
37
38
39
40

41
42
43
44
45

46
47

全 国

北 海 道
青 森
岩 手
宮 城
秋 田

山 形
福 島
茨 城
栃 木
群 馬

埼 玉
千 葉
東 京
神 奈 川
新 潟

富 山
石 川
福 井
山 梨
長 野

岐 阜
静 岡
愛 知
三 重
滋 賀

京 都
大 阪
兵 庫
奈 良
和 歌 山

鳥 取
島 根
岡 山
広 島
山 口

徳 島
香 川
愛 媛
高 知
福 岡

佐 賀
長 崎
熊 本
大 分
宮 崎

鹿 児 島
沖 縄

平 均
標 準 偏 差
変動係数％�

25.33

31.56
33.73
31.45
29.78
30.34

27.47
30.83
27.60
28.34
25.85

26.71
24.94
18.82
22.35
27.40

25.70
25.30
25.76
24.87
22.14

25.01
25.86
22.93
23.40
22.77

19.62
20.14
21.69
21.75
21.88

24.56
27.47
22.80
22.95
25.76

28.03
24.13
28.27
24.59
27.25

29.65
31.00
28.19
27.37
30.24

28.71
…

26.02
3.42
13.16

14.69

16.03
18.25
16.86
15.59
15.65

15.06
17.63
16.58
15.91
14.46

15.40
15.40
12.18
13.62
15.49

14.46
15.39
16.14
15.08
13.71

15.12
15.46
13.95
14.52
14.70

12.48
13.27
13.97
13.79
14.47

15.23
15.80
14.16
14.25
14.33

15.10
13.80
15.47
14.69
14.10

16.99
19.50
16.42
15.08
17.89

18.98
…

15.27
1.52
9.95

15.26

14.30
16.75
15.52
15.10
14.08

14.70
15.92
16.81
16.02
15.56

16.95
16.58
13.92
16.09
15.33

14.53
15.52
15.63
15.62
14.94

15.62
15.58
16.14
15.08
15.95

14.52
15.77
15.49
15.21
15.53

14.46
14.82
15.08
15.30
14.61

14.65
14.60
14.86
14.67
14.13

15.50
16.79
14.56
14.48
15.87

15.92
…

15.33
0.77
5.00

12.76

11.99
13.73
14.42
13.67
13.26

14.20
14.63
13.75
13.65
13.22

12.58
12.63
10.17
12.28
13.74

13.18
13.93
14.34
12.66
13.57

13.25
13.19
13.33
13.52
14.36

12.01
12.17
12.84
12.34
13.38

14.23
14.74
13.79
13.56
13.17

13.06
13.49
13.19
12.10
12.62

14.09
13.55
13.47
13.37
14.26

14.19
17.12

13.40
1.01
7.56

10.74

10.15
11.18
12.27
11.11
11.23

12.44
12.79
11.69
11.91
11.55

10.47
10.30
8.41
10.11
11.98

11.24
11.48
12.56
11.37
11.90

11.16
11.36
11.13
11.62
12.45

10.29
10.27
10.80
10.49
11.21

12.97
13.21
11.93
11.63
11.17

11.60
11.52
11.44
10.96
10.66

12.38
11.96
11.73
11.22
11.97

12.21
13.71

11.47
0.93
8.12

9.51

8.65
10.39
10.94
9.69
10.19

11.40
11.67
10.27
10.38
10.56

8.91
8.94
7.16
8.71
10.55

10.18
10.15
11.17
10.46
10.93

10.24
10.29
10.04
10.41
10.60

8.74
9.10
9.56
8.95
10.25

11.39
11.51
10.60
9.85
10.34

10.25
10.84
10.19
10.20
9.39

11.68
10.95
10.94
10.54
11.37

11.03
12.83

10.28
0.99
9.67

8.72

8.04
9.05
9.87
8.57
9.33

10.14
10.53
9.19
9.69
9.66

8.37
8.34
6.62
8.04
9.21

9.47
9.27
10.42
9.46
10.00

9.46
9.62
9.26
9.49
9.58

7.95
8.30
8.56
8.08
9.24

10.27
10.41
9.49
9.34
9.64

8.80
9.96
9.48
9.19
8.64

10.27
10.02
10.16
9.74
10.38

10.30
11.95

9.38
0.90
9.59

9.40

8.65
9.55
10.09
8.87
9.01

10.14
10.54
9.84
9.85
9.96

8.86
9.03
7.30
8.70
9.72

9.65
9.77
10.94
9.86
10.31

10.09
10.50
10.27
10.37
10.42

8.53
8.99
9.52
8.66
10.15

10.62
11.51
10.29
10.68
10.83

9.77
10.87
10.40
9.71
9.80

11.09
11.07
11.11
10.74
11.67

11.13
12.82

10.05
0.98
9.73

9.62

8.83
9.68
10.13
9.10
9.10

9.94
10.78
9.95
10.02
9.96

9.13
9.07
7.89
9.03
9.57

10.03
10.23
10.84
9.91
10.52

10.39
10.34
10.38
10.41
10.64

8.76
9.18
9.78
9.07
10.41

11.11
11.97
10.33
10.74
10.88

10.29
11.06
10.45
10.19
10.16

11.17
11.24
11.37
10.78
11.64

11.47
13.27

10.24
0.96
9.39

8.69

7.99
8.87
8.82
7.90
8.20

9.03
9.34
8.90
8.80
9.13

8.23
8.23
7.01
8.07
8.80

9.38
9.58
10.25
9.69
9.56

9.34
9.17
9.41
9.36
9.78

8.07
8.54
9.10
8.35
9.59

10.09
10.59
9.77
9.77
9.91

9.80
9.82
9.41
9.42
9.27

10.61
10.75
10.68
10.32
11.11

10.73
12.24

9.38
0.98
10.40

8.14

7.42
8.26
8.05
7.12
7.84

8.70
8.54
8.38
8.17
8.66

7.56
7.58
6.46
7.47
8.35

9.55
9.00
9.90
9.17
9.37

9.00
8.76
8.82
9.23
9.33

7.59
7.95
8.51
8.10
9.33

10.64
10.44
9.20
9.28
9.87

9.42
9.65
9.33
9.03
8.70

10.24
10.45
10.13
9.95
10.94

10.21
11.23

8.95
1.06
11.84

-

45
35
38
46
40

29
31
33
36
30

43
42
47
44
34

13
24
10
22
15

25
27
26
20
17

41
39
32
37
16

3
5
21
19
11

14
12
18
23
28

6
4
8
9
2

7
1

1930年全国人口標準による．
率算出において，1950年は総人口，1960年以降は日本人人口を用いた．
変動係数（％）＝標準偏差／平均×100
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表３ 都道府県別，標準化死亡率：1950～2022年
（‰）

都道府県 1950年 1960年 1970年 1980年 1990年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2022年
順位

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

16
17
18
19
20

21
22
23
24
25

26
27
28
29
30

31
32
33
34
35

36
37
38
39
40

41
42
43
44
45

46
47

全 国

北 海 道
青 森
岩 手
宮 城
秋 田

山 形
福 島
茨 城
栃 木
群 馬

埼 玉
千 葉
東 京
神 奈 川
新 潟

富 山
石 川
福 井
山 梨
長 野

岐 阜
静 岡
愛 知
三 重
滋 賀

京 都
大 阪
兵 庫
奈 良
和 歌 山

鳥 取
島 根
岡 山
広 島
山 口

徳 島
香 川
愛 媛
高 知
福 岡

佐 賀
長 崎
熊 本
大 分
宮 崎

鹿 児 島
沖 縄

平 均
標 準 偏 差
変動係数％�

10.97

10.78
14.15
13.60
11.41
14.04

12.45
11.92
11.80
12.03
11.22

12.35
11.46
9.82
9.77
11.86

12.54
12.38
11.72
10.34
10.12

10.73
10.00
10.35
10.52
10.96

9.72
10.29
10.20
10.97
9.95

10.12
10.94
10.14
9.81
10.49

11.98
10.66
10.06
10.27
10.84

11.87
11.58
10.73
11.79
11.36

11.37
…

26.02
3.42
13.16

7.02

6.92
8.37
8.02
6.93
8.38

7.78
7.78
7.48
7.34
7.19

7.58
7.20
6.22
6.52
7.12

7.60
7.51
7.05
6.68
6.73

6.67
6.56
6.77
6.87
7.20

6.57
7.13
6.90
7.31
6.78

6.90
6.78
6.69
6.81
7.09

7.22
6.91
6.75
6.96
7.05

7.52
7.43
7.18
7.40
6.95

6.91
…

15.27
1.52
9.95

5.22

5.36
5.77
5.78
5.21
5.92

5.68
5.68
5.70
5.77
5.53

5.40
5.20
4.74
4.76
5.53

5.49
5.21
5.09
5.28
5.09

5.14
4.93
5.02
5.16
5.33

4.82
5.18
5.01
5.07
5.29

5.30
5.26
4.74
5.04
5.27

5.66
5.08
5.32
5.73
5.22

5.41
5.81
5.44
5.53
5.65

5.63
…

15.33
0.77
5.00

3.61

3.77
4.10
3.85
3.66
3.90

3.80
3.81
3.85
3.90
3.61

3.59
3.49
3.36
3.34
3.62

3.64
3.64
3.48
3.69
3.42

3.64
3.43
3.55
3.57
3.61

3.42
3.80
3.67
3.66
3.79

3.67
3.67
3.38
3.53
3.71

3.96
3.43
3.53
3.77
3.73

3.74
3.82
3.57
3.75
3.81

3.91
3.19

3.66
0.18
5.04

2.79

2.85
3.08
2.80
2.73
2.88

2.67
2.82
2.91
3.01
2.72

2.75
2.67
2.74
2.67
2.59

2.73
2.65
2.60
2.75
2.50

2.70
2.64
2.73
2.81
2.66

2.74
3.07
2.88
2.74
2.94

2.83
2.68
2.73
2.78
2.83

2.91
2.75
2.81
2.92
2.91

2.90
2.89
2.67
2.83
2.90

2.88
2.69

2.79
0.12
4.44

2.25

2.28
2.61
2.24
2.19
2.36

2.21
2.38
2.34
2.39
2.23

2.20
2.20
2.25
2.14
2.15

2.16
2.10
2.04
2.14
2.04

2.23
2.14
2.24
2.22
2.11

2.21
2.40
2.29
2.10
2.35

2.33
2.18
2.16
2.18
2.36

2.30
2.25
2.32
2.36
2.32

2.32
2.32
2.10
2.22
2.26

2.33
2.28

2.25
0.11
4.87

2.07

2.16
2.49
2.22
2.07
2.23

2.04
2.18
2.15
2.21
2.12

2.05
2.04
2.01
1.97
2.01

1.98
1.99
1.94
1.99
1.88

2.02
1.99
2.04
2.01
1.91

1.95
2.18
2.10
2.00
2.19

2.15
2.04
1.97
1.98
2.18

2.15
2.04
2.16
2.20
2.11

2.08
2.17
1.95
1.96
2.06

2.20
2.09

2.08
0.11
5.37

1.87

1.96
2.27
2.07
1.84
2.08

1.80
1.99
1.97
1.97
1.93

1.89
1.83
1.83
1.77
1.83

1.84
1.83
1.70
1.85
1.64

1.83
1.83
1.83
1.84
1.70

1.77
1.97
1.88
1.76
1.99

2.03
1.85
1.80
1.81
1.98

1.92
1.88
1.93
1.98
1.90

1.90
1.99
1.77
1.78
1.85

1.95
1.96

1.88
0.11
5.96

1.67

1.78
2.01
1.85
1.61
1.85

1.70
1.82
1.81
1.77
1.69

1.68
1.68
1.62
1.60
1.64

1.67
1.62
1.54
1.65
1.48

1.64
1.64
1.63
1.67
1.51

1.58
1.76
1.65
1.55
1.78

1.76
1.64
1.59
1.61
1.73

1.74
1.66
1.74
1.70
1.66

1.67
1.71
1.59
1.59
1.72

1.80
1.77

1.68
0.10
5.91

1.55

1.67
1.88
1.66
1.51
1.70

1.62
1.69
1.68
1.64
1.59

1.57
1.56
1.50
1.48
1.54

1.45
1.44
1.53
1.50
1.43

1.45
1.56
1.50
1.53
1.35

1.41
1.64
1.49
1.42
1.59

1.46
1.54
1.44
1.45
1.59

1.63
1.59
1.60
1.64
1.54

1.52
1.66
1.47
1.47
1.66

1.67
1.69

1.56
0.10
6.60

1.63

1.79
1.94
1.86
1.61
1.79

1.66
1.82
1.76
1.75
1.69

1.64
1.65
1.58
1.56
1.62

1.59
1.53
1.53
1.58
1.45

1.57
1.60
1.57
1.53
1.40

1.55
1.74
1.54
1.53
1.71

1.59
1.55
1.53
1.54
1.61

1.63
1.57
1.65
1.76
1.65

1.59
1.59
1.61
1.55
1.74

1.74
1.87

1.64
0.11
6.88

-

5
1
3
24
6

15
4
8
9
14

19
16
30
35
21

26
44
43
31
46

32
25
34
45
47

38
10
40
41
13

28
37
42
39
22

20
33
17
7
18

27
29
23
36
12

11
2

1930年全国人口標準による．
率算出において，1950年は総人口，1960年以降は日本人人口を用いた．
変動係数（％）＝標準偏差／平均×100
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表４ 都道府県別，標準化自然増加率：1950～2022年
（‰）

都道府県 1950年 1960年 1970年 1980年 1990年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2022年
順位

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

16
17
18
19
20

21
22
23
24
25

26
27
28
29
30

31
32
33
34
35

36
37
38
39
40

41
42
43
44
45

46
47

全 国

北 海 道
青 森
岩 手
宮 城
秋 田

山 形
福 島
茨 城
栃 木
群 馬

埼 玉
千 葉
東 京
神 奈 川
新 潟

富 山
石 川
福 井
山 梨
長 野

岐 阜
静 岡
愛 知
三 重
滋 賀

京 都
大 阪
兵 庫
奈 良
和 歌 山

鳥 取
島 根
岡 山
広 島
山 口

徳 島
香 川
愛 媛
高 知
福 岡

佐 賀
長 崎
熊 本
大 分
宮 崎

鹿 児 島
沖 縄

平 均
標 準 偏 差
変動係数％�

14.36

20.77
19.58
17.85
18.37
16.30

15.02
18.91
15.80
16.31
14.63

14.36
13.48
9.00
12.58
15.55

13.16
12.92
14.04
14.53
12.02

14.28
15.87
12.58
12.89
11.80

9.90
9.85
11.49
10.78
11.93

14.45
16.54
12.66
13.14
15.27

16.06
13.46
18.22
14.32
16.41

17.78
19.42
17.46
15.57
18.88

17.34
…

26.02
3.42
13.16

7.68

9.11
9.88
8.84
8.66
7.27

7.28
9.85
9.10
8.58
7.27

7.82
8.21
5.96
7.10
8.38

6.86
7.88
9.09
8.40
6.98

8.46
8.90
7.17
7.66
7.50

5.92
6.14
7.07
6.48
7.69

8.33
9.01
7.47
7.45
7.24

7.88
6.89
8.71
7.73
7.05

9.48
12.07
9.24
7.68
10.94

12.07
…

15.27
1.52
9.95

10.04

8.94
10.98
9.74
9.89
8.17

9.01
10.24
11.12
10.25
10.03

11.56
11.39
9.18
11.33
9.80

9.05
10.31
10.54
10.34
9.84

10.48
10.66
11.12
9.91
10.62

9.70
10.59
10.48
10.14
10.24

9.15
9.56
10.34
10.26
9.34

8.98
9.52
9.54
8.94
8.92

10.09
10.98
9.13
8.94
10.23

10.29
…

15.33
0.77
5.00

9.14

8.22
9.62
10.57
10.01
9.35

10.40
10.82
9.90
9.75
9.61

8.99
9.15
6.81
8.94
10.12

9.53
10.30
10.86
8.97
10.15

9.61
9.76
9.78
9.95
10.75

8.59
8.37
9.17
8.68
9.60

10.57
11.07
10.41
10.03
9.46

9.09
10.06
9.66
8.33
8.90

10.35
9.73
9.90
9.62
10.45

10.28
13.93

9.75
1.03
10.52

7.96

7.30
8.09
9.46
8.38
8.34

9.77
9.97
8.77
8.90
8.83

7.72
7.63
5.66
7.44
9.39

8.51
8.83
9.95
8.61
9.40

8.46
8.72
8.40
8.81
9.79

7.55
7.20
7.92
7.75
8.27

10.14
10.53
9.21
8.86
8.35

8.69
8.77
8.63
8.04
7.74

9.48
9.07
9.07
8.40
9.08

9.33
11.02

8.69
0.96
11.01

7.26

6.37
7.78
8.70
7.50
7.83

9.18
9.29
7.92
7.99
8.33

6.72
6.74
4.91
6.57
8.40

8.02
8.06
9.14
8.32
8.90

8.01
8.15
7.80
8.18
8.49

6.54
6.70
7.27
6.84
7.90

9.07
9.33
8.45
7.67
7.98

7.95
8.59
7.87
7.84
7.07

9.35
8.63
8.84
8.32
9.11

8.70
10.55

8.04
0.99
12.37

6.66

5.89
6.56
7.65
6.51
7.09

8.10
8.35
7.04
7.48
7.54

6.32
6.30
4.62
6.07
7.20

7.49
7.28
8.48
7.47
8.13

7.44
7.63
7.22
7.49
7.67

5.99
6.12
6.47
6.08
7.05

8.12
8.37
7.53
7.35
7.47

6.65
7.92
7.32
6.99
6.54

8.19
7.86
8.21
7.78
8.31

8.10
9.86

7.30
0.90
12.35

7.53

6.69
7.29
8.02
7.03
6.94

8.33
8.55
7.87
7.88
8.03

6.98
7.20
5.47
6.93
7.89

7.81
7.94
9.24
8.01
8.68

8.25
8.67
8.44
8.53
8.72

6.76
7.02
7.64
6.90
8.16

8.59
9.66
8.49
8.88
8.85

7.85
8.99
8.46
7.72
7.90

9.19
9.09
9.35
8.96
9.81

9.18
10.86

8.16
0.98
12.04

7.94

7.05
7.67
8.28
7.49
7.24

8.24
8.96
8.14
8.25
8.28

7.45
7.39
6.28
7.44
7.93

8.36
8.61
9.30
8.26
9.04

8.75
8.70
8.75
8.74
9.13

7.18
7.42
8.13
7.51
8.64

9.34
10.33
8.74
9.14
9.15

8.55
9.40
8.71
8.49
8.50

9.50
9.53
9.78
9.18
9.92

9.67
11.50

8.55
0.96
11.25

7.14

6.32
6.99
7.16
6.38
6.50

7.41
7.65
7.21
7.17
7.54

6.66
6.68
5.51
6.59
7.26

7.94
8.14
8.71
8.18
8.13

7.89
7.61
7.90
7.83
8.44

6.66
6.91
7.61
6.93
8.00

8.64
9.05
8.33
8.32
8.32

8.17
8.23
7.82
7.77
7.73

9.09
9.08
9.21
8.85
9.45

9.06
10.55

7.82
0.98
12.48

6.51

5.63
6.32
6.19
5.52
6.05

7.04
6.72
6.63
6.42
6.96

5.91
5.92
4.88
5.90
6.73

7.95
7.48
8.37
7.59
7.93

7.42
7.16
7.25
7.71
7.92

6.04
6.20
6.97
6.57
7.62

9.05
8.88
7.67
7.74
8.26

7.80
8.08
7.67
7.28
7.05

8.65
8.86
8.52
8.39
9.20

8.47
9.37

7.32
1.08
14.76

-

45
37
39
46
40

29
33
34
36
31

43
42
47
44
32

13
23
10
22
14

24
27
26
18
15

41
38
30
35
21

3
4
20
17
11

16
12
19
25
28

6
5
7
9
2

8
1

1930年全国人口標準による．
率算出において，1950年は総人口，1960年以降は日本人人口を用いた．
変動係数（％）＝標準偏差／平均×100
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統 計

都道府県別にみた女性の年齢（５歳階級）別出生率

および合計特殊出生率：2022年

（別府志海・佐々井司）

わが国の都道府県別出生力に関する指標の一つとして，国勢調査年次，および1970年以降は毎年，

女性の年齢別出生率および合計特殊出生率を算出・公表している１）．今回は2022年の結果について概

説する．

女性の年齢別出生率および合計特殊出生率の算出に用いた資料は次の通り．

出生数（日本人のみ）：厚生労働省政策統括官（統計・情報システム管理、労使関係担当）『令和

4年人口動態統計確定数』2023年9月15日公表値

人口（日本人人口）：総務省統計局『人口推計』2023年4月12日公表値

年齢別出生率は，全国，各都道府県とも，5歳階級別に算出した．ただし，母の年齢別出生数の15

歳未満は15～19歳に，50歳以上は45～49歳に含めたうえで，15～19歳，45～49歳の出生率の分子とし

た．なお，出生数の年齢不詳分は，既知の（不詳を除く）年齢階級別の分布に応じて按分した．

また，出生数および分母となる女性人口ともに日本人人口を用いている．

主要結果

今回算出された全国における2022年の合計特殊出生率は1.25である（年齢各歳別に算出した場合は

1.26）．都道府県別にみると，出生率の最も高い沖縄県（1.70）と最も低い東京都（1.04）との差は

0.66ポイントである．概して，九州・中国地方の各県を中心に西日本の出生率が相対的に高く，大都

市を抱える地域で顕著に低いという傾向がみられる（表1）．

母の年齢別出生率のパターンには，地域間で特徴的な違いが観測される（表1）．総じて，比較的

若い年齢，とりわけ20歳代における出生率が高い地域では，合計特殊出生率が高くなる傾向がみられ

る．合計特殊出生率の水準をもとに6つの地域を選定し，年齢別出生率のパターンの特徴を考察する

と（図1），2022年合計特殊出生率の高い3県（沖縄県，宮崎県，鳥取県）はいずれも，20歳代と30

歳代前半における出生率が全国水準と比して顕著に高くなっている．とりわけ合計特殊出生率が1.70

と最も高い沖縄県では，すべての年齢における出生率が全国値を上回っている．宮崎県と鳥取県の合

計特殊出生率はそれぞれ1.63，1.60と比較的高い水準にあるが，宮崎県では30歳代の前半の出生率が

最も高く，鳥取県では20歳代後半の出生率が最も高くなっており，出生水準の近い両者間にも，年齢

構成上の違いがみられる．他方，出生率の低い地域においても同様に，年齢別出生率のパターンに特
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1）厚生省人口問題研究所（石川晃）「都道府県別人口の出生力に関する主要指標昭和45年～60年」研究資料第

246号，1987年2月．

前年（2021年）の結果については，別府志海・佐々井司「都道府県別女性の年齢（5歳階級）別出生率およ

び合計特殊出生率：2021年」『人口問題研究』第78巻第4号，2022年12月，pp.610～617を参照のこと．



徴的な差異が認められる．東京都では20歳代における出生率が全国値に比して顕著に低く，その一方

で30歳代後半以降における出生率が全国水準よりも高くなっている．また，宮城県と北海道の合計特

殊出生率はそれぞれ1.09，1.12と，東京都に次いで低いが，この２道県における差は主として20代女

性の出生率の差に依るところが大きい．

次に，平均出生年齢と合計特殊出生率との関係をみたものが図2である．概して，平均出生年齢と

合計特殊出生率との間には負の相関関係がみられる．ただし，各都道府県が直線上に分布しているわ

けではなく，全国水準を基準として合計特殊出生率が高く，かつ平均出生年齢が低い象限にほとんど

の県が分布しており，出生率が低く出生年齢が高い象限には大都市を抱える6都府県が，そして出生

率，出生年齢ともに低い象限には北海道と東北の4県等が分布している．他方，出生率，出生年齢が

ともに高い象限に位置する都道府県は皆無となっている．

都道府県別に合計特殊出生率の時系列変化をみると（表2），概ね全国値の推移に即した動きが観

測される．すなわち，2005年ごろまで低下を続けていた出生率は，2006年以降ほぼすべての地域にお

いて回復基調に転じた．しかし近年，全国の出生率上昇傾向が鈍化するなか，各都道府県における出

生率にも2015年国調年次をピークとして低下する地域が散見され始める．そして2022年の合計特殊出

生率は，2015年比ですべての都道府県において大幅に低下した．女性の平均出生年齢は，1980年以降

全国的に上昇傾向が続いているが，標準偏差や変動係数が2000年以降大きくなっていることに示唆さ

れる通り，各都道府県において出生パターン等が徐々に変化している可能性がある（表3）．

合計特殊出生率について出生順位別の内訳を示したものが図3，表4である．出生率について都道

府県間の変動係数をみると高出生順位ほど大きくなっていることから，高順位の出生率ほど地域間格

差が大きいことが示唆される．ただし，都道府県格差が比較的小さい第1子出生率をみても，出生水

準の最も高い福井県（0.69）と最も低い宮城県（0.51）との間に0.18ポイントの差が観測される．出

生順位別出生率の特徴が合計特殊出生率の違いを明確に説明し得るのが，沖縄県と東京都である．沖

縄県の高出生率は第3子以上の出生率の高さに，東京都の低出生率は第2子および第3子以上の出生

率の低さに起因していることが明確にみてとれる．併せて，出生順位別に出生時の母の平均年齢をみ

ると（図4，表4），概して，出生年齢の高い地域ほど出生率が低くなる傾向がある．しかし，出生

年齢と出生率とは必ずしも直線的な相関関係にあるわけではない．例えば，北海道や東北の数県にお

いては，平均出生年齢が比較的若いにもかかわらず合計特殊出生率は相対的に低くなっている．他方

で，北陸甲信越地方の各県においては，平均出生年齢が相対的に高いところが多いにもかかわらず，

合計特殊出生率は全国水準よりも高いといった傾向がみられる．
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図２ 平均出生年齢と合計特殊出生率：2022年

図１ 特定地域の年齢別出生率：2022年
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図３ 合計特殊出生率と出生順位別合計特殊出生率：2022年

図４ 出生順位別平均出生年齢：2022年
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表１ 都道府県別，女性の年齢別出生率および合計特殊出生率：2022年

都道府県
女性の年齢別出生率（‰） 合計特殊

出生率
平均年齢
（歳）総数 15～19 20～24 25～29 30～34 35～39 40～44 45～49

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

16
17
18
19
20

21
22
23
24
25

26
27
28
29
30

31
32
33
34
35

36
37
38
39
40

41
42
43
44
45

46
47

全 国

北 海 道
青 森
岩 手
宮 城
秋 田

山 形
福 島
茨 城
栃 木
群 馬

埼 玉
千 葉
東 京
神 奈 川
新 潟

富 山
石 川
福 井
山 梨
長 野

岐 阜
静 岡
愛 知
三 重
滋 賀

京 都
大 阪
兵 庫
奈 良
和 歌 山

鳥 取
島 根
岡 山
広 島
山 口

徳 島
香 川
愛 媛
高 知
福 岡

佐 賀
長 崎
熊 本
大 分
宮 崎

鹿 児 島
沖 縄

平 均
標準偏差
変動係数％�

33.32

28.92
30.38
30.15
29.21
28.72

33.38
32.58
32.39
31.40
32.79

31.37
31.51
30.60
31.63
32.23

36.06
34.85
38.28
35.25
36.14

33.51
33.84
36.15
35.20
36.71

31.00
33.30
33.53
31.13
34.69

40.78
39.63
36.17
35.88
35.94

35.45
35.60
34.26
33.52
35.68

39.10
39.27
39.45
36.95
40.09

39.48
46.08

34.69
3.59

10.35

1.73

1.97
1.63
1.50
1.06
1.18

1.41
1.89
1.74
1.69
1.88

1.12
1.63
1.02
1.23
0.98

0.81
1.28
1.35
1.44
1.55

1.36
1.71
1.61
1.87
1.61

1.42
2.18
1.72
1.57
2.79

1.83
0.93
2.49
2.33
3.25

2.64
2.48
2.71
2.00
2.60

2.53
1.86
2.24
1.57
3.13

1.91
4.71

1.86
0.72
38.68

18.54

20.98
27.85
26.50
16.67
21.31

23.22
31.03
23.40
21.13
21.69

14.44
14.30
7.73
11.66
19.88

23.06
19.42
25.46
20.29
22.34

20.73
21.85
17.27
24.91
19.76

13.65
17.93
17.25
15.32
33.50

32.50
31.27
24.84
25.20
34.92

26.86
30.82
29.57
26.83
23.73

34.69
33.41
31.63
32.80
41.22

31.07
38.62

24.35
7.35

30.17

69.59

68.35
80.10
76.90
62.00
77.64

83.06
81.35
76.73
78.24
81.27

63.24
61.99
39.06
55.72
79.93

91.21
83.54
94.40
87.00
86.16

90.78
81.93
80.66
87.68
85.48

58.83
65.77
76.59
73.00
92.71

107.10
102.00
88.93
89.98
98.29

92.23
93.00
92.13
88.75
75.30

98.13
101.48
96.14
101.60
104.05

99.03
94.72

83.49
14.21
17.02

93.92

80.09
84.79
82.50
82.23
84.94

94.27
86.33
91.85
88.29
95.13

91.31
91.38
82.71
93.79
93.02

105.30
104.48
111.06
103.47
104.31

100.68
99.04
105.66
100.78
108.42

93.08
92.05
99.79
95.96
90.58

102.67
111.38
99.21
99.71
97.46

99.64
100.25
97.15
89.77
95.43

103.78
108.19
105.03
97.91

108.55

106.80
109.23

97.22
8.36
8.60

53.84

43.83
43.03
44.31
46.18
42.50

50.58
44.54
49.40
47.73
52.30

52.20
53.61
60.37
58.25
49.44

58.00
55.68
55.84
55.26
59.20

48.96
51.26
53.61
52.81
57.72

56.34
54.41
53.93
51.09
48.04

61.36
55.88
49.98
51.27
48.19

49.94
52.29
46.88
51.06
55.08

54.50
55.97
56.86
52.25
56.86

55.60
72.85

52.71
5.53
10.49

12.23

9.13
9.37
9.79
10.27
8.77

11.20
9.43
10.84
10.28
10.65

11.63
11.79
16.47
13.63
10.78

12.43
10.61
11.86
12.00
12.60

9.43
10.16
11.05
11.06
12.45

13.24
12.12
11.62
11.84
9.60

14.69
12.61
11.70
11.12
10.69

11.95
10.14
9.87
13.89
12.89

12.63
12.46
12.58
10.88
11.28

12.34
19.52

11.65
1.92
16.46

0.36

0.25
0.24
0.23
0.28
0.03

0.15
0.20
0.36
0.31
0.19

0.33
0.42
0.65
0.43
0.25

0.30
0.29
0.15
0.37
0.27

0.26
0.26
0.35
0.37
0.27

0.44
0.35
0.32
0.44
0.22

0.44
0.52
0.28
0.27
0.28

0.13
0.23
0.28
0.29
0.29

0.33
0.33
0.40
0.29
0.11

0.47
0.66

0.31
0.12
39.31

1.25

1.12
1.24
1.21
1.09
1.18

1.32
1.27
1.27
1.24
1.32

1.17
1.18
1.04
1.17
1.27

1.46
1.38
1.50
1.40
1.43

1.36
1.33
1.35
1.40
1.43

1.18
1.22
1.31
1.25
1.39

1.60
1.57
1.39
1.40
1.47

1.42
1.45
1.39
1.36
1.33

1.53
1.57
1.52
1.49
1.63

1.54
1.70

1.36
0.15
10.96

31.85

31.31
30.92
31.06
31.79
31.15

31.36
30.83
31.39
31.36
31.43

32.09
32.14
33.41
32.59
31.50

31.54
31.62
31.34
31.58
31.62

31.26
31.40
31.70
31.30
31.69

32.37
31.92
31.77
31.85
30.69

31.17
31.15
31.21
31.20
30.67

31.09
30.96
30.85
31.24
31.58

30.96
31.03
31.14
30.87
30.71

31.11
31.44

31.41
0.52
1.65

諸率算出に用いた分母人口は，日本人女性人口．
平均（出生）年齢＝・・・x・2.5・・ fx5 ・・・ fx5

変動係数（％）＝標準偏差／平均×100
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表２ 都道府県別，合計特殊出生率：1950～2022年

都道府県 1950年 1960年 1970年 1980年 1990年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2022年
順位

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

16
17
18
19
20

21
22
23
24
25

26
27
28
29
30

31
32
33
34
35

36
37
38
39
40

41
42
43
44
45

46
47

全 国

北 海 道
青 森
岩 手
宮 城
秋 田

山 形
福 島
茨 城
栃 木
群 馬

埼 玉
千 葉
東 京
神 奈 川
新 潟

富 山
石 川
福 井
山 梨
長 野

岐 阜
静 岡
愛 知
三 重
滋 賀

京 都
大 阪
兵 庫
奈 良
和 歌 山

鳥 取
島 根
岡 山
広 島
山 口

徳 島
香 川
愛 媛
高 知
福 岡

佐 賀
長 崎
熊 本
大 分
宮 崎

鹿 児 島
沖 縄

平 均
標準偏差
変動係数％�

3.64
（3.65）

4.59
4.81
4.48
4.29
4.31

3.93
4.47
4.02
4.14
3.80

3.92
3.59
2.73
3.25
3.99

3.57
3.56
3.65
3.71
3.25

3.55
3.74
3.27
3.33
3.29

2.80
2.87
3.08
3.08
3.09

3.45
3.87
3.18
3.22
3.62

3.97
3.38
4.03
3.39
3.91

4.28
4.49
4.06
3.90
4.35

4.19
…

3.73
0.51
13.71

2.02
（2.00）

2.17
2.48
2.30
2.13
2.09

2.04
2.43
2.31
2.22
2.03

2.16
2.13
1.70
1.89
2.13

1.91
2.05
2.17
2.16
1.94

2.04
2.11
1.90
1.95
2.02

1.72
1.81
1.90
1.87
1.95

2.05
2.13
1.89
1.92
1.92

2.02
1.84
2.10
1.94
1.92

2.35
2.72
2.25
2.05
2.43

2.66
…

2.09
0.22
10.58

2.09
（2.13）

1.93
2.25
2.11
2.06
1.88

1.98
2.16
2.30
2.21
2.16

2.35
2.28
1.96
2.23
2.10

1.94
2.07
2.10
2.20
2.09

2.12
2.12
2.19
2.04
2.19

2.02
2.17
2.12
2.08
2.10

1.96
2.02
2.03
2.07
1.98

1.97
1.97
2.02
1.97
1.95

2.13
2.33
1.98
1.97
2.15

2.21
…

2.09
0.12
5.53

1.75
（1.75）

1.64
1.85
1.95
1.86
1.79

1.93
1.99
1.87
1.86
1.81

1.73
1.74
1.44
1.70
1.88

1.77
1.87
1.93
1.76
1.89

1.80
1.80
1.81
1.82
1.96

1.67
1.67
1.76
1.70
1.80

1.93
2.01
1.86
1.84
1.79

1.76
1.82
1.79
1.64
1.74

1.93
1.87
1.83
1.82
1.93

1.95
2.38

1.83
0.14
7.39

1.52
（1.54）

1.43
1.56
1.72
1.57
1.57

1.75
1.79
1.64
1.67
1.63

1.50
1.47
1.23
1.45
1.69

1.56
1.60
1.75
1.62
1.71

1.57
1.60
1.57
1.61
1.75

1.48
1.46
1.53
1.49
1.55

1.82
1.85
1.66
1.63
1.56

1.61
1.60
1.60
1.54
1.52

1.75
1.70
1.65
1.58
1.68

1.73
1.95

1.62
0.12
7.72

1.37
（1.36）

1.23
1.47
1.56
1.39
1.45

1.62
1.65
1.47
1.48
1.51

1.30
1.30
1.07
1.28
1.51

1.45
1.45
1.60
1.51
1.59

1.47
1.47
1.44
1.48
1.53

1.28
1.31
1.38
1.30
1.45

1.62
1.65
1.51
1.41
1.47

1.45
1.53
1.45
1.45
1.36

1.67
1.57
1.56
1.51
1.62

1.58
1.82

1.47
0.13
9.03

1.27
（1.26）

1.15
1.29
1.41
1.24
1.34

1.45
1.49
1.32
1.40
1.39

1.22
1.22
1.00
1.19
1.34

1.37
1.35
1.50
1.38
1.46

1.37
1.39
1.34
1.36
1.39

1.18
1.21
1.25
1.19
1.32

1.47
1.50
1.37
1.34
1.38

1.26
1.43
1.35
1.32
1.26

1.48
1.45
1.46
1.40
1.48

1.49
1.72

1.36
0.12
8.91

1.39
（1.39）

1.26
1.38
1.46
1.30
1.31

1.48
1.52
1.44
1.44
1.46

1.32
1.34
1.12
1.31
1.43

1.42
1.44
1.61
1.46
1.53

1.48
1.54
1.52
1.51
1.54

1.28
1.33
1.41
1.29
1.47

1.54
1.68
1.50
1.55
1.56

1.42
1.57
1.50
1.42
1.44

1.61
1.61
1.62
1.56
1.68

1.62
1.87

1.47
0.13
9.00

1.45
（1.45）

1.31
1.42
1.49
1.36
1.35

1.48
1.58
1.48
1.49
1.49

1.39
1.37
1.24
1.39
1.44

1.51
1.54
1.62
1.50
1.58

1.56
1.54
1.56
1.55
1.60

1.34
1.38
1.47
1.38
1.53

1.64
1.78
1.54
1.60
1.60

1.53
1.63
1.53
1.50
1.52

1.64
1.66
1.68
1.59
1.70

1.70
1.96

1.53
0.13
8.60

1.33
（1.33）

1.20
1.32
1.32
1.20
1.23

1.36
1.38
1.34
1.32
1.38

1.26
1.26
1.12
1.25
1.33

1.42
1.46
1.55
1.47
1.45

1.41
1.38
1.43
1.41
1.49

1.25
1.31
1.39
1.27
1.43

1.51
1.59
1.47
1.47
1.47

1.47
1.46
1.40
1.42
1.40

1.58
1.60
1.60
1.54
1.64

1.61
1.83

1.41
0.14
9.64

1.25
（1.26）

1.12
1.24
1.21
1.09
1.18

1.32
1.27
1.27
1.24
1.32

1.17
1.18
1.04
1.17
1.27

1.46
1.38
1.50
1.40
1.43

1.36
1.33
1.35
1.40
1.43

1.18
1.22
1.31
1.25
1.39

1.60
1.57
1.39
1.40
1.47

1.42
1.45
1.39
1.36
1.33

1.53
1.57
1.52
1.49
1.63

1.54
1.70

1.36
0.15
10.96

-
-

45
37
39
46
41

29
32
33
36
30

44
42
47
43
34

12
23
9
18
14

25
27
26
19
15

40
38
31
35
22

3
4
21
17
11

16
13
20
24
28

7
5
8
10
2

6
1

率算出において，1950年は総人口，1960年以降は日本人人口を用いた．
全国の（ ）内の数値は，分母人口に日本人女性人口を用い，年齢各歳別に算出した合計特殊出生率．
変動係数（％）＝標準偏差／平均×100
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表３ 都道府県別，平均出生年齢：1950～2022年
（歳）

都道府県 1950年 1960年 1970年 1980年 1990年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2022年
順位

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

16
17
18
19
20

21
22
23
24
25

26
27
28
29
30

31
32
33
34
35

36
37
38
39
40

41
42
43
44
45

46
47

全 国

北 海 道
青 森
岩 手
宮 城
秋 田

山 形
福 島
茨 城
栃 木
群 馬

埼 玉
千 葉
東 京
神 奈 川
新 潟

富 山
石 川
福 井
山 梨
長 野

岐 阜
静 岡
愛 知
三 重
滋 賀

京 都
大 阪
兵 庫
奈 良
和 歌 山

鳥 取
島 根
岡 山
広 島
山 口

徳 島
香 川
愛 媛
高 知
福 岡

佐 賀
長 崎
熊 本
大 分
宮 崎

鹿 児 島
沖 縄

平 均
標準偏差
変動係数％�

29.65

30.14
29.52
29.45
29.77
29.35

29.50
30.00
30.17
30.28
30.48

30.38
29.71
29.96
30.05
30.10

28.50
29.00
29.15
30.98
30.36

29.24
29.83
29.34
29.26
29.77

29.38
29.39
29.27
29.14
29.03

28.88
28.94
28.58
28.82
28.95

29.17
28.74
29.47
28.25
29.64

29.89
30.02
29.83
29.44
29.79

30.33
…

29.55
0.58
1.97

27.86

27.48
27.56
27.72
27.68
26.88

27.36
28.01
28.46
28.48
28.59

28.61
28.15
28.54
28.23
27.92

26.45
26.83
27.18
29.37
28.80

27.32
27.74
27.55
27.16
27.96

27.92
27.74
27.57
27.39
27.31

27.22
27.32
26.81
27.22
27.10

27.05
26.89
27.48
26.56
27.67

28.16
28.60
27.87
27.59
27.63

28.70
…

27.69
0.64
2.33

27.84

27.31
27.08
27.52
27.54
26.78

27.23
27.51
27.79
27.94
28.14

28.14
27.90
28.81
28.25
27.70

26.82
26.84
27.06
28.70
28.53

27.39
27.54
27.45
27.27
27.87

28.27
27.91
27.82
27.68
27.40

27.31
27.64
27.07
27.37
27.36

27.07
27.17
27.47
27.12
28.01

27.90
28.30
27.46
27.46
27.35

28.22
…

27.62
0.49
1.77

27.78

27.63
27.21
27.38
27.55
27.17

27.41
27.44
27.56
27.61
27.78

27.99
27.88
28.80
28.17
27.62

26.99
26.96
27.10
28.24
28.33

27.35
27.58
27.42
27.11
27.68

28.17
27.88
27.78
27.82
27.17

27.42
27.58
27.22
27.41
27.41

27.18
27.17
27.44
27.39
27.91

27.70
28.00
27.48
27.51
27.42

27.95
28.37

27.60
0.39
1.43

28.98

28.81
28.50
28.55
28.89
28.54

28.63
28.48
28.69
28.64
28.83

29.24
29.17
30.07
29.48
28.76

28.29
28.40
28.33
29.19
29.33

28.60
28.77
28.66
28.24
28.68

29.34
28.99
28.89
28.99
28.20

28.58
28.50
28.39
28.52
28.49

28.28
28.17
28.40
28.58
29.08

28.83
29.02
28.64
28.70
28.68

28.93
29.16

28.75
0.38
1.31

29.67

29.24
29.04
29.17
29.41
29.18

29.21
28.96
29.39
29.28
29.35

29.97
29.99
30.85
30.31
29.43

29.21
29.27
29.41
29.76
29.84

29.36
29.39
29.51
29.14
29.56

30.15
29.71
29.65
29.95
28.92

29.23
29.39
29.19
29.31
29.01

29.08
28.96
29.06
29.23
29.69

29.32
29.49
29.18
29.30
29.16

29.45
29.25

29.42
0.38
1.30

29.99

29.53
29.39
29.30
29.67
29.43

29.42
29.13
29.65
29.64
29.69

30.16
30.21
31.25
30.62
29.85

29.70
29.88
29.60
30.09
30.06

29.82
29.65
29.87
29.49
29.95

30.59
30.05
30.08
30.26
29.36

29.50
29.53
29.62
29.61
29.32

29.46
29.42
29.19
29.64
29.98

29.58
29.67
29.56
29.58
29.36

29.69
29.63

29.74
0.40
1.34

30.51

30.04
29.72
29.76
30.32
30.01

29.99
29.59
30.12
30.12
30.24

30.79
30.69
31.87
31.21
30.35

30.38
30.37
30.30
30.57
30.55

30.29
30.20
30.44
30.01
30.47

31.10
30.47
30.52
30.78
29.81

29.95
30.00
30.10
29.97
29.68

30.04
29.71
29.72
30.08
30.39

29.97
29.94
29.95
30.02
29.58

30.06
30.26

30.22
0.44
1.45

31.17

30.71
30.29
30.25
30.95
30.59

30.69
30.16
30.65
30.73
30.79

31.43
31.37
32.59
31.82
31.11

31.01
31.02
30.95
31.27
31.08

30.92
30.80
31.14
30.75
31.15

31.66
31.22
31.15
31.38
30.38

30.57
30.71
30.77
30.69
30.29

30.70
30.39
30.20
30.53
30.90

30.39
30.56
30.55
30.54
30.17

30.54
30.64

30.83
0.47
1.52

31.59

31.10
30.80
30.81
31.36
30.92

31.09
30.60
31.06
31.04
31.16

31.76
31.77
33.06
32.21
31.19

31.40
31.41
31.32
31.45
31.44

31.15
31.17
31.51
31.14
31.42

32.15
31.65
31.53
31.56
30.73

31.03
30.99
31.09
31.09
30.66

30.95
30.72
30.62
31.10
31.32

30.74
30.83
30.92
30.85
30.46

30.93
31.02

31.20
0.47
1.50

31.85

31.31
30.92
31.06
31.79
31.15

31.36
30.83
31.39
31.36
31.43

32.09
32.14
33.41
32.59
31.50

31.54
31.62
31.34
31.58
31.62

31.26
31.40
31.70
31.30
31.69

32.37
31.92
31.77
31.85
30.69

31.17
31.15
31.21
31.20
30.67

31.09
30.96
30.85
31.24
31.58

30.96
31.03
31.14
30.87
30.71

31.11
31.44

31.41
0.52
1.65

-

25
41
37
8
33

23
44
21
22
19

5
4
1
2
17

16
13
24
15
12

27
20
10
26
11

3
6
9
7
46

31
32
29
30
47

36
39
43
28

14
40
38
34
42
45

35
18

率算出において，1950年は総人口，1960年以降は日本人人口を用いた．
平均（出生）年齢＝・・・x・2.5・・ fx5 ・・・ fx5

変動係数（％）＝標準偏差／平均×100
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表４ 都道府県，出生順位別合計特殊出生率および平均出生年齢：2022年

都道府県
合計特殊
出生率

平均年齢
（歳）第1子 第2子 第3子

以上 第1子 第2子 第3子
以上

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

16
17
18
19
20

21
22
23
24
25

26
27
28
29
30

31
32
33
34
35

36
37
38
39
40

41
42
43
44
45

46
47

全 国

北 海 道
青 森
岩 手
宮 城
秋 田

山 形
福 島
茨 城
栃 木
群 馬

埼 玉
千 葉
東 京
神 奈 川
新 潟

富 山
石 川
福 井
山 梨
長 野

岐 阜
静 岡
愛 知
三 重
滋 賀

京 都
大 阪
兵 庫
奈 良
和 歌 山

鳥 取
島 根
岡 山
広 島
山 口

徳 島
香 川
愛 媛
高 知
福 岡

佐 賀
長 崎
熊 本
大 分
宮 崎

鹿 児 島
沖 縄

平 均
標準偏差
変動係数％�

1.25

1.12
1.24
1.21
1.09
1.18

1.32
1.27
1.27
1.24
1.32

1.17
1.18
1.04
1.17
1.27

1.46
1.38
1.50
1.40
1.43

1.36
1.33
1.35
1.40
1.43

1.18
1.22
1.31
1.25
1.39

1.60
1.57
1.39
1.40
1.47

1.42
1.45
1.39
1.36
1.33

1.53
1.57
1.52
1.49
1.63

1.54
1.70

1.36
0.15
10.96

0.59

0.53
0.56
0.52
0.51
0.52

0.60
0.58
0.58
0.58
0.61

0.55
0.56
0.55
0.58
0.60

0.68
0.62
0.69
0.63
0.66

0.61
0.63
0.65
0.64
0.66

0.54
0.59
0.61
0.56
0.62

0.67
0.66
0.62
0.64
0.66

0.65
0.65
0.61
0.58
0.59

0.62
0.65
0.63
0.65
0.64

0.64
0.64

0.61
0.05
7.47

0.45

0.40
0.44
0.43
0.39
0.46

0.49
0.44
0.47
0.45
0.48

0.44
0.44
0.37
0.44
0.47

0.54
0.51
0.51
0.54
0.52

0.52
0.49
0.50
0.52
0.53

0.44
0.44
0.48
0.47
0.51

0.58
0.56
0.50
0.50
0.52

0.50
0.54
0.51
0.49
0.48

0.55
0.54
0.53
0.55
0.57

0.53
0.55

0.49
0.05
9.85

0.21

0.19
0.24
0.25
0.18
0.20

0.23
0.25
0.22
0.21
0.23

0.18
0.18
0.12
0.16
0.20

0.23
0.25
0.30
0.23
0.25

0.23
0.21
0.20
0.24
0.24

0.21
0.20
0.21
0.22
0.26

0.36
0.35
0.26
0.25
0.28

0.26
0.26
0.27
0.30
0.26

0.37
0.38
0.36
0.29
0.41

0.36
0.51

0.26
0.07
28.27

31.85

31.31
30.92
31.06
31.79
31.15

31.36
30.83
31.39
31.36
31.43

32.09
32.14
33.41
32.59
31.50

31.54
31.62
31.34
31.58
31.62

31.26
31.40
31.70
31.30
31.69

32.37
31.92
31.77
31.85
30.69

31.17
31.15
31.21
31.20
30.67

31.09
30.96
30.85
31.24
31.58

30.96
31.03
31.14
30.87
30.71

31.11
31.44

31.41
0.52
1.65

30.56

30.00
29.40
29.45
30.56
29.63

29.90
29.35
30.03
30.07
29.99

30.85
30.87
32.36
31.49
30.05

30.10
30.16
29.85
30.29
30.18

29.88
30.06
30.41
29.91
30.29

31.05
30.66
30.52
30.49
29.29

29.47
29.46
29.66
29.72
29.12

29.55
29.62
29.47
29.68
30.12

29.32
29.34
29.59
29.43
29.08

29.45
29.72

29.98
0.64
2.13

32.52

31.93
31.42
31.54
32.40
31.81

31.96
31.36
32.08
31.96
32.12

32.75
32.90
34.31
33.32
32.28

32.29
32.21
31.92
32.11
32.15

31.84
32.06
32.47
31.95
32.39

33.06
32.68
32.47
32.49
31.15

31.50
31.71
31.87
31.88
31.29

31.74
31.59
31.29
31.56
32.22

31.21
31.51
31.51
31.19
31.01

31.58
31.48

31.99
0.63
1.96

33.99

33.66
33.47
33.57
33.95
33.59

33.95
33.32
33.50
33.70
33.87

34.33
34.25
35.54
34.55
34.00

34.01
34.09
33.77
33.85
34.29

33.57
33.89
34.00
33.60
33.98

34.31
33.99
33.82
33.97
33.11

33.79
33.50
33.61
33.55
33.11

33.72
33.09
33.13
33.75
33.67

33.34
33.27
33.30
33.41
32.86

33.37
33.55

33.73
0.45
1.35

表1の注参照．
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書 評・紹 介

山崎 史郎 著

『人口戦略法案―人口減少を止める方策はあるのか』

日本経済新聞出版,2021年11月,557ページ

本書は，人口減少を止める方策としてフィクションの「人口戦略法案」の成立を目指し奮闘する官

僚の姿を，実際の研究論文や公的統計，公開されている資料を交えて書かれた小説である．フィクショ

ンではあるが，社人研の「日本の将来推計人口（「全国推計」）」，「日本の地域別将来推計（地域推計）」

や，「出生動向基本調査」，社人研研究者による多数の論文，公的な調査結果など実際に公開されてい

る実在の資料が多数引用されており，本書は日本の人口減少とその対策をテーマとした新書であると

いえる．

本書の特徴は，小説形式を採用している点にあり，筆者自身もあとがきにおいて「人口減少問題は

様々な要素が複雑に絡み合うため，論文形式の記述では趣旨が十分に伝わらないのではないか，と考

えたからです。」と述べている．登場人物に「移民」，「結婚」，「出産」，「ライフプラン」，「妊娠前ケ

ア」，「結婚や出産に政府の介入を許すのか」などといったセンシティブなテーマに対する様々な考え

方を語らせ，意見交換を行わせることを通じて，広範囲に及ぶ人口問題に現実感と関心を読者に持た

せる意図もあると思われる．

本書は第1章～第6章で構成されている．各章において大学教授などの専門家が登場し，人口問題

の重要さや，各国の事例や比較，最新の研究成果などについて官僚に解説やレクチャーする場面が盛

り込まれている．とくに，第1章～第4章では，「朝食勉強会」と題された日本のこれまでの人口動

態や政策の推移を概観した基礎的な内容に始まり，「出生率低下の構造・要因分析」，「制度をめぐる

議論」，「子ども保険」，「不妊治療・ライフプラン」，「結婚支援」，「地方創生」，「移民政策」といった

人口をテーマとした入門書の内容を網羅するような形で節が設けられている．第5章以降は，フィク

ションとして法案成立への官僚としての奮闘や，与野党への法案の趣旨説明，国会対策といった内容

も多くなるが，こうした場面は人口減少問題への対策の必要性を読者にわかりやすく訴えかけること

を意図した内容であろう．

また，本書において，筆者は出生率の上昇のために，労働政策と家族政策の両方を融合させた「子

ども保険」と名付けた制度を掲げている．この制度は，雇用保険の対象に含まれない非正規雇用の女

性に育児休業手当が支給されない問題を解決し，国民負担は年間約4万円となることを財源も含め試

算している．評者の知識ではこの制度について，論じることはできないが，人口減少対策として制度

の在り方を詳細かつ現実的に検討しているようである．少なくとも筆者はこうした実際の負担額を示

すことで，国民の間で広く人口減少に関する議論が起こることを期待しているのであろう．奇しくも

2024年度に1人当たり所得税ほか4万円の減税が行われることが大きく報道されているが，評者とし

ても同じ4万円の使途について，国民的な議論を期待したいと思うところである．

本書の最も大きな意義は，人口減少への対策という国民の合意と理解が必要なテーマに，小説形式

をとって幅広い理解と合意を促そうとした点である．研究者の書く専門的な論文や専門書などと異な

り，複雑な問題を丁寧かつ分かりやすい文章でまとめていることからも，筆者の官僚としての経験と

その知見を多分に生かし，国民への理解を得ようとする熱意が溢れていると感じる．その他にも，日
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本における政策や法案が官僚によってどのように形作られてゆくのかを，わかりやすく記したという

点で大きな意義もある．官僚が大学教授や専門家を招いて勉強会と称した場を設け，関係者に丁寧な

ヒアリングを重ねる様子が写実的に描写されている．こうした描写は小説の部分となるが，筆者の経

歴から単にフィクションとは言い切ることはできないであろう．日本の政策や法律が，特定の人物に

よって恣意的に定められものではなく，官僚の真摯な働きにより形成されることが理解できるように

なっている．

これらの意義から，人口減少に少しでも関心のある人には，ぜひ本書を読んでいただきたいとの印

象を持った．とくに，出生に関して労働政策と家族政策から取り組みを検討されている方には，一読

の価値があると思う．また，官僚の働き方や役割に関心のある方にも，お薦めしたい．

本書のやや不満な点は，非大都市圏から東京圏へ移動することを考え始める年齢層や，出生行動が

始まるまでに少し時間的余裕のある年齢層に当たる10歳代の声が十分ではないことである．こうした

若い世代の人口減少に対する不安や不満を把握することも，持続的な出生率の上昇を考える上では不

可欠であろう．

なお，周知のように本書の刊行後となる2023年4月には，2020年国勢調査を基にした新たな「全国

推計」が公表された．外国人の入国超過数を年間約16万人と仮定したことや平均寿命の伸長により，

2015年国勢調査を基にした前回の「全国推計」よりも，人口減少は幾分緩やかとなった．しかし，自

然増加に寄与する出生数，出生率の低下は深刻さを増しており，本書の内容よりもより厳しい状況と

なっている現実がある．人口減少問題を扱った優れた本書を通じて，国民の間に広く人口問題に対す

る理解と認識が深まることを強く期待したい． （貴志匡博）
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研究活動報告

第75回数理社会学会大会

第75回数理社会学会大会（JAMS75）は，2023年8月25日（金）・26日（土）の2日間，愛知大

学名古屋キャンパスを会場として開催された．会員80名（うち学生14名），非会員33名（うち学生18

名）の参加申し込みがあり，活発な議論がセッション後も各所で展開されていたのが印象的であった．

自由報告（口頭発表）は3部会11件で，とくに第1部会「ジェンダーと家族」では，日本の結婚市場

におけるミスマッチのメカニズムを探るサーベイ実験（打越文弥会員）や，性交渉の頻度と家事分担

が幸福度に及ぼす影響についての計量分析（石橋拳会員）など，研究所で行われる調査研究とも深く

関わる内容の報告が複数なされていた．

国立社会保障・人口問題研究所からは，毛塚和宏会員が以下の報告を行った．

毛塚和宏・鈴木遼「大学進学選択と経済的資産の関連：損失回避傾向の異質性に注目して」

萌芽セッション（ポスター報告）は45件を数え，これまでの大会と同様に，幅広い研究対象やトピッ

ク，手法が扱われていた．著者個人としては，サーベイ実験やオンライン調査，係留ヴィネット法や

欠測・測定誤差に基づくバイアスなど，比較的新しい手法や問題系に関する方法論について新たな知

見を得ることができ，非常に勉強になった．

次回のJAMS76は，2024年3月に大阪大学で開催予定である． （吉田 航 記）

数学を用いる生物学

統計数理研究所にてワークショップ「数学を用いる生物学」は，2023年8月28日から29日までで開

催された．数理モデル研究者と統計を主に用いる実証研究者との交流会である．数理モデルの研究と

いう演繹的な方法を用いた，生態学，進化，個体群動態および人文科学の研究と統計学とう帰納的手

法によるこれらの研究テーマのそれぞれ研究者達が自身のテーマに沿って講演を行った．筆者は「多

地域レスリー行列の理論と応用～日本の人口減少社会における国内・国際移動の影響～」というタイ

トルで招待講演を行った．数理モデルの研究者は数学の解析の主張する事が多々あり，実際のデータ

を知る機会として有意義なものである．一方，統計を用いる実証研究者にとってその背後にある数理

モデルの実態や仮定を知る機会となったはずである．こうした交流の場が定期的に設けられる事はよ

り洗練された研究を考える上で必要であると感じた． （大泉 嶺 記）

第33回日本家族社会学会大会

家族に関する社会学的理論や法制度，質的調査，量的調査などに関心のある研究者が集う第33回日

本家族社会学会大会が，2023年9月2日（土），9月3日（日）に神戸大学（神戸市）を開催校とし

て完全対面の形で開催された．

初日には，ラウンドテーブル「学会事業としてのNFRJにいま何が求められるのか？」が開催さ

れ，オーガナイザーや中堅・若手会員を中心に，学術的公共財としてのNFRJ（全国家族調査）の
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意義やプロジェクト体制の充実化（ワークショップの定期開催，公的統計の利活用）などについて提

案・議論がなされた．その他①就業と家族，②若者，③教育・階層，④ケア・家事，⑤女性と役割，

⑥子ども，⑦国際比較の自由報告セッションが開催された．

二日目は，⑧男性と家族，⑨結婚・夫婦，⑩制度・政策についての自由報告セッションが開催され

た．その他，開催校企画テーマセッションとして「地方社会で生きる外国人住民の暮らし・仕事・学

校―地域研究から迫る兵庫県豊岡市の事例―」が企画され，シンポジウムでは「若者の地方暮らしか

ら考える新時代の家族」について議論がなされた．

自由報告では2，30分の全体討論の時間が設けられたものが多く，報告内容の理解を深めたり，発

展可能性が論じされるなど有意義であった．また社人研からはオーガナイザーや司会での参加者が多

く，進行や活発な議論の取りまとめに貢献していた． （岩澤美帆 記）

2023年日本数理生物学会年会

2023年9月4日～同年9月6日に奈良女子大学で開催された「2023年度日本数理生物学会年会」に

参加した．この会は筆者が所属する日本数理生物学会の年会である．コロナ禍後，初の対面による大

会である．久しぶりの対面大会となって参加者も例年より多く盛況であった．筆者は，「多状態年齢

構造化人口モデルに現れるFredholm方程式」というタイトルで講演を行った．内容は筆者らが考

案した状態遷移の経路の和として人口動態のモデルの固有システムを再解釈する方法についてである．

数理生物学会において若手会員もまだまだ増えていることから，しばらくはこの分野は安泰と感じて

いる．しかし，研究内容が実験とのコラボが増えたため，特定の現象に関するケーススタディが散見

され，進化や個体群動態の本質に関わるようなダイナミックな研究が減ってきていることが危惧され

る．こうしたケーススタディの増加は検証可能なモデルを生み出す一方，数学的な奥深さを伴わない

事が多いからだ．とはいえ，対面形式の学会が復活したことは今後の研究活動を活発化させるに喜ば

しいことである． （大泉 嶺 記）

オックスフォード滞在と英国人口学会への参加

2023年9月7日から11日まで，オックスフォード大学ワダム校（Wadhamcollege）に滞在し，同

大学インターネット研究所（OxfordInternetInstitute）のエカテリーナ・ヘルトグ（Ekaterina

Hertog）准教授との共同研究を行った．同准教授とは，科学技術振興機構（JST）社会技術研究開

発センター（RISTEX））の研究開発事業「AI等テクノロジーと世帯における無償労働の未来：日英

比較から（令和2年1月～令和5年12月）」（代表：お茶の水女子大学大学院・永瀬伸子教授）にて共

同研究を行っており，共同論文の執筆にかかる作業を行った．オックスフォードへの滞在は，2020年

1月以来，約4年ぶりであったが，街の様子は変わっておらず，ヘルトグ氏が手配してくれたワダム

校のゲストハウスにて快適かつ生産的に過ごすことができた．

同11日より列車にてヘルトグ氏と共にキール（Keele）に移動し，同日午後よりキール大学（Keele

University）にて開催された英国人口学会（BritishSocietyforPopulationStudies）の年次大会に

参加した．同学会では，上記共同研究プロジェクトのこれまでの成果を報告するパネルセッション

「Revolutionizinghomelife:Exploringtheimpacts,opportunitiesofdomesticautomationacross

cultures,generations」が企画されており，筆者は「IntergenerationalTransferofCareWork:

―458―



HowTechnologywouldMeetwithFutureCareDemandinJapanandtheUK?」と題する共同

研究について報告した．人口研究を主とする同学会にあってはやや趣が異なるテーマではあったが，

ジェンダーや家事労働に関心のある研究者を中心に20名ほどの参加があり，活発な意見交換が行われ

た．筆者の他に，日本からは，お茶の水女子大学大学院の永瀬伸子教授，その院生の江天瑶さんが参

加し，同じパネルで報告を行った．また，南デンマーク大学の茂木良平氏も参加しており，数年ぶり

に旧交を温めた．

英国人口学会は，米国人口学会と比べるとかなり小規模であり，アットホームな雰囲気であった．

参加者は英国からの研究者が主ではあるが，他のヨーロッパ諸国からの参加者も多く，オープンで気

さくな雰囲気であったことも印象的である．また，今次大会では，キャンパスにある宿泊施設（学期

中は学生寮となっているものと思われる）に滞在する形であったため，経済的であり会場までの往復

も非常に楽であった．また，昼食はもとより，朝食や夕食も会場で提供されたため，参加者との交流

に多くの時間を割くことができた．

今回の英国出張にあたり，英国人口学会でのパネルセッションを企画し，オックスフォードでの滞

在に便宜を図ってくださったヘルトグ准教授にこの場を借りて感謝申し上げる． （福田節也 記）

日本地理学会2023年秋季学術大会

日本地理学会2023年秋季学術大会は，2023年9月16日（金）～19日（火）に関西大学千里山キャン

パス（大阪府吹田市）で行われた（9/16はミニ・エクスカーションと公開講演会，9/17と9/18はシ

ンポジウム，口頭発表，ポスター発表ほか，9/19は巡検）．9/17の「人口・行動」セッションでは下

記6本の報告が行われ，筆者は前半3本の座長を務めた．

蒋 宏偉*・佐藤廉也（大阪大）：日本における食事摂取動機の地域差―私たちはなぜ，私たちが食べ

ているものを食べるのか

村越貴光（駒澤大・院）：大学生による東京都市区町村の名称認知と位置認知

井上 孝*（青山学院大）･井上 希（国立社会保障・人口問題研）：東京西郊の私鉄沿線における将来

推計人口の時空間分析

野村侑平（早稲田大・院）：JR西川口駅周辺におけるエスニック・タウンのCOVID-19による空間

変容

宋 弘揚（梅光学院大）：労働力送り出し転換期における促進の取り組みと送り出し機関の対応と課

題―中国の労働力海外送り出しプログラムを中心に

阿部康久*（九州大）・李春嬌（日本IBM）：中国の出稼ぎ労働者にみる近年の出稼ぎ先の変化と将

来の定住希望地域―河南省三門峡市盧氏県の農村出身者を事例として

「人口・行動」セッション以外においても，今後いっそうの人口減少が確実な状況のなかで，いか

に持続可能な地域社会を構築していくかというテーマに焦点を当てた報告が多くみられた．とりわけ

下記は，様々な観点からの過疎地域再生の試みがうかがえる興味深い報告であった．

中澤高志（明治大）：表出する関係性と日常―大分県佐伯市船頭町・大手前地区の変容について

荒井良雄（帝京大）：離島におけるICTを利用した生活・産業インフラの改善の試み―山形県飛島

の事例
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作野広和（島根大）：過疎地域のコミュニティが目指す「縮充」とその方策

櫛引素夫（青森大）：JR津軽線の試練（第2報）―沿線の地域活動を交えて

本多広樹（山形大）：先端技術活用による中山間地域の変化―長野県伊那市の事例

（小池司朗 記）

日本経済学会2023秋季大会

2023年9月16，17日開催された，日本経済学会2023秋季大会＠関西大学千里山キャンパスに参加し

た．私は FudanUniversityのMingyuJiang氏の論文“Workingfrom home,jobtasksand

productivityduringtheCOVID-19pandemic”の討論者を務めた．

本大会でも多種多様な研究があったが，テレワークや会議室の在り方，育休制度など，いわゆる

「柔軟で生産性の高い働き方」というテーマが例年よりも多かったように思う（私の討論論文もこの

テーマだ）．個人的には会議室をクローズドにするよりも，オープンにした方がより生産性が高まる，

という実証をした浅川慎介氏の論文が面白かった．また，郭秋薇氏の，出産・育児期のどのような就

業支援が，女性のキャリアに有効な施策かを考察した研究も興味深い．単一の制度の効果を見た研究

は多くあるが，複数の制度を組み合わせた効果をみた研究は，筆者の記憶の中では初めてであった．

非常に政策的・企業人事的示唆に富む発表で，研究者だけで共有するにはもったいないと感じた．

本大会で最も印象に残ったのはチャールズ＝ユウジ＝ホリオカ氏による日経学会会長講演だ．ホリ

オカ氏（当時なんと24歳！）がハーバード大学のマーティン＝フェルドシュタイン教授と1980年に発

表した“Feldstein,M.,&Horioka,C.(1980).Domesticsavingandinternationalcapitalflows.The

economicjournal,90(358),314-329.”は「フェルドシュタイン＝ホリオカのパズル」と呼ばれ，国際

金融の分野で最も有名な論文の一つとされている（2023年10月25日時点で，GoogleScholarでの引

用数は5345件である）．これは，「資本移動が自由化されているならば，資本の限界生産性は各国で同

一になるように国内貯蓄が海外投資に振り向けられるはずだが，なぜデータ上では国内貯蓄の大半は

国内投資に向かうのか」，という内容である．講演はこのパズルが解けた，という報告だ．この議論

は学部4年生の時に初めて知ったが，あまり覚えていなかった．当時の理解力と知識では，その意義

をあまり理解できなかったということだろう．改めて発表を聞くといろいろな教訓が入っているよう

に感じた．

これがなぜパズルなのか？（例えば，金融機関に勤める）一般の人には理解できないだろうと思う．

ただ経済理論を学んだ人ならば，理論が予測する結果と現実が食い違い，不思議な現象であることが

理解できる．理論に基づいて現象を予測し，データという現実で整合性を確かめ，理論の妥当性を問

う．理論が反証されるとまたデータを説明できる理論を考える，という科学の発展のプロセスを感じ

る．また，論文内の分析は学部1年生レベルのもので，そこにも驚いた．テクニカルな分析ではなく，

やはり問題意識と着眼点が重要であると改めて認識した．パズルの解答は，財市場を考慮すれば現象

が説明可能になる，という実にシンプルなものだった（もちろん分析やその結果の解釈には，議論の

余地はあると思われる）．難題の解答も意外と身近なところにある場合も多い，ということに気づか

された．いたずらにテクニックに走るのではなく，様々なデータを虚心坦懐に観ることの重要性であ

る．私自身が実証研究者であるため，今後の教訓にしたいと思えた．

私が最後に対面の学会に参加したのは，2019年夏であったため，対面学会は実に4年ぶりであった．

知り合いの研究者と久々に話し，論文などで名前は知っていたがお会いしたことのない方に挨拶でき

たのは良かった．しかし，対面学会のデメリットも痛感した．まずは費用である．昨今の物価高騰か
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らホテル代などは高く，研究所のサポートがあったとはいえ，規定の費用から足が出たため，費用の

一部は自腹となった．少しでも安いホテルを探す機会費用も意外と大きい．

しかし，一番の痛手は育児についてだ．一人娘がいるが，土日が学会ということで，妻一人に娘を

見てもらうこととなった．妻は平日フルタイムで就労しており，土日は身体を休める貴重な休日だが，

負担をかけてしまった．オンラインだとこれらのデメリットは基本ない．テレワーク研究の報告をい

くつか聞き，討論を務めた．テレワークは生産性を高めるという研究結果があったが，必ずしもそう

ではないのではないかと思う．一方で，n=1の個人の感想に過ぎないが，テレワークの育児への効果

は正に有意であろう． （茂木洋之 記）

日本人口学会2022年度第１回東日本地域部会

2023年9月20日（水）午後及び9月21日（木）午前の2日間の日程で，東日本地域部会が札幌市立

大学サテライトキャンパスにおいて，対面とZoomによるオンラインのハイブリッド形式で開催さ

れた．昨年度の東日本部会では，11の口頭報告が行われるという近年開催された地域部会のなかでも

最も報告数の多い部会となり，ほとんどの報告において質疑を途中で打ち切るような やや忙しない

進行となった．地域部会は人口学会・年次大会と比べて萌芽的な課題や技術的な側面を含む報告につ

いても 詳細な議論ができる場という性格があることから，今回の部会は余裕をもったスケジュール

で開催されたものである．

今回の部会では，対面参加者による5報告とオンライン参加者による3報告とをあわせた8の口頭

報告が行われた．社人研からは，清水室長と菅が報告を行った．そのほか，オンライン参加者の出席

総数は正確に把握していないが，常時20名前後の参加があったように思う．当初計画された日程から

急遽開催日程が変更になったことや大学に所属する学会員は学事等の事情があったためと推察される

が，昨年度と比べると小規模な開催となった．一方で，報告時間に余裕をもったプログラムであった

ため，すべての報告について技術的な側面も含む濃密な討論が行われたことが印象的であった．来年

度以降も，十分な討論時間が確保され，各参加者が相互に刺激を受ける有意義なものとなることを期

待したい．

なお，プログラムは日本人口学会のホームページ（「2023年度第 1回東日本地域部会開催のお知ら

せ（第2報）」）に掲載されているため割愛する． （菅 桂太 記）

第82回日本人口学会九州地域部会

2023年9月24日（日）午後，佐賀県佐賀市西九州大学佐賀キャンパスにて，第82回日本人口学会九

州地域部会がハイブリッド形式で開催された．佐賀出身の山本和子琉球大学第一内科教授による「新

型コロナウイルスのプラネタリーヘルス」と題する特別講演に続き，佐藤龍三郎 中央大学経済研究

所，原俊彦 札幌市立大学名誉教授により近著の紹介報告がなされた．その後，筆者による「1920年

前後の乳児死亡率と出生率の低下要因－非嫡出出生割合に注目して」，有馬久富 福岡大学医学部衛生・

公衆衛生学講座教授による「長崎県壱岐市における慢性腎臓病（CKD）予防の取り組み」の二報告

が行われた．

今回の日本人口学会九州地域部会は第82回であり，今年が第75回であった全国大会よりも回数が多

いが，これは一年に複数回行うことがあったからのようである．九州部会は医学・保健関係者が多く，
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日本人口学会創設時からの会員である生命表研究で著名な水島治夫九州大学名誉教授（1896～1975）

の影響であろうか．日本人口学会の地域部会にはそれぞれ特色があり，その特徴を生かしながら地域

の人口研究ネットワークが拡充されることが期待される．来年の日本人口学会九州地域部会は今年と

同時期に，福岡大学で開催されることが予定されている． （林 玲子 記）

第96回日本社会学会大会

第96回日本社会学会大会が，10月8日（日）～9日（月・祝）にかけて，立正大学品川キャンパス

で開催された．同大会は，社会学における国内最大規模の研究者組織である日本社会学会が主催とな

り，年に1度開催している．同学会は，社会学が扱うすべての分野を対象とした学会であるため，大

会ではセッションが多数設定される．今大会では，通常セッションとして50，テーマセッションとし

て24，ポスター報告として1のセッションが設けられ，家族，教育，歴史，階層，意識，都市，理論，

研究法・調査法などのトピックについて最新の研究成果が報告された．会期中はそれぞれのセッショ

ンにおいて，報告者とフロアの間で活発な議論が展開された．また，研究報告に加えて，学会奨励賞

の授与式・受賞者講演と，3つのシンポジウムも行われた．国立社会保障・人口問題研究所からは，

中村真理子（情報調査分析部研究員）と竹内麻貴（国際関係部室長）が以下の報告を行った．

【一般報告】

・ 中村真理子，「未婚者の学歴と性交渉経験 1980年代以降の変遷に注目して」

・ 竹内麻貴，「インフォーマル雇用に立ち向かう社会政策の構想 3）自営は育児と両立しやすい

のか ワーク・ファミリー・コンフリクトの就業形態間・内比較」

（竹内麻貴 記）

南部アメリカ人口学会（SouthernDemographicAssociation）年次大会

2023年10月18日（水）から10月20日（金）にかけて南部アメリカ人口学会の年次大会が開催された．

本大会では全29のセッションが設置され，出生や死亡，移動といった一般的なセッションから，近年

関心の高いCOVID-19や環境問題についてのセッション，あるいは米国南部の人口に焦点を当てた

セッションや南部アメリカ人口学会が発行している“PopulationResearchandPolicyReview”の

ためのセッションなど本学会ならではセッションも設置されていた．

報告内容についても様々であり，一般的な定量分析やモデル研究に関する報告から，先行研究のレ

ヴュー報告や近年増加している機械学習による人口推計に関する報告，データ紹介の報告など，他の

人口学会と比較して多様な報告形態が容認されている印象を受けた．

著者も“ComparisonofFutureProjectionsandSimulationResultsofHouseholdEnergy

ConsumptioninJapan,2020-2040”と題し報告を行ったが，人口学に限らず，エネルギー学や家族

社会学など様々な分野の専門家から意見を得ることができた．

次年度の大会は開催地が未定であるが本年と同様に10月に開催予定である．関心のある読者は南部

アメリカ人口学会の公式ページ（https://sda-demography.org/）より確認されたい．

（井上 希 記）
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著者 論文タイトル 号[通巻] 発行 掲載頁

特集：第８回世帯動態調査

小池司朗 特集によせて 1[324] 3.25 1-2

小山泰代 地域における人口減少下の世帯変動 1[324] 3.25 3-20

清水昌人 高齢者の家族類型と介護保険サービスの地域差 1[324] 3.25 21-36

菅桂太 世帯動態調査における非標本誤差の動向：50歳未満離家経
験者は減少しているのか？

1[324] 3.25 37-63

特集：第８回世帯動態調査（その２）

清水昌人 単独世帯・夫婦のみの世帯に住む高齢者の世帯変動
―介護保険サービスの供給量と住居移動との関連―

4[327] 12.25 305-330

特集：国際的な視点から見たジェンダー研究の展開（その１）

笹野美佐恵 韓国社会におけるジェンダー革命と少子化
―世界最低出生率の背後で何が起こっているのか―

2[325] 6.25 107-132

中野円佳 「教育する母親」の仕事に対するアスピレーション維持は
可能か
―シンガポール人のミドルクラス母親に対する質的調査か
ら―

2[325] 6.25 133-156

特集：国際的な視点から見たジェンダー研究の展開（その２）

鈴木恭子 労働市場でスキルはどう評価され男女格差に関連するか？
―性別・学歴・スキル・職業からみた労働市場の構造比較―

4[327] 12.25 331-359

福田節也 高学歴女性の出生に関する国際比較分析：両性合計出生率
によるジェンダー公平仮説の検証

4[327] 12.25 360-380

特集：第８回人口移動調査の結果から（その８）

貴志匡博 人口移動調査と国勢調査から得られる5年間移動率の差異
の検討

2[325] 6.25 157-170

特集：地方創生に関連した研究

貴志匡博 特集によせて 3[326] 9.25 181-182

井上希・鈴木茂允・
中山敬太

福井県庁における住民生活向上に向けたGISの活用
―防災事業と子育て支援事業に着目して―

3[326] 9.25 183-191

特集：日中韓における少子高齢化の実態と対応に関する研究

林玲子 特集によせて 4[327] 12.25 235-236

小島克久 日中韓の介護制度の多様性の背景と今後の制度展開の方向
の検討

4[327] 12.25 237-255

佐藤格 少子高齢化社会における公的年金制度－日中韓の比較－ 4[327] 12.25 256-279

林玲子 日中韓少子高齢化施策の推移と実態－比較の視座から－ 4[327] 12.25 280-304

特集：長寿革命に係る人口学的観点からの総合的研究（その３）

堀口侑・石井太 都道府県別の満年齢別・死亡年別死亡数を出生年別に分割
するモデル開発に関する研究

4[327] 12.25 381-400
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研究論文

斉藤知洋 離婚に伴う女性の経済状況の変化―長期パネルデータを用
いた再検討―

1[324] 3.25 64-84

鎌田健司・小池司朗
・菅桂太・山内昌和

都道府県別にみた人口増加率の要因分解：1950～2020年
(2)期間別分解と年齢別人口の分析結果

4[327] 12.25 401-423

資料

今井博之 新聞記事で振り返る2022年の人口問題 1[324] 3.25 85-88

岩澤美帆・守泉理恵
・釜野さおり・余田
翔平･吉田航・斉藤
知洋・別府志海・是
川夕

日本における結婚と出産の動向
―第16回出生動向基本調査（2021年社会保障・人口問題基
本調査）の結果より―

1[324] 3.25 89-99

岩澤美帆・別府志海
・余田翔平・是川夕
・守泉理恵・吉田航
・釜野さおり・大泉
嶺・石井太

日本の将来推計人口（令和5年推計）について
―令和3（2021）年～令和52（2070）年，附：長期参考推
計（令和53（2071）年～令和102（2120）年）―

3[326] 9.25 192-205

統計

別府志海・佐々井司 主要国における合計特殊出生率および関連指標：1950～
2021年

3[326] 9.25 206-213

別府志海 主要国人口の年齢構造に関する主要指標：最新資料 3[326] 9.25 214-223

別府志海 全国人口の再生産に関する主要指標：2022年 4[327] 12.25 424-439

別府志海・佐々井司 都道府県別標準化人口動態率：2022年 4[327] 12.25 440-446

別府志海・佐々井司 都道府県別にみた女性の年齢（5歳階級）別出生率および
合計特殊出生率：2022年

4[327] 12.25 447-454

書評・紹介

吉田航 SawakoShirahaseed.
SocialStratificationinanAgingSocietywithLowFer
tility:TheCaseofJapan

1[324] 3.25 100-101

大泉嶺 稲葉寿 数理人口学入門 2[325] 6.25 171

林玲子 CharlesGoodhartandManojPradhan
TheGreatDemographicReversal

3[326] 9.25 224-225

貴志匡博 山崎史郎著 人口戦略法案―人口減少を止める方策はある
のか

4[327] 12.25 455-456
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